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平塚市地域包括支援センターあさひきた　　令和４年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

【介護予防ケアマネジメント】

【一般介護予防事業】

①11月より通所型サービスC1名利用中。
②前期の利用者は通いの場へつなぐことが
できた。通所型サービスCの利用終了後
フォローを行った。

B

C

C

①地域のサロン等も含め、本人の状態に合
わせて介護予防に向けた支援を年間通して
行った。計画どおり実施。
②チェックリストの反映や目標設定、支援内
容等を毎回確認し、必要時には指導を行っ
た。委託の担当者会議には基本的に出席し
ており、本人の状態や意向、支援状況含め
把握するよう努めている。やむを得ず調整
がつかない時や感染症の状況から書面開
催となる際は書面にて参加した。又、実績
管理でも前月と実績が異なる際や予定より
大幅に利用がない月などは必ず委託先へ
状況確認し把握に努めた。後期、書面開催
含め12件中5件出席、7件書面。

計画どおり。

コロナ禍の影響から家族からの閉じこもりに
関する相談が多くなっており、外出機会が
減ってしまった方には介護保険の説明か
ら、申請・デイの利用までの支援を行ってい
る。
民生委員から情報提供も随時受付け、情報
共有を行っている。

計画どおり。

C

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

高齢者福祉計画

①総合事業における
多様なサービスの利
用促進

④閉じこもり高齢者
の把握・支援

地域活動の場が再開されていない所もあり、人との交流が減ったことでフレイル傾向や閉じこもりが増えていること
が懸念される。また現在要介護者の認定率は漸増傾向にあるが、寿命が伸びていることに加え後期高齢者よりも
前期高齢者の人口が上回っていることから、このままいくと今後要介護者が急増することが見込まれる。

前期に続いて後期も
通所型サービスＣへ1
名つなぎ、その後の
フォローも確認できた
ことから、目標を上回
る実績としてB評価と
した。

①本人の状態や意向を尊重しつつ必要な
地域資源を活用し計画どおり実施した。
②毎月の包括ミーティングにて情報共有を
行った。また、必要時は随時共有し、個々
の状態・環境に応じてフォーマルやイン
フォーマルの支援の活用について検討を行
い、福祉村などに繋がった。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

計画どおり。

・前期高齢者に注力しながら、介護予防についての普及啓発の継
続と現状把握を行い、地域住民が「健康チャレンジ」を主体的に取
り組むことができるよう支援していく。

前期は地域活動が徐々に再開し始めたこともあり、ほとんどの項目は計
画どおりに遂行することができている。
新規の通いの場に関しては、状況をみながら今年度中に活動状況の把握
を行う。9月からは、再度通いの場やサロンが中止となるグループが多くあ
るため、その中でも地域住民が健康チャレンジに取り組めるよう対策を考
える必要がある。

後期では感染対策を行いながら地域活動を続けている団体が多かった。
そのため、地域住民への介護予防に関する情報の提供や状況を把握し
やすく、関係性を継続することができたこともあり計画どおり実施できた。
適切な介護予防ケアマネジメントを実施するため、包括内ではケース検討
を行い、委託ケースでは定期的な確認と指導を行うことができた。

C

①個々の状態に応じて、市の理学療法士や
通所型サービスC、孫の引きこもりに対する
相談先などの情報提供を行い、本人の意向
に沿って必要に応じた資源を活用できたこ
とから、計画どおり実施とした。
②毎月の包括ミーティングの中で、フォーマ
ル・インフォーマルの支援を活用するための
情報共有や個別ケースの検討を行い、必要
な提案や活用に繋がった。

基本目標１－１健康長寿へのチャレンジ

計画どおり。

ア　健康チャレンジ高齢者把
握事業

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

年間を通して、地域のサロン等が再開されず直接は難しいが、チラシ等を活用した普及啓発を行い、各関係機関・団体と連携し、必要な方には訪問し支援に繋げる等行った。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

①必要時にはケース検討も行いながら介護
予防に向けた支援行った。計画どおり実
施。
②チェックリストの反映や目標設定等を毎
回確認し、必要時には指導を行った。
※担当者会議は日程調整のつく職員にて
参加しており、全く調整の付かない時と感染
症の状況から書面開催の際は書面にて参
加している。また、毎月の実績が前月と異な
る場合には、必ず委託先へ状況確認し把握
するようにしている。
前期、書面開催も含め26件中15件出席、11
件書面。

①生活歴や意向を尊重しチェックリスト結果
をもとに、インフォーマルな支援も活用し、
介護予防に向けた目標設定と支援を行う。
②委託ケースについても、チェックリスト結
果を反映し介護予防に向けた目標設定とな
るよう、毎回確認と必要に応じて指導を継
続していく。

①②通年

計画どおり。

委託ケースについて
も担当者会議への出
席や書面による参加
を行っていることを確
認した。

②通所型サービスC
の利用者の利用後の
フォローについて

①個々の状態や必要な支援内容に応じて
地域のインフォーマルサービスの提案や総
合事業を活用したケアマネジメントを行う。
②毎月の包括ミーティングにてインフォーマ
ルサービスの活用につながるよう情報共有
を行う。

①通年
②月1回

①センター内、訪問
先
②センター内

①全職種
②主任介護支援専門
員を中心に全職種

①②センター内、訪
問先

①全職種
②管理者中心に全職
種

C 計画どおり。

①7月より通所型サービスC1名利用中。
②通所型サービスCの利用終了後フォロー
行う予定。

C

（２）地域で取り組む健康長寿へのチャレ
ンジ

戸別調査を再開した民生委員や近隣住民
の方より、閉じこもり傾向にある方の情報提
供を頂き、訪問することで現状を把握し、必
要に応じて情報提供やサービスに繋ぐこと
ができている。

C

キ　通所型サービスC　健康
チャレンジ複合型教室事業

③適正な介護予防ケ
アマネジメントの実施

コ　介護予防ケアマネジメント

社会福祉士を中心に
全職種

センター内、訪問先

①センター内
②センター内、訪問
先

通年

①通年
②通年

①総合相談の中から適切な対象者を抽出
し介護予防が図れるように繋げていく。
②通所型サービスCの利用者に対し、終了
後の電話や訪問にてフォローを行い、必要
に応じて、通いの場やボランティア等へ繋げ
る。

【介護予防・生活支援サービス事業
通所型サービス】

民生委員等の関係者と連携し閉じこもり傾
向のある人の情報収集を行い、必要に応じ
てチェックリストを実施し、介護予防に向け
た情報発信を行う。

①②保健師を中心に
全職種
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⑤介護予防、健康長
寿等に関する講座、
講演会の開催

①旭南と合同で薬局による健康講話を開催
する。開催が困難な場合には、参加者に資
料を配布する。
②必要時または依頼時に健康長寿、介護
予防に関する講話や骨密度測定を実施す
る。

①前期1回（時期未
定）
②通年

①旭北公民館
②圏域内の公共の施
設

①②保健師を中心に
全職種

C

①7月26日あさひみなみと合同の「かかりつ
け薬局」についての薬剤師講演会にあさひ
きた、住民合わせて6名参加。
②5月11日お楽しみ会にてオーラルフレイル
の講話実施。52名参加。
7月26日「かかりつけ薬局」の講演会後に骨
密度測定実施。6名参加。

計画どおり。 B

①前期に実施済み。
②2月18日に「一人暮らし高齢者お楽しみ
会」にて参加者56名に「フレイルを予防して
健康寿命を伸ばしましょう」と健康課が作成
した、血圧測定に関するチラシを配布し、フ
レイル予防と血圧測定に関する情報の周知
を行った。後期に通いの場に骨密度測定に
ついて周知し、2月13日に通いの場「はつら
つフレンド体操」（参加者24名に実施済み）、
3月23日通いの場の「まとい体操」（参加者
15名程度）にて参加者に骨密度測定を実施
予定。
2月14日西部福祉会館にて12名に血管年齢
測定を実施した。

計画に基づき前期実
施し、更に後期にも
健康教育や骨密度測
定を複数回実施する
など計画以上の内容
と評価した。

⑥サロンの開催支援

①通いの場についてのチラシを自治会回覧
やちいき情報局を利用し、地域住民への周
知を行う。
②圏域内の通いの場の活動状況を確認し
必要時支援を行う。

①年1回（5月）
②通年

①センター内
②圏域内の通いの
場、センター内

①②保健師を中心に
全職種

C

①4月は通いの場の補助金制度について市
が作成したチラシを自治会回覧板（組数750
部）にて周知。5月は通いの場についてチラ
シを包括にて作成し自治会回覧にて周知。
②16か所のサロン・通いの場への参加や電
話にて活動状況の把握を行った。現状での
支援は不要であったため行っておらず。

計画どおり。 C

①厚生労働省が作成した「通いの場」の
リーフレットを1月の自治会回覧板にて地域
住民に周知した。
回覧をみて通いの場を利用するにあたり、
内向的な性格で自分から参加できないとの
理由から、包括が間に入り利用申し込みな
どの繋ぎを行った。（11月1名）
②今年度の新規の通いの場に電話にて活
動状況を確認した。

計画どおり。

⑦地域内でのフレイ
ル対策推進事業の充
実

①包括たよりにフレイルに関する内容を記
載する。
②新規の通いの場に対し、フレイルについ
て講話を行う。
③地域の団体、地域住民に対しフレイル測
定会について周知し、参加希望団体を募
る。

①年4回（4月、7月、
10月、1月）
②通年
③通年

①センター内
②通いの場開催場
③地域活動の場、セ
ンター内

①②③保健師を中心
に全職種

C

①4月（春号）、8月（夏号）にフレイルに関す
る内容記載し、750組に回覧。
②後期に予定
③6団体の通いの場に対してフレイル測定
会について周知。
7月19日フレイル測定会に地域住民12名参
加。

計画どおり。 C

①10月（秋号）、1月（冬号）の包括たよりに
フレイルに関する内容を記載し、自治会の
750組に回覧。11カ所の通いの場に包括た
よりを用いてフレイル予防について情報提
供を行った。
②新規の通いの場2カ所中1カ所には、東京
大学高齢社会総合研究機構が作成した「フ
レイルを予防して健康寿命を伸ばしましょ
う」のリーフレットを利用し講話を行った。そ
の他1カ所は活動日が日曜日にて、電話で
活動状況を把握した。
③活動状況を把握した通いの場の団体に
対して、フレイル測定会についての周知を
行った。

計画どおり。

オ　健康チャレンジに取り組
むための通いの場(サロン）の
開催支援

エ　健康チャレンジ普及啓発
事業

コ　フレイル対策推進事業
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２　相談支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

②センター職員研修
（A)センター機能強化
研修
（B)その他研修

（Ａ）法人内にて包括向け職員研修を実施す
る。
（Ｂ）社内研修（オンライン）への参加や外部
研修を受けた職員から他職員への伝達研
修によりスキルアップを図る。

（Ａ）1回（時期未定）
（Ｂ）適宜

（Ａ）センター内
（Ｂ）センター内、各研
修場所

（Ａ）（Ｂ）全職種 C

（A）後期に開催予定。内容・時期について
検討中。
（B）社内研修（6/30コンプライアンス研修、
7/21社内マニュアル研修）、社外研修（7/13
精神疾患についての研修）受講、研修に参
加した職員から伝達研修を行った。

後期に向けて研修準
備をしていることを確
認した。

C

（A）10/21高齢者虐待についての研修を社
内包括と居宅合同で実施。包括職員1名企
画メンバーに参加。講義と社内動画・実際
の事例をもとにグループワーク行い翌日か
らの業務に繋がる内容となった。
（B）11/25包括機能強化研修に包括職員5
名参加。1/18　情報開示の流れ・記録の書
き方の研修　包括職員1名企画メンバーに
参加し研修実施、3月にコミュニケーションス
キルの研修へ参加予定。いずれも参加した
職員から伝達研修行った。

計画どおり。

C

①民生委員の外出研修以外は参加、地域
住民の実態把握や情報共有行った。今年
度から一人暮らし高齢者調査が再開したこ
ともあり、新しく民生委員になられた方も含
め相談多く、引き続き相談しやすい関係性
を維持した。
②小地域ケア会議や協議体にて地域の課
題の検討・共有は行うものの、なかなか解
決策など1歩進んだところまでの話合いに至
らず。地域団体からの相談が増えているこ
とからネットワークの強化は図れている。
③コロナ感染拡大防止のため、あいさつ回
りは書面にて行った。また、包括たより発行
時4月、7月ともに配布しネットワークの維持
を図った。

ネットワークの強化に
より相談件数の増加
という効果が出てい
ることを確認した。

（３）主な地域課題の改善策・解消策

C

①民生委員の外出研修時以外は参加し地
域住民の実態把握や情報共有行った。一
人暮らし高齢者調査が今年度から再開した
こともあり、些細なこと含め相談件数は増加
した。相談内容によっては民生委員の方と
共同で対応するなど関係性については維持
できている。
②前期と同様に1歩進んだ話し合いはでき
ていない状況ではあるが、民生委員や地区
社協、福祉村等ネットワークは維持できてい
る。2/17の協議体では小地域ケア会議にて
検討した課題について1歩進んだ話し合い
に向けアプローチした。
③包括たより発行時（10月、1月）は、医療
機関、薬局、介護事業所へも配布し年間通
して計画どおり実施。圏域内医療機関とス
ムーズに連携し個別ケースの支援行った。

（８）取り組みに対する全体評価（年間）

年間通して包括の周知活動は行えた。近隣の方からの紹介やたよりを見
て相談に来る方が増えている事から、今後もより周知活動と周知状況の
把握に努めていく。

①1件継続していた虐待ケースについて、随
時申し送りで共有し方針検討を行った。必
要な支援が行えるよう訪問診療やケアマネ
等に繋げた。また、なかなか支援に繋がら
ないケースなど方向性の検討も行い継続し
て見守りを行っている。
②包括たより（4月、7月）作成し自治会回覧
やちいき情報局への掲載、圏域内医療機
関、処方箋薬局、交番、消防署へ配布し周
知活動を行った。

計画どおり。 B

①後期に5件の虐待疑いケースと複数の支
援困難ケースについて、随時申し送りで情
報共有しつつ方針検討行い、ケアマネとと
もに継続して対応行った。
②包括たより（10月、1月）作成し自治会回
覧やちいき情報局への掲載、圏域内医療
機関、処方箋薬局、交番、消防署へ配布し
周知活動行った。又、年間通して地域のサ
ロンや体操の場等に参加し包括の活動内
容含め周知行った。
予定になかった地域の商店4件（コンビニ、
不動産屋、交番）包括ポスターを掲示してい
ただいた。

包括たよりやイベント等のチラシ作成し自治会回覧やちいき情報局、5月
から再開した地域の活動の場などで周知活動行ったことにより、近隣に住
む住民やご家族からの相談は増えつつある。今後も周知活動は継続して
いく。

（５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

C

高齢者よろず相談セ
ンターの認知度の向
上のため、当初予定
していなかった地域
まで範囲を広げてポ
スター掲示を行ったこ
とをを確認したためB
評価とした。

（６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期）

一人暮らし調査によ
り民生委員からの相
談も増えていることを
確認した。

①通年（困難ケース
や虐待疑いのケース
は解決に至るまで継
続して実施）
②年4回（4月、7月、
10月、1月）

①センター内
②センター内、訪問
先、他

ア　高齢者よろず相談センターの認
知度の向上

③支援における地域
包括ケアシステムの
ネットワークの構築・
活用

①適切に必要な支援につなげられるよう、
困難ケースや虐待が疑われるケースについ
ては、毎日の申し送りで対応状況について
継続的に共有し方針検討を行う。また、総
合相談の際は、必要な機関や支援につな
げていく。
②年4回の包括たよりを作成し、自治会回
覧やちいき情報局による周知と圏域内医療
機関、処方箋薬局、交番、消防署等への配
布により包括支援センターの役割の周知を
継続して行う。

基本目標２－１地域ネットワークの充実

（２）地域資源との連携強化

全職種

ウ　高齢者よろず相談センター向け
研修

①月1回（第2金曜日）
適宜
②地域：6月、10月、1
月
協議体：7月、11月、2
月
③挨拶は年1回（時期
未定）包括たよりの配
布は4回（4月、7月、
10月、1月）

①旭北公民館
②西部福祉会館
③圏域内の医療機
関、薬局、介護事業
所等

①②③管理者中心に
全職種

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

必要としないときは目に留まりにくい情報ではあるが、回覧や関係
機関以外へも広げて周知活動行っていく。また、周知状況を評価し
つつ今後に繋げる。

今年度も地域活動再開していないところが多いが、昨年よりは早い段階での相談が増えた。
チラシの回覧を見て相談される方や回覧を見た友人に勧められたなどの相談件数増え、包括の普及啓発行えた。地域との活動団体や医療機関等との連携維持し包括役割について
も普及啓発行った。

（２）主な地域課題

高齢者福祉計画

包括の周知活動を行っているものの認知度は市の平均に比べ低く、包括が地域の相談窓口ということを知らない
方が多い。

①多様化する相談内
容に対応できる体制
づくり及び包括支援
センターの知名度の
向上

（４）今年度の取り組み・重点事項

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

①民児協定例会への参加により、地域の実
態把握のための情報収集と情報提供を行う
ことでネットワークの維持を図る。引き続き
相談しやすい関係を保つ。
②地域ケア会議や協議体開催時には、地
域課題の検討や共有を行いネットワークの
強化を図る。
③地域の医療機関、薬局、介護事業所へ
関係継続のためあいさつ回りを行い、感染
状況等により訪問ができなかった際は、書
面にて代替えし、必要時にスムーズに連携
できるようにしていく。また、年間通して包括
たより等を継続して配布し、ネットワークを
維持していく。
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⑤地域住民へのかか
りつけ医（医療機関）
や在宅医療に関する
普及啓発の実施

①旭南と合同で薬剤師によるかかりつけ薬
局についての講話を開催。開催が困難な場
合には、代替として資料を参加者に配布。
②かかりつけ医や在宅医療に関する情報を
地域活動の場や自治会回覧板などを利用
し地域住民に普及啓発を行う。

①前期1回（時期未
定）
②前期1回、後期1回

①旭北公民館
②市域活動の場、セ
ンター内

①②保健師を中心に
全職種

C

①7月26日あさひみなみと合同の「かかりつ
け薬局」についての薬剤師講演会にあさひ
きた、住民合わせて6名参加。
②5月11日の地区社協お楽しみ会にて52
名・「かかりつけ薬局」の講演会時に6名に
市が作成した在宅医療のリーフレットを説明
し配布。

計画どおり。 C

①前期に実施済。
②平塚市が作成した「いつまでも自宅で暮
らしたい方のために～在宅医療と介護～」
のリーフレットを12月の自治会回覧にて750
組に周知した。

計画どおり。

D

①コロナ感染拡大防止のため、あいさつ回
りの代わりとして書類を47カ所に郵送した。
また、包括たより発行時4月、7月ともに配布
し周知活動を行い関係性の維持を図った。
②後期に民生委員とケアマネとの交流会開
催予定

①圏域内の医療機
関、薬局、介護事業
所等
②未定（対面もしくは
オンライン）

（１）医療・介護連携推進のための支援

民児協会長と相談な
どを受けていることを
確認した。

C

①年間通して包括たよりにて包括の役割や
活動等の周知（後期10月、1月）を行い、か
かりつけ医のいない方の介護保険申請に
伴う主治医県書作成依頼や支援困難ケー
ス等の相談などサポート医含め医療機関や
介護事業所とのスムーズな連携が図れてい
る。
②3/15民生委員と居宅ケアマネジャーとの
交流会を兼ねた研修会開催予定。内容は
ケアマネジャー・民生委員から多く希望の
あった後見制度についての研修会。（参加
者35名予定）

3月の交流会兼勉強
会を実施することを確
認した。

④医療機関（地域包
括サポート医、在宅
支援拠点薬局など）
や介護関係機関との
連携強化に向けた包
括独自の取組み

①年1回のあいさつ回りと年間通して包括た
よりの配布により、包括の役割や活動等含
め周知行い、必要時にスムーズに連携でき
るよう関係性を維持していく。
②関係機関と介護関係機関の連携の強化
を図れるよう交流会等を行う。（内容未定）

基本目標２－２医療・介護連携の推進

①挨拶は年1回（時期
未定）、包括たよりの
配布は年4回（4月、7
月、10月、1月）
②年1回（時期未定）ウ　医療機関とのネットワークづくり

の推進

キ　市民への普及啓発の実施

①全職種
②主任介護支援専門
員中心に全職種
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３　権利擁護事業

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

②企業向け認知症サ
ポーター養成講座

圏域内の企業に向けて訪問やチラシの配
布にて講座開催の推進を行う。

5月・10月にチラシ配
布による推進活動を
行う。依頼あり次第適
宜実施

未定
認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C
5月より準備行い、6月に医療機関や薬局な
どに対してチラシの送付を行った。

計画どおり。 C

11月に推進員の交代があった為、12月チラ
シ作成して1月から2月にかけて圏域内の銀
行1件・不動産屋2件訪問し講座を案内、介
護保険事業者やクリニックに向けてはチラ
シ郵送し周知行った。

計画どおり。

⑤認知症初期集中支
援事業の対象者を把
握し支援につなげる

窓口での相談内容や認知機能検査の結果
に応じて、早期の介入が必要そうなケース
に対して、事業の利用を推進していく。

通年 センター及び訪問先
認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C
包括や介護保険サービスの利用により対応
できた為、初期集中支援事業につなぐ必要
があるケースは無かった。

相談支援の中で対応
できているため、当該
事業へつなぐケース
がなかったことを確認
した。

C

前期と同様に認知症に関する相談は受診
勧奨や介護保険サービスの利用にて対応、
事業の利用や相談が必要なケースはな
かった。

計画どおり。

⑥認知機能低下を把
握するための認知機
能評価機器の活用

チラシの配布や包括たよりへの掲載により
プログラム実施希望者を募る他、必要時に
は検査を促す事で、もの忘れ相談プログラ
ムを実施し、認知機能低下の早期発見をし
て予防・医療へ繋ぐ。

50件/年 センター及び訪問先
認知症地域支援推進
員を中心に全職種

D

地域のサロンや自治会回覧板などで「もの
わすれ相談プログラムの案内」としてチラシ
配布行ったが、検査数6件となってしまっ
た。

周知結果に対して、
反応が少ない現状を
踏まえた積極的な拾
い上げまではできて
いないため、後期で
周知等工夫し、検査
実施に繋げるよう伝
えた。

B

後期になってサロンなどの活動が平常化し
たことで、検査実施の声掛け等の機会増
え、圏域内の西部福祉会館などの利用者に
も積極的にお声掛けすることで計33件件実
施。
2/14西部福祉会館にて認知機能検査実
施。
全合計61件

年50件の計画を上回
る実施とフォローがで
きたことを確認した。

（２）認知症予防施策の充実

ア　若年性認知症を含めた相談支
援

（３）認知症に対する早期対応体制の整
備

①地域の認知症理解の為に認知症サポー
ター養成講座を開催する。
②チームオレンジ研修を行うことで、チーム
オレンジメンバーを養成し、地域における認
知症支援の輪を広げていく。
③圏域内の小学校・中学校に講座開催の
働きかけを行い、要請に応じて開催。
感染状況により上記の実施が困難な場合
は認知症に関するチラシを作成し自治会回
覧版などを通じて普及啓発を行っていく。

（１）認知症理解のための普及・啓発

①9月30日開催。参加者10名。
②4月22日毎月行っている包括サロンにて
準備段階として開催。6月24日通いの場に
参加されている方に周知し開催を予定して
いたが参加希望者なし。7月、8月はコロナ
ウイルス感染拡大の為、開催見合わせ。
③9月19日公所自治会より依頼があり、敬
老会にてコグニサイズや脳トレの紹介を
行った。参加者約40名。

①③計画どおり。
②目標が月1回となっ
ているが、荒天や参
加希望なし等で中止
としているため、延期
や周知方法を工夫す
るよう伝えた。

①認知症予防教室にて認知症予防に関す
る講義・コグニサイズの紹介を行う。
②「あさひきたコグニサイズ教室」を月1回定
期に開催し、地域での認知症予防を推進す
る。
③地域のサロン・体操教室の依頼により適
宜開催。

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

認知症に関する相談に関して対応。医療機
関や介護保険サービスにつないでいる。
認知症疾患医療センターや成年後見利用
センターへつなぐケースは無かった。

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

コロナウイルスの影響による地域活動の休止で、イベントや講座の計画・周知が上手く行かず、地域での人材育成という面では芳しい結果とはならなかった。
これまで出来なかった中学校での認サポ開催が出来たことで、今後の若い世代への普及啓発のきっかけを作る事は出来た。
民生委員を中心に困難ケースについての相談はあり、早期相談につながるネットワークづくりは行うことができた。支援の必要性の高いケースについては、関係機関と連携を図り早期
対応に取り組んでいる。

③身近な場での認知
症予防教室の開催

④認知症地域支援推
進員による専門的な
相談支援（若年性認
知症を含む）

D

イ　認知症初期集中支援事業

ウ　認知機能検査の実施

自治会回覧版やちいき情報局等へ資料提供、通いの場や認知症
に関する講座にて周知を行う事で、地域住民への普及啓発を図
り、問題への早期の対策が必要である事を伝えていく。

（６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期）

C

①7月16日に開催6名の参加。
②コロナウイルス感染拡大の為、予定を変
更し9月24日に開催。参加者11名。
③コロナ感染予防の為、8月に圏域内の学
校に対して、講座案内を送付し働きかけ
行った。

（８）取り組みに対する全体評価（年間）

地域の活動が再開した事により、普及啓発活動に関してはほぼ予定どお
りの活動が可能となってきた。
しかしながらコロナウイルスの影響か軽度～初期認知症に関する相談が
減少している傾向にある為、引き続き地域に対しての働きかけを続けてい
く必要がある。

地域住民への普及啓発を続けた事とコロナウイルスの影響が少なくなっ
てきたこともあり、今年度からチームオレンジメンバー研修やあさひきたコ
グニサイズ教室など新しい事業を開始することができた。
成年後見制度の利用や虐待疑いのケースに関しては包括が関わることに
より状況を整理したり、ケアマネジャーと連携して対応することができた。

（５）取り組み実績（前期）

イ　認知症サポーター及びチーム
オレンジメンバーの養成

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

基本目標２－３認知症支援策の推進 ①市民向け
　3月11日
　地域向け
　前期1回
　後期1回
②7月
③8月旭小学校・松延
小学校・旭陵中学校
を対象に案内状送付

①西部福祉会館
②西部福祉会館
③圏域内学校

（４）今年度の取り組み・重点事項

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策

①認知症サポーター
養成講座の開催

認知症の相談窓口としてアセスメントを行
い、必要に応じて支援を行うとともに、必要
があれば認知症疾患医療センター、成年後
見利用支援センターなど他機関への紹介を
行う。

通年 センター及び訪問先

①年1回　9月30日
②月1回
③通年

①西部福祉会館
②西部福祉会館
③地域の活動場所

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

前期と同様、認知症に関する相談に対応。
認知機能の低下がみられる利用者に認知
症疾患医療センターをご案内、受診に繋ぐ
ことができた。
2/9居宅支援事業所から依頼があり「認知
症の方への支援」について、実践に生かせ
るよう平塚市の現状や資源活用について講
師行った。（参加人数5名予定）

①前期9月30日に開催。
②11月より月1回の第3金曜日に開催
　11月18日　8名参加・12月16日　7名参加
　　1月20日　11名参加・2月17日　9名参加
　　3月17日　開催予定
③2月18日　旭北地区社協のお楽しみ会に
て脳トレやコグニサイズを実施した。
3月23日河内体操にてコグニサイズ教室開
催予定。

認知症に特化した講
座を居宅支援事業所
向けに開催したことを
確認した。

高齢者福祉計画

あさひきた地区でも80・50問題が顕著に見られる様になってきた。特に50～60代の精神疾患のある子世代を養って
きた親世代が疾病や認知症を患う事で支援を行う立場が逆転し、経済的問題やネグレクトが突如表面化するケー
スが散見されている。地域の年齢構成を鑑みても、今後さらに増加していくであろうことが懸念される。

計画どおり。
②前期は月1回実施
することができなかっ
たが、後期には定例
での実施ができたこ
とを確認した。
③年2回地域からの
依頼での実施をした
事を確認した。

相談支援の中で必要
があれば関係機関へ
つないでいることを確
認した。

（７）取り組み実績（年間）

①地域向け1月28日西部福祉会館にて開催
9名参加。
市民向け3月11日開催予定。
②前期9月24日に開催済み。
③1月18日松延小学校、旭小学校に出向き
認知症サポーター養成講座の案内を持参し
校長先生に講座開催の働きかけを行った。

計画どおり。

①②計画どおり。
③講座案内送付のみ
なので、開催に向け
て、後期で送付以上
の働きかけを行うよう
伝えた。

C

C

B
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⑦成年後見制度の利
用相談体制の充実

①成年後見制度を必要とする家族や本人
に対し情報提供行い 、ケースに応じて成年
後見利用支援センターへの相談・日常生活
自立支援事業の利用等の支援を行う。
②成年後見制度に関する社内研修等に参
加し、適切な支援が行える様スキルアップを
図る

①通年
②年1回

①センター及び訪問
先
②未定

社会福祉士を中心に
全職種

C

①成年後見制度が必要と思われる方に対
して、情報提供行ったが、利用は無し。代わ
りに身元保証会社の案内行い1件利用につ
ながった。
②成年後見制度に関する社内研修に参加
する予定であったが、今年度は該当する研
修がなかった為、後期別の社外研修に参加
する予定。

計画どおり。 C

①後見人について検討している方の相談に
対応、状況を整理することで、来年度を目
安に制度利用の伴走支援を1件行う事と
なった。
②2/6平塚後見センターよりそいによる「本
人の想いをくみとる支援」オンライン講座受
講。
3月3日権利擁護支援シンポジウム参加予
定

計画どおり。
伴走支援は、任意後
見人申立の支援であ
ることを確認した。

⑧成年後見制度の普
及啓発の取り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

通いの場などにおいて成年後見制度の普
及啓発を行う。通いの場が再開されない場
合は、自治会回覧版などで普及啓発を行
う。

通年
徳延・河内・纒・公所・
日向岡各体操
纒・公所・日向岡各サ
ロン

各通いの場
社会福祉士を中心に
全職種

C

8月1日徳延体操にてミニ講座開催。8月25
日纒体操にて予定していたが、コロナウイ
ルスの感染拡大により中止。
後期も感染状況が改善しない場合は回覧
板による普及啓発を図る事とする。

河内体操では実施し
なかった。10月から
地域活動が開始する
ため、参加するときに
普及啓発を行う予定
であることを確認し
た。

C
1月の包括たよりにて成年後見制度につい
ての記事を掲載して、通いの場での配布や
自治会回覧にて750組に周知した。

計画どおり。

⑩認知症サポーター
養成講座修了者の育
成事業

認知症サポーター上級研修受講者やチー
ムオレンジ研修受講者に対し、情報提供や
フォローアップ研修を行い、地域の支援体
制の整備を行う。

後期1回 西部福祉会館
認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C 11月12日開催予定。 計画どおり。 C
11月12日「チームオレンジメンバー研修」と
してフォローアップ研修を開催14名参加。

計画どおり。

⑪認知症カフェの実
施

月1回「あさひきたよりみちサロン」を開催
し、気軽に集まれる場を提供することで、認
知症の方やその家族、一般の方々の交流
を図る。

毎月第4金曜日 センター内
認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

4月22日1名。
5月27日荒天の為、利用者なし。
6月24日3名。
7月22日3名参加。
8月26日3名参加。
9月16日4名参加。

計画どおり。 C

10月28日4名
11月25日6名
12月23日5名
　1月27日5名
　2月24日開催予定
　3月24日開催予定

計画どおり。

⑭高齢者虐待の相談
体制の充実

虐待が疑われるケースに関してはリスクア
セスメントシートや虐待対応マニュアルを活
用する事で早期の発見・対応・連携に務め
る。

通年 センター内、訪問先
社会福祉士を中心に
全職種

C 前期は新規虐待相談はなし。 計画どおり。 C

ケアマネジャーからの虐待疑いのケースに
対応、リスクの高いケースは高齢福祉課に
報告後、ケアマネジャーと連携しつつ対応
中。

計画どおり。

⑮虐待を受けた高齢
者に対するケア体制
の充実

高齢者虐待マニュアルに沿い対応を行い、
被虐待者への支援の為、関係機関と連携
し、適切な支援につながる様務める。

通年 センター内、訪問先
社会福祉士を中心に
全職種

C
昨年度末から継続していたケースに関し
て、訪問診療や介護保険サービスに繋げ、
生活の改善を図ることができた。

計画どおり。 C

後期、虐待と認定されたケースは無し、虐
待疑いのケースに関してはサービス利用の
開始後も訪問やケアマネジャーと情報共有
を続け対応中。

計画どおり。

⑯養護者に対するケ
ア体制の充実

虐待対応のケースにおいては、虐待が発生
した原因に関して分析を行うことで、適切な
支援につなげ再発の予防に務める。

通年 センター内、訪問先
社会福祉士を中心に
全職種

C

昨年度末から継続していたケースに関し
て、訪問診療や介護保険サービスに繋げ、
虐待の原因である養護者の介護負担の軽
減を図り、再発を予防することができた。

計画どおり。 C

サービス利用後も再発防止の為、ケアマネ
ジャーを介して養護者と面接設定するように
しているが、課題が解決した後は養護者側
からキャンセルされることも多くなっている。
サービス利用前は養護者とケアマネジャー
の面談に立ち会うことで情報の確認・整理
などを行った。

計画どおり。カ　養護者への支援

キ　認知症カフェの設置と支援

エ　終末期に向けた権利擁護推進
事業

①認知症などにより判断力が低下した本人
や家族に対して、ケアパスを利用して対応
や制度を説明する事で適切な支援に結び
付ける。
②認知症サポーターやチームオレンジメン
バーなど認知症当事者に関わる機会の多
い方々にケアパスの説明を行い、普及啓発
を図る。

ア　高齢者虐待の知識等の普及啓
発

基本目標３－２権利擁護事業の充実

⑫終末期に向けた住
民への普及啓発

オ　虐待を受けた高齢者に対する
支援

イ　チームオレンジの体制整備

（４）認知症高齢者の見守り支援

（２）高齢者虐待防止のための取組

ウ　高齢者虐待の相談体制の充実

各通いの場

平塚市版エンディングノートや作成した資料
を活用し、通いの場等で普及啓発を行う。
感染状況により実施が難しい際はチラシを
作成して自治会回覧板での回覧を行う。

社会福祉士を中心に
全職種

⑨認知症ケアパスの
普及

通年
徳延・河内・纒・公所・
日向岡各体操
纒・公所・日向岡各サ
ロン

高齢者虐待防止の普及啓発の為、通いの
場等で資料の配布を行う。感染状況により
実施が難しい際は資料を作成して自治会回
覧板での回覧を行う。

⑬高齢者虐待防止の
普及啓発に関する取
り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

①相談時
②認知症関連の講
座・研修開催時

センター内・訪問先

（１）日常生活を支える権利擁護事業の
推進

河内体操では実施し
なかった。10月から
地域活動が開始する
ため、参加するときに
普及啓発を行う予定
であることを確認し
た。

C

通年
徳延・河内・纒・公所・
日向岡各体操
纒・公所・日向岡各サ
ロン

各通いの場

C

社会福祉士を中心に
全職種

計画どおり。C

①認知症に関する総合相談時8部配布。
②認知症サポーター養成講座参加者に6部
配布。

計画どおり。 C

11月に公所・纒・徳延の体操にて高齢者虐
待に関するチラシ配布し、ミニ講座実施。
11月2日公所10名参加
11月10日纒17名参加
11月14日徳延25名参加
配布できなかった地域もあった為、自治会
回覧板にて回覧行った。

エ　成年後見制度の利用相談等

オ　成年後見制度の利用支援等の
充実

ア　権利擁護のための相談支援及
び普及啓発

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

計画どおり。

①認知症に関する相談時11部配布。
②1月28日の認知症サポーター養成講座の
参加者10名に配布した。3月11日の認知症
サポーター養成講座参加者にも参加者に
配布の予定。

11月2日公所のサロン・11月24日の河内体
操にてエンディングノートのチラシ配布。
来所にて8部配布し、今年度の配布は合計
27部となった。
配布できなかった地域もあった為、自治会
回覧板にて回覧行った。

計画どおり。
サロン等で実施でき
なかった箇所につい
ては、チラシ等の配
布を行っていることを
確認した。

計画どおり。
サロン等で実施でき
なかった箇所につい
ては、チラシ等の配
布を行っていることを
確認した。

C

前期は自治会回覧板にて虐待に関しての
チラシを掲載し回覧。
後期は通いの場が再開した際には適宜ミニ
講座実施予定。

C
7月28日河内体操にてエンディングノートの
紹介とチラシの配布を行った。
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

①通年
②年3回（6月10月1
月）
③地域の活動再開後
（時期未定）

C 計画どおり。

①ケアマネジャーへ
の支援

イ　地域ケア会議の開催

①地域住民、団体、介護事業者等へ個別ケ
ア会議についての周知行い、必要に応じて
開催し対応や役割分担について検討する。
②小地域ケア会議を年3回開催し、地域団
体からの課題集約を継続して行い、課題解
決に向けた検討を行う。感染症の状況次第
ではオンラインや書面開催にて行う。
③地域課題解決の為作成した社会資源
マップについては、地域の活動再開後に更
新と活用について検討行う。

①センター内、他
②西部福祉会館、感
染状況によりセンター
内
③センター内、他

（２）地域資源との連携強化

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

基本目標２－１ネットワークの充実

①ケアマネジャーからの個別相談に対し
て、ケース内容に応じて個別ケア会議開催
や地域資源等の情報提供、同行訪問等に
よりケアマネ後方支援を行う。
②地域包括支援センター主任ケアマネ
ジャー連絡会として事例検討会を開催。開
催方法は感染症流行状況により検討。
③地域包括支援センター主任ケアマネ
ジャー連絡会とし研修会開催予定。（内容
未定）

①通年
②③年1回（時期未
定）

①センター内、訪問
先等
②③未定

②地域ケア会議（個
別ケア会議、小地域
ケア会議）を開催する

①主任介護支援専門
員を中心に全職種
②③主任介護支援専
門員

居宅事業所へ個別ケア会議の活用について研修により周知行った。個別相談時ではケア会議の必要なケースについて都度説明するも、年間通して感染症の状況も影響し積極的に
集まることができず、個別ケア会議としての開催には至らず。個別の相談時から見える課題については地域ケア会議や協議体にて共有を行った。

高齢者福祉計画

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

（４）今年度の取り組み・重点事項

地域や事業者含め、個別ケア会議の必要性を感じている人が少ない。
包括たよりやちいき情報局等も活用し地域住民や介護事業所へも
個別ケア会議の周知行う。

（２）主な地域課題

イ　ケアマネジャーとの連携強化支
援

地域ケア個別会議の
実施は出来ていな
い。社会資源マップに
ついては、今年度中
に完成することを確
認した。

①②③全職種

（５）取り組み実績（前期）

①ケアマネからの相談（後期約10件）に対し
必要時の同行訪問や助言等の後方支援
行ったが、個別ケア会議開催に至るケース
はなし。自治会との調整や地域資源の活用
のため福祉村ボランティアの利用、医療機
関との連携等行った。
2/9居宅支援事業所から依頼がありケアマ
ネジャー向け研修として「認知症の方への
支援」について実施。実践に生かせるよう平
塚市の現状や資源活用について講師行っ
た。（参加人数4名）
②10/18地域包括支援センター主任ケアマ
ネジャー連絡会としてヤングケアラーについ
ての研修実施した。
③感染状況から今年度も書面開催とし、
1/10に居宅ケアマネ事業所に実施した。

包括たよりやちいき情報局により周知活動行った。今後、地域の活動の
場での周知や事業所へ周知していく。

年間通して地域ケア会議の周知行い、地域住民や民生委員、ケアマネ
ジャーからの相談件数としては大きな変化なく、個々の相談内容に応じた
支援を行った。

（７）取り組み実績（年間）

（６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期）

①1/10の居宅ケアマネジャー向け事例検討
会の書面開催の際に個別ケア会議の周知
と開催依頼の書面を送付、1月の包括たよ
り配布のため介護事業所へ持参し、再度個
別ケア会議の周知行った。個別ケア会議開
催はなかったが、年間通して地域住民や地
域団体、介護事業所等への周知行い計画
どおり実施できた。
②10/24小地域ケア会議開催し、圏域内で
も相談が多い重層的課題がある方の支援
について共有し検討行った。
1/23小地域ケア会議開催し、地域団体から
独居の方の関りについて相談や意見が上
がっていたこともあり、孤立死・孤独死につ
いて話し合いを行った。
③今年度は5月～9月末までは感染拡大の
影響から地域活動が中止となっていたが、
10月から一部を除いて再開したため社会資
源マップを更新中。次年度より配布予定。

C

B

①個別ケア会議の周知として、包括たより
にて地域住民向けに自治会回覧やちいき
情報局への掲載を行い、コロナ感染状況か
ら介護事業者へは郵送にて配布し周知行っ
た。
②6/27小地域ケア会議開催し、地域のボラ
ンティアのなり手が不足していることや地域
の課題抽出のための住民へのアンケート調
査について検討行った。
③5月連休明けより地域の活動再開するも
コロナ感染拡大の影響から8月は地域活動
中止となり、検討の結果、前期は更新を見
合わせることとなった。

後期においても依頼
を受けてケアマネ
ジャー向け研修を実
施したことからB評価
とした。

ZOOMによるケアマネ
向け研修会を企画運
営し、あさひきたの職
員が研修講師となり
支援を行ったことか
ら、計画を上回る取り
組みとしてB評価とし
た。

B

①ケアマネからの相談（前期約10件）に対し
必要時は同行訪問し後方支援行ったが、個
別ケア会議開催に至るケースはなし。地域
資源の活用ができそうな方については、福
祉村ボランティア等の情報提供を行った。
5/31にZOOMにてケアマネ向け研修会とし
て「ケアマネジャーが困難を感じるケースの
アセスメントを考える」を開催。計16名　ケア
マネ13名参加
②③は後期に実施予定

（３）主な地域課題の改善策・解消策 （８）取り組みに対する全体評価（年間）

7 / 120 ページ あさひきた



平塚市地域包括支援センターあさひみなみ　　令和４年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

12月にあさひみなみ便りを発行。内容は地域情報や認知症予防の食事メ
ニュー、健康について等。
あさひみなみ便りを民児協・各サロン・高村団地祭りで配布しながらフレイ
ル予防について注意喚起を行った。
開いているサロンに訪問をした際には、市の高齢者のフレイル予防のチラ
シも配布。
またサロン訪問の際は感染対策の確認やフレイル予防教室等の案内な
ど、タイムリーな情報発信を行った。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

○前期同様、新型コロナウイルスの影響のため、サロン開催が進まない状況が続いている。開催されているサロンについては定期的に参加し、情報提供ができている。
○閉じこもり高齢者の情報については、民生委員より個別に相談に応じ、必要時訪問ができている状況。対面支援がなかなかできない状況ではあるが、民生委員との関係性は良好で
あり、相談しやすい体制が築けている。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標１－１健康長寿へのチャレンジ

①総合事業における
多様なサービスの利
用促進

利用者の状態や環境等に応じて自立した生
活を目的とした適切なサービスが利用でき
るようにする。

随時 センター内

○新型コロナウイルスの影響のため、活動の場が少なくフレイルが進んでいる可能性がある。
○依頼によりフレイル講座を実施していく。また「あさひみなみだよ
り」にフレイルに関する情報を掲載し、フレイル予防の情報提供を
継続する。

今年度に入り、徐々にサロンが開催されるようになった。サロンを訪問し、
活動状況や感染対策を確認し、参加者に感染現況や感染対策・予防の話
をし、その上で活動内容の確認をした。4月に各サロンであさひみなみだよ
りを配布。内容はオレオレ詐欺防止、脳トレやフレイル予防の運動や食事
メニュー等。
感染状況で開催されていないサロンもあれば、皆で集まることが大切と
思っているところもあり、包括では、それぞれのサロンの考えを大切に見
守りを行っている。感染第7波により、やっと再開したサロンも再度お休み
となるところもある。包括主催のサロンも感染対策を注意深く行いながら
開催する等、感染拡大防止に努めた。

計画どおり。

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

多様なサービスの利
用促進を行っている
状況を確認した。

C

総合相談時に孤立が心配な相談者や家族
に福祉村の活動を紹介し、実際につない
だ。特に新たに団地に引っ越してきた方に
福祉村のサロンへの参加促し、地域に馴染
めるよう支援した。引きこもり傾向の方にも
外出できる場としてサロン活動を紹介してい
る。福祉村にボランティアによる買い物支援
を頼んだり、近隣住民にゴミ出し支援をお願
いしたりした。
高齢福祉サービス（草むしり、ミルックなど）
についても適宜相談時に情報提供をしてい
る。
また足が痛くて動けない高齢者に緊急に介
護タクシーの手配をし、数回の受診を可能
にし、入院手術に繋げた。

計画どおり。
7月から通所Ｃの参加
1名を確認した。

B

1クール目1名参加。10月に評価実施し、今
後の地域活動参加意思の確認を行う。地域
活動継続参加。
2クール目にチェックリスト対象者1名参加。
サロン他、認知症予防教室など包括主催の
教室案内し、参加に繋げた。

前期に続いて後期も
通所型サービスＣへ1
名つなぎ、その後の
フォローも確認できた
ことから、目標を上回
る実績としてB評価と
した。

キ　通所型サービスC　健康
チャレンジ複合型教室事業

コ　介護予防ケアマネジメント

計画どおり。
委託の場合でも担当
者会議には原則出席
し、適切な介護予防
ケアマネジメントの実
施に努めていることを
確認した。

C

①新規利用者や更新時・サービス変更時等
に基本チェックリスト・アセスメントを行い、ご
本人の状態の確認を行った。
②10月に１件12月に1件、新たな委託先と
契約。委託マニュアルについて確認を行う。
サービス担当者会議の出席は10月～12月
実績で直営は68件中23件全てに出席。委
託は71件。担当者会議開催13件中出席9
件、欠席の際は書面提出4件。

【介護予防・生活支援サービス事業
通所型サービス】

②通所型サービスC
の利用者の利用後の
フォローについて

総合相談から通所型サービスC対象者の抽
出を行い、対象者へ教室案内を行う。通所
型サービスC修了者に対して、必要時地域
の通いの場等情報提供を行い支援する。

通年 主に利用者宅 主に保健師・全職種 C
チェックリストを実施し、7月から通所C１名
参加。通所Cの他、地域サロン等にも積極
的に地域活動の情報提供を行っている。

全職種 C

福祉村に、買い物支援7件、ゴミ出し支援4
件（4・5・6月実績）包括から依頼。民間の訪
問販売であるとくし丸を利用した買い物に２
件包括から依頼。宅配のあるスーパーの紹
介（クリエイト、富士スーパー、しまむら）、高
齢福祉サービス（草むしり）、民間見守り
サービス（アルソック）の提案、配食サービ
ス業者の紹介を包括から利用者に行った。
医療サービスをネットで調べ、包括から利用
者に情報提供している。

全職種 C

①新しく認定を受けた利用者、更新の利用
者等に、チェックリストやアセスメントを行
い、ご本人の心身の状態や環境・生活歴等
十分に把握したうえで、自立した生活を営
めるよう、話し合いの上で、多様なサービス
が利用できるよう対応している。プランのあ
る利用者には毎月、電話や訪問でモニタリ
ングを行っている。
②令和4年度の最新の委託マニュアルを地
区の居宅介護支援事業所4ヶ所に7月に配
布しポイントを説明した。
※サービス担当者会議の出席は直営すべ
て（53件）、委託76件中14件。担当者会議の
出席は直営は全て出席。委託については参
加出来ない場合は書面を提出している。ケ
アマネジメントB（通所C）については直営に
より事業所と毎月やり取りを行っており、何
かある時には連絡が入っている。

【介護予防ケアマネジメント】

③適正な介護予防ケ
アマネジメントの実施

①基本チェックリストやアセスメントを行い、
利用者の状態や生活環境等に応じて、自立
した生活を目的としたケアプランを作成し実
施する。
②委託先に関しては、委託マニュアルを配
布し説明を行う。

①通年
②委託契約時

①主に利用者宅
②委託先居宅介護支
援事業所

計画どおり。
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計画どおり。

1.万田貝塚サロン10/5（24名）・12/7（22名）
あさひみなみだより配布・1/18(15名）オーラ
ルフレイル予防教室の案内配布
それぞれ感染予防対策について周知
2，山下わいわい12/27出席予定だったが主
催者側の都合で急遽中止となる
3，出繩サロン12/22出席14名出席。消費者
被害について注意喚起を行う。
4，高根ふれあいサロン12/15、7名あさひみ
なみだより配布
5，休み
6，10月14日フレンドシップにて認知症につ
いての講話を行った。12名参加

C

サロンの開催時には
出向いてエンディング
ノートの書き方を教え
たり、休止中のサロン
にはサロンの再開に
向けて感染症対策な
どアドバイスを行って
いることを確認した。

徐々にサロンが再開されており、開催され
ているサロンには定期的に参加。5月19日
に高根サロンにてフレイル講話および介護
保険事業所によるAI歩行解析アプリを利用
した転倒予防のミニ講座実施。9名の住民
参加があり、フレイルについて考えるきっか
けを作った。認知機能検査も希望者8名に
実施。
その他サロンにはフレイル、エンディング
ノート、あさひみなみだより等配布済。6月23
日に出縄サロン再開打ち合わせに出席し、
サロン開催にあたってアドバイスした。

C全職種各団体活動場所

　
1.毎週水曜日
2.第2・4火曜日
3.第4木曜日
4.第3木曜日
5.第3金曜日
6.第3火曜日

（２）地域で取り組む健康長寿へのチャレ
ンジ

④閉じこもり高齢者
の把握・支援

①総合相談や民生委員、福祉村、地域住
民等からの情報提供により、閉じこもり高齢
者を把握する。
②民生委員に「ひとり暮らし調査」実施時に
包括のチラシ配布をお願いする。
③包括のチラシを配布するなどで包括の周
知を図り、生活上の不安がある場合は訪問
や民生委員や地域住民の協力を得て見守
りを行いながら必要な地域活動や制度に繋
げていく。

①随時
②民児協定例会時
③随時

①センター内、訪問
先
②旭南公民館
③訪問先

①全職種
②管理者
③全職種

C

①総合相談や民生委員、福祉村、地域住
民等からの情報を得て、閉じこもり高齢者
の把握を行っている。（月1～2件程度）
②定例会に出席し、民生委員へ包括周知を
依頼。民生委員からの相談については丁寧
に対応を行い、同行訪問もしている。（同行
訪問　13件）
③情報提供を頂いた方の中で必要な方に
対し、必要に応じてチームで訪問。介護保
険の申請や社会福祉サービス等に繋げるこ
とができた。（介護保険54件繋げた。）

C

①前期に引き続き、自治会・福祉村へ介護
予防・フレイル・感染症対策についてのチラ
シを適宜配布（167部）。遊び場たかむらより
依頼あり、12/23に保険年金課・管理栄養士
を招き、フレイル（高齢者の食事）について
講話を計画。しかし12月にコロナ感染者数
が増加したため、急遽サロン中止となった。
年度内での開催を検討中。
コロナ禍以来、中止していた出縄サロンが
10月より再開。定期出席し、関係性を再構
築。11月は冬の脱水についてのチラシを配
布。11月のあさひふれあいサロンには「増え
ています！高齢者の低栄養」のちらしを26
名に配布・利用し、フレイルについて周知。
②前期に引き続き、介護予防、健康寿命を
延ばす目的の「あさひSUNさんサロン」を月
１回実施。10/11（8名）・12/13（8名）・2/14
音楽療法と9/13（17名）・11/8（11名）・1/10
（8名）・3/14 3Ｂ体操を交互に行っており、フ
レイルチェック測定会も含めフレイルチェッ
クについても参加者へ案内している。
③前期に実施。

計画どおり。
エ　健康チャレンジ普及啓発
事業

⑤介護予防、健康長
寿等に関する講座、
講演会の開催

①自治会・福祉村からの依頼により介護予
防、健康長寿に関する講座を実施する。コ
ロナ禍で講座実施が困難な場合は、介護予
防に関するチラシなどを適宜配布する。
②介護予防、健康長寿を延ばすことを目的
とした「あさひSUNさんサロン」を講師を招い
て音楽療法と3B体操を交互に実施する。
③地域のサポート薬局と協力して、かかり
つけ薬局の普及啓発の為、あさひきたと合
同で講演会を実施する。緊急事態宣言等に
より講演会を実施できない場合は、申し込
み参加者へ郵送にてかかりつけ薬局等の
情報提供をする。

①依頼により実施
②月1回
③7月頃

①各団体活動場所
②旭南公民館
③旭北公民館

①保健師
②管理者・保健師・全
職種
③保健師

計画どおり。 C

①民生委員と協力をして、市からの安否確
認の対応を2件行う。また民生委員からの
情報により、独居高齢者の訪問6件に対
応。看護小規模多機能利用中の高齢者の
認定調査を行い、引きこもり等の特性を反
映した調査を行う。
②10/12・12/14・1/11民児協定例会に出
席。新たに民生委員になられた方5名と退
任される方7名に挨拶し、退任の方々には
引き続きの地域住民への支援をお願いし、
新たに着任された方には包括の周知をお願
いしながら3月8日の民生委員と包括職員地
域ケアマネとの交流会の開催について周知
する。また困難ケースへの対応の協力や情
報提供について今後も連携をお願いした。
③民児協で地域での包括の認知度がまだ
まだ低いことをお伝えし、包括チラシを26名
全員に配布し、ご協力をお願いする。また民
生委員からの情報提供があった場合、都度
対応を行った（7件）。またUR管理組合と連
携を取り、所在のわからない住民の安否確
認を行った。民生委員にも問い合わせをし
て独居の方の情報収集を行った（1件）。

計画どおり。

【一般介護予防事業】

ア　健康チャレンジ高齢者把
握事業

C

①自治会・福祉村へ適宜介護予防・健康長
寿に関するチラシ「フレイルってなんだろ
う？」「今だからこそ自宅でできる！フレイル
予防」を30部配布。URコミュニティー（株）よ
り住民向けの健康講話の依頼あり、8月2日
に保険年金課・管理栄養士を招き、講話実
施。同日、骨密度測定もあわせて行った。
住民9名参加。
②介護予防、健康寿命を延ばす目的の「あ
さひＳＵＮさんサロン」を月1回実施。4/12
（23名）・6/14（12名）・8/9（9名）音楽療法と
5/10（17名）・7/12（12名）3B体操を交互に
行っており、フレイルについても「フレイルっ
てなんだろう？」「今だからこそ自宅ででき
る！フレイル予防」を参加者へ配布してい
る。
③7月26日にあさひきた・みなみ合同かかり
つけ薬局普及啓発の講演会「かかりつけ薬
局を知ろう」実施（講師かもめ薬局）。あさひ
みなみエリアより7名参加。講演後、骨密度
測定も実施。参加者の健康について考えて
いただくきっかけづくりになった。

計画どおり。

各自治会等で行うサロン活動に参加し、実
態把握に努め、地域のニーズ把握や情報
提供を行う。講話などの依頼があった時に
は調整していく。
1. 万田貝塚サロン
2. 山下わいわいサロン（休）
3. 出縄ほほえみサロン（休）
4. 高根ふれあいサロン
5. 下山下サロンありがとう（休）
6. 高村西サロン遊場たかむら（休）

⑥サロンの開催支援
オ　健康チャレンジに取り組
むための通いの場(サロン）の
開催支援
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①前期に引き続き、開催されているサロン
には定期的に参加し、困りごとや健康につ
いての相談に乗り、実態把握を行っている。
開催できていないサロンについてはサロン
代表者と連絡をとり、開催しているフレイル
測定会等の情報提供を行った。再開開始し
たサロンにも参加し、感染症対策含め相談
に乗った。
②前期同様。サロン参加時に感染症対策、
冬季熱中症対策などについてミニ講話。あ
わせてフレイルについて周知。
③12/23に遊び場たかむらへ保険年金課・
管理栄養士を招き、フレイル（高齢者の食
事）について講話計画。しかしコロナ感染者
数増加のためサロン中止となる。感染状況
により年度内の開催を検討中。

コ　フレイル対策推進事業
⑦地域内でのフレイ
ル対策推進事業の充
実

①各サロンにて、参加者の実態把握を行
い、必要な方にはフレイル測定会への参加
を促す。コロナ禍においてサロン開催や参
加が困難であっても電話等によりサロン関
係者と連絡と連携を図り、可能な限り実態
把握を行う。
②サロンや総合相談にて平塚市介護予防
チャンネルを含め平塚市のフレイルサイトを
周知するとともに、フレイル予防についての
チラシ等配布する。コロナ禍にあってもフレ
イルについて理解を深め、自身の健康状態
に気づくことができるきっかけ作りを行う。
③依頼によりサロンにてフレイル講座を行
う。講座開催が困難な場合には、「あさひみ
なみだより」にてフレイルについての周知を
行う。

①②通年
③依頼により実施

①②③各団体活動場
所

計画どおり。
①②③保健師・全職
種

C

①開催されているサロンには定期的に参加
し、困りごとや健康についての相談に乗り、
実態把握を行っている。開催できていない
サロンについてはサロン代表者と連絡をと
り、開催予定のフレイル測定会等の情報提
供を行った。
②各サロン参加時に、フレイルについての
チラシを配布。フレイルについての理解を深
めてもらうきっかけづくりを行った。「フレイ
ルってなんだろう？」「今だからこそ自宅でで
きる！フレイル予防」60部配布。
③5月19日に高根サロンにてフレイル講話
および介護保険事業所によるAI歩行解析ア
プリを利用した転倒予防のミニ講座実施。9
名の住民参加があり、フレイルについて考
えるきっかけを作った。
あさひみなみだよりについては今のところ発
行未定（フレイル講座が出来ない場合に発
行）。フレイル講座については依頼があれ
ば行う。

計画どおり。 C
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２　相談支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

エリア内の歯科や薬局に「あさひみなみだより」と「包括ちらし」を配布。実
際に困難ケースについて相談することもでき、関わりができた。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

○地域の医療機関と新たに顔の見える関係性を構築でき、地域のネットワークを広げることができた。
○あさひみなみだよりの配布や地域情報局、法人のホームページに活動を掲載し包括の周知を行った。
○コロナ禍でも研修に参加できるようにオンライン環境を整え、職員の知識向上を図ることができた。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１地域ネットワークの充実

①多様化する相談内
容に対応できる体制
づくり及び包括支援
センターの知名度の
向上

①毎朝のミーティングで新規・継続の相談
内容や進捗状況の共有を行う。困難ケース
や虐待が疑われるケースについては、随時
全職員間で共有し今後の支援について検
討を行う。
②地域のサロン等へ出席し顔の見える関係
作りを継続する。自治会の回覧活用や地域
情報局への掲載等を通して包括からの情
報を発信し、身近な相談場所としての包括
の周知を図る。
③エリア内の歯科や薬局等を訪問し、包括
のチラシを配布する。

①毎日・随時
②随時
③随時

①センター内
②各開催場所
③訪問場所

○エリア内の歯科や薬局等、関係性が築けていないところがある。
○包括のチラシ等を用いて歯科や薬局等を訪問し、顔の見える関
係構築と包括の周知を図る。

薬局については講話の依頼など行い、顔の見える関係性ができている。
感染状況に応じて、訪問していく。

計画どおり。

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

ア　高齢者よろず相談センターの認
知度の向上

ウ　高齢者よろず相談センター向け
研修

②センター職員研修
（A)センター機能強化
研修
（B)その他研修

（A）相談支援業務に必要な知識を得るた
め、講師を招いて研修を行う。
（B）外部研修、オンライン研修等に参加し、
研修後は包括内で伝達研修を行い、全職
員のスキルアップを図る。

（A）年1回
（B)開催時

（A)(B)センター内・研
修開催場所

全職種 C

全職種 C

①毎朝、ミーティングを行い、相談内容や進
捗状況の情報共有を行い、必要に応じて困
難ケース等についての対応策の検討を行っ
ている。何かが起こった場合、どの職員でも
対応出来るように体制を整えている。
②開催されているサロンには定期的に参加
し顔の見える関係作りを継続している。地域
情報局やまびこ情報局の打ち合わせ
（5/24）にも参加した。包括の行事案内もし
てもらっている。
③後期実施予定

毎朝30分から60分
ミーティング時間を確
保し、必要な情報共
有、検討を行っている
ことを確認した。

C

①後期には虐待ケース（1件）対応や重層相
談ケース（2件）等含む困難ケース（10件）が
重なり、全員で対応に当たることが多い。毎
朝のミーティングでの情報共有や今後の対
応についての話し合いを行い、全員で解決
に向けての取り組みを行っている。
②12月に新しくあさひみなみだより発行。民
児協や各サロンで配布。地域情報局やまび
こホームページに掲載した。
③あさひみなみだよりと包括ちらしについて
は、コロナ感染者数が増加しているため送
付にて実施。

（A）前期に実施。
（B）
・10月15日：健康長寿と幸福長寿の研修に
主任ケアマネ1名参加
・10月25日28日：地域包括支援センター職
員等初任者研修職員1名参加
・11月19日：在宅医療介護普及啓発講演会
に職員1名参加
・11月22日：法人内感染症研修に包括職員
1名参加
・11月25日：包括機能強化研修ZOOMにて4
名参加
・12月15日：令和4年度地域包括支援セン
ター職員等養成講座・現任者研修総合編
ZOOM研修に社会福祉士1名参加
・1月13日：保健師技能「それぞれの立場か
ら患者に寄り添うACPを考える」ZOOM研修
保健師1名参加
・1月13日神奈川県ハラスメント対策研修オ
ンライン
研修に管理者1名に参加
・1月20日：複合的な困難事例検討会に管
理者1名参加
・1月25日：神奈川県医師会「WOCナースが
伝えたい在宅での褥瘡ケア」オンライン研修
に保健師1名参加。
・1月23日：認知症地域支援推進員現任者
研修に推進員1名参加。
2月2日急性期病院と包括の研修会に管理
者1名参加。
2月6日令和4年度地域精神保険福祉連絡
協議会に管理者1名参加
2月13日に市主催の意見交換会に管理者1
名参加。
・各研修後、包括内で伝達研修を実施。

計画どおり。

（A）6月24日ファイナンシャルプランナーを
招きセンター職員の研修を行った。社会資
源や相談時に必要な幅広い知識を得ること
ができた。2名参加。
（B）
・5月26日：福祉用具事業所アビリティーズ
ケアネット主催「住宅改修」ZOOM研修に包
括職員1名参加。
・6月22日法人内感染症研修に管理者1名
参加。
・6月29日：成年後見利用支援センター主催
「知っておきたい任意後見、相続・遺言の基
礎」に社会福祉士1名参加。
・7月5日：認知症キャラバンメイト養成研修
に包括職員1名参加。
・7月8日：社会福祉法人神奈川県社会福祉
協議会主催「令和４年度中核機関・市町村
成年後見担当職員研修会」ZOOM研修に社
会福祉士1名参加。
・７月14日：神奈川県看護協会「楽しく仕事
をするモチベーションアップ術」ZOOM研修
に保健師１名参加。
・各研修後、包括内で伝達研修を実施

計画どおり。 C
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⑤地域住民へのかか
りつけ医（医療機関）
や在宅医療に関する
普及啓発の実施

キ　市民への普及啓発の実施

開催されているサロンおよびあさひきた・み
なみ合同薬剤師講演会にてパンフレットを
配布。かかりつけ医や在宅医療に対する普
及啓発を実施。（「いつまでも自宅で暮らし
たい方のために」パンフレット配布部数60
部）

サロン等でパンフレットを活用し、かかりつ
け医や在宅医療に関する普及啓発を行う。
自宅で安心して生活する為の情報提供を行
う。

総合相談にて、かかりつけ医がいない対象
者にかかりつけ医の必要性について案内。
来所相談者には在宅医療のリーフレットを
お渡しし、かかりつけ医や在宅医療につい
て案内。

C

計画どおり。
普及啓発について研
修会等のタイムリー
な情報も発信してい
ることを確認した。

C主に保健師・全職種各サロン開催場所通年 計画どおり。

C

①センターの周知活動だけでなく、実際に
地域住民の退院に合わせて市民病院・共
済病院・済生会病院・東海大伊勢原病院・
AOI七沢リハビリテーション病院・寒川病院
等と連絡をとり、必要時は訪問を行い、退院
後の支援に繋いだ。また地域のクリニックや
病院と介護保険の新規申請、区分変更申
請、救急搬送、認知症状について相談をし
（久保田整形外科クリニック・内田クリニッ
ク・斎藤クリニック・共済病院・市民病院）、
実際にアドバイスをいただいた上で対応を
お願いした。
虐待・認知症で措置対応が必要だった対象
者についてはミサヲクリニック、昭和クリニッ
ク、石垣クリニック等に相談し、内服薬や認
知症について相談。実際に連絡をとること
により、関係性を構築できた。
薬剤師による講話は前期に実施。
②10月28日地域ケアマネ向け認知症（認知
症地域支援推進員）・虐待（社会福祉士）の
研修を開催し10名が参加した。

計画どおり。

1）
①管理者
②主に社会福祉士
③管理者・社会福祉
士
④管理者・社会福祉
士
⑤全職種
⑥全職種
⑦社会福祉士
2）
全職種
3）
主に保健師

C

1）
①4/13・5/18・6/8・7/13・8/10定例会に出
席。ホットな話題（各種包括主催のサロンや
健康講話などの案内、感染症予防、熱中症
予防等）を提供。また困難ケースの処遇を
一緒に考え話しあった。
②5月30日開催。12名参加。内容：高齢者
虐待について
③開催時には毎回2名参加（4/21・5/19・
7/21）
④開催時には毎回2名参加（4/21・5/19・
7/21）
⑤開催時には毎回1名～2名参加（4/13・
5/11・7/13）
⑥開催時には毎回1名参加（4/27・5/25・
6/29・7/27）
⑦5月24日に運営委員会があり参加
2）新型コロナの影響のため開催されていな
いが、書面等で報告をもらっている。
3）新型コロナの影響のため、電話にて病院
へセンター業務の説明と情報提供を行って
いる。コロナ禍前から継続した関わりがある
ため、住民がスムーズに退院できる環境作
りができている。

計画どおり。 C

1）
①10/12・12/14・1/11民児協定例会に1名
参加。11月に民生委員改選あり。退任7名
新任5名に挨拶を行い、引き続き包括との
連携強化についてお願いをする。
②3月8日開催予定
③・④開催時には毎回2名参加10/20・
11/17・12/15・1/19毎回2名参加。認知症カ
フェ開催について今年度の協力と来年度に
向けての定期開催の協力をお願いする。
⑤開催時には毎回1～2名参加10/12・
12/14・2/8。
⑥開催時には毎回1名参加10/26・11/30・
12/21・1/25・2/22・3/29。
⑦前期参加。後期は開催なし。
2）開催されていないが、書面等で報告（前
期１回後期1回）をもらっている。
3）前期に引き続き、電話にてセンター業務
の説明と情報提供を行っている。総合病院
だけでなく、訪問診療を行っているクリニック
やサポート医とも必要時相談し、センターと
の関係を構築できている。特に虐待や認知
症について緊急性の高いケースにおいても
円滑に相談に乗っていたいただき、あらた
めてセンターの役割についての理解を深め
るきっかけになった。

③支援における地域
包括ケアシステムの
ネットワークの構築・
活用

1）民生委員や地域住民との関係性を継続
するため会議等に定期的に参加する。包括
の周知、地域のニーズ把握や情報共有を
行い、連携強化を図る。
①民児協定例会への参加
②民生委員との交流会を開催（あさひカ
フェ）
③福祉村運営委員会への参加
④協議体への参加
⑤さつき会運営委員会への参加
⑥あさひ南ふれあいサロンへの参加
⑦湘南やまびこ運営委員会への参加

2）地域密着型施設の運営推進会議に参加
し、状況把握と関係性を維持する。

3）総合病院の連携室へ電話や訪問し、セン
ターの業務の説明と情報交換を行う。（平塚
市民病院・平塚共済病院・済生会湘南平塚
病院・・東海大学医学部付属病院・東海大
学医学部付属大磯病院・ふれあい平塚ホス
ピタル等）

1）
①毎月1回
②年2回
（前期1回　後期1回）
③毎月1回
④毎月1回
⑤毎月1回
⑥毎月1回
⑦開催時
2）
会議開催時
3）
前期

1）
①旭南公民館
②高村団地フレンド
シップ
③福祉村
④福祉村
⑤山下集会所
⑥旭南公民館
⑦旭南公民館
2）
開催場所
3）
平塚市民病院等

基本目標２－２医療・介護連携の推進

④医療機関（地域包
括サポート医、在宅
支援拠点薬局など）
や介護関係機関との
連携強化に向けた包
括独自の取組み

①医療機関・薬局へ電話や訪問し身近な相
談窓口として包括の業務の周知を行い、相
談しやすい関係作りを図る。
②担当エリア内居宅介護支援事業所のケ
アマネジャー対象に研修を行い、関係性を
深め連携強化を図る。

①適宜
②10/19

①医療機関・薬局等
②開催場所

①主に保健師・全職
種
②主に主任介護支援
専門員・全職種

C

①総合病院および地域のクリニックへ電話
もしくは訪問にてセンターの周知を行った。
（市民病院、共済病院、済生会病院、内田
クリニック、松田医院等）
かもめ薬局に「かかりつけ薬局を知ろう」の
テーマで講話依頼し、7月26日にあさひき
た・みなみ合同で講演会を実施。あさひみな
みエリアより7名地域住民参加。かもめ薬局
と顔の見える関係性が構築できた。
②後期実施予定。

計画どおり。

（２）地域資源との連携強化

（１）医療・介護連携推進のための支援

ウ　医療機関とのネットワークづくり
の推進

計画どおり。
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３　権利擁護事業

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

②企業向け認知症サ
ポーター養成講座

圏域内の企業へ開催依頼を行う。
①アスカ ②神奈川銀行 ③アビリティーズ
④Aコープ

前期 圏域内の企業
認知症地域支援推進
員

C

①～④の企業については新型コロナウイル
スの増加により、後期に行うこととした。
・8月にUR職員向けに開催依頼を行った。
URの職員は直近で受講したため今回は見
合わせた。URより住民向けの認サポの依
頼を受け11/18実施（予定）につなげること
ができた。

11月にUR向けの養
成講座を実施予定と
であることを確認し
た。

C

URとの共催で認サポの計画をしていたが、
URより住民からの要望で認知機能検査に
変更。来年度に認知症サポーター養成講座
を計画することで了承いただいた。
①～④については郵送で案内を出した。

計画どおり。
来年ＵＲ向けの養成
講座を実施予定であ
ることを確認した。

計画どおり。

高齢者福祉計画

基本目標２－３認知症支援策の推進

①認知症サポーター
養成講座の開催

認知症サポーターを養成するため講座を行
う
①一般向け（地域）
②一般向け（地域）
③中学生向け：山城中学校（2年生対象）
④小学生向け：講座開催に結びついていな
いため訪問し周知活動を行う。

①4月
②後期
③学校と相談
④後期

①旭南公民館
②福祉村
③山城中学校
④山下小学校
 　勝原小学校

○地域的には団地等が多いため、独居や高齢者世帯が多い。高齢化率も高く、比例して認知症高齢者が増加して
いる。
○コロナの影響で地域の集まる場所がなくなってしまい、閉じこもっている高齢者が増えている。

○チームオレンジメンバーの活動ができる場を作る。
○認知症や予備軍の人が集える場を作る。

昨年まで認知症カフェとして実施していた「にじいろサロン」を本年度から
認知症予防に特化したサロンとした。講師を招きコグニサイズを中心に認
知症予防の運動を行っている。チームオレンジメンバーは、にじいろサロ
ンに参加し、講師から認知症予防のコグニサイズ等を学び、各地域や福
祉村のサロンで実施できている。地域や福祉村のサロンで実施することで
認知症や予備軍の方たちも参加する機会が増えている。

URとコラボし、地域住民向けに認知機能検査を実施。3ヶ所のサロンにお
いて1年後の定期検査を行うことができた。
認知症予防に特化したサロンの「にじいろサロン」は毎回楽しみに参加い
ただくことができた。
認知症カフェは1月開催。チームオレンジメンバーも参加した。
山城中学校での認知症サポーター養成講座は3年継続し行うことができて
いる。認知症の高齢者を中学生が助けたという報告も2件あった。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

○認知症機能評価機器（タブレット）を活用し、地域の方の認知症予防の意識を高めることができた。自治会でのタブレットのイベントでは、チラシ作成や会場での案内などチームオレ
ンジの方の協力を得ることができた。
○認知症予防に特化したサロンを開催することができた。コグニサイズを行い、チームオレンジの活動の場としての役割も確認することができた。次年度は定期開催を計画している。
○認知症サポータ養成講座については、3年間継続して中学校からの依頼を受け実施しており、来年度もすでに依頼を受けている。一般対象も自治会からの依頼があり実施予定。対
象に合った講座を工夫し継続できている。
○担当エリア内の居宅介護支援事業所のケアマネジャーやデイサービスの職員に対して、「高齢者虐待」の研修を行った。成年後見制度利用の支援を行い、権利養護の普及啓発に
努めた。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

計画どおり。
山城中学校と良い関
係が築けており、授
業の一環として認サ
ポを行えていることを
確認した。

（１）認知症理解のための普及・啓発

イ　認知症サポーター及びチーム
オレンジメンバーの養成

（２）認知症予防施策の充実

③身近な場での認知
症予防教室の開催

①一般向けに認知症予防教室を開催する。
②にじいろサロンにて認知症予防に特化し
たコグニサイズを中心に開催する。
③各サロンにて認知症予防のミニ講話等を
行う。

①10月
②奇数月の第4月曜
日（年6回）
③適宜

①旭南公民館
②フレンドシップ
③各サロン開催場所

認知症地域支援推進
員

C

主に認知症地域支援
推進員

C

①4月25日旭南公民館において開催。参加
者13名。地域住民を中心に講座を行った。
認知症の方を介護する家族の参加もあり、
多様な意見を共有することができた。
②11/18　URの協力のもとUR住民向けに
UR集会所で行う予定で準備を進めている。
③山城中学校2年生担任と相談し12月に開
催する予定で準備を進めている。
④後期実施予定。他包括で行った様子など
を入れた小学生向けの認サポのチラシを作
成し配布する予定で準備を進めている。

計画どおり。
山城中学校の養成講
座については12月に
実施予定であり、学
校と事前の準備を
行っていることを確認
した。

C

①前期実施
②11/18にUR共催で認サポを計画したが、
URからの要望により認知機能検査会に変
更となった。認サポについては今後再検討
する。
③11月30日山城中2年生対象に認サポを開
催。参加者105名（教職員含む）。講義後に
グループワークを行い、地域で認知症の方
を支えていくことを自分の事として考えるこ
とができた。担当教員より今後も総合学習
の福祉教育として位置づけたいとの意向を
確認した。12月3日の高村団地祭りに受講
した中学生4名が来所し講義に対するお礼
と認知症の方への関心が高まったという感
想をいただいた。
④小学生向けに周知活動を1月に行った。

①10月17日旭南公民館において実施予定
で準備を進めている。
②5月23日（参加者11名）・7月25日（参加者
16名）、フレンドシップにおいて講師によるコ
グニサイズを中心とした教室を開催した。参
加者のうちチームオレンジメンバーは5月23
日2名、7月25日7名参加した。9月26日実施
予定（参加者12名、うちチームオレンジメン
バーは4名）
③5月27日あさひの絆サロンにおいて認知
症のミニ講話と認知機能検査を実施した。
参加者8名。

計画どおり。 C

①10月17日旭南公民館において実施。16
人参加。かながわ健康財団より講師を招い
てコグニサイズを中心とした教室を開催し
た。
②11月28日（参加者14名）、フレンドシップ
において講師によるコグニサイズを中心とし
た教室を開催した。参加者のうちチームオ
レンジメンバーは1名。次回は1月23日実施
（15名参加）。次回は3月27日
③10月14日遊び場たかむらサロンにおいて
認知症予防のミニ講話を行った。参加者13
名
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⑤認知症初期集中支
援事業の対象者を把
握し支援につなげる

①総合相談時に対象者を把握する。
②総合相談時や地域活動時、必要に応じて
タブレット（認知機能評価機器）を案内し、希
望者には実施し対象者を把握する。

①②通年
①センター内
②センター内・訪問先

認知症地域支援推進
員

C

①住民、民生委員から相談を受けた徘徊・
警察に保護・昼夜逆転等のケース1件を5月
選定会議につなげた。
②地域活動において近隣住民からの相談
により、介護保険申請、後見人の市長申し
立て等に必要性がある対象者を把握するこ
とができた。

計画どおり。 C

①住民、民生委員から相談を受けた独居認
知症でアルコール依存により近隣住民との
トラブルや火災の恐れのあるケースについ
て12月の選定会議に繋げた。
②地域活動において親族や近隣住民から
の相談により、タブレット（認知機能検査機
器）を活用し介護保険の申請および専門医
への受診につなげることができた。（3件）

計画どおり。

⑥認知機能低下を把
握するための認知機
能評価機器の活用

総合相談時や地域活動時、必要に応じてタ
ブレットを活用してMCIの方を把握する。

50件/年 センター内・訪問先
主に認知症地域支援
推進員、全職種

B

総合相談時、地域のサロンで、脳いきいき
終了時などにタブレットによる認知機能の検
査を行った。昨年度検査を行った方には、1
年後の検査を勧めて受けていただいた。4
月5名、5月18名、6月2名、7月3名実施。（合
計28名）
前期実施の中から1名を10月開始の脳いき
いきにつなげることができた。また2名は脳
いきいきの説明をし、現在検討中。

認知機能評価を前期
で半数の25件以上実
施したこと、また、本
人の自尊心に配慮し
ながら活用を図って
いることを確認した。

B

総合相談時、地域のサロン等、脳いきいき
終了時などにタブレットによる認知機能の検
査を行った。昨年度検査を行った方に連絡
し1年後の検査を受けていただいた。12月3
日の高村団地祭りではあさひきたと共催で
物忘れ相談会を行い、希望者にタブレットを
実施した。9月3名、10月11名、11月15名、
12月23名、1月0名、2月0名（前期26名後期
52名合計78名）
11月実施の方1名を1月開始の脳いきいき
につなげることができた。

物忘れ相談会、ＵＲ
向け、昨年度実施し
た方への個別に連絡
をするなど積極的に
実施したことを確認し
た。

⑦成年後見制度の利
用相談体制の充実

①関係機関との連携強化を図る。成年後見
利用支援センター主催の会議・研修等に参
加する。また、必要時に法律相談を活用す
る。
②ミーティングの際にケースの共有を図り、
職員間で共通の認識を持つ。

①②通年
①開催場所
②センター内

①②主に社会福祉士 C

①6月29日成年後見利用支援センター主催
の「知っておきたい任意後見、相続・遺言の
基礎」に職員1名参加。センター内の市長申
立ケースやケアマネジャーの市長申立書の
作成支援で、成年後見利用支援センターに
相談等を行い、包括で市長申立2件、ケアマ
ネジャーのケースで1件市長申立を行った。
②相談があったケースは、職員間で共有、
共通の認識を持てている。

計画どおり。 C

①研修は前期で参加。センター内の市長申
立ケースで、成年後見利用支援センターに
相談等を行い、包括で市長申立1件行った。
また、成年後見人制度で分からない事や疑
問に思った事は、成年後見利用支援セン
ターに、その都度相談・質問等をしている。
また、行政書士と連絡調整を行い、任意後
見制度の調整を行った。2件
②相談があったケースは、職員間共有、共
通の認識を持てている。必要に応じ同行訪
問行っている。

計画どおり。

⑧成年後見制度の普
及啓発の取り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

サロン等で成年後見制度についての講話を
行う。必要に応じて、関係機関等へ講師派
遣を依頼する。

地域住民対象
年1回以上
10名程度

サロン等開催場所 社会福祉士 C 後期にサロンで講話を実施予定

計画どおり。
後期の開催時期も決
まっており、準備を
行っていることを確認
した。

C
コロナウイルスの影響で、サロンの開催等
が減っていた。2月8日のサロンで実施12名
出席

計画どおり。

⑩認知症サポーター
養成講座修了者の育
成事業

認知症サポーター養成講座受講者に声か
けをして、チームオレンジ研修を実施する。

後期 福祉村
認知症地域支援推進
員

C 後期に実施予定 計画どおり。 C

12月に新しく民生委員となった方に認知症
サポーター養成講座およびチームオレンジ
研修を2月23日に受講していただく。8名参
加予定。2月に認知症サポーター養成講座
を行い、3月21日にチームオレンジ研修を実
施予定。

計画どおり。

⑪認知症カフェの実
施

①福祉村のカフェとコラボして実施検討。
②チームオレンジの活動の場として協力依
頼を行う。

①②未定 福祉村
主に認知症地域支援
推進員

C
①②福祉村において実施予定で、5月に時
期や内容について話し合いをした。後期に
実施予定。

１２月に高村団地ま
つりにて実施予定で
あることを確認した。

B

①1月18日に福祉村において認知症カフェ
（サンカフェ）を行った。参加者18名。
②1月18日の認知症カフェではチームオレン
ジメンバー4名が参加。
グループでトランプのババ抜きをしたり、ビ
ンゴゲームをしたり和気あいあいと時間を
過ごし、認知症の方も笑顔がたくさん見られ
た。

福祉村と連携をして、
新たに認知症カフェ
を立ち上げた。来年
は隔月で開催し、
チームオレンジメン
バーにも活動すること
を確認した。

計画どおり。
ア　若年性認知症を含めた相談支
援

イ　認知症初期集中支援事業

ウ　認知機能検査の実施

エ　成年後見制度の利用相談等

オ　成年後見制度の利用支援等の
充実

認知症地域支援推進
員

C
ケアパスを総合相談時に社会資源や医療
施設などの説明に利用した。前期は2件。

計画どおり。 C

・総合相談時に社会資源や医療施設などの
説明に利用した。後期2件。
・10月17日予防教室においてテキストとして
ケアパスを配布。16冊。

C

①チームオレンジ研修は3月に実施予定。
　10月17日の認知症予防教室において16
冊配布。
②総合相談に説明に利用した。2件

（３）認知症に対する早期対応体制の整
備

④認知症地域支援推
進員による専門的な
相談支援（若年性認
知症を含む）

認知症全般の相談を受け、ケアパス等を用
いてわかりやすく説明し必要に応じ適切な
支援につないでいく。

通年 センター内

計画どおり。

（４）認知症高齢者の見守り支援

⑨認知症ケアパスの
普及

①チームオレンジ研修時にテキストとして利
用し、配布する。
②総合相談にて、認知症の相談時にケアパ
スを利用し説明を行う。

①年1回　後期
②相談時

①福祉村
②センター内、訪問
先

主に認知症地域支援
推進員ア　権利擁護のための相談支援及

び普及啓発

イ　チームオレンジの体制整備

キ　認知症カフェの設置と支援

C
①後期実施予定
②総合相談時に社会資源や医療施設など
の説明に利用した。前期は2件。

計画どおり。
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⑭高齢者虐待の相談
体制の充実

①研修や会議等へ参加し、知識の向上及
び関係機関との連携を図る。
②ミーティングの際にケースの共有を図り、
職員間で共通の認識を持つ。

①②通年
①開催場所
②センター内等

①②主に社会福祉
士・全職種

C

①会議・研修等の開催がなかった。ケース
等で相談は行えており、連携は図れてい
る。
②ケースについては職員間で共有、共通の
認識を持てている。また、職員間で連携し
て、虐待相談受付表を作成し、虐待受理会
議に提出した。

計画どおり。 C

①9月26日神奈川県福祉子どもみらい局福
祉部高齢福祉課高齢福祉グループ主催
の、高齢者虐待防止法の基礎知識のオンラ
イン研修に、社会福祉士1名参加。12月26
日平塚市高齢者及び障がい者虐待防止等
ネットワーク協議会のオンライン研修に参
加。関係機関と連携を図った。
②ケースについては職員間で連携して、虐
待相談受付表を作成し、虐待受理会議に提
出した。提出件数：1件

計画どおり。

⑮虐待を受けた高齢
者に対するケア体制
の充実

①包括内で虐待マニュアルの内容を周知
し、対応について理解を深める。
②ミーティングの際にケースの共有を図り、
職員間で共通の認識を持つ。

①②通年 ①②センター内等
①②主に社会福祉
士・全職種

C

①最新の虐待マニュアル完成後に周知を
行う為、後期を予定。
②ケースについては職員間で共有、共通の
認識を持てている。虐待を受けた高齢者の
施設入居の手続きや医療機関の対応、家
族との連絡調整を職員間で連携して行っ
た。

計画どおり。 B

①今年度は虐待マニュアルの変更なし。職
員間でマニュアルの内容を周知し、理解を
深めている。どの職員についても虐待の対
応をしている。
②ケースについては職員間で共有、共通の
認識を持てている。虐待を受けた高齢者の
施設入居の手続きや医療機関の対応、家
族との連絡調整を職員間で連携して行っ
た。

多くの虐待ケースが
ある中で全職員で統
一した対応が図られ
ており、関係機関とも
迅速に連携が図られ
ていることを確認し
た。

⑯養護者に対するケ
ア体制の充実

養護者が置かれている状況について、聞き
取り等により把握する。必要な支援等につ
いては、関係機関と連携して対応する。

通年 センター内
主に社会福祉士・全
職種

C

虐待ケースについて、養護者への聞き取り
を行い状況を把握。関係機関と連携を図り
養護者支援を行い、養護者の介護保険申
請手続きを行った。

計画どおり。 A

養護者が介護認定を受けた事に伴い、担当
支援員として支援している。また、経済困窮
の養護者に相談窓口等の紹介を行った。（2
件）
虐待に至らなかったケースについても必要
に応じてカンファレンスを行い、他機関を含
めて連携している。

高齢者虐待とならな
いケースについても、
随時カンファレンスを
行っており、地域で見
守る体制が図られて
いることを確認した。

基本目標３－２権利擁護事業の充実

⑫終末期に向けた住
民への普及啓発

エンディングノートについて、地域のサロン
等で住民向けに普及啓発を行う。また、窓
口等での個別配布を行う。

通年

地域のサロン等で、終活及びエンディング
ノートの目的等を説明、配布した。また、希
望者には窓口で説明し個別配布も適宜行っ
た。後期配布38件

計画どおり。

（１）日常生活を支える権利擁護事業の
推進

エ　終末期に向けた権利擁護推進
事業

（２）高齢者虐待防止のための取組

⑬高齢者虐待防止の
普及啓発に関する取
り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

地域住民や介護事業所等で高齢者虐待防
止についての講話を行う。

地域住民・介護事業
所等対象
年1回
10名程度

開催場所 社会福祉士

センター内
サロン開催場所

主に社会福祉士・全
職種

C

地域のサロン等で、終活及びエンディング
ノートの目的等を説明、配布した。また、希
望者には窓口で説明し個別配布も適宜行っ
た。前期配布　55件

計画どおり。 C

ア　高齢者虐待の知識等の普及啓
発

ウ　高齢者虐待の相談体制の充実

オ　虐待を受けた高齢者に対する
支援

カ　養護者への支援

C
5月30日地域の民生委員に、高齢者虐待防
止の講話を行う。12名参加

法律の基本的知識か
ら事例紹介に至るま
での具体的な普及啓
発の方法を確認する
ことができた。

B

10月28日に地域の居宅支援事業所向け
に、虐待の研修を開催。10名参加。2月22日
に法人内の通所介護事業所で、虐待の研
修を開催予定。20名位参加予定。

地域のケアマネや法
人内事業所に向けて
講話を行う等、計画
以上の取組みを行っ
ていることを確認し
た。
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

○エリア内の居宅介護支援事業所のケアマネジャーと民生委員との関係性が築けていない。
○地域により、通院や買い物に行くことが困難な状況がある。

○エリア内の居宅介護支援事業所と民生委員との交流会を開催
し、顔の見える関係を構築する。
○地域の関係団体との良好な関係性を保ち相談しやすい体制の
充実
を図る。
○小地域会議で「移送サービス」の実施にむけた検討を継続する。

○後期に向けて関係機関と調整中。
○民生委員や福祉村より相談があり、課題解決のためにともに活動して
いることが多く、良好な関係性ができている。

3月8日の民児協定例会後、民生委員とケアマネジャーの交流会を設け、
顔の見える関係性構築がより一層できるように顔合わせの内容について
検討調整中。地域住民の困り事に協力体制が築ける関係性の構築を目
指す。

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

○担当エリア内のケアマネジャーに対し継続的に研修を行うことで、顔の見える関係性を維持し相談しやすい環境作りを行った。また、ケアマネジャーからの相談については、情報提
供や助言など行い、問題解決に向けた支援ができた。
○個別ケア会議は開催に至るケースがなかったが、相談に対して検討を重ねたり関係機関から情報を得るなど対応した。
○「移送サービス」に関しては進まない状況にあるが、地域の関係団体とは顔の見える良好な関係性を維持できている。

C

①家族がケアマネの助言を聞かないという
相談あり。ケアマネに状況を聞き、同行し家
族を説得し、ヘルパーのサービス内容の変
更につなげることができた。
認知症独居で金銭管理ができない方があ
んしんセンターに断られ、ケアマネと包括が
協力し、金銭のトラブルがないように本人の
支援を行った。
②後期実施予定。
③後期実施予定（10/28実施で準備を進め
ている）。
④後期実施予定（2月実施予定）。

ケアマネジャーから
の困難ケースの相談
状況を確認した。ケア
マネジャーの説明が
理解できない利用者
のもとへ同行してヘ
ルパーについて説明
し、サポートを行った
ことを確認した。

B

①虐待相談3件の相談支援等と市長申し立
て1件、包括職員協力して対応を行う。認知
症独居の相談ケース2件にも対応。
また茅ヶ崎の居宅事業所に対して地域の事
業所の紹介を行い、居宅支援のバックアッ
プを行う。
②1月に書面会議を行う。意見のとりまとめ
をし、各事業所に結果報告を行う予定。
色々な意見を共有できるようにする。
③10月28日地域の居宅支援事業所4事業
所向けに認知症・虐待の研修会を開催10名
出席
④3月8日に開催予定で準備を行っている。

虐待のケースや重層
的な相談について多
くの件数をケアマネ
ジャーと同行して相
談対応を行ったことを
評価し、B評価とし
た。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１ネットワークの充実

①ケアマネジャーへ
の支援

①ケアマネジャーからの個別相談に対し、
情報提供や同行訪問等の後方支援を行う。
②地域包括支援センター主マネ連絡会とし
て、事例検討会・研修会を開催する。
③担当エリア内の居宅介護支援事業所の
ケアマネジャー対象に研修を開催し、関係
性を深め、連携の強化を図る。
④ケアマネジャーと民生委員との交流会を
開催し、顔の見える関係性を構築する。

①随時
②年1回以上
③年1回　（10/16）
④年1回

①センター内外
②開催場所
③開催場所
④開催場所

①主に主任介護支援
専門員・全職種
②主任介護支援専門
員
③主任介護支援専門
員
④主任介護支援専門
員、社会福祉士

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

イ　ケアマネジャーとの連携強化支
援

①独居・認知症で大金を払ってしまう金銭
管理のトラブルがある方の個別ケア会議開
催。（11/16）
②10/20に福祉村で認知症カフェ常設にむ
けての話し合いを行った。
移送サービスについては、今後の実施に向
けて検討中。

計画どおり。
移送サービスについ
て、対象者の選定基
準や担い手不足など
の課題があることを
確認した。

イ　地域ケア会議の開催

①センター内外
②福祉村

①主に主任介護支援
専門員・全職種
②管理者・社会福祉
士

C

①独居で認知症で金銭管理のトラブルがあ
る方の地域ケア会議を行った（5/18)。令和2
年3月、7月に続き3度目。ケアマネ、民生委
員、福祉村の担当者、サービス事業所の代
表者、包括の職員の9名参加。今後の予定
や役割について確認ができた。
②福祉村と移送サービスについて、定期的
に話し合いを行っている（4/21・4/29・
5/19）。車両事故や、転倒等が起きた場合
の保険について話が進み、7月27日に今年
度1回目の移送サービスを実施した。

継続している個別ケ
ア会議の状況を確認
した。

C

（２）地域資源との連携強化

②地域ケア会議（個
別ケア会議、小地域
ケア会議）を開催する

①個別ケア会議の開催。
②小地域ケア会議。
協議体に併せて開催。
「移送サービス」について運営実施に向け
検討を継続する。

①随時
②年1回以上
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平塚市地域包括支援センターおおすみ　　令和４年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

・岡崎福祉村「鈴の里」の年間計画に組み込まれたフレイル予防事業に
沿って、岡崎地区の全サロンでフレイルチェック測定会及びカムカム教室
の開催支援を行った。城島地区では城島福祉村「ふれあいの里」拠点サ
ロン利用者、城島公民館との共催で地域住民に対し、フレイルチェック測
定会を実施し、両地区の課題把握と共にフレイルサポーターの活動支援
を行うことができた。
・民生委員や家族、サロンボランティア、地域住民からの相談、情報提供
を受けて、閉じこもり高齢者の把握、支援を行うことができた。
・感染予防対策を講じながら、可能な限り地域活動の場に参加し、講話や
交流を通じて健康長寿やフレイル予防について伝える機会を持つことが
できた。高齢者だけでなく壮年期の住民に向けて、広報誌を用いて健康教
室を開催した。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・コロナ禍ではあったが、地域住民の理解と協力により、希望に沿って巡回フレイル測定やカムカム教室、フレイル予防の講話などを実施できた。フレイル予防事業について、具体的な
イメージを持って主体的に活動できる地域住民の支援ができた。
・サロンや地域交流、通いの場については、コロナ禍による中断はあったが、地域住民の理解により再開され、希望に沿って開催支援を行った。希望により、機器を用いた健康チェック
を実施し、結果を基に健康講話やフレイル予防の講話を行った。
・コロナ禍のため、健康長寿をテーマとした講演会は広報誌を活用した紙面開催とした。圏域のサポート医の協力による寄稿文を掲載し全戸配布のほか、地域情報局への掲載を行
い、多くの住民の目に触れる機会を作った。
・閉じこもり高齢者の把握については、定期的に民児協定例会に出席し情報共有を図るほか、たちより相談室など複数の情報把握の機会を設け、個別訪問や総合相談につなぐよう努
めた。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標１－１健康長寿へのチャレンジ

①総合事業における
多様なサービスの利
用促進

従前の訪問型、通所型サービスやＡ類型の
サービス以外について、関係機関と連携し
利用者のニーズに合致した利用支援を行
う。

随時 利用者宅

・感染予防のためサロンや地域交流の機会が減少しており、閉じこもり高齢者の増加やフレイルに陥る高齢者が存
在している。
・口腔機能低下（巡回フレイル測定会）や脳血管疾患の罹患率が他地域と比較してわずかに高い傾向があり、城島
地区では健診受診率が他地域と比較してやや低い傾向が見られている。（KDBデータ）
・民生委員の独居高齢者調査が2年間中止となり、閉じこもり傾向に陥っていたり、生活に支障のある高齢者の実
態把握が難しい。

・フレイル予防に関心の高い住民を中心に、自主的なフレイル予防
活動の機運が高まっているため、開催支援を行う。
・民生委員や福祉村サロン等と連携し、閉じこもり高齢者の把握に
努め、フレイル状態の確認と共に、地域の健康教室や通いの場に
つなぐ。
・福祉村サロンや地域交流の場に参加し、健診の効果や未病、フレ
イル予防について考える機会を増やす。感染症流行下においても
活動を続けられるよう代替策を準備する。

・岡崎福祉村「鈴の里」の年間計画にフレイル予防事業が組み込まれ、各
地区サロンでのフレイルチェック測定会やカムカム教室が開催されてい
る。フレイルサポーターの活動支援と地域住民の課題把握を実施してい
る。
・地域住民の健康診断結果を基に抽出されたKDBデータにおいて、脳血
管疾患の罹患率が他の地域に比べて若干高い（岡崎地区）との結果あ
り。保険年金課の血圧管理に関する講話を3か所のサロンで開催している
ため、サロンに同行し、地域課題の把握と介護予防に務めることができ
た。
・民生委員や家族、サロンボランティア等からの相談や情報提供をもと
に、閉じこもり高齢者の把握を行い、総合事業利用支援や地域の介護予
防の取り組みを紹介することができた。

計画どおり。

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

【介護予防・生活支援サービス事業
通所型サービス】

②通所型サービスC
の利用者の利用後の
フォローについて

様々な要因により閉じこもり傾向に陥った高
齢者を総合相談やサービス利用中断者、地
域住民や民生委員などの情報提供により
抽出し、利用に繋げる。終了後は地域のサ
ロンや通いの場を紹介し、利用支援を行う。

随時
教室終了後3ヶ月以
内
および適宜

利用者宅
看護師を中心に
全職員

C

サービス利用中断者や福祉用具のみ利用
で外出の機会が減っている対象者に対し、
事業案内をしたが、日程が合わない等の理
由で利用に至らなかった。後期の利用を検
討していただいている。

看護師を中心に
全職員

C

軽作業代行に該当しない独居高齢者の支
援（草むしり・ゴミ出し等）を、地域の福祉村
と連携して支援し、訪問型サービスBの利用
についても検討した。

計画どおり。
多様なサービスの利
用促進を行っている
状況を確認した。

C

軽作業代行に該当しない独居高齢者の支
援（草むしり・ゴミ出し等）を、地域の福祉村
と連携して支援した。その際、訪問型サービ
スBの利用についても検討した。

計画どおり。
通所Cの利用に向
け、調整を行っている
状況を確認した。

B

サービス利用のない総合相談ケースや福
祉用具のみの利用で外出の機会が減って
いる対象者、拠点サロンの出席者からの紹
介など、8名に事業案内し、後期日程に2名
参加している。事業終了後は地域のサロン
等を紹介する。

後期日程の通所型
サービスCの利用者2
名について、その後
のフォローを行うこと
から、目標を上回る
取組みを確認した。

キ　通所型サービスC　健康
チャレンジ複合型教室事業

【介護予防ケアマネジメント】

③適正な介護予防ケ
アマネジメントの実施

基本チェックリストやアセスメントの結果を基
に、介護予防を念頭に置いた適正なケアプ
ランを作成し、実施、評価する。

相談時、随時 利用者宅・センター 計画どおり。

コ　介護予防ケアマネジメント

看護師を中心に
全職員

C

・総合相談ケースの内容や進捗状況、対応
方法等を全職員で確認、共有した。
・委託ケースのサービス担当者会議に出席
した。前期委託件数9件中6件出席。他3件
については、書面や電話連絡等で連携を
とっている。
・新規相談20件について、適切なケアプラン
作成を行った。

計画どおり。 C

・総合相談ケースの内容や進捗状況、対応
方法等を全職員で確認、共有した。
・委託ケースのサービス担当者会議9件中5
件に出席した。他4件については、書面や電
話連絡等で連携をとっている。
・新規相談14件について、適切なケアプラン
作成を行った。
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⑤介護予防、健康長
寿等に関する講座、
講演会の開催

1）エリア内の包括サポート医や拠点薬局等
と連携し、６５歳未満の方を対象とした、健
康長寿に向けた講演会を開催する。
2）高齢者昼食会やサロンで健康長寿に関
する講話を行う。
3）感染症流行下で講演会やサロンが開催
出来ない場合は、包括広報誌などに講話を
掲載し、配布する。

1）年1回程度
2）高齢者昼食会は年
１回程度
3）随時

1）公民館（予定）
2）公民館
　福祉村拠点・地区
サロン開催場所
3）利用者宅

看護師を中心に
全職員

C

1）2）4月23日（土）きじまルシェにて、中郡薬
剤師会と連携し、包括内ブースの来場者66
名に対し血圧手帳や災害時の薬剤管理に
ついてのチラシを配布した。
3）5月18日（水）サポート医、サポート薬局へ
の挨拶の際に、今年度健康教室開催（紙面
開催予定）への協力依頼をした。
岡崎公民館の高齢者学級（プラチナ学級）
の健康に関する講座について、薬剤師の講
話を提案し、検討していただいた。

計画どおり。 B

1）3）圏域サポート医、サポート薬局の協力
を受け、健康長寿をテーマとして「おおすみ
健康講座」を書面開催した。広報誌の特別
増刊号として圏域内の自治体加入世帯
4393件、圏域事業所45件に配布したほか、
地域情報局へ掲載した。
2）10月15日　城島ふれあいの里秋祭り　血
管年齢測定62名、ベジチェック64名に実施
し、健康相談を行う。
・10月19日　独居高齢者昼食会（岡崎）　感
染予防とワクチンについての講話。参加者
42名。
・11月5日　ふれあい福祉直売会（岡崎）　歩
行解析（株式会社　ヤマシタ協力）　来場者
28名。
・12月5日　独居高齢者昼食会（岡崎）　冬
の健康管理についての講話とフレイル予防
体操。参加者38名。

計画を上回る普及啓
発を行っていることを
確認した。

計画どおり。

【一般介護予防事業】

ア　健康チャレンジ高齢者把
握事業

（２）地域で取り組む健康長寿へのチャレ
ンジ

④閉じこもり高齢者
の把握・支援

1）総合相談で把握しているケースについて
は、定期的に状況把握を行い、ニーズを把
握して必要な支援を提案する。
2）民生委員やサロンボランティアからの情
報提供を基に把握し、必要に応じて支援を
行う。

1）2）随時

１）利用者宅・セン
ター
２）民児協定例会
　サロン会場・セン
ター

看護師を中心に
全職員

C

1）総合相談ケースの閉じこもり高齢者に対
し、地域の行事やサロン、運動教室などを
ご案内している。民生委員の誘いで体操の
サロン（ふれあいの里ダンベル・ゴム体操）
に参加された。状況に応じて総合事業をご
案内している。安否確認を継続している
ケースを含め、6名の把握を行った。
2）地域サロン（福祉村サロン）の活動状況を
見直し、サロンボランティアや民生委員から
計6件の情報提供を受けた。

エ　健康チャレンジ普及啓発
事業

計画どおり。 C

1）総合相談ケースの閉じこもり高齢者に対
し、地域行事やサロン、運動教室などをご
案内した。状況に応じて総合事業をご案内
している。安否確認を継続しているケースを
含め、8名の把握を行った。
2）地域サロン（福祉村サロン）の参加者や
ボランティア、民生委員等から計8名の情報
提供を受けた。
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オ　健康チャレンジに取り組
むための通いの場(サロン）の
開催支援

⑥サロンの開催支援

1）岡崎・城島地区の福祉村サロン活動に出
席し、介護予防や健康長寿、フレイル予防
の普及啓発、ニーズ把握および地域の支え
あいネットワーク作りを推進する。
2）福祉村サロンなどへ講師派遣の周知を
行い、ニーズ把握を行う。依頼があれば調
整する。KDBデータに基づき、脳血管疾患
の予防を目的とした高血圧に関する講話
や、健診受診を促す内容の講話を行う。
3）感染症流行下でサロン開催が出来ない
場合は、包括広報誌などに介護予防や健
康長寿、フレイル予防についての講話を掲
載する

1）岡崎福祉村拠点サ
ロンへは月1回
出向きサロンは各サ
ロン年1～2回
2）随時
3）随時

1）2）
　福祉村拠点サロン
　福祉村地区サロン
　サロン開催場所
3）利用者宅

計画どおり。
看護師を中心に
全職員

C

1）岡崎鈴の里拠点サロンへの出席を4月よ
り再開し、延べ42名の参加者と共にセラバ
ンド体操やコグニサイズを実施。包括事業
の周知などを行った。
岡崎地区の出向きサロン（地区サロン）は、
福祉村のフレイル予防事業として、各サロ
ンでフレイルチェック測定会やカムカム教室
を開催。活動支援、地域課題の把握等のた
め訪問し、延べ36名が参加。保険年金課の
血圧管理から始める重症化予防と介護予
防講座の開催支援で訪問し、延べ36名が
参加。
6月24日　丸島サロン　フレイルチェック測定
会
7月4日　大畑サロン　フレイルチェック測定
会
7月19日　西海地サロン　血圧管理から始
める重症化予防と介護予防（1）
7月20日　矢崎サロン　フレイルチェック測定
会
7月21日　別北サロン　血圧管理から始める
重症化予防と介護予防（1）
7月22日　丸島サロン　カムカム教室（1）
8月24日　大畑サロン　カムカム教室（1）
9月15日　別北サロン　血圧管理から始める
重症化予防と介護予防（2）
9月20日　西海地サロン　血圧管理から始
める重症化予防と介護予防（2）
9月21日　矢崎サロン　カムカム教室（2）
城島地区は4月より隔月で福祉村主催の健
康教室の開催支援を行い、延べ76名が参
加。福祉村出向きサロン（ミニサロン）も要
請に応じて訪問し、27名の参加者にフレイ
ル予防講座を実施。
4月23日（土）きじまルシェにて健康相談や
ベジチェック、血管年齢測定など、来場者66
名に実施。
6月26日（日）岡崎ふれあい広場植栽会に
出席し、地域の高齢者施設利用者、障がい
者地域作業所からの参加者と地域住民の
交流支援を行った。81名参加。
2）4月15日（金）城島、岡崎両地区の福祉村
を訪問し、講師派遣の周知と共に活動協力
依頼を行った。地区サロン担当者の依頼ご
とに調整し、サロン開催支援を行い、岡崎
地区で延べ15名、城島地区で延べ39名が
参加した。
5月28日　みどりヶ丘・王御住サロン
6月13日　下島サロン
9月16日　城所サロン
3）新型コロナウイルス感染症流行下では
あったが、サロンを閉鎖することなく活動が
継続されたため、感染防止対策をとって活
動支援を行った。

計画どおり。 C

1）岡崎鈴の里拠点サロンに定期的に出席
し、延べ37名の参加者と共にセラバンド体
操やコグニサイズ等を実施。健康に関する
ミニ講話を行った。
岡崎地区の出向きサロン（地区サロン）は、
福祉村のフレイル予防事業として、前期に
引き続きフレイルチェック測定会やカムカム
教室を開催し、活動支援や地域課題の把握
のため全地区サロンを訪問している。延べ
80名が参加。
9月30日　丸島サロン　カムカム教室（2）
10月17日　みどりヶ丘・王御住サロン　フレ
イルチェック測定会
10月26日　大畑サロン　カムカム（2）
11月21日　みどりヶ丘・王御住サロン　カム
カム教室（1）
11月26日　西海地サロン　フレイルチェック
測定会
11月30日　矢崎サロン　カムカム教室（2）
1月16日　大畑サロン　フレイルチェック測定
会（6ヶ月後）
1月18日　西海地サロン　カムカム教室（1）
1月19日　ふじみ野サロン　フレイル測定会
1月23日　みどりヶ丘・王御住サロン　カムカ
ム教室（2）
2月16日　別北サロン　フレイルチェック測定
会
2月22日　矢崎サロン　フレイルチェック測定
会
2月24日　丸島サロン　フレイルチェック測定
会
3月15日　西海地サロン　カムカム教室（2）
予定
3月16日　別北サロン　カムカム教室（1）予
定
城島地区は城島ふれあいの里サロンとし
て、ビーアウェイク講師を招いて健康体操を
実施。延べ107名が参加。
10月15日（土）城島福祉村ふれあいの里主
催の秋まつりに出席し、来場者62名に対し
血管年齢測定、64名に株式会社カゴメの機
材協力を得てベジチェックを実施。同時に健
康相談を行った。
10月19日、12月5日　岡崎地区社協主催
独居高齢者お楽しみ昼食会が開催され、血
圧測定を行いながらの健康相談や健康に
関する講話、認知症予防、フレイル予防体
操などを実施した。
11月5日（土）岡崎地区社協主催　岡崎ふれ
あい福祉直売会に出席し、業者の協力を得
て希望者28名に歩行解析を実施。地域住
民との交流や健康意識の把握に努めた。
12月4日（日）岡崎地区社協主催　岡崎ふれ
あい広場植栽会に出席し、救護および地域
住民との交流や地域福祉事業所との交流
を図る予定であったが、新型コロナウイルス
感染拡大のため事業所のキャンセルがあ
り、規模を縮小して実施した。
2）岡崎地区出向きサロン（地区サロン）、城
島地区福祉村出向きサロン（ミニサロン）も
要請に応じて訪問し、延べ62名に健康に関
する講話や血管年齢や骨強度、株式会社
ヤマシタの協力により、歩行解析などの測
定を実施した。
10月18日　大島サロン
10月21日　ふれあいの里拠点サロン
11月25日　丸島サロン
12月12日　下島サロン
3）新型コロナウイルスの感染拡大の時期で
あってもサロンは閉鎖されることなく、その
都度感染予防対策を講じて開催されたた
め、活動支援を行った。
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コ　フレイル対策推進事業
⑦地域内でのフレイ
ル対策推進事業の充
実

1）福祉村や地区サロン、通いの場において
フレイルの周知を行う。
2）岡崎地区フレイルサポーターが中心とな
り、岡崎福祉村地区サロンでフレイルチェッ
ク測定やカムカム教室を開催予定のため、
開催支援をする。
城島地区は公民館の健康教室で測定会を
企画する。
令和3年度カムカム教室Ｎo.3（測定会）を城
島・岡崎で各1回実施する。
3）福祉村や通いの場、巡回フレイルチェッ
ク測定会などで、フレイルサポーター養成講
座への出席を案内する。

1）福祉村拠点サロン
　4月～3月
　地区サロン
　5月～3月
　通いの場
　5月～9月
2）岡崎：通年
　 城島：調整中
カムカム教室Ｎo.3
　城島 5月・岡崎 6月
3）1）2）実施時

1）3）
　岡崎福祉村
　城島福祉村
　福祉村地区サロン
　通いの場　会場
2）岡崎地区自治会館
　　城島公民館

看護師を中心に
全職員

C

1）城島地区ミニサロンにてフレイル予防講
座を実施。参加者27名。岡崎地区独居高齢
者昼食会にて、フレイル予防について講
話。参加者43名。
2）岡崎鈴の里主催で岡崎地区サロン3か所
にフレイルチェック測定会、カムカム教室を
実施。開催支援のため訪問する。後期にか
けて各サロンを巡回予定。
令和3年度カムカム教室Ｎo.3開催。城島6
名、岡崎8名参加。
12月9日（金）城島公民館の健康教室でフレ
イルチェック測定会を実施予定。
3）岡崎地区フレイル測定会やカムカム教室
の打ち合わせ（計2回）にサポーターと出
席。サロン部会地区リーダー会でフレイル
予防事業の説明とサポーター活動の紹介を
行う。地区サロンでのフレイルチェック測定
会参加者やサロンボランティアにサポー
ター活動を紹介する。フレイルチェック測定
会3回、カムカム教室（1回目）3回実施。延
べ69名参加。

計画どおり。 A

1）包括広報誌「おおすみだより特別増刊号
（おおすみ健康講座紙面開催）」において、
岡崎、城島両地区のフレイル予防講座やフ
レイルチェック測定会の周知を行った。岡崎
地区独居高齢者昼食会にて、フレイル予防
体操を実施し、周知に努めた。
2）岡崎鈴の里主催で岡崎地区サロン5ヶ所
にフレイルチェック測定会、カムカム教室を
実施。1月以降に2ヶ所のサロンに測定会と
カムカム教室を予定（上記日程参照）してお
り、全サロンを訪問する。開催支援および、
地域課題の把握のため同行している。フレ
イルチェック測定会、カムカム教室に延べ80
名参加。
城島地区では10月21日に城島地区福祉村
ふれあいの里拠点サロン利用者8名にフレ
イルチェック測定会を実施。また、城島公民
館の健康増進事業と共催で、17名の参加
者にフレイルチェック測定会を実施した。
3）岡崎・城島両地区のフレイルチェック測定
会や地区サロン訪問時にフレイルサポー
ターの周知を行った。

岡崎地区全域でフレ
イル対策推進事業を
行っており、計画を大
幅に上回る事業展開
を実施していることを
確認した。
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２　相談支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・新型コロナウイルスの感染流行により、地域活動が制限を受けることもあったが、可能な範囲で包括の周知活動を行うことができた。また、新しく地域情報局に広報誌を掲載すること
で、より多くの人に包括を知っていただくような工夫を行った。
・コロナ禍であったが、包括サポート医の協力を得て健康長寿をテーマに広報誌を作成し、回覧板で全戸配布を行うことができた。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１地域ネットワークの充実

①多様化する相談内
容に対応できる体制
づくり及び包括支援
センターの知名度の
向上

1）毎朝のミーティングと随時のミーティング
を通じて、相談の内容や進捗状況を共有し
多職種で協議を行うことで、ぶれのない支
援が行える体制をつくる。
2）各専門職の連絡会や多職種が集まる会
議等に参加し、全職員で情報を共有するこ
とで、多様化する相談内容に対応できるよう
にする。
3）地域団体が主催する行事への参加、広
報誌の発行等により、包括の周知活動を行
う。

1）毎日
2）随時
3）随時、広報誌は年
3回発行

1）センター
2）開催場所
3）開催場所、自治会
回覧

高齢福祉、障がい福祉、生活困窮、医療、家庭内トラブル等、様々な問題が混在している困難ケースの相談が多く
ある。

・地域住民から寄せられる様々な相談に対応できるようになるた
め、各職員がスキルアップできる研修を企画する。
・複合的な問題に対しては関係機関と連携を密にして支援を行う。

・感染症対策を講じつつ、可能な範囲で地域活動に参加し、包括の周知
活動を行うことができた。
・各専門職が連絡会や研修を通じてスキルアップに努めることができた。
複合的な問題が生じた時には包括内で意見交換し、必要に応じて他機関
と連携して対応することができた。

・各センター職員が外部研修に参加するだけではなく、包括としてセンター
機能強化研修を企画することで、包括全体のスキルアップを図ることがで
きた。また、関係機関との連絡会や意見交換会に参加することにより、ス
ムーズに連携が取れる関係づくりに努めることができた。
・新型コロナウイルスの影響により活動に制限はあったが、地域団体と連
携を取り、可能な範囲で包括の周知活動を行うことができた。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

計画どおり。

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

ア　高齢者よろず相談センターの認
知度の向上

ウ　高齢者よろず相談センター向け
研修

②センター職員研修
（A)センター機能強化
研修
（B)その他研修

（A）職員のスキルを伸ばし、より専門的な相
談対応ができるように研修（オンライン研修
含む）を企画する。研修後は伝達講習を行
い、全職員で情報を共有する。
（B）
①主任ケアマネジャー（6年目）・・・主任ケア
マネジャー向けの外部研修に参加しスキル
アップを図る。
②看護師（6年目）・・・介護予防、保健に関
する研修に参加しスキルアップを図る。
③社会福祉士（6年目）・・・権利擁護に関す
る研修に参加しスキルアップを図る。
④認知症地域支援推進員（2年目）・・・認知
症に関する研修に参加しスキルアップを図
る。

A）年1回
B）各職種年1回

A）開催場所、セン
ター
B）開催場所、セン
ター

全職種 C

全職種 C

1）毎朝ミーティングを行い、新規相談内容
やケース進捗状況等を共有し、多職種が協
同して支援を行っている。
2）各専門職の連絡会に出席し、ミーティン
グや会議録の回覧等により、内容は全職員
が共有している。
3）・4月23日　きじまルシェ、6月22日　岡崎
独居高齢者お楽しみ昼食会に参加し、包括
の周知活動を行う。
・5月初旬に自治会と連携し、広報誌を両地
区全戸配布した。また、広報誌を圏域の医
療機関、介護事業所、コンビニ、ＪＡ等の関
係機関に持参し、包括の周知に努めた。各
地区のちいき情報局にも広報誌を掲載し
た。

計画どおり。 C

1）毎朝ミーティングを行い、新規相談内容
やケース進捗状況等を共有した。困難ケー
スや相談内容によっては随時ミーティングを
行い、多職種が協同して支援を行うことがで
きた。
2）各専門職の連絡会に出席し、ミーティン
グや会議録の回覧等により、内容は全職員
が共有できるように努めた。
3）
・11月5日、ふれあい福祉直売会（岡崎）、10
月19日、12月5日、独居高齢者昼食会（岡
崎）に参加。新型コロナウイルスの影響によ
り活動に制限はあったが、年間を通して、可
能な範囲で包括の周知活動を行うことがで
きた。
・広報誌を年3回発行（うち2回は全戸配布）
し、包括の周知活動を行った。また、広報誌
をちいき情報局へ掲載することや医療機
関、コンビニ、ＪＡ等の関係機関に広報誌を
配架していただくことにより、地域住民に広
く普及ができるように工夫を行った。

（A）後期日程において研修企画中。
（B）
①・7月13日　 在宅医療トレーニングセン
ター「精神疾患の基礎知識Ⅰ」オンライン受
講。
②・5月12日　第10回COVID-19　臨床懇談
会　配信視聴。
・6月16日　（株）カゴメウェビナー「高血圧か
らみる将来リスクと新しい塩分（ナトリウム）
との付き合い方」オンライン受講。
・6月29日　伊勢原駅前クリニック地域連携
共有会「独居の方の支援における課題と対
応策」オンライン受講。
③後期日程において受講予定。
④・6月20日　(株)シルバーウッド「VR認知症
体験会」オンライン受講。

計画どおり。
後期開催に向けて、
研修準備をしている
ことを確認した。

C

（A）
・11月25日　包括職員強化研修2名オンライ
ン受講。
・2月6日、福祉総務課、くらしサポート相談
に依頼し、生活困窮者支援について研修を
開催。
（B）
①前期受講済。
②9月26日　伊勢原駅前クリニック地域連携
共有会「そうだったのか、訪問看護＆訪問
診療」オンライン受講。
・10月25日　伊勢原駅前クリニック地域連携
共有会「ご家族の介護の協力が少ない方の
支援における課題と対応策」オンライン受
講。
③9月26日、在宅医療トレーニングセンター
「高齢者虐待防止法の基礎知識」オンライン
受講。
④・9月22日「世界アルツハイマーデーかな
がわシンポジウム」オンライン受講
・10月3日「認知症の理解と援助」オンライン
受講
・11月3日「認知症診療の新展開」神奈川県
総合医療会館にて受講
・11月11日「人生最終段階に向き合う　医療
と介護～アドバンス・ケア・プランニング～」
オンライン受講
・12月7日「コグニサイズ地域ミーティング」
オンライン受講

計画どおり。
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⑤地域住民へのかか
りつけ医（医療機関）
や在宅医療に関する
普及啓発の実施

キ　市民への普及啓発の実施 看護師

相談から在宅医療へ
の支援について、通
院が難しい方に訪問
診療の手順や医院の
紹介を行っていること
を確認した。

1）3）11月に広報誌「おおすみだより特別増
刊号（おおすみ健康講座紙面開催）」を発行
し、圏域の壮年期を含めた地域住民4393世
帯に全戸配布した。
2）総合相談ケース4件に対し、在宅医療（訪
問診療）について説明し、利用支援を行う。

C計画どおり。

1）3）5月18日（水）圏域サポート医・サポート
薬局に対し、広報誌を持って挨拶にまわり、
講話（書面開催）を依頼する。
2）総合相談ケース、ケアマネジメントケース
3件に対し、在宅医療（訪問診療）について
リーフレットを用いて説明し、利用支援を行
う。
6月22日（水）岡崎地区独居高齢者お楽しみ
昼食会において、リーフレットを用いて周知
する。出席者43名。

C
1）2）公民館・サロン
会場
3）利用者宅

1）2）年1回程度
3）随時

1）壮年期を含めた年齢層の地域住民向け
に、かかりつけ医を活用した健康管理など
の講話を行う。
2）平塚市在宅医療・介護連携支援センター
のリーフレットを配布し、周知する。
3）感染症流行下においては、広報誌などに
講話を掲載し、啓発活動とする。

年間を通して協議体
の開催ができたことを
確認した。特に城島
地区では年6回、岡崎
地区では年2回と年
間目標を上回る開催
を確認した。

計画どおり。

（１）医療・介護連携推進のための支援

ウ　医療機関とのネットワークづくり
の推進

全職種 B

1）地域の関係機関（医療機関、介護事業
所、コンビニ、ＪＡ等）に広報誌を持参し、包
括の周知に努めた（50件）。
2）5月初旬に自治会と連携し、広報誌を両
地区全戸配布した。
3）各地区の福祉村にて「おおすみたちより
相談室」を開催し、福祉村との連携を図って
いる。
4）各地区の民児協定例会（岡崎地区：6月4
日　城島地区：5月7日、7月9日）に出席し、
顔が見える関係づくりに努めている。
5）協議体を開催し、地域課題について意見
交換を行っている（岡崎地区：6月16日　城
島地区：4月12日、5月10日、6月14日、7月
12日）

岡崎地区、城島地区
の全戸に4,570枚の
広報誌を配布したこ
とを確認した。
協議会は年1回以上
を活動指標としている
が、城島地区は上半
期で記載のない8月
分を含め5回の開催
を確認した。

B

1）広報誌を地域の関係機関（各地区公民
館、医療機関、福祉施設、コンビニ等企業・
商店、JA等）に持参し、包括の周知に努め
た。年間延べ150件。
2）・自治会と連携して、年間計3回広報誌を
各地区に配布した。うち2回は全戸配布（1
回あたり4570枚）で実施。
・自治会からの依頼により、相談者があれ
ば毎月自治会館にて相談会を開催すること
になった。
3）各地区の福祉村にて、月1回「おおすみ
たちより相談室」を開催し、福祉村との連携
を図ることができた。
4）各地区の民児協定例会に出席し、ケース
についての情報共有、連携しやすい体制づ
くりに努めた（後期日程　岡崎地区：2月4日
（土）、城島地区：11月5日（土）、1月7日
（土）、3月4日（土）予定　出席）。
5）協議体を開催し、地域課題について意見
交換を行った（後期日程　岡崎地区：11月21
日　城島地区：1月10日　開催）。

（２）地域資源との連携強化

③支援における地域
包括ケアシステムの
ネットワークの構築・
活用

1）地域の機関との連携
高齢者の利用頻度が高いエリア内の店舗、
医院、公共機関に広報誌を配布する。自治
会や店舗等に包括のポスター掲示、リーフ
レットを配布する。
2）自治会との連携
広報誌を自治会回覧し、周知活動を行う。
3）福祉村との連携
福祉村での出向き相談会（おおすみ　たち
より相談室）を開催し、福祉村とのネット
ワークを強化する。
4）民児協との連携
定例会に出席し、高齢者福祉に関する情報
共有を図る。
5）協議体の開催支援
協議体が円滑に運営できるように支援す
る。

1）年3回
2）年3回発行
3）各地区月1回
4）各地区年1回以上
5）各地区年1回以上

1）店舗、医院、公共
機関
2）自治会回覧
3）福祉村
4）民児協定例会
5）開催場所

C

1）11月に広報誌「おおすみだより特別増刊
号（おおすみ健康講座紙面開催）」を圏域医
療機関5ヶ所、薬局4ヶ所、歯科医院3ヶ所に
持参した。サポート薬局を通して、地域の健
康維持、増進のための測定機器を借り受け
て、サロンや地域行事で活用している。
2）3）医療機関等の研修に参加し、連携強
化を図っている。
・9月26日　伊勢原駅前クリニック地域連携
共有会「そうだったのか、訪問看護＆訪問
診療」オンライン受講。
・9月26日、在宅医療トレーニングセンター
「高齢者虐待防止法の基礎知識」オンライン
受講。
・10月25日　伊勢原駅前クリニック地域連携
共有会「ご家族の介護の協力が少ない方の
支援における課題と対応策」オンライン受
講。

計画どおり。

基本目標２－２医療・介護連携の推進

④医療機関（地域包
括サポート医、在宅
支援拠点薬局など）
や介護関係機関との
連携強化に向けた包
括独自の取組み

1）圏域の医療機関や介護関係機関にリー
フレットや広報誌を持って訪問し、包括の活
動を周知すると共に連携できる関係を構築
する。
2）平塚市在宅医療人材育成セミナーや平
塚市在宅医療・介護連携支援センターの主
催する研修会に参加し、医療・介護機関と
の連携強化を図る。
3）感染症流行下においては、オンラインで
の研修を受講する。得られた知識はセン
ター内で共有する。

1）年3回程度
2）年2回程度
3）随時

1）各機関
2）開催場所
3）センター

看護師を中心に
全職員

C

1）5月18日（水）圏域医療機関5か所、薬局4
か所、歯科医院3か所に広報誌を持って挨
拶にまわり、連携を依頼した。
2）3）医療機関等の研修に参加し、連携強
化を図る。
6月29日（水）伊勢原駅前クリニック地域連
携共有会（オンライン）
7月13日（水）在宅医療トレーニングセンター
「精神疾患の基礎知識Ⅰ」（オンライン）
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３　権利擁護事業

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

基本目標２－３認知症支援策の推進

（１）認知症理解のための普及・啓発

②企業向け認知症サ
ポーター養成講座

地域の店舗、企業に開催を呼びかける(介
護サービス事業所、コンビニ、ＪＡ等)。依頼
があった場合は、調整して開催する。

開催：随時
開催依頼：年3件

地域の店舗・企業等
認知症地域支援推進
員を中心に全職員

C
広報誌の配布時に講座開催の案内をする
が、まだ開催の依頼はない。今後も継続し
て呼びかけていく。延べ45件。

計画どおり。 C

広報誌を持参し地域の企業・商店に依頼を
行っているが、講座開催には至っていない。
今後も関係づくりを行い、呼びかけを継続し
ていく。年間延べ90件。

開催には至っていな
いが広報誌を持参し
年間90件企業に訪問
していることを確認し
た。

・独居高齢者だけではなく、高齢者夫婦や日中独居高齢者も緊急時の対応や将来の生活について不安を抱えてい
ることがわかった。
・城島地区でのチームオレンジの活動がなく、チームオレンジ研修の開催もできていない。

・独居高齢者のみならず、高齢者夫婦や日中独居高齢者に対して
もあんしんカードやエンディングノート、任意後見制度等の紹介を行
う。また、民生委員と連携して対象者の把握に努める。
・城島地区で認知症サポーター養成講座行う予定のため、チーム
オレンジ研修も開催できるように働きかける。

・高齢者虐待ケースにおいて、ケアマネジャーや市役所等の関係機関と
連絡を密に取り、カンファレンスを重ねることで、組織的に支援を行うこと
ができている。
・個別ケースにおいて、あんしんカードやエンディングノートを配布し、任意
後見制度や身元保証サービスの説明を行うことで、終末期に対する不安
を取り除けるように支援している。また、民生委員と定期的に情報交換を
行い、対象者の把握に努めることができている。
・城島地区では初めて民生委員を対象にチームオレンジ研修を開催する
ことができた。
・初めて認知症カフェを開催することができた。好評につき、今後も事業継
続する見込み。

・高齢者虐待ケース（疑いを含め）において、年間を通し、関係機関と連
携・協同しながら組織的に支援を行うことができた。身体的虐待のケース
は終結を迎えることができた。
・身寄りのない高齢者の相談が多くあり、任意後見制度や身元保証サー
ビス等の説明・紹介を行うことができた。また、民児協定例会には定期的
に参加して情報交換を行い、対象者の把握に努めることができた。その結
果、希望者にはあんしんカード、エンディングノートの配布やミルックを導
入することができた。
・城島地区で認知症サポーター養成講座、チームオレンジ研修、認知症
予防教室を開催し、認知症に関する普及啓発をすることができた。
・コロナ禍ではあるが、包括主催の認知症カフェを開催することができた。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・定期的に各地区の民児協定例会に出席し、顔の見える関係づくりに努めることができた。民生委員と連携してスムーズに支援を行うことができたケースも多くあった。今年度も引き続
き民児協定例会に出席することが決まっている。
・終末期に向けた住民への普及啓発について、広報誌の発行、地域サロンに出向いての講話、公民館まつりでのパネル展示等を行った。また、エンディングノートへの関心が高く、多く
の地域住民に配布をした。
・岡崎地区でのコグニサイズ教室が開催できた。途中、新型コロナウイルス感染防止のため延期になったが、参加者は定着し、今年度も継続して開催することになった。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

C

1)4月22日(金)城島公民館にて開催。参加
者10名。
2)大住中学校は、12月20日(火)に2年生を
対象に開催予定。城島小学校は後期日程
で開催予定。岡崎小学校は開催できるよう
に打診中。
3)学童保育、おおすみネットに開催依頼をし
たが、新型コロナウイルス感染拡大のた
め、外部講師を依頼して講座を開催するこ
とは難しいとの返答。今後は開催の形を模
索しながら依頼をしていく。

学童保育について
は、外部の講師を招
いた研修は難しい状
況であるとのこと。今
後は他の団体に向け
た研修も視野に入れ
て研修を開催していく
ことを確認した。

C

1)前期日程において、城島地区で実施済
み。
2)・12月20日、大住中学校の2年生110名に
実施。
・1月31日、岡崎小学校の3年生80名、5年
生80名に実施予定。
・年間計3回実施。
3)学童保育に開催の依頼を行うが、新型コ
ロナウイルスの影響により、開催は困難な
状況。来年度以降の開催に繋げるため、広
報誌を持参して包括の周知を行った。

計画どおり。

高齢者福祉計画

①認知症サポーター
養成講座の開催

1）城島地区で認知症サポーター養成講座
を開催する。
2）小中学校向けの講座を開催する。新型コ
ロナウイルス感染症等により開催が困難な
場合は、資料等を送付し開催依頼を継続し
ていく。
3）学童保育、おおすみネット等に対し、講座
についての周知を行う。希望時には、対象
者の特性(年齢等)に合わせた講座を開催す
る。

1）4月22日
2）年2回
3）年1回周知。依頼
時に開催

1）城島公民館
2)担当圏域内の小中
学校
3）学童保育、おおす
みネット等

1）認知症地域支援推
進員
2）3）認知症地域支援
推進員を中心に全職
員

イ　認知症サポーター及びチーム
オレンジメンバーの養成

B

1)岡崎地区：毎月第3木曜日の開催だが、
参加者増のため、第2月曜日も追加し、月2
回の開催となる。延べ101名参加。
城島地区：毎月第1金曜日に開催。延べ52
名参加。各地区ケアパスを使用し講話を行
い、コグニサイズ体験を行っている。
2)5月28日(土)みどりヶ丘・王御住サロン(参
加者15名)や7月7日(木)鈴の里直営サロン・
セラバンド教室(参加者9名)に参加し、認知
症に関する講話やコグニサイズの紹介を
行った。
3)市民向け認知症予防教室は、11月9日
(水)に城島公民館で予定している。

岡崎地区及び城島地
区においても計画を
上回る認知症予防教
室を開催していること
を確認した。

B

1)岡崎地区：9月12日　参加者13名　講師：
包括職員。9月15日　参加者11名　講師：
ビーアウェイク、10月11日　参加者10名　講
師：フィオーレ湘南真田。10月20日　参加者
12名　講師：ニッショウ。11月14日　参加者
14名　講師：ビーアウェイク。11月17日　参
加者14名　講師：第一興商(器材のみ)。12
月12日　参加者12名　講師：包括職員。12
月15日　参加者9名　講師：包括職員。1月
10日　参加者14名　講師：包括職員。1月19
日　参加者8名　講師:包括職員。2月9日
参加者9名　講師：フィオーレ湘南真田。2月
13日　参加者11名　講師：ニッショウ。3月13
日、3月16日開催予定。　講師：包括職員。
城島地区：9月2日　参加者10名、10月7日
参加者10名、11月4日　参加者15名、12月2
日　参加者15名、1月20日　参加者13名、2
月3日　参加者14名、3月3日開催予定。
2)11月25日　丸島サロン(参加者9名)に参加
し、認知症に関する話やコグニサイズの紹
介を行った。
3)11月9日、市民向け認知症予防講座を開
催。参加者15名。講師：かながわ健康財
団。

岡崎地区及び城島地
区において積極的に
認知症予防教室を開
催し、継続できている
ことを確認した。

（２）認知症予防施策の充実

③身近な場での認知
症予防教室の開催

1）両地区で認知症予防教室を開催する。ケ
アパスを用いて認知症についての講話やコ
グニサイズの体験などを行う。
2）地区サロン等への参加時に認知症につ
いての講話とコグニサイズを紹介し、普及
啓発に努める。
3）市民向け認知症予防教室を開催する。

1）岡崎地区：年12回
　 城島地区：年12回
2）随時
3）11月

1）岡崎公民館、城島
福祉村
2）開催場所
3）城島公民館

1）2）3）認知症地域支
援推進員を中心に全
職員
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⑤認知症初期集中支
援事業の対象者を把
握し支援につなげる

1）総合相談や関係機関からの情報提供に
より対象者を把握する。
2)地区サロンや地域行事等の参加時やも
の忘れ相談会を開催した際に事業の普及
啓発に努め、情報を集める。

1）随時
2)随時、行事開催時

1）センター、利用者
宅
2）開催場所

認知症地域支援推進
員を中心に全職員

C

1)初期集中支援事業を利用するケースはな
かったが、福祉村や民生委員、スーパー、
コンビニ等の企業・商店などから情報を収
集し、対象者の把握に努めた。
2)5月28日(土)みどりヶ丘・王御住サロン(参
加者15名)や7月7日(木)鈴の里直営サロン・
セラバンド教室(参加者9名)、おおすみ　た
ちより相談にて適宜事業の普及啓発に努め
た。

計画どおり。
初回相談では医療に
繋がっていなくても相
談につながることで
医療やその他の社会
資源につながってい
る様子を確認した。

C

1)年間を通して初期集中支援事業を利用す
るケースはなかったが、総合相談や地域関
係者との情報交換により、対象者の把握に
努めた。
2)おおすみ　たちより相談や11月25日の丸
島サロンにて、初期集中支援事業の周知を
行った。

計画どおり。

⑥認知機能低下を把
握するための認知機
能評価機器の活用

MCI相当の高齢者を早期把握するため、も
の忘れ相談プログラムを活用する。関係機
関や地区サロン、おおすみ　たちより相談室
来客者等に周知を行い、参加者を募集す
る。事業所内で統一した評価ができるように
認知症地域支援推進員は実施方法を他の
職員へ伝達する。

随時、50件/年を目標
に実施

センター、利用者宅
等

認知症地域支援推進
員を中心に全職員

C
広報誌やおおすみ　たちより相談室、チー
ムオレンジ研修等で広く周知に努めた。前
期は9件実施。

コロナの影響により、
地域団体に対する積
極的な周知の機会が
少なかった。後期に
向けて周知を期待し
たい。

C

毎月の認知症予防教室やおおすみ　たちよ
り相談室等で声掛けを行い、後期日程で33
件実施、12月末時点で計42件実施してい
る。今年度中には50件の目標は達成できる
見込み。(2月22日時点：計74件実施)

計画どおり。

⑦成年後見制度の利
用相談体制の充実

1）全ての職員が成年後見制度について理
解し、いつでも相談対応ができるように包括
内ミーティングにて情報共有を行う。
2）個別ケースにおいて、必要に応じ、市役
所、医療機関、よりそい、専門職団体等の
関係機関と連携して支援を行う。

1）随時
2）随時

1）センター
2）利用者宅、セン
ター等

社会福祉士を中心に
全職員

C

1）包括内のミーティングにて、随時情報共
有を行っており、諸制度の理解について深
めている。
2）リーガルサポートと連携し、移行型任意
後見制度の利用に向けて支援を行ってい
る。前期日程は個別ケース5件の相談対応
を行った。

計画どおり。 C

1）包括内ミーティングにて、随時情報共有
を行っており、諸制度の理解について深め
ることができた。
2）身寄りのない高齢者に対して任意後見制
度の説明、精神疾患のある高齢者に対して
市長申立て支援等実施。ケースによっては
市役所、医療機関、専門職団体等と連携
し、支援を行った。年間8件。

計画どおり。

⑧成年後見制度の普
及啓発の取り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

認知症サポーター養成講座や地区サロン、
勉強会等で成年後見制度の普及啓発を行
う。また、新型コロナウイルスの蔓延により
講座形式での開催が困難であると判断した
場合には、広報等を活用して普及啓発を行
う。

実施回数：年1回
対象者：地域住民、
地域関係者、ケアマ
ネジャー等参加者
受講者数：20名程度

開催場所 社会福祉士 B

・4月22日　認知症サポーター養成講座受
講者を対象に実施。参加者10名。
・6月4日　岡崎地区民児協定例会にて、民
生委員を対象に実施。参加者10名。
・7月30日　岡崎地区チームオレンジ研修に
て実施。参加者8名。

計画を上回る普及啓
発を行っていることを
確認した。

B

・9月3日（土）城島地区チームオレンジ研修
にて、成年後見制度に関する講話を行っ
た。参加者7名。
・10月7日（金）城島地区チームオレンジ研
修にて、成年後見制度に関する講話を行っ
た。参加者9名。
・エンディングノート配布時には必要に応じ
て成年後見制度の説明を行った。
・年間を通して計5回、普及啓発活動を行う
ことができた。

年間を通じて城島・岡
崎地区で活動し、計
画を上回る普及啓発
を行っていることを確
認した。

B

1)地域から認知症の方の相談があり、伊勢
原市地域包括支援センターと連携して支援
を行った。
2)
①おおすみ　たちより相談室(岡崎地区：10
月17日、11月21日、12月19日、1月16日、2
月20日)(※今後3月20日も開催予定)(城島
地区：10月7日、11月4日、12月2日、1月20
日、2月3日)(※今後3月3日も開催予定)にお
いて、認知症に関する相談を受け付けた時
には認知症地域支援推進員が情報を集約
している。また「もの忘れ相談プログラム」に
ついて紹介を行い、希望があれば実施して
いる。(計8名)
②10月19日「独居高齢者食事会」(岡崎)に
参加した際、認知症に関する相談窓口の周
知を行い、情報収集に努めた。11月5日ふ
れあい福祉直売会(岡崎)では、もの忘れ相
談プログラムのチラシを配布し、事業の周
知を行った。また、2月18日岡崎公民館まつ
り、2月25日城島公民館まつりに相談ブース
を設け、認知症に関する相談会を開催する
予定。
3)11月25日丸島サロン(参加者9名)にて、コ
グニサイズを実施し、もの忘れ相談プログラ
ムの紹介を行った。

岡崎地区城島地区に
おいて立ち寄り相談
室を毎月開催し、継
続できている。また個
別に丁寧にフォローし
ている。さらに伊勢原
市地域包括支援セン
ターとも連携をしてい
ることを確認した。

（３）認知症に対する早期対応体制の整
備

④認知症地域支援推
進員による専門的な
相談支援（若年性認
知症を含む）

1）認知症に関する相談に対し、専門的な対
応と早期介入を行うため医療、介護、初期
集中支援チームと連携し、必要な支援を提
供できるようにする。
2）もの忘れ相談会
①おおすみ　たちより相談室にて認知症に
関する相談を受けた時は認知症地域支援
推進員と情報共有する。
②地域行事参加時にもの忘れ相談会を開
催し、認知症の相談を受けた場合は認知症
地域支援推進員と情報共有をする。
3）各地区サロン等にて、認知症予防のため
の講話やコグニサイズを実施する。開催で
きない場合は、認知症予防に関する冊子や
広報誌を配布して周知を行う。

1）随時
2)
①岡崎福祉村：月1回
　 城島福祉村：月1回
②公民館まつり等
3）各地区サロン等

1)利用者宅またはセ
ンター
2）①各福祉村、
②公民館等依頼場所
3）各地区サロン開催
場所等

1）認知症地域支援推
進員
2）3）認知症地域支援
推進員を中心に全職
員

ア　若年性認知症を含めた相談支
援

イ　認知症初期集中支援事業

ウ　認知機能検査の実施

エ　成年後見制度の利用相談等

オ　成年後見制度の利用支援等の
充実

（４）認知症高齢者の見守り支援

⑨認知症ケアパスの
普及

C

1)認知症ケースにおいて、選定会議チーム
員に相談をしたケースがあった。認知症サ
ポート医に対して挨拶に伺い、連携しやす
い関係づくりに努めている。
2)①おおすみ　たちより相談室で受けた認
知症に関する相談は、認知症地域支援推
進員が集約し、情報共有に努めた。
②各地区に全戸配布をした広報誌に「もの
忘れ相談プログラム」の記事を掲載し、包括
で認知症相談ができることを周知した。
3)5月28日(土)みどりヶ丘・王御住サロン(参
加者15名)や7月7日(木)鈴の里直営サロン・
セラバンド教室(参加者9名)に参加し、認知
症に関する講話やコグニサイズの紹介を
行った。

計画どおり。

計画どおり。 C

1)総合相談ケースや実習生受け入れ時に
ケアパスを配布し、認知症の支援や社会資
源について説明を行った。後期日程15冊配
布。
2)11月9日(水)認知症予防教室にて18冊配
布した。
→年間通して計53冊配布。

計画どおり。
ア　権利擁護のための相談支援及
び普及啓発

1）認知症に関する相談の時に活用し、配布
する。
2）チームオレンジ研修、認知症予防教室に
おいてテキストとして活用する。

1）相談時、随時
2）開催時

1）利用者宅、セン
ター
2）開催場所

認知症地域支援推進
員を中心に全職員

C

1)訪問や来所された方に、認知症の説明で
活用し、2冊配布した。
2)城島地区、岡崎地区のチームオレンジ研
修で、計18冊配布した。
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⑩認知症サポーター
養成講座修了者の育
成事業

1）城島地区地域団体(民児協、社協等)の希
望対象者向けにチームオレンジ研修が開催
できるように働きかける。
2）福祉村サロンのボランティア、チャレンジ
リーダー受講者、脳と体の体操リーダー受
講者、一般住民の希望者へ向けて、チーム
オレンジ研修開催のアプローチを行う。
3）研修開催後は、受講者が継続してボラン
ティア活動が行えるような地域の仕組みづく
りを行う。

1）年1回
2）年1回
3）随時

1）城島公民館など
2）福祉村、公民館な
ど
3）センター、福祉村な
ど

認知症地域支援推進
員を中心に全職員

C

1)城島地区：認知症サポーター養成講座修
了者の中から民生委員を対象に実施。全3
回予定。8名参加。
岡崎地区：認知症サポーター養成講座終了
後に、チームオレンジ研修の申し込みが8名
あり。7月23日、30日　岡崎公民館で開催し
た。
2)昨年、認知症サポーター養成講座を修了
された方の中でチームオレンジ研修を受講
されなかった方に直接声をかけ、今年度受
講に繋げることができた。
3)チームオレンジ研修受講者には、認知症
予防教室や福祉村での活動をしていただい
た。また今後も活動に繋がりそうな機会が
あれば随時連携を図っていく。

城島地区について
は、民生委員を中心
に研修を開催し、
チームオレンジにつ
なげている。また、参
加者の事情に応じて
開催回数の工夫を凝
らしている様子を確
認した。

B

1)4月22日に認知症サポーター養成講座を
受講した城島地区の民生委員・主任児童委
員を対象にチームオレンジ研修を実施。7月
9日、8月8日、9月3日と3回に分けて実施。9
名参加。
2)岡崎地区では一般住民を対象に研修を
実施することができた。
3)市民向け認知症予防教室や包括主催の
コグニサイズ教室に参加していただき、地
域活動に繋がるように働きかけた。また、3
月9日のVR認知症体験会の周知を行ってい
る。

チームオレンジ研修
を城島地区と岡崎地
区それぞれ1回ずつ
開催していること、ま
た、チームオレンジメ
ンバーの活動につな
がる声掛けをしてい
ることを確認した。

⑪認知症カフェの実
施

1）介護や認知症について悩みをもつ家族を
対象に、おおすみ直営にて介護者向けカ
フェを開催する。
2）認知症カフェに関心のある地域住民や地
域団体を発掘し、地域で認知症カフェが開
催できるように支援を行う。

1）年1回
2）随時

1）センターなど
2）開催場所など

認知症地域支援推進
員

C

1)おおすみ事業所にて、4月16日(土)開催。
認知症の方のご家族が対象で、参加者3
名。次回は秋頃に開催の予定。
2)チームオレンジメンバーの中で認知症カ
フェに参加希望の方がいるため、今後は連
携をしながら計画を立てていく。

4月開催の認知症カ
フェが好評であったと
のこと。10月に2回目
を実施予定であるこ
とを確認した。

C

1)10月15日おおすみ事業所にて、家族介護
者を対象に開催。3家族4名の参加。
2)（認知症カフェの登録ではないが）自治会
主催の「ふれあいスポット」が9月から再開と
なった。毎月2回包括も参加しており、開催
支援を行った。

包括主催の介護者向
けカフェを継続して
行っており、また自治
会主催のカフェにも
参加しており連携が
取れていることを確
認した。

基本目標３－２権利擁護事業の充実

⑭高齢者虐待の相談
体制の充実

1）個別ケースの情報は包括内ミーティング
で共有し、全職員が状況を把握する。
2）高齢者虐待対応マニュアル・一時保護ガ
イドに基づき、全職員が連携して対応する。
3）高齢者虐待に係る通報を受けた場合、早
急に包括内ミーティングを開催する。包括と
して虐待の疑いがあると判断した場合には
市役所へ報告し、組織的に対応を行う。

1）随時
2）随時
3）随時

1）センター
2）利用者宅、病院・
施設、センター等
3）利用者宅、病院・
施設、センター等

社会福祉士を中心に
全職員

C

1）個別ケースの進捗状況は包括内ミーティ
ングで随時報告し、全職員がケースを把握
している。
2）高齢者虐待対応マニュアル・一時保護の
内容は全職員が理解している。各専門分野
の役割に応じて分担・連携をしながら支援を
している。
3）高齢者虐待が疑われる通報を受けた時
には早急に包括内で情報共有し、必要に応
じて市役所等関係機関と連携しながら組織
的に支援を行うことができている。

計画どおり。 C

1）個別ケースの進捗状況は包括内ミーティ
ングで随時報告し、全職員がケースを把握
するように努めた。
2）高齢者虐待対応マニュアル・一時保護の
内容は全職員が理解している。各専門分野
の役割に応じて分担・連携をしながら支援を
することができた。
3）高齢者虐待が疑われる通報があった場
合には早急に包括内ミーティングを開催し、
必要に応じて高齢福祉課と情報共有を図
り、組織的な対応を行うことができた。

高齢者虐待の相談体
制においては社会福
祉士を中心に全職員
が対応できる体制が
図られていることを確
認した。

⑮虐待を受けた高齢
者に対するケア体制
の充実

1）高齢者虐待対応マニュアル・一時保護ガ
イドに基づき、関係機関と連携して支援を行
う。
2）高齢者の生命・身体の安全が確保でき、
安定した生活が送れるようになるまで継続
的に支援を行う。
3）虐待対応終了後、全職員でケースを振り
返り、支援方法について検証を行う。

1）随時
2）随時
3）虐待対応終了後
3ヶ月以内

1）利用者宅、病院・
施設、センター等
2）利用者宅、病院・
施設、センター等
3）センター

社会福祉士を中心に
全職員

C

1）高齢者虐待対応マニュアルに沿った支援
をしている。
2）高齢者本人の生命・身体の安全確保を
第一に捉えて緊急性の判断を行い、必要に
応じた支援を行うことができている。
3）前期日程において、虐待対応が終結した
ケースはなかった。

計画どおり。 C

1）高齢者虐待対応マニュアルに沿った支援
を行った。
2）高齢者本人を分離保護した後も、高齢者
本人の安定した生活基盤が築けるまでは継
続的な支援を行った。
3）身体的虐待により支援をしていたケース
の対応が終結した。センター職員全員で
ケースについて振り返り、支援方法につい
て検証を行った。

計画どおり。

⑯養護者に対するケ
ア体制の充実

1）養護者が虐待をするに至った原因を分析
し、虐待を繰り返さないように支援を行う。
2）養護者が抱える多岐に渡る問題を解決
するため、関係機関と連携して支援を行う。
3）虐待対応終了後、全職員でケースを振り
返り、支援方法について検証を行う。

1）随時
2）随時
3）虐待対応終了後
3ヶ月以内

1）養護者宅、セン
ター等
2）養護者宅、セン
ター等
3）センター

社会福祉士を中心に
全職員

C

1）養護者の気持ちにも寄り添いながら、関
係機関と連携して問題が解消できるように
努めている。
2）多角的な支援ができるように、他機関・多
業種が連携しながら養護者支援を行ってい
る。
3）前期日程において、虐待対応が終結した
ケースはなかった。

計画どおり。 C

1）養護者が抱える不安や悩みにも耳を傾
け、関係機関と連携して問題が解消できる
ように努めることができた。
2）介護領域、医療領域、行政と他分野が連
携し、養護者支援を行うことができた。
3）身体的虐待により支援をしていたケース
の対応が終結した。センター職員全員で
ケースについて振り返り、支援方法につい
て検証を行った。

高齢者虐待に至らな
いケースについても
養護者支援と同様の
支援を行っていること
を確認した。

イ　チームオレンジの体制整備

C

1）終末期に関する相談があった時には、適
宜エンディングノートの配布等支援を行って
いる。
2）5月26日、6月2日、鈴の里拠点サロン・セ
ラバンド教室にて、エンディングノートの普
及啓発を行った。参加者延べ20名。

計画どおり。 C

1）終末期に関する相談があった時には、適
宜エンディングノートの配布等支援を行っ
た。
2）・年間を通して2回終末期に向けた普及
啓発活動を行うことができた。
・2月の公民館まつり（2月１8日　岡崎公民
館、2月25日　城島公民館）に参加し、エン
ディングノートに関するパネルを展示し、希
望者にはエンディングノートを配布する予
定。

計画どおり。

キ　認知症カフェの設置と支援

⑫終末期に向けた住
民への普及啓発

1）個別ケースにおいて、終末期に関する相
談があれば、エンディングノートの配布等、
必要な相談支援を行う。
2）地区サロンや勉強会等で終末期に向け
た普及啓発を行う。また、新型コロナウイル
スの蔓延により講座形式での開催が困難で
あると判断した場合には、広報等を活用し
て住民に向けた普及啓発を行う。

1）随時
2）
実施回数：年1回
対象者：地域住民、
地域関係者

1）利用者宅、セン
ター等
2）開催場所または自
治会回覧等

全職種

（１）日常生活を支える権利擁護事業の
推進

エ　終末期に向けた権利擁護推進
事業

B

・4月22日　認知症サポーター養成講座受
講者を対象に高齢者虐待防止に関する講
話を行った。参加者10名。
・6月4日　岡崎地区民児協定例会にて、民
生委員を対象に高齢者虐待防止に関する
講話・連携協力依頼を行った。参加者10
名。

計画を上回る普及啓
発に取り組んでいる
ことを確認した。

B

・9月3日（土）城島地区チームオレンジ研修
にて、高齢者虐待防止に関する講話を行っ
た。参加者7名。
・10月7日　城島地区チームオレンジ研修に
て、高齢者虐待防止に関する講話を行っ
た。参加者9名。
・年間を通して計4回、高齢者防止の普及啓
発活動を行うことができた。

年間を通じて城島・岡
崎地区で活動し、計
画を上回る普及啓発
を行っていることを確
認した。

（２）高齢者虐待防止のための取組 ⑬高齢者虐待防止の
普及啓発に関する取
り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

早期発見・早期対応ができるように、認知症
サポーター養成講座や勉強会等で高齢者
虐待防止の普及啓発を行う。また、新型コ
ロナウイルスの蔓延により講座形式での開
催が困難であると判断した場合には、広報
等を活用して普及啓発を行う。

実施回数：年1回
対象者：地域住民、
地域関係者、ケアマ
ネジャー等参加者
受講者数：20名程度

開催場所 社会福祉士
ア　高齢者虐待の知識等の普及啓
発

ウ　高齢者虐待の相談体制の充実

オ　虐待を受けた高齢者に対する
支援

カ　養護者への支援
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

（６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

・担当圏域に居宅介護支援事業所や在宅サービスの事業所が少なく、地域特性を把握しているケアマネジャーと
連携をとることが難しい。
・地域団体によっては福祉サービスや制度に関して理解が少ない場合があり、効果的な活動がしづらいことがあ
る。

・圏域の住民に対してよりよい支援ができるよう、隣接する圏域や
委託先の居宅介護支援事業所と情報交換を行い連携を図る。
・地域ケア会議を通じて、地域の関係団体と意見交換を行い、包括
的・継続的な支援ができるようにしていく。

・圏域内に居宅支援事業所が少ないため、圏域外で委託を受けていない
居宅介護支援事業所と重点的に関わりを持ち、情報交換を行い連携がと
れるようにした。
・開催には至らなかったが、地域ケア会議の開催について複数の居宅介
護支援事業所や地域団体へ声掛けを行った。

・圏域内に新規の居宅介護支援事業所が開設されたため、重点的に関わ
りを持ち、情報交換を行い連携がとれるようにした。
・地域ケア会議を開催し、地域の関係団体と意見交換を行い、包括的・継
続的な支援ができる体制づくりを行った。

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・ケアマネジャー支援のための行事などはコロナ禍のため対面での実施ができなかったものもあったが、書面や電話でのヒアリングなどで情報共有や意見交換をすることができた。ま
た、個別のケースに関しては感染予防に配慮しながら会議の開催や同行などを行った。
・地域団体との情報共有を密にすることで有意義な個別地域ケア会議、小地域ケア会議を行うことができ、地域の課題を共有することができた。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策

C

1）後期開催に向けて準備を行っている。
2）後期開催に向けて準備を行っている。
3）後期開催に向けて準備を行っている。
4）6月：支援困難事例について、担当者会
議に同席し支援を行った。
7月：地域関係者からの相談がありケアマネ
ジャーへの情報提供と地域ケア会議の開催
についての提案を行った。民生委員からの
相談がありケアマネジャーへの情報提供と
支援方法についての相談を行った。計3件。

計画どおり。
個別の相談に対する
支援の状況を確認し
た。

C

1)主任ケアマネジャー部会として事例検討
会を1月10日周知開始で書面開催してい
る。（38事業所参加。集約、通知は2月配
布）
2)10月18日居宅連絡会内で、包括主任ケア
マネジャー連絡会として、ヤングケアラーに
関する研修をオンラインで開催した（講師：
平塚市こども家庭課）。参加者66名。
3)圏域ケアマネジャーに対して2月6日、福
祉総務課、くらしサポート相談に依頼し、生
活困窮者支援について研修を開催した。
4)ケアマネジャーからの個別の相談に対し
て随時情報提供を行った。、困難事例2件に
ついては同行支援を行った。（生活福祉課
への同行、家族との面談、施設の調整な
ど）

計画どおり。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１ネットワークの充実

①ケアマネジャーへ
の支援

1）主任ケアマネジャー連絡会として事例検
討会を開催する。コロナ禍の状況に応じて
遠隔、書面開催も検討する。
2)主任ケアマネジャー連絡会としてケアマネ
ジャー向け研修会を開催する。コロナ禍の
状況に応じて遠隔、書面などの方法も検討
する。
3）圏域の利用者を担当しているケアマネ
ジャー間の情報共有を図れる機会を設定す
る。状況に応じて対面、遠隔、書面などの方
法を検討する。
4）個別の相談に応じ必要な情報提供、同行
訪問、会議開催の支援などを行う。

1）年1回（1月頃）
2）年1回（11月頃）
3）年1回（2月頃）
4）随時

1）2）開催場所
3）センター
4）利用者宅など

主任ケアマネジャー

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

イ　ケアマネジャーとの連携強化支
援

1）1月5日　地域からのネグレクト疑いの相
談について個別ケア会議を開催した。1月19
日　軽度認知症のある独居高齢者について
個別ケア会議を開催した。年間を通して計2
回開催。
2)（前期記載漏れ）5月9日　城島地区で認
知症高齢者への対応について小地域ケア
会議を行った。12月1日岡崎・ふじみ野地区
で高齢者対策について小地域ケア会議を
行った。年間を通して計2回（岡崎地区：１
回、城島地区：1回）開催できた。

計画どおり。

イ　地域ケア会議の開催

1）2）開催場所
主任ケアマネジャー
を中心に全職種

C

1）開催に至らなかったが、7月に2件ケアマ
ネジャーや民生委員に対して地域ケア会議
の開催について提案を行った。
2）開催に至らなかったが、協議体や地域の
会議への出席や個別の相談への対応を行
い、会議開催の可否を検討した。

計画どおり。 C

（２）地域資源との連携強化

②地域ケア会議（個
別ケア会議、小地域
ケア会議）を開催する

1）個別ケア会議
当事者、地域住民、ケアマネジャーなどから
の相談を受け、会議を企画し開催する。コロ
ナ禍の状況に応じて、開催が難しい場合は
電話などでの情報共有も検討する。
2）小地域ケア会議
個別ケア会議や地域から抽出された課題
や地域団体からの相談に応じて会議を企画
し開催する。コロナ禍の状況に応じて、開催
が難しい場合は電話、書面などでの情報共
有も検討する。

1）年2回
2）年2回
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平塚市地域包括支援センター倉田会　　令和４年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

前期同様、独居高齢者調査後に於ける民生委員からの相談依頼以外に
協議体(地域ケア会議含む)実施後からは研修依頼(民生委員や地区社協
の方たちのスキルアップを目的とした)も入る状況となった。
＊小地域ケア会議(四之宮地区8名・八幡地区6名)内で『高齢者のための
ガイドブック』についての勉強会を行った。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

四之宮地区、八幡地区においては福祉村を含め、自治会及び老人会の活動も活発であり、包括倉田会との定期的な連携が取れている状況である。
四之宮、八幡地区ともに、地域ケア会議及び協議体の開催については、1回ではあるが開催に至った。
真土地区においては、福祉村がなく包括の介入も上記2地区と比べると希薄な関係性が続いているのが現状です。
令和3年度においても、新型コロナウイルス感染防止(緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の発出)に振り回される状況が相次いだことで、通所型サービスC等へ繋ぐべく自宅訪問
やチェックリストの実施に至らない状況が続いたことが課題として残る結果となった。
感染状況により予定変更が必要となったり、閉ざされた状況によって情報の提供や受け取りに大きな影響があり、その都度対応の検討が必要となった。地域住民の意向を確認しなが
ら、活動場所や内容時期の検討、お便り、リーフレットの作成、配布を行いとぎれない関わりを続けられた。
地域サロン開催については、コロナ禍における活動状況の把握に努め、再開しているサロンには参加や活動の様子を視察するなど行い、必要に応じて講話や体操、相談会の実施な
どの後方支援を行った。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標１－１　健康長寿へのチャレンジ

①総合事業における
多様なサービスの利
用促進

・訪問型、通所型独自サービス以外に地域
で活用できる類型(サービスBや福祉村独自
のサービス等)のサービスを巧みに組み合
わせ、利用する側、提供する側双方にメリッ
トのあるマネジメントを作成する。

通年 センター

四之宮地区及び八幡地区においては、感染防止に配慮した中での活動基盤が確立されているため、早期発見、早
期対応と介護予防へ向けた取り組みも実践できるが、真土地区については民生児童委員、地区社協等との連携の
もと、包括主動にて介護予防に向けた取り組みを率先していく必要があると感じている。
コロナ禍であることで、閉じこもり傾向にある方々の情報が渡りづらく又包括の介入しにくい状況となっており、状態
把握が難しい状況である。

(1)四之宮、八幡地区については例年同様の定期交流(福祉村等)
にて閉じこもり高齢者や問題ケースの把握を行っていく。
(2)真土地区については、民生児童委員、自治会役員等の連携に
より、閉じこもり高齢者の把握と早期対応に努め、必要があると認
められた高齢者については、通所型サービスCや総合事業へ繋げ
る橋渡しをしていく。
サロン、通いの場などの活動団体の状況把握及び後方支援を継続
し、情報発信、提供を行っていく。又、民生委員を含め定期的な情
報の連携、共有を図り、地域の情報収集を行っていく。

民生委員による独居高齢者調査が行われていることで状況報告や相談
依頼があり、同行や包括単体での訪問を実施し、必要に応じ情報共有・
連携が図れている。通所型サービスCは2名選出し、利用継続中。後期に
はサービス終了後のフォローの為の状況確認を行う。地域サロン開催状
況は訪問、電話での聞き取りにて状況把握が行えている。取り組みに対
する全体的な評価は、例年どおりの活動できていることにより、前期にお
いては計画どおりに概ね達成。

計画どおり。

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

【介護予防・生活支援サービス事業
通所型サービス】

②通所型サービスC
の利用者の利用後の
フォローについて

短期集中型サービスのニーズを持っている
対象者を相談業務や地域住民の情報にて
抽出し通所型サービスCへつなぐ。終了後
利用者が活躍できる場所を持てるような情
報、支援の提供を行っていく。

サービス終了後3ヵ月
以内

センター 全職員 C

・総合相談にて短期集中型サービス対象者
に2名選出。参加を打診し、2名とも参加をご
希望される。現在、通所型サービスCの前
期が実施されており、2名とも出席している。
支援継続中である。

全職種 C

・インテークからアセスメントを行う中で総合
事業での対応また地域サービス(サービスB
等)の導入でクリアされる対象者について
は、その方向での説明を行うよう心掛けて
いる。

計画どおり。 C

・前期同様、インテーク時に介護保険サービ
スのみならず、総合事業対象者としてまた
は地域サービス(B、C等)の導入意識を全職
員が持って対応している。

計画どおり。 B

・前期に参加された2名に対して、サービス
終了後のフォローアップ実施。10月上旬に
は、両名ともサービスにて学んだ活動に関
して継続していきたいとの意欲が確認され
た。新たな団体や活動への参加は希望され
ず、自身の生活の継続・その中での運動等
の継続をご希望される。1か月後に再度モニ
タリングした際には、ボランティアの継続が
できていたり、運動も継続できていることを
確認できた。活動的な生活が維持していけ
るよう、今後もフォロー継続していく。

前期日程の通所型
サービスCの利用者2
名について、その後
のフォローを行ったこ
とから、目標を上回る
取組みを確認した。

キ　通所型サービスC　健康
チャレンジ複合型教室事業

【介護予防ケアマネジメント】

③適正な介護予防ケ
アマネジメントの実施

・介護予防サービス計画書の適性化
【取り込み】
包括内ミーティングﾞ等で基本チェックリスト
に該当項目がプラン反映されているか確認
し、自立支援型のプランとなっているか検
証。
委託分については、意見欄記入時に上記
項目が反映されているかを必ず確認してい
く。

通年 センター 計画どおり。

コ　介護予防ケアマネジメント

管理者
主任ケアマネジャー

C

・主任ケアマネジャーが中心となり、包括
ミーティング時にケアプランの適正化とし
て、基本チェックリストの反映及び自立支援
型を目指したプランニングが行えているかを
各自、検証する時間を設けている。
委託件数は70件あり、前期は担当者会議に
21件出席した。

計画どおり。 C

・前期同様、PDCAサイクルを意識した中で
マネジメントを行うよう主任ケアマネジャー
が中心となり、書類の作成から管理に至る
までのチェック体制が構築された。
R4.8から包括内にプランナーが配置された
ことで、委託件数が50件(R4.11実績)にまで
抑えられるようになり、今後は直轄で担当す
る方向で進めている。後期における担当者
会議出席数(委託分)については10件であ
り、全て出席した。
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⑤介護予防、健康長
寿等に関する講座、
講演会の開催

担当エリア内のサポート医、歯科医、在宅
拠点薬局と連携し、地域住民に向けた健康
長寿を目的とした講演会の実施

9月 大野公民館 保健師 C

・準備・調整を行っていたが、新型コロナウ
イルス感染拡大の影響にて先方の希望に
より9月実施不可となってしまった。後期内
の実施に向けて日程調整中である。

計画どおり。 C

・令和5年2月16日に大野公民館にて定員20
名で実施。8名参加。お薬のお話として、キ
ラリ薬局四之宮店薬剤師による講演会を
行った。

計画どおり。

⑥サロンの開催支援

担当エリア内で開催されているサロンで以
下の活動について状況把握及び活動支援
を行う。
四之宮①転倒予防クラブ
　　　　 ②四之宮ふれあいサロン
真土　 ③真土ふれあいサロン
　　　　 ④ラジオ体操クラブ
　　　　 ⑤地域ふれあいの会
八幡　 ⑥福祉村体操教室

①8月・2月
②毎月第3月曜日
③毎月第2土曜日
④⑤⑥年1回

①四之宮公民館
②四之宮公民館
③大野公民館
④一ノ城公園・大塚
山公園
⑤大野公民館
⑥八幡自治会館

保健師 C

①8月25日に訪問予定。コロナ禍でもつなが
りを絶やすことなく活動している。
②今年度は予定どおり実施されており、毎
月出席。包括からのお知らせや作成した
リーフレットを配布。
③6月12日から2年数か月ぶりに活動再開。
再開と同時に出席し、包括からのお知らせ
や作成したリーフレットを配布。
④6月24日一ノ域公園、6月16日大塚山公
園に訪問。包括の普及啓発及び熱中症の
リーフレットを配布。
⑤新型コロナウイルスの影響あり。参加希
望者数減少のため、昨年度3月いっぱいで
解散としたとのこと。参加者は真土ふれあ
いサロンと重複しており、そちらの方で関わ
りを継続し、現状把握していく。
⑥6月2日に訪問。フレイルについての講話
及びリーフレット配布。今年度は継続的に
活動継続できている。

計画どおり。 C

①2月26日、8月25日に訪問実施。
②毎月開催、包括より職員1～2名で出席。
コグニサイズや頭の体操の実施、感染症等
のリーフレットの配布、包括からの情報提供
を行っている。
③②と同様。
④年1回訪問を前期に実施済み。
⑤新型コロナウイルスの影響による参加者
減少の為、昨年度3月いっぱいで解散したと
のこと。参加者は真土ふれあいサロンと重
複しており、そちらの方での関わりを継続
し、現状確認していく。
⑥年1回訪問を前期に実施済み。

計画どおり。

⑦地域内でのフレイ
ル対策推進事業の充
実

①フレイルお尋ねシートを活用し、フレイル
状況の把握、及び講話を行うことで普及啓
発を行う。
②フレイルチェック測定会を圏域内で実施、
フレイルの普及啓発に取り組む。

①各開催場所
②年1回

①対象の通いの場
②大野公民館

保健師 C

①6月2日に体操教室へ訪問した際にフレイ
ルお尋ねシートにご協力いただき、18名を
対象にフレイルについての講話を実施し
た。
②11月に実施予定とし、日程等詳細調整
中。各サロン等にも11月開催について言及
している。

計画どおり。 C

①後期も1か所、11月16日に四之宮ふれあ
いサロンにてフレイルお尋ねシートを実施。
15名受講。前月に保険年金課・フレイルサ
ポーター講座にて振り返りを行う。各団体の
高齢化に伴い、アンケート実施。自治体へ
の負担があると推測された。
②11月25日にフレイルチェック測定会を実
施、13名参加。各サロン等でフレイルについ
ての講話と測定会の参加者を募った結果、
昨年度より8名増であった。測定会の参加
者募集と共に、フレイルの普及啓発に繋
がったと考える。

計画どおり。

計画どおり。

【一般介護予防事業】

ア　健康チャレンジ高齢者把
握事業

（２）地域で取り組む健康長寿へのチャレ
ンジ

④閉じこもり高齢者
の把握・支援

民生委員やサロン、福祉村関係者等から地
域住民の情報収集を行い、対象者に対して
包括のパンフレットを配布し、普及啓発を実
施する。

通年 センター 全職種 C

・今年度民生委員の独居高齢者調査が行
われていることにより、地域で支援の必要
があると思われる住民の相談件数が23件
あった。民生委員からの相談、福祉村への
相談等、相談の挙がってきたケースには電
話での状況確認や、必要時訪問し状況確
認と共に包括のパンフレットを手渡ししてい
る。

エ　健康チャレンジ普及啓発
事業

オ　健康チャレンジに取り組
むための通いの場(サロン）の
開催支援

計画どおり。 C

・前期同様に、民生委員・福祉村、地域の団
体より、支援が必要と思われる地域住民の
相談や情報提供があり、25件の対応してい
る。電話や訪問にて状況確認し、様子観察
となり包括の紹介等で留まるケースもある
が、介護保険を申請しサービス利用に繋
がったケースが10件あった。包括の紹介に
留まったケースに関しては、のちの困難が
生じた際の相談先として認識していただけ
るよう案内した。

コ　フレイル対策推進事業
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２　相談支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

研修やミーティングについては計画以上の実施ができた。複合ニーズの
対応では各関係機関との連携を図った。
サポート医訪問については、コロナ感染状況に留意しつつ、訪問や電話で
実施できた。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

コロナ禍も3年目に入り、外部研修についてはリモートによる形態が主流となりつつある。各職種におけるスキルアップについては計画どおりに実施できた。多様化する相談内容につい
ては、地域特性がある中、低所得の金銭絡みのケースや借金問題等が多く、くらしサポートや生活福祉課、高齢福祉課等の連携により解決に向けた取り組みがなされるケースが多く
なってきている。また、単身高齢者世帯、高齢者世帯、認知症高齢者世帯からの相談増加により、居宅介護支援事業所との連携(ケアマネ支援を含む)が必須となっており、1件に要す
る時間や労力も増加傾向にある。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１地域ネットワークの充実

①多様化する相談内
容に対応できる体制
づくり及び包括支援
センターの知名度の
向上

①包括ミーティングの実施
毎朝のミーティングのほか、月2回のミーティ
ングを開催。業務の進捗状況や内容の共
有と継続支援ケース(虐待・長期対応等)の
支援方針や検討を全職員で行い対応力の
向上を図る。
②職員のスキルアップを図る為、内部・外部
研修やzoomを用いた研修を受け入れてい
く。
③倉田会通信を継続して配布を行い地域
包括支援センターの広報活動を行う。

①毎朝・月2回
②年1回以上
③年2回

①センター
②開催場所
③その他

(1)生活困窮ケースの適切な対応が各職員で統一が図れていない状況である。知識量に差がある。
(2)独居高齢者への必要な生活状況の把握と自立支援を阻害する要因の発見に努める必要がある。
(3)対面研修、リモートによる研修体制は整ってきてはいるが、専門性を図る研修内容が以前と比べると少ない状況
である。

(1)公的、非公的機関との連携と役割分担の明確化等を意識した取
り組みを行う。
(2)民生児童委員、地区社協、福祉村等との定期的な連携により、
生活状況の把握と必要なサービス調整を行う。
(3)各職種が今年度、どの部分のスキルアップをしたいかを明確に
し内容欄に詳細を記載していく。

例年どおりサポート医への挨拶訪問を行い、顔の見える関係性づくりに努
めている。四之宮地区民児協より依頼があり、真土地区に加え今年度か
ら四之宮民児協定例会へ出席している。担当者が変わっても円滑な連携
を相互に図れるよう、情報共有を行っている。各専門職スキルアップの
為、内外部の研修に参加している。前期にて参加できなかった職員に関し
ては、後期に受講予定となっている。

計画どおり。

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

ア　高齢者よろず相談センターの認
知度の向上

ウ　高齢者よろず相談センター向け
研修

②センター職員研修
（A)センター機能強化
研修
（B)その他研修

①各職員のスキルアップを図るため、内部・
外部研修やzoomを用いた研修にて必要な
研修を受講。
②法人内研修に参加し高齢者福祉に関す
る知識向上を図る。
③地域連携課ミーティングへ参加し、相談
援助職としてのスキルアップと相談他部門
との連携を図る。

①年1回以上
②偶数月
③毎月第2火曜日

①開催場所
②③法人内

管理者 C

管理者 C

①計画どおり実施している。6/29に受講し
た平塚後見センターよりそい主催の研修
「知っておきたい任意後見、相続、遺言の基
礎」をテーマとして9/27に勉強会を行い、職
員のスキルアップに繋げた。
②前期はオンライン研修、対面研修共に参
加が行えた。
管理者：知っておきたい任意後見、相続、遺
言の基礎(6/29)
主任介護支援専門員：後期受講予定。
社会福祉士：知っておきたい任意後見、相
続、遺言の基礎(6/29)
保健師：　熱中症対策についての理解
(6/29)
認知症地域支援推進員：介護保険法と認知
症について(6/15)
③7月末1回配布した。後期に2回配布予
定。

計画どおり。 C

①毎朝と月2回の定期ミーティングを実施。
②令和4年度地域包括支援センター職員等
養成研修(現任者研修)受講(12/15)：主任介
護支援専門員2名、保健師受講
　 令和4年度地域包括支援センター職員等
養成研修(初任者研修)(10/28)：介護支援専
門員
　 高齢者虐待防止法の基礎知識(9/26)神
奈川県医師会在宅トレーニングセンター主
催：社会福祉士受講
　 本人の想いをくみとる支援とは～事例を
通して意思決定支援を考えよう～(2/6)成年
後見利用センター主催平塚市権利擁護講
演会：社会福祉士受講
③10月と1月に配布実施。民生委員、福祉
村、担当利用者宅に向け計200部配布。

①管理者：知っておきたい任意後見、相続、
遺言の基礎(6/29)
主任介護支援専門員：後期受講予定。
社会福祉士：知っておきたい任意後見、相
続、遺言の基礎(6/29)
保健師：　熱中症対策についての理解
(6/29)
認知症地域支援推進員：介護保険法と認知
症について(6/15)
②オンライン、対面での併用を行い毎回全
員出席。各自のスキルアップに繋いでいる。
③毎月のミーティングの場においてスキル
アップを目的とした勉強会を開催しており、
各部門間での連携強化を図りながら各自の
スキルアップに繋いでいる。

計画どおり。 C

①令和4年度地域包括支援センター職員等
養成研修(現任者研修)受講(12/15)：主任介
護支援専門員2名、保健師受講
　 令和4年度地域包括支援センター職員等
養成研修(初任者研修)(10/28)：介護支援専
門員
　 高齢者虐待防止法の基礎知識(9/26)神
奈川県医師会在宅トレーニングセンター主
催：社会福祉士受講
　 本人の想いをくみとる支援とは～事例を
通して意思決定支援を考えよう～(2/6)成年
後見利用センター主催平塚市権利擁護講
演会：社会福祉士受講
②オンライン、対面での併用を行い毎回全
員出席。各自のスキルアップに繋いでいる。
③毎月のミーティングの場においてスキル
アップを目的とした勉強会を開催しており、
各部門間での連携強化を図りながら各自の
スキルアップに繋いでいる。

計画どおり。
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⑤地域住民へのかか
りつけ医（医療機関）
や在宅医療に関する
普及啓発の実施

①真土地区②四之宮地区③八幡地区のサ
ロンにて市作成のリーフレットを使用し、説
明及び普及啓発を行う。

①②③各地区年1回
①大野公民館
②四之宮公民館
③八幡公民館

保健師 C
①②③各地区共に、後期10月28日に実施
予定。準備・予定調整済み

10月28日に大野公民
館でのイベントで3地
区合同の普及啓発事
業を実施することを確
認した。

B

・各地区関係団体へ、市作成のリーフレット
を用いて「在宅医療と介護」について講話を
実施。普及啓発を行った。
①10/15真土ふれあいサロン　40名参加。
②10/17四之宮ふれあいサロン　18名参加
③10/27ニューライフひみつ喜知（認知症カ
フェ）　7名参加。
④10/28　くらたフェスタ　29名参加。福祉用
具展示及び体験、骨密度測定、機器を用い
ての運動機能測定、クイックマッサージ、も
しバナゲーム、物忘れ相談プログラム、コグ
ニサイズを実施。

各地区のサロンに加
えて10月28日の「くら
たフェスタ」にて、福
祉用具展示や骨密度
測定などを含めて実
施していることを確認
した。

計画どおり。

（１）医療・介護連携推進のための支援

ウ　医療機関とのネットワークづくり
の推進

キ　市民への普及啓発の実施

計画どおり。

２医療・介護連携の推進

④医療機関（地域包
括サポート医、在宅
支援拠点薬局など）
や介護関係機関との
連携強化に向けた包
括独自の取組み

包括サポート医(薬局)訪問。圏域内の包括
サポート医を訪問し、顔のみえる関係づくり
を行う。また、包括のパンフレットを配布し、
包括の普及啓発につなげる。

前期 各医療機関
管理者
保健師

C

新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み
ながら、前期には・いなほクリニック・メモ
リーケアクリニック・渡辺医院の3件に訪問さ
せていただき、ご挨拶をさせていただく。ま
た、包括のリーフレットやポスターを配布さ
せていただき、院内への掲示や患者様への
配布に協力いただく。

後期にも圏域内の医
療機関に訪問するこ
とを確認した。

主任ケアマネジャー C

①前期においては、生活困窮・キーパーソ
ン不在における案件が多数挙がり、解決ま
でに時間と労力を要する状況となった。
この地域における地域課題となりつつある。
②4～6月くらいまでは、要介護者に対する
ケアマネジャー探しに苦労したが、7月以降
については新規居宅事業所がいくつか立ち
上がってきたことで幾分、振り先が出てきた
ことを実感している。
ケアマネ支援を通しての良好な関係性の維
持・構築は継続中。

計画どおり。 C

①前期同様、生活困窮・キーパーソン不在
(後見制度等)の案件以外にキーパーソンが
精神疾患を抱えていたり、ニートであったり
とキーパーソンとして機能しないケースを家
族全体として支援していく状況が増えてきて
いる為、定期訪問含め民児協等で情報共
有を行った。
②年末年始に掛けて総合病院からの依頼
を含め、新規相談ケースが増加したことに
より、居宅介護支援事業所(ケアマネ選定)
を探すことに労力を使う状況となった。
また、居宅介護支援事業所のケアマネ退職
に伴い、委託分が返ってくるケースもあり、
ケアマネ不足を実感しているが、新たにケ
アマネ増員となった居宅介護支援事業所と
の連携を深めることができた。給付管理件
数は直轄137件、委託62件。プランナーを配
置し、対応している。

（２）地域資源との連携強化

③支援における地域
包括ケアシステムの
ネットワークの構築・
活用

①課題となる生活困窮者、独居高齢者(フレ
イルを含む)の早期発見、早期対応を実現
するためには、福祉村、民児協、地区社協
等との連携が必須となることから、各定例
会への出席にて顔の見える関係性作りを継
続していく。
②要介護者への対応という観点から、居宅
介護支援事業所の確保が必要となる。介護
を必要としている方への早急な対応とする
ためにも、エリア内外の居宅介護支援事業
所との有効な関係性作りを継続していく。

通年
①福祉村、公民館他
②センター及び各居
宅介護支援事業所

C

・菊池内科クリニックと押切糖尿病内科クリ
ニックに、今後の連携の確認及び挨拶実
施。
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響を
鑑み、四之宮耳鼻咽喉科及び村上医院の2
件には、電話での挨拶実施した。
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３　権利擁護事業

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

②企業向け認知症サ
ポーター養成講座

担当地区の企業・職域団体に対し、実施。
実施できない場合は5か所に協力依頼を行
う。

依頼者と相談 依頼者と相談
認知症地域支援推進
員

C
ウェルシアに連絡、返答待ち。後期に開催
が行える予定。

10月に詳細な打ち合
わせを行い、実施日
程、方法等を決定す
ることを確認した。

C

ニチイ湘南銀河にて　(2/8　8名、2/22　4名
計12名)、学研ココファンレジデンス平塚やさ
かにて(2/21　4名、2/27　4名計8名)開催。
ウェルシア薬局は協議の上、コロナ影響に
より来年度に実施予定となった。

2か所の福祉施設に
各2回計画し、地域の
企業に実施している
ことを確認した。

.コロナ影響により、認知症サポーター養成講座の開催計画が一部達成で
きなかったものの、企業向けにおいては新規で開催できる企業をみつけ
実施することができるなど、計画達成に向けて取り組みを行うことができ
た。コロナ影響下においても、活動を継続できるよう包括内で適宜協議し
実施ができた。後期においては3地域合同で民生委員向けの地域活動を
初めて開催するなど、新たな取り組みも行い、連携を深めることができた。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

イ　認知症サポーター及びチーム
オレンジメンバーの要請

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

虐待ケースが1件、成年後見制度の相談が4件、市長申し立てに至ったケースが1件あり、高齢福祉課と連携を図りながら対応にあたった。そのうちの1件は任意後見契約につながっ
た。老化に伴う心身の機能低下からくる困り事というよりは、多額の借金や公共料金の滞納等の経済面での問題があり、その金銭問題の根底には精神疾患や発達障害があるケース
や、高齢者本人よりその家族の問題が本人の生活に影響している等、より複雑で多面的な背景があるケースが増えてきている。そのような難しいケースについても、包括内での情報
共有やケース検討を行いながら、どの期間に相談し連携を図っていくかなど検討し役割分担をしながら対応を行った。また、高齢福祉課だけでなく、弁護士相談や成年後見利用支援
センターの活用、くらしサポートとの連携、精神科への相談、担当ケアマネとの連携、地元駐在所との情報共有など、様々な機関と協力し、適切に対応できるよう努めた。認知症や権
利擁護に関する普及啓発活動については概ね予定どおり実施することができた。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－３　認知症支援策の推進

①認知症サポーター
養成講座の開催

①市民向け　　　15名程度
②真土学童に開催の依頼を行う
③神明中学校に開催依頼を行う
④チームオレンジにつながるような団体へ
依頼を行う

①5月13日
②前期
③後期
④前期

①大野公民館
②真土小学校　学童
保育
③しんど老人保健施
設または神明中学校
④依頼者と相談

(2)高齢者虐待の疑われるケースでは、単純に養護者の介護疲れだけが原因というよりは、精神疾患や知的障害、
発達障害疑いの養護者であったり、コロナ禍における在宅勤務や不況による失業など家族の問題が色濃く反映さ
れ、複雑な背景のあるケースが増えてきている。高齢関係のみならず、様々な機関との連携をしていく必要がある。
(2)認知症の知識や、虐待防止法、成年後見制度、消費者被害についての普及啓発について、意識の高い方が増
えてきたが、未だ馴染みがないと思う方が多数である。早期発見早期対応につなげていけるよう広く、高齢者本人
や家族、関係者に普及啓発し適切な相談につなげる必要がある。

(1)センター内の情報共有とケース検討、勉強会の実施。各機関と
の連携を図れるように日頃からの関係性作りやどんな機関がどん
な業務や役割を担っているかを把握し、地区社協を対象に身近な
サロン活動等での普及啓発活動や事業所対象の成年後見制度の
研修会の開催実施。

認知症初期集中支援事業の利用実績はなし。行政書士会後見サポート
センターとの連携を図り、対象者に対し紹介対応を行った。成年後見制度
利用促進に向け、地域活動を通して普及啓発を行った。認知症サポー
ター養成講座は後期に開催予定であり、チームオレンジ研修参加者選定
を行っていく。

計画どおり。
ア　若年性認知症を含めた相談支
援

①②④計画どおり。
③来年度、神明中の
生徒に職業体験を予
定している。体験で
は、施設見学と認サ
ポを行う予定であるこ
とを確認した。

（１）認知症理解のための普及・啓発

（２）認知症予防施策の充実

③身近な場での認知
症予防教室の開催

①市民向け認知症予防教室の開催
②いきいき体操教室の開催

①12月
②第1・3水曜日

①大野公民館
②八幡公民館

認知症地域支援推進
員

C

認知症地域支援推進
員

C

①5/13大野公民館にて実施、4名参加。
②8/24真土小学校学童保育にて実施予
定。
③11月～12月に毎年実施予定、後期のコロ
ナ感染状況により、学校と協議行う予定。
④四之宮福祉村にて、後期実施予定。

計画どおり。
①については参加者
が目標に達せず、④
についても参加者が
集まらず後期へ延期
したことを確認した。

C

①5/13大野公民館にて実施、4名参加(前
期実施済)
②8/24真土小学校学童保育にて実施。
③依頼行うも、コロナ感染防止による先方
都合により、今年度は見送りとなる。
④八幡福祉村にて3/15.16開催予定。

①12/9大野公民館にて実施予定。
②4/6八幡公民館1名、6/1八幡公民館5
名、6/15八幡公民館4名、7/6八幡公民館5
名、7/20八幡公民館4名実施。計19名

計画どおり。 C

①12/9大野公民館にて実施15名参加(前期
実施済)
②9/7八幡公民館5名、9/21八幡公民館5名
10/5八幡公民館5名、10/19八幡公民館5名
11/2八幡公民館6名、11/16八幡公民館3名
12/7八幡公民館4名、12/21八幡公民館3名

会場が狭いので参加
者10人を想定して実
施している。継続して
開催していることを確
認した。

認知症地域支援推進
員

C

①新規相談ケースについては、ケース毎に
随時対応中
7/5脳と身体の健康リーダー養成講座の見
学
8/2健康チャレンジ養成講座の見学
研修、勉強会には後期に参加予定
②6/27メモリーケアクリニックに全職員で訪
問。職員挨拶を行う。今後も継続的な連携
を相互に図っていくことで合意。

計画どおり。 C

①新規の相談ケースについては、ケース毎
に随時対応中。
10/12キャラバンメイト講習受講。
②包括内で共有、初期集中選定会議等に
参加を行い、認知症専門医や初期集中支
援チームと意見交換を行い、必要時に連携
を取っている。
②メモリーケアクリニックとの連携は随時対
応した。

（３）認知症に対する早期対応体制の整
備

④認知症地域支援推
進員による専門的な
相談支援（若年性認
知症を含む）

①総合相談対応の際、認知症関連の内容
に関して認知症地域支援推進員を中心に
専門的な支援を展開する。また、様々な認
知症状の方の相談にも対応出来るように認
知症関連の研修や勉強会に参加し、理解
や知識を深める。
②包括内での共有、主治医との連携、初期
支援チームとの協力なども行いながら必要
な機関と連携を努める。

通年
センター
訪問その他
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⑤認知症初期集中支
援事業の対象者を把
握し支援につなげる

総合相談において対応する認知症を有する
相談ケースにおいて、初期医療介入及び支
援困難ケースの中から、認知症初期集中支
援事業の介入が必要と思われるケースを抽
出し対応する。

通年
センター
その他

認知症地域支援推進
員

C

①前期は本事業を活用する相談ケース無
し。ケース毎にアセスメントを実施し、必要
に応じて医療機関との情報共有など連携を
図っている。他機関への繋ぎが適切に行え
ている。

計画どおり。
相談支援の中で対応
できたことを確認し
た。

C

後期は初期集中支援事業に相談するケー
スは無しだったが、ケース毎にアセスメント
を実施し、他機関への結びつけが適切に行
えた。困難ケースは事業所内で共有し、必
要に応じて、医療機関などに情報共有を行
い連携を図っている。

包括内でケース検討
をしており、医療機関
をはじめ関係機関に
相談をして対応して
いることを確認した。

⑥認知機能低下を把
握するための認知機
能評価機器の活用

①福祉村や地域サロン、認知症予防教室
参加者などを中心に「物忘れ相談プログラ
ム」について普及啓発し希望者に対し実施
する。
②昨年度の実施者について、毎年継続して
実施できるよう働きかけを行う。

通年
50件/年

センター
その他

認知症地域支援推進
員

B

①4/12八幡福祉村2名、6/2自宅2名、7/20
四之宮福祉村(囲碁ボール)18名、7/25四之
宮福祉村(手芸クラブ)8名、7/27四之宮福祉
村(美術クラブ)5名。前期計35名実施。
②認知症予防について、資料を福祉村やサ
ロンにて配布、説明や普及啓発を行ってい
る。

認知機能評価を前期
で半数の25件以上実
施したことを確認し
た。

B

①7/27サロン2名、10/28倉田フェスタ9名、
11/11自宅1名　12/9認知症予防教室4名、
1/30自宅1名　計17名(前期35件と合わせ、
年間52件実施)　2/25大野公民館まつりで
実施予定。
②福祉村やサロンでの活動の際にチラシの
配布や説明などの普及啓発を行っている。

公民館祭りで実施を
予定、また昨年度実
施した方にチラシを
配布するなど個別的
に対応していることを
確認した。

⑦成年後見制度の利
用相談体制の充実

①ケースに応じて、法テラス、成年後見利
用支援センター、あんしんセンター、くらしサ
ポート、弁護士相談等の各専門職と連携
し、制度の利用や課題解決支援を行う。
②研修や連絡会に出席し、知識を深めた
り、関係機関との連携を行えるように顔の見
える関係性の構築に努める。

通年
センター
その他

社会福祉士 C

①任意後見利用希望者があり、相談の結
果行政書士会成年後見サポートセンター
「コスモス」へ連絡し候補者の紹介を受け対
応をした。
その他、CMより相談あり認知症独居高齢者
について、「よりそい」と高齢福祉課と相談し
市長申し立て行った。
②6月29日「よりそい」主催の研修「知ってお
きたい任意後見、相続、遺言の基礎」を受
講。9/27に事業所内で伝達研修を行った。

計画どおり。 C

①前期同様、状況に応じて適宜対応を行っ
ている。
施設入居の必要があるが保証人になるよう
な親族のいない独居高齢者の相談が後期
は4件相談あり。任意後見や保証人会社の
利用、生活保護の申請などの援助を実施。
適宜、高齢福祉課や成年後見利用センター
と連携し対応を行った。
②R5年2月6日動画配信の講演会受講。
成年後見利用センター主催平塚市権利擁
護講演会「本人の想いをくみとる支援とは～
事例を通して意思決定支援を考えよう～」

相談のあったケース
をそれぞれ適切な関
係機関につなげてい
ることを確認した。

⑧成年後見制度の普
及啓発の取り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

①ニューライフサロン　参加者　10名
②いきいき体操教室　参加者　10名
③民児協定例会　　民生児童委員
④終活セミナー　地域住民　10名～30名

①前期　1回
②前期　1回
③後期　1回
④前期　1回

①ニューライフ集会
所
②八幡公民館
③大野公民館
④未定

社会福祉士 C

①後期　1月26日に実施予定。
②6月15日体操の合間に実施。4名参加。
③5月10日真土民協定例会にて実施。12名
参加。
④7月22日八幡公民館の高齢者学級にて
実施。10名参加。

様々な地域での媒体
を活用し普及啓発を
行っていることを確認
した。

C

①1月26日（木）　ニューライフサロンにて実
施。9名参加。
終活セミナーを開催し、その流れで独自の
パワ－ポイント資料を活用し、成年後見制
度についての講義を実施予定。
②、③、④について前期に実施済み

計画どおり。

⑩認知症サポーター
養成講座修了者の育
成事業

①今後チームオレンジとしての活動に興味
のありそうな方へ、認知症サポーター養成
講座とチームオレンジ研修をセットとして案
内し参加者を募る。
②市統一のカリキュラムに沿って講座を実
施する。

①認知症サポーター
養成講座　前期
②チームオレンジ研
修後期

参加者に応じて検討
認知症地域支援推進
員

C

①認知症サポーター養成講座とチームオレ
ンジ研修をセットで案内し、認知症サポー
ター養成講座のみ出席の参加者には、改
めて電話にてチームオレンジ研修の開催の
案内を行った。
②後期、認知症サポーター養成講座を開催
予定しており、その参加者からチームオレン
ジ参加者を選定する。

①5/13認知症サポー
ター養成講座で案内
を行い②チームオレ
ンジ研修については1
月以降の開催予定を
確認した。

C

①前期同様認知症サポーター養成講座と
チームオレンジ研修を案内、認知症サポー
ター養成講座修了者には改めてチームオレ
ンジ研修の案内を行った。
②2月に認知症サポーター養成講座を実
施、3月にチームオレンジ研修を実施予定。
認知症サポーター養成講座を、ニチイ湘南
銀河にて　(2/8　8名、2/22　4名　計12名)、
学研ココファンレジデンス平塚やさかにて
(2/21　4名、2/27　4名計12名)開催。受講修
了者に対しチームオレンジ研修を別途、案
内した。

チームオレンジ研修
を3/15.16に開催する
ことを確認した。

⑪認知症カフェの実
施

包括主催のニューライフサロンの継続実
施。

毎月　第4木曜日 ニューライフ集会所
認知症地域支援推進
員

B

4/28参加者9名　5/26参加者7名　6/23参
加者5名　7/28参加者5名　計26名参加。
1時間30分を目安に認知症や介護保険につ
いての講話、プリントを使用しての脳トレ、コ
グニサイズ実施。

感染症対策をしなが
ら認知症カフェの継
続と居場所づくりに努
めている。また、民生
委員が積極的に活動
していると共に案内を
ニューライフ全戸へ
ポスティングする等の
活動が参加者確保に
繋がっていることを確
認した。

B

8月、コロナ感染拡大防止の為中止。
9/22参加者6名、10/27参加者7名、11/24
参加者8名
12/22参加者5名　1/26参加者8名　2月は
延期となり、3/2参加者6名予定　3/23参加
者7名予定　計47名参加予定。
介護保険や認知症について、フレイルにつ
いての講話、脳トレプリント、制作物、コグニ
サイズの実施。開催案内をニューライフ全
戸にポスティングした。

感染対策をしながら
認知症カフェを継続し
て開催している。継続
して参加者を集めら
れるよう、参加者の
ニーズに合わせて実
施していることを確認
した。

イ　認知症初期集中支援事業

ウ　認知機能検査の実施

エ　成年後見制度の利用相談等

オ　成年後見制度の利用支援等の
充実

C

①通常の認知症相談の際に配布1部配布
済み。
②12/9の認知症予防教室にて15部配布済
み。
③3/15、16に八幡福祉村での実施を予定、
その際に普及啓発を図る。

計画どおり。

（４）認知症高齢者の見守り支援

⑨認知症ケアパスの
普及

①認知症相談
②認知症予防教室での説明・配布
③チームオレンジ研修テキストとして使用
し、普及啓発を図る。

①随時
②12月
③後期

センター
訪問その他

認知症地域支援推進
員ア　権利擁護のための相談支援及

び普及啓発

イ　チームオレンジの体制整備

キ　認知症カフェの設置と支援

C

①通常の認知症相談の際に配布　4部配布
済み。
②後期　12月開催を予定。
③後期　四之宮福祉村でのチームオレンジ
研修を予定、その際に普及啓発を図る。

③については2月に
開催予定であること
を確認した。
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⑭高齢者虐待の相談
体制の充実

虐待ケース対応における質の均一化を目
指し、事例の共有と方向性の検討を定期
ミーティングにて実施する。

毎月 センター 全職員 C

虐待のみに関わらず、毎朝のミーティングに
おいてケースについての情報共有を行って
いる。月2回の定期ミーティングを実施し、事
例の共有や意見交換、方向性の検討など
随時実施している。

必ず複数名で対応
し、方向性を検討して
いることを確認した。

C

前期同様、虐待のみに関わらず、毎朝の
ミーティングや適時情報共有を行っている。
月2回のミーティングの他事例の共有や意
見交換、方向性の検討など随時実施してい
る。

計画どおり。

⑮虐待を受けた高齢
者に対するケア体制
の充実

①虐待対応には関係機関と連携し、適切な
支援や保護ができるよう行政と連携し、介
入できるようにする必要があるため、セン
ター内全職員でマニュアルの確認及び理解
を深める為に勉強会を実施する。
②民生委員や地域の方と連携をして状況や
変化があった際の早期発見・早期対応の実
施をする。

①後期1回
②適時

センター
社会福祉士
全職員

C

①11月に実施予定
②高齢者調査で気になった方の情報など適
時ご相談いただけている。各地区の民児協
の定例会にも参加し、よりよい連携につな
がるよう情報交換等も行っている。前期は、
真土・四之宮では2回ずつ参加、八幡も1回
参加しており、定期的に参加をしていく予
定。

計画どおり。 C

①1月24日　ミーティングにて虐待対応マ
ニュアルをもとに説明し、共有を行った。
②10月28日「くらたフェスタ」と銘打ち、3地
区合同民児協交流会の開催し、29名の参
加。福祉や健康づくりについての知識を
知っていただき、今後お互いの連携につな
がるような形で開催することができた。各地
区の民児協定例会にも2～3か月ごとに定
期的に参加し、情報共有や個別ケースの対
応についての相談などを行うことができてい
る。

民生委員や地域の方
からの相談を受けや
すい体制づくりをして
いることを確認した。

⑯養護者に対するケ
ア体制の充実

高齢福祉課だけでなく、養護者支援機関(障
がい福祉課、くらしサポート、保健所、児童
相談所)と連携し、臨機応変に対応できるよ
うに支援を図っていく。

毎月 センター
社会福祉士
全職員

C

昨年度に分離したケースの養護者について
は、養護者のCMや高齢福祉課からの情報
を得て経過を確認している。また、その地域
の民生委員には何か気づいたことがあれば
教えていただけるように情報共有を行って
いる。

計画どおり。 C

虐待認定のあったケースについて、養護者
支援の観点からお話を聞き、養護者の身体
介護について負担感や介護能力の限界な
どを評価し、経済面の確認をした上で、施設
入居へとつなげていけるよう高齢福祉課と
居宅ケアマネと相談し対応を行った。結果と
して、保証人やお金の管理、入居の為の日
用品の準備などのご協力いただくことで、親
子関係を継続しつつも、適度な距離が取れ
るようになった。

関係機関と連携を図
りながら、養護者支
援を行っていることを
確認した。

基本目標３－２　権利擁護事業の充実

⑫終末期に向けた住
民への普及啓発

終活セミナーを開催し、もしばなゲームの実
施やACPについての説明をした上で、エン
ディングノートの活用方法についての説明を
実施することで普及啓発を行う。

前期

前期の活動に加えて、
10月28日「くらたフェスタ」と銘打ち、真土・
八幡・四之宮の3地区合同民児協交流会を
開催をした。その中で「もしバナゲーム」ブー
スを設け、延べ26名参加。もしバナゲーム
の体験者からの要望もあり、後日の11月8
日に真土地区民児協定例会にて、ACPにつ
いてと平塚市版エンディングノートの書き方
講習を実施した。
平塚市版エンディングノート19冊配布済み。

計画どおり。

（１）日常生活を支える権利擁護事業の
推進

エ　終末期に向けた権利擁護推進
事業

（２）高齢者虐待防止のための取組

⑬高齢者虐待防止の
普及啓発に関する取
り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

①ニューライフサロン　参加者　10名
②いきいき体操教室　参加者　10名
③民児協定例会　　民生児童委員

①前期　1回
②前期　1回
③後期　1回

①ニューライフ集会
所
②八幡公民館
③大野公民館

社会福祉士

未定
社会福祉士を中心に
全職員

C

7月22日八幡公民館の高齢者学級にて
「エンディングノートを活用した終活講座」と
し実施。10名参加。
社会福祉士、保健師、認知症地域支援推
進員3名で対応。
もしバナゲーム体験、ACPについての講
義、平塚市版エンディングノートの書き方講
習を行った。

毎年公民館での終活
講座を実施しており、
継続的な普及啓発に
取り組んでいることを
確認した。

C

ア　高齢者虐待の知識等の普及啓
発

ウ　高齢者虐待の相談体制の充実

オ　虐待を受けた高齢者に対する
支援

カ　養護者への支援

C

①4月28日　9名参加。包括の業務説明の
際に虐待対応も当方で行っている旨を説明
し、事例を通じて見守りの重要性について
説明する。
②6月15日　4名参加。上記と内容同じ。
③5月10日　真土地区民児協定例会にて、
民生委員12名。
高齢者虐待、消費者被害、成年後見制度
の利用についてと権利擁護に関するお話を
パンフレット等資料を活用し説明し、高齢者
調査の際に役立ててほしい旨をお伝えし
た。

虐待に対する意識の
高い民生委員を中心
に普及啓発から相談
につながっている様
子を確認した。

C 前期実施済み 計画どおり。

33 / 120 ページ 倉田会



４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

・包括倉田会エリア内における居宅介護支援事業所数が少ないことから、他エリアの居宅と連携が不可欠であり、
ケアマネ依頼が難しい状況となっていることから、ケアマネ支援等を通じて居宅介護支援事業所及び各ケアマネ
ジャ―との信頼関係を構築しておくことで、支援を必要としている高齢者へ不利益が掛からないように努めていく必
要がある。

(1)支援困難ケースに対するケアマネ支援。
(2)地域ケア個別会議の開催にて問題解決やケアマネとの信頼関
係を構築していく。
(3)ケアマネジャー対象研修会の実施。

(1)ケアマネへの個別支援は随時行えており、必要に応じてケース毎に包
括も介入し、連携を図ることができた。
(2)前期については、個別会議の開催には至っていない。
(3)R4.7.15(金)大野公民館にて実施済み。

前期同様、ケアマネ支援については個別支援が中心であり、電話での対
応のみならず必要があれば同行訪問に至るケースも5件あった。それによ
り、課題解決に向けての支援を行うことができた。
個別ケア会議については、前期同様、開催なし。
主任ケアマネジャー連絡会として、居宅システム会議と連携してR4.10.18
実施済み。(主マネ更新対象研修会)

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・令和3年度については、主マネ更新対象者研修会を3回実施することができ、また居宅システム会議へも参加することで事業計画に対する評価としても概ね達成できた状況である。ま
た、地域のケアマネジャーからの相談(ケアマネ支援)についても適切なサポートにより、相手からの信頼感へも繋がったことが実績として挙げられる。信頼関係の構築により、要介護
者や区分変更申請対象者、暫定利用者の依頼へも早期対応していただけることができ、強みとして今後に生きる形となった。

B

①ケアマネ支援についての報告。
・住所地特例対象者における申請方法や届
出提出、情報提供書類等の取得について
支援。
・他市町村の居宅から倉田会エリア内にお
ける短時間、入浴メインの対象者における
デイサービスの紹介について支援。
・委託ケース(アルコール依存症)における同
行支援。
・単身者(身寄りなし)における金銭管理
(ATM同行)における支援。
・委託ケース(夫：要介護、妻：要支援)にお
ける一体的支援についての相談。
小規模体機能等を提案する。
・委託先居宅事業所(新規入職者：ケアマネ)
から戸別ゴミ収集についての申請方法につ
いての相談(支援)。
②ケアマネ支援研修会開催(居宅介護支援
事業所向けに事例検討会を実施)
＊R4.7.15(金)、19名参加、主任介護支援専
門員にて講師を行った。
③主マネ連絡会にて準備中。後期予定。

ケアマネ支援研修会
として、外部に向けて
倉田会の職員が研修
講師となり支援を行っ
たことから、計画を上
回る取り組みとしてB
評価とした。

B

①ケアマネ支援についての報告。
・サービス事業所選定における適正化に対
するケアマネ支援
・要介護ご利用者家族より、ケアマネ交代に
おける相談を受ける。居宅介護支援重要事
項説明書における苦情・相談窓口を確認、
必要なサポートを行う。
＊ケアマネ交代対象事業所との橋渡し。
②ケアマネ支援研修会開催
＊R4.7.15(金)19名参加にて実施済み。
③主任ケアマネ連絡会として、居宅システ
ム会議と連携してR4.10.18実施済み。

前期のケアマネ支援
研修会において、職
員を講師として実施
し、計画を上回る取
組みを確認した。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１ネットワークの充実

①ケアマネジャーへ
の支援

①ケアマネジャーへの個別相談支援(支援
方法や介護保険内外について)
②主任ケアマネ連絡会としてケアマネ支援
研修会及び事例検討会の開催支援。
③主マネ更新対象研修会の開催

①随時
②連絡会で決定
③年1回以上(予定)

①相談者宅他
②連絡会内での決定
③エリア内公民館他

主任ケアマネジャー

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

イ　ケアマネジャーとの連携強化支
援

①総合相談支援、ケアマネ支援について
は、上記項目及び活動報告内にて随時記
載。
＊地域ケア個別会議については、後期にお
いて個別ケア会議を実施するケースはな
かったが、総合相談支援及びケアマネ支援
にて解決するケースが大半を占め、地域課
題発見については小地域ケア会議内にて
確認が取れた。
②小地域ケア会議(協議体含む)についての
報告。
・八幡地区：R4.12.7(水)6名参加にて実施。
・四之宮地区；R4.12.14(水)8名参加にて実
施。
＊高齢者のためのガイドブックについての
説明。
＊協議体では、サービスBについての活動
状況についての報告と地域課題発見機能
について会議を行う。

個別ケア会議の開催
はしていないが、小
地域ケア会議は各地
区（真土地区は自治
会会合に参加）で開
催していることを確認
した。

イ　地域ケア会議の開催

①包括倉田会、相談
宅地
②エリア内公民館他

主任ケアマネジャー C

①総合相談支援、ケアマネ支援について
は、逐次行っており活動報告書内へも記載
済み。
②前年同様、後期に3地区での小地域ケア
会議を予定している。
前年課題として挙がった事柄への回答また
は進捗状況が報告できればと考える。

主治医の意見書など
を入手できずに個別
ケア会議の条件を満
たせず、個別ケア会
議を開催できていな
いことを確認した。担
当者会議は開催して
いることを確認した。

C

（２）地域資源との連携強化

②地域ケア会議（個
別ケア会議、小地域
ケア会議）を開催する

①地域ケア個別会議、総合相談支援、ケア
マネ支援について随時対応する。
②小地域ケア会議：3地区(真土・四之宮・八
幡)において、改めて地域課題発見と前年
度の課題を地域で解決できるかを議論して
いく。

①随時
②年1回以上
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平塚市地域包括支援センターごてん　　令和４年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

基本目標１－１健康長寿へのチャレンジ

・社会参加の場の減少や、高齢者調査の中止などで、認知症症状の悪化や生活機能低下に陥っている高齢者の
把握が難しい。
・後期高齢者健診により、「口腔機能で、固いものが食べにくい」「体重減少2㎏以上」「高血圧」「糖尿病」「もの忘れ
や日付がわからない」が国や市全体と比べて高値となっている。

・フレイル状態の早期発見・早期対応に向けて、民生委員・長寿会
関係者などと連携し、実態の把握とチラシの配布を行い、自分を知
るきかっけづくりを行う。

・コロナ感染動向をみながら地域サロン開催など増えてきている。筋力・体
力低下による健康維持への相談が多く、転倒のリスクが高まっていること
などが把握出来ている。介護予防への取り組み意識が高いことが把握で
きた。地域からの健康教育への依頼も増えてきている。教室やサロンに参
加出来ない方への介護予防、フレイル予防について今後更に各連携機関
とも共同し取り組んでいく必要がある。

・コロナ感染対策にて、地域サロンの開催が定期的に行えない所もあり、
外出の機会を減らしている傾向も見られ、社会参加やADLの低下に関す
る相談がご家族や民生委員や知人から多くあった。
・転倒予防や栄養改善についての意識付けへの依頼が多くあり、市の専
門職、介護関係事業所、第一興商などと協働し地域の方が積極的に参加
したい内容で介護予防教室を開催した。
・感染対策に慎重になっている高齢者が社会参加できた時の介護予防に
繋がる内容の充実、参加できなかった地域の方への介護予防の資料の
配布など今後の対応を検討していきたい。地域の方の興味・感心のある
事案について確認しながら取り組んでいきたい。
・総合相談などからの課題で市の専門職などの協力をいただき課題解決
に向けて支援を行ったが、その後のモニタリングが出来ていないため改善
の有無など評価できていないこともあるため、次年度は介護予防に向けて
の継続的な関わりが必要である。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・コロナ感染の影響から、地域サロン、老人会、民児協などでの講話など対面開催は依頼も少なかった。講話準備・企画をしていても中止となった場合には、準備していた資料を代表
者と相談し配布に切り替えたり、延期予定とするなどの対応とした。
・講話開催が困難な時期の代替えとして、「ごてんだより」を月1回作成し、介護予防・認知症対策を掲載しサロン支援や訪問時に配布、ホームページへ掲載など行い普及啓発に繋げ
た。
・コロナ感染リスクを考慮し、外での包括主催体操「目指せ！100歳体操」の活動回数や開催場所を増やし、6～10名/回ほどの参加者数で介護予防に繋げている。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

C

・4/5　「こども食堂」代表者と高齢者の地域
活動参加、地域資源の活用の場として活か
していくための意見交換を行った。
・相談者の生活自立度にあわせ、配食サー
ビス支援、生活支援サービス支援（ふとん
乾燥・丸洗い、軽作業代行、戸別収集、ミ
ルック）、地域サロンへのお誘いを行った。

計画どおり。 C

・前期には、高齢者が社会参加できる資源
について、新たな活動母体代表者と意見交
換できた。
・総合相談時には基本チェックリストにてア
セスメントを行い、生活支援サービスや地域
サロンへのお誘い、包括主催体操教室への
お誘い、通所型サービスCの案内、地域資
源（あすなろサポート）の活用を行った。

計画どおり。

高齢者福祉計画

①総合事業における
多様なサービスの利
用促進

基本チェックリストなどから対象者のアセス
メントを行い、訪問型サービス・通所型サー
ビス・その他の生活支援サービスなど自立
に向けたケアマネジメントを行う。

通年 各戸 全職員

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

C

・総合相談やサロン参加の時に、生活状況
の確認などと一緒に声掛けを行っている。
・参加日程の都合など合わない方は、事業
対象者として生活動作の改善予防に繋げて
いる。
・総合相談から3名の方に通所型サービスC
を案内し検討中。

後期1名利用予定で
あることを確認した。

C

・総合相談やサロン参加時に、生活状況の
確認を行い通所Cの案内を行った。
・ご本人希望にて介護保険サービス利用と
なる。ご家族の支援調整で生活動作維持が
出来た。地域通いの場サロン利用などで通
所Cの利用に至ったケースはなかった。

計画どおり。

【介護予防・生活支援サービス事業
通所型サービス】

②通所型サービスC
の利用者の利用後の
フォローについて

・総合相談やサロン関係者・民生委員などと
情報共有を行い、生活機能改善に繋げる。
・教室終了後、または利用に繋がらなかっ
た場合には、社会参加の場紹介や生活機
能状況のモニタリングを行う。

通年
各戸
サロン

看護師
キ　通所型サービスC　健康
チャレンジ複合型教室事業

C

①・市の専門職（栄養士、歯科衛生士）によ
る専門的な情報提供を活用し、生活管理の
見直しで介護予防を図った。
・毎朝、包括内ミーティングにて、総合相談
ケースの進捗状況、支援の方向性を共有
し、必要なサービスについて情報提供を
行った。
②・定期的なモニタリング、委託ケース（暫
定含め85件）サービス担当者会議（29件）に
参加し、ケアプランの内容や支援の方向性
など確認を行った。参加出来ないときは、書
面や電話などで情報共有を行った。

委託ケースにおいて
も、サービス担当者
会議への出席や電話
連絡等を行い、委託
先と連携していること
を確認した。

C

①・市の専門職による専門的な情報提供
や、地域資源や高齢者福祉サービスの提
案を行った。
・包括内ミーティングにて、総合相談ケース
の支援の方向性や必要な介護保険サービ
ス、インフォーマルサービスの利用など適正
な支援に向けて情報共有を行った。
②・委託者ファイルの書類の確認を行い、
不足書類など、委託マニュアルの再度確認
を行い適切なケアマネジメントの実施に繋
げた。
・定期的なモニタリング、委託ケース（暫定
含め112件）についてはサービス担当者会
議（47件）に参加し、ケアプランの内容や支
援の方向性の確認を行った。参加出来ない
ときは、書面や電話などで情報共有を行っ
た。

計画どおり。

【介護予防ケアマネジメント】

③適正な介護予防ケ
アマネジメントの実施

①介護サービスだけではなく、インフォーマ
ルサービスなど、利用者のニーズに合わせ
たサービスの情報提供を行う。
②定期的なモニタリングにて支援の適正、
効果を評価する。

通年
各戸
包括内

全職員

コ　介護予防ケアマネジメント
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C

①民児協定例会、長寿会連合会定例会、
サロン参加などで閉じこもり高齢者の情報
共有を行った。
②民生委員からの相談27件あり。そのうち2
件について、ひらつかあんしんカードやごて
んだよりの配布を行った。

計画どおり。 C

①民生委員、サロン関係者、長寿会関係者
との連携にて情報共有を行い、ご家族支援
や関係機関との見守り継続を行った。
②民生委員からの相談58件（2/24時点）あ
り。見守り訪問時などに、ひらつかあんしん
カードやごてんだより、フレイルチラシや認
知症予防関係のチラシなどお渡しし、相談
しやすい関係づくりに繋げた。

計画どおり。

（２）地域で取り組む健康長寿へのチャレ
ンジ

④閉じこもり高齢者
の把握・支援

①民生委員、サロン関係者、長寿会会長と
情報交換を行い、閉じこもり高齢者の把握
を行う。
②①で把握した方にはひらつかあんしん
カード、ごてんだよりなどの配布を行い、相
談体制を整える。

通年 各戸 全職員

【一般介護予防事業】

ア　健康チャレンジ高齢者把
握事業

B

・コロナ感染の動向が落ち着いた時期に、
健康教育への依頼を多くいただき、感染対
策を講じながら、個人でできる健康維持・介
護予防ついて参加意欲が高まる教室につ
いて長寿会会長と検討し、運動機能訓練士
の方とも連携しながら実施した。
・5/13　中原上宿長寿会サロンにて血圧測
定、健康相談、「転倒予防体操」「ラダー」講
師：ニッショウの健康運動療法士。参加者18
人。
・6/22　中原下宿長寿会サロンにて「転倒予
防について」講師：包括看護師。「転倒予防
運動」講師：平塚市理学療法士。参加者6
人。
・7/5　ひまわりサロンにて「転倒予防につい
て」「熱中症について」講師：包括看護師。包
括作成のチラシを使用。参加者18人。
・7/11　中原上宿長寿会サロンにて「健康体
操」講師：ニッショウの健康運動療法士。参
加者15人。
・7/14　南原シニア学級にて「エンディング
ノートの書き方講座」講師：包括社会福祉
士。包括作成のパワーポイント利用。「コグ
ニサイズ」講師：包括認知症地域支援推進
員。参加者16人。
・7/27　中原下宿長寿会サロンにて「いつま
でも元気で過ごすために」講師：平塚市管理
栄養士。「ラダー」講師：包括看護師。参加
者6人。
・8/31　中原下宿長寿会サロンにて「オーラ
ルフレイル予防にについて」「ラダー」講師：
看護師。参加者6人。
・9/5　中原上宿長寿会サロンにて「健康
チェック」「健康体操」「脳トレ」講師：ニッショ
ウの健康運動療法士。参加者19人。

介護福祉関係機関と
の連携。計画以上の
実施回数を確認し
た。

B

・長寿会会長などから健康教育の依頼をい
ただき、感染対策を講じながら、個人ででき
る健康維持・介護予防について参加意欲が
高まる内容についてご依頼者と検討し、外
部運動機能訓練士の方や第一興商と協働
し実施した。

・10/26中原下宿長寿会サロンにて、歩行解
析、転倒予防講話を実施。（株）ヤマシタと
協働開催。参加者6人。
・11/7中原上宿長寿会サロンにて、血圧測
定、健康相談、健康体操を実施。（株）ニッ
ショウと協働開催。参加者17人。
・12/2包括主催「目指せ100歳！体操」に
て、歩行解析、転倒予防のポイントの説明、
福祉用具デモ体験を実施。（株）ニッショウと
協働開催。参加者12人。
・12/16包括主催「目指せ100歳！体操」に
て、テレビ体操実施。講師：第一興商。参加
者17人。
・12/22地域サロン「わくわくミュージック」に
てテレビ体操実施。講師：第一興商。参加
者6人。

関係機関との連携を
行っており、計画以上
の実施回数を確認し
た。

エ　健康チャレンジ普及啓発
事業

⑤介護予防、健康長
寿等に関する講座、
講演会の開催

・介護福祉関係機関との連携にて、介護予
防・健康長寿に向けた講座を開催する。
・新型コロナ感染の動向により開催出来な
い場合は、関係機関と協働しチラシ作成を
行い、長寿会やサロン利用者などに配布
し、普及啓発を行う。

・前期1回
・後期1回

・長寿会サロンなど 看護師
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⑦地域内でのフレイ
ル対策推進事業の充
実

①チラシやリーフレットの配布にてフレイル
についての周知を行う。
②フレイルお尋ねシートの活用にて、自分を
知り、理解し改善できるツールを知るきっか
け作りを行う。

①②通年 長寿会、サロン、各戸 看護師 C

①・4/28　フレイルサポーター交流会に参加
し、エリア内サポーターとエリア内でのフレ
イル予防の活動の意見交換にて、担当エリ
ア内でフレイル予防の周知活動を強化して
いく為、チラシやリーフレットの配布を行い
共有を行った。
・7/5　ひまわりサロンにて、「自宅でできるフ
レイル予防」について講話とチラシの配布に
て周知を行った。参加者18人。
・長寿会会長定例会にて、フレイル測定会
や改善教室について周知を行い、9月28日
に中原下宿長寿会サロンにてフレイル測定
会を実施した。参加者10人。
②上半期では未実施。下半期で地域サロン
見学や総合相談時に活用しフレイルの状態
把握に繋げる。

計画どおり。 C

①総合相談時や長寿会サロン参加時に、
「自宅でできるフレイル予防」や、市が主催
の「オーラルフレイル講座」のチラシを配布
しフレイル予防について周知を行った。
・12/21　地域サロン「うたごえサロン」にて、
フレイル測定会に参加。参加者17人。
②総合相談時にフレイルお尋ねシートを活
用し、フレイル周知とその対応についてフレ
イル対策のパンフレットをお渡ししフレイル
予防に繋げた。

計画どおり。

C

①・10/4　職員1人参加。サロンへの新規参
加の方を案内。参加者20人。
・11/1　職員1人参加。認知症・介護予防
ゲーム。参加者11人。
・12/6　職員1人参加。血管年齢測定・骨密
度測定、「骨の健康を保とう！」「血管年齢と
は」について講話実施。参加者23人。
②・10/12　職員1人参加。認知症予防教
室。エンディングノート配布。参加者4人。
・10/20　職員1人参加。認知症予防体操。
参加者12人。
・11/9　職員1人参加。認知機能評価周知。
参加者2人。
・12/7　職員1人参加。認知症予防教室。折
り紙。参加者3人。
・12/15　職員1人参加。認知症予防教室。
参加者11人。
③・11/16　職員1人参加。花壇植え替え、手
品。参加者14人。
・12/14　職員1人参加。音楽療法。参加者
29人。
④・11/9　職員1人参加。コグニサイズを実
施。参加者19人。
・12/14　職員1人参加。コグニサイズを実
施。参加者16人。
⑤11/7　職員2人参加。血圧測定、健康相
談、健康体操実施。（株）ニッショウと協働開
催。参加者17人。

計画どおり。
オ　健康チャレンジに取り組
むための通いの場(サロン）の
開催支援

⑥サロンの開催支援

通いの場サロンに視察・後方支援を行い、
活動継続に繋げていく。
①ひまわりサロン
②新川端長寿会
③あすなろサロン
④南原長生会
⑤上宿長寿会サロン

①第1、3火曜日
②月1回
③第3水曜日
④第2水曜日
⑤第4水曜日

①中原公民館
②新川端自治会館、
屋外など
③南原自治会館
④南原自治会館
⑤日枝神社

看護師を中心に全職
員

コ　フレイル対策推進事業

C

①6/7　職員1人参加。コグニサイズを実施。
参加者20人。
②4/21　職員1人参加。健康体操を実施。
参加者15人。
・6/16　職員1人参加。熱中症パンフレット、
ごてんだよりを配布。参加者17人。
③4/20　職員1人参加。コグニサイズを実
施。参加者13人。
④4/13　職員1人参加。コグニサイズを実
施。参加者20人。
・6/8　職員1人参加。コグニサイズを実施。
参加者18人。
・7/13　職員1人参加。健康体操、コグニサ
イズを実施。参加者17人。
⑤5/13　職員2人参加。血圧測定、健康相
談、転倒予防運動、ラダーを実施。ニッショ
ウ職員2人と共同実施。参加者18人。

計画どおり。
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２　相談支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・コロナ感染対策による外出自粛の長期化によるものか、相談件数の増加と相談内容の多様化がみられている。適切な判断・支援ができるよう、積極的に研修に参加し、参加後は包
括内で情報の共有を行い、職員全体のスキルアップに繋げている。
・月1回のごてんだよりの作成・配布、地域サロンへの参加を通し、包括支援センターの周知、相談体制の整備に繋げている。
・サポート医の長期休診などで、医療関係機関との連携を図り、地域の方からの相談に対応している。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期）

全職員 C

高齢者福祉計画

基本目標２－１地域ネットワークの充実

①多様化する相談内
容に対応できる体制
づくり及び包括支援
センターの知名度の
向上

①相談内容については包括内で共有し、専
門職が中心となり適切な支援に向けて対応
していく。
②各専門分野についてスキル向上に向け
積極的に研修に参加する。
③ごてんだよりの定期的な配架、包括ポス
ターの掲示依頼を行い、包括の周知を図
る。

①随時
②随時
③年4回

①包括内
②研修会場、オンラ
イン
③担当エリア内スー
パー、ドラッグストア

（８）取り組みに対する全体評価（年間）

・医療や介護の地域資源は多くあるが、地域の方へ包括や資源活用について周知できていないところもある。
・身寄りのない高齢者、精神疾患や認知症が進行し発見される相談など複合的な相談が多くある。

・複合的な相談などに対し適切に判断し支援ができるよう、積極的
に研修へ参加しスキルアップを図り、関係機関との連携・協力体制
の構築を図る。
・包括周知や連携の強化として、定期的なごてんだよりの発行や、
地域関係者や医療・介護関係機関との情報交換を行う。

・複合的な相談への対応能力や、包括役割についてしっかり把握し、一つ
一つの支援に向けて適切に対応できるよう職員のスキルアップや、関係
機関との連携・協力体制の構築の継続が必要である。
・地域関係者や医療・介護関係機関との定期的な情報交換を行い、連携
の強化に向けての活動を継続する。

・オンラインの研修にも参加し、各専門職毎のスキルアップを図り、複合的
な相談への対応能力に繋げた。
・独居、親族いない又は遠方、精神疾患や8050問題など、多機関との連
携が必要となるケースが多く、サポート医やサポート薬局との定期的な情
報交換を行い、支援の相談体制の連携の強化は引き続き行っていく。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

計画どおり。

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

ア　高齢者よろず相談センターの認
知度の向上

①総合相談など包括内ミーティングで情報
の共有を図り、専門職からの意見を取り入
れ適切な支援に向けて対応している。
②6/29　オンラインによる研修の参加、7/12
研修の見学の参加など、職員のスキル向上
を図り支援体制の強化に繋げた。
③ごてんだよりを長寿会に配布依頼を行
い、包括周知を図った。（配布数239枚）。ま
た、サポート薬局（みんなの薬局）、中原公
民館、南原公民館に配架依頼を行った。

後期において、スー
パーやドラッグストア
等にもごてんだより、
包括ポスターの掲示
依頼を行う予定であ
ることを確認した。

C

①総合相談など包括内ミーティングで情報
の共有を図り、専門職からの意見を取り入
れ適切な支援に向けて対応した。
②各専門分野についてオンラインによる研
修（（2）②参照）に参加し、内容については
資料の回覧やミーティング内で共有を行
い、職員のスキル向上に繋げた。
③ごてんだよりの配架依頼をエリア内スー
パーなど3箇所（しまむら、クリエイト、
COOP)に行い、包括周知を行った。また、法
人掲示板への掲示、包括活動を法人ホー
ムページにあげ包括周知を図った。
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(A)
・9/15 職員スキルアップに向けて「面接へ
の招待」外部講師を招いて実施予定だった
が、コロナ感染拡大時期にて中止となった。
講師予定が医療従事者だったため、下半期
に研修内容、講師を再検討予定。
(B)
・4/27　上席職員研修「危機管理を持った職
員～助言や注意のやさしさ～」参加者：管
理者。
・5/4　上席職員研修「応用力があり柔軟に
対応できる職員～変化に対応出来る重要
性～」参加者：管理者。
・5/17　包括内研修「委託マニュアルについ
て」「高齢者虐待対応について」参加者：包
括全員。
・6/29　「脱水症や熱中症対策について」参
加者：看護師。
・7/12　「脳と身体の体操リーダー研修」参
加者：認知症地域支援推進員。
・8/31 「若年性認知症について」参加者：認
知症地域支援推進員。
9/21 「支援者のための申し立て手続き講
座」参加者：社会福祉士。

計画どおり。 D

（A）
・9/15職員スキルアップに向けて「面接への
招待」外部講師を招いて実施予定だった
が、コロナ感染拡大時期にて、講師予定が
医療従事者だったため中止となった。
・11/25　「包括機能強化研修」参加者：看護
師、介護支援専門員。参加できなかった職
員は資料の読込と動画視聴を行った。
（B）
各専門分野の研修には積極的に参加し、
参加後は復命書の作成や職員間への内容
の情報の共有を行った。
・9/26「高齢者虐待防止のための基礎知
識」参加者：社会福祉士（オンラインにて）
・10/3　「認知症の理解と援助」参加者：認
知症地域支援推進員（オンラインにて）
・10/12　「認知症キャラバンメイト養成研
修」参加者：社会福祉士（オンラインにて）
・10/18　「ヤングケアラーについて」「高齢者
虐待について」参加者：介護支援専門員（オ
ンラインにて）
・10/20　「共生と予防を考える」参加者：認
知症地域支援推進員（オンラインにて）
・10/27　「オーラルフレイル講座」参加者：
看護師（中原公民館にて）
・11/18　「成年後見市長申立要請手続きと
任意後見に関する研修会」参加者：社会福
祉士（オンラインにて）
・11/19　「平塚市であなたらしく暮らすため
に～今、そしてこれから～」参加者：看護師
（平信文化芸術ホールにて）
・11/25　「福祉と司法の架け橋　高齢・障が
い等で認知機能が十分でない方を援助しま
す！～特定援助対象者法律援助～」参加
者：社会福祉士（オンラインにて）
・12/15　「包括職員現任者研修」参加者：介
護支援専門員、認知症地域支援推進員（オ
ンラインにて）
・12/20　初期集中選定会議にて、相談事例
の意見交換。参加者：認知症地域支援推進
員（市役所にて）
・12/20　「認知症の方への食の支援」参加
者：認知症地域支援推進員（オンラインに
て）
・12/26　「虐待防止ネットワーク協議会」参
加者：社会福祉士（オンラインにて）

（A）外部講師を招い
た研修の実施に向け
て準備等を行ってい
たが、コロナ感染拡
大や講師と日程が合
わず実施できなかっ
たため、D評価とし
た。次年度に再度計
画することを確認し
た。
（B）計画どおり。

（２）地域資源との連携強化

③支援における地域
包括ケアシステムの
ネットワークの構築・
活用

①地域関係者やエリア内の介護・医療関係
機関と連携を図り、相談しやすい体制を整
える。
②民生委員、長寿会、自治会などの定例会
に参加し、地域関係機関の活動を把握し
ネットワークの構築を図る。
③地域活動の場への訪問にて、地域の方
が相談しやすい顔の見える関係づくりを行
う。

①随時
②民生委員、長寿
会、自治会の定例会
に前期・後期1回ずつ
③随時

①担当エリア内
②定例会開催場所
③担当エリア内

ウ　高齢者よろず相談センター向け
研修

②センター職員研修
（A)センター機能強化
研修
（B)その他研修

(A)相談者の支援に向けて職員全員に共通
する必要な内容について外部講師を招き、
スキルアップを図る。
(B)各専門分野のスキルアップを図るため、
法人内外の研修に参加する。参加後は、職
員内で研修内容の情報共有を行う。

(A)年1回
(B)研修開催時

(A)包括内
(B)開催場所

全職員 C

サポート医やサポー
ト薬局等と困難事例
等の相談を通じて、
相談しやすい関係を
作っていることを確認
した。

全職員 C

①②③
・4/8 南原民児協定例会に参加し、包括と
の関わり方や役割について情報の共有を
行った。
・5/7　中原民児協定例会に参加し、包括と
の関わり方や役割について情報の共有、支
援困難事例についての情報共有と支援の
方向性について意見交換を行った。
・7/22　中原長寿会定例会に参加し、熱中
症予防のチラシの配布依頼など時期的な課
題対応について意見交換を行った。
・8/10 南原民児協定例会に参加し、高齢者
虐待防止についての包括作成のチラシを配
布し周知と意見交換を行った。

計画どおり。 C

①エリア内の医療関係機関と連携を図り、
困難事例の往診や介護保険申請における
意見書の依頼など、相談しやすい体制づく
りを行った。
②民児協定例会、長寿会会長連合会への
参加にて、意見交換や近況報告を行い、情
報共有と支援の方向性について連携を図っ
た。
エリア内の社協会長の交代にて、挨拶に伺
い、地域課題について情報の共有、対策に
て意見を伺った。
③（1）⑤⑥記載内容にて、地域の活動の場
に伺い、相談しやすい関係づくりに繋げた。
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⑤地域住民へのかか
りつけ医（医療機関）
や在宅医療に関する
普及啓発の実施

・サポート薬局との連携にて、在宅医療に関
わる情報をごてんだよりに掲載し、普及啓
発を行う。

5・8・11・2月発行分 長寿会、サロン 看護師 C

・サポート薬局（みんなの薬局）から「薬局に
いる薬剤師ってどんな仕事をしているの？」
の寄稿をいただき、ごてんだより(5月発
行）、「脱水予防の知恵袋」（9月発行）に掲
載し長寿会に配布、みんなの薬局、中原公
民館、南原公民館に配架依頼を行った。
・7/20　うたごえサロンにて、市が作成した
「いつまでも自宅で暮らしたい方のために」
リーフレットを配布し周知を図った。（配布数
20枚）

計画どおり。 C

・サポート薬局（みんなの薬局）から「お薬の
飲む忘れがあったらどうしよう？」の寄稿を
いただき、ごてんだより（11月発行）に掲載
し、長寿会に配布（会員数）、みんなの薬
局、中原公民館、南原公民館、しまむら
スーパー、クリエイト、COOPに配架依頼（各
10部づつ)を行った。
・地域サロン（20部)、包括主催の体操教室
(13部)にて、市が作成した「いつまでも自宅
で暮らしたい方の為に」のリーフレットの配
布を行い周知を図った。かかりつけ医を持
たない、長年受診歴のない方も多くいるた
め、配布箇所を増やし、かかりつけ医の必
要性について周知していく必要あり。

計画どおりに発行で
きていることを確認し
た。

C

①サポート薬局（みんなの薬局）に寄稿依
頼し、ごてんだよりに掲載し配架依頼を行っ
た。地域の薬剤師について周知、介護予防
に繋げた。（5・9・11・2月作成）
・サロンにて健康講話実施時に薬剤師会よ
り血管年齢測定器や骨密度測定器をお借り
し、自己チェックを行い、介護予防への意識
付けを行った。
②個別ケア会議への参加依頼は出来てい
ないが、困難ケースについては電話などで
サポート医や主治医から助言をいただき支
援に繋げた。

包括だよりを年4回発
行したことを確認し
た。地域ケア会議は
行えず、サービス担
当者会議で終わって
いる。

（１）医療・介護連携推進のための支援

ウ　医療機関とのネットワークづくり
の推進

キ　市民への普及啓発の実施

基本目標２－２医療・介護連携の推進

④医療機関（地域包
括サポート医、在宅
支援拠点薬局など）
や介護関係機関との
連携強化に向けた包
括独自の取組み

①・サポート薬局との連携により、包括ごて
んだよりにコラム掲載を依頼し、在宅医療へ
の周知や介護予防に繋げる。
・サポート医やサポート薬局へごてんだより
の配架依頼を行い、情報共有ができる関係
を築く。
②ケア会議へ参加依頼、また地域課題の
情報共有を行い、連携を図る。
＊新型コロナ感染の動向により対面が困難
な場合は、書面にて情報共有を行う。

①5・8・11・2月発行分
②年1回

①長寿会、サロン
②公民館

看護師 C

①サポート薬局（みんなの薬局）に寄稿依
頼し、ごてんだよりに掲載し介護予防に繋
げた。(5月作成、9月作成）
②ケア会議に参加は出来ていないが、対象
者に関わる課題に対し、主治医と電話で情
報を共有、ご意見をいただき支援に繋げて
いる。

計画どおり。
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３　権利擁護事業

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

②企業向け認知症サ
ポーター養成講座

地域の方が利用されるスーパーやコンビニ
エンスストア、介護施設に開催依頼を行う。
開催が難しい場合は、普及啓発のチラシの
配布を行う。

通年（訪問5カ所）
担当エリア内スー
パー・コンビニエンス
ストア・介護施設

認知症地域支援推進
員

C

担当エリア内のコンビニエンスストア、スー
パー、銀行等16企業に認知症サポーター養
成講座開催の案内と資料を郵送して、返事
待ち。

計画どおり。 C

担当エリア内のコンビニエンスストア、スー
パー、銀行など16企業に認知症サポーター
養成講座開催の案内と資料を郵送している
が、開催希望の連絡はない。ごてんだより
配架依頼を行ったスーパーやクリエイト、
COOPに訪問し、開催依頼の声掛けを行っ
た。来年度は別企業（エリア内タクシー会
社）への開催依頼について検討している。

計画どおり。

・包括主催の体操教室や地域サロン等への参加を通じ、ご利用者の身体
状況の変化や認知症の早期発見や予防への取り組みを、サロン代表者
やサロン仲間などと情報共有を行うことが出来た。
・精神疾患や障がいを持つ同居家族の課題や家族関係の悪化、親族が
遠方で支援困難など地域住民や民生委員、高齢福祉課や障がい福祉
課、生活福祉課など行政や医療機関など多機関と情報共有・連携し、課
題解決に向け支援を行った。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・コロナの感染動向を見つつ、地域サロンや長寿会に出向き、コグニサイズを行ったり認知症予防の講話を行い認知症に関する周知を行った。
・包括主催の体操教室や地域サロンへ出向き直近の詐欺被害の内容を報告、また総合相談で訪問した際にも平塚市の迷惑電話防止機能付き機器購入補助事業などの情報提供を
行い、詐欺被害の未然防止に務めることが出来た。
・高齢者虐待においては、高齢福祉課やサービス事業所、家族とも連携し、シームレスで速やかな対応をとることが出来た。また、再発防止に向け、民生委員と協議し、未然に防ぐた
めの取り組みについての話し合いを現在も行っている。
・認知症や精神症状により支援が必要な高齢者に対し、身上監護や金銭管理等について地域の司法書士や行政書士、行政機関とも連携し、適切な支援に向け個々のケースに合わ
せた対応を行うことが出来た。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－３認知症支援策の推進

①認知症サポーター
養成講座の開催

①南原小学校全校生徒対象に開催。
②市の広報掲載分

①6/6
②6/23

①南原小学校
②中原公民館

・認知症関連の相談や、症状の悪化による相談が増えている。地域サロンや長寿会サロンの中止などにより、早期
発見が遅れることが懸念されるため、認知症予防の取り組みの周知をしていく必要あり。
・家族関係が悪化し疎遠になり支援が受けられない、精神障害や認知症等により金銭管理が出来ず支援を求める
ことも出来ない、同居する家族もひきこもりなど問題が複雑化している。

・公園体操やサロン、地域の集まりへの参加を通じて地域課題へ
のモニタリングや顔の見える関係性を構築、民生委員や地域住民
との関わりを大切に、早期発見や課題解決に向け協働していく。

・包括主催の体操やサロン等への参加を通じ、認知症の早期発見や予防
のための取り組みを行うことが出来た。
・最近では障がいを持つ子や配偶者を養護する家族が認知症であった
り、家族関係が希薄なため虐待や生活困窮に発展するケースも多く、認
知症や障がい、家族関係の悪化など問題が多様化・複雑化している。地
域住民や民生委員、障がい福祉課や高齢福祉課、生活福祉課等行政や
医療等幅広い関係機関とも情報共有・連携することで課題解決に向け、
支援を行っている。

イ　認知症サポーター及びチーム
オレンジメンバーの養成

計画どおり。

（１）認知症理解のための普及・啓発

（２）認知症予防施策の充実

③身近な場での認知
症予防教室の開催

認知症予防を目的として、コグニサイズを中
心に講話などを実施する。
①市の広報掲載分
②コグニサイズを含めた包括主催体操教室
を行う。

①R5年1月
②月3回

①中原公民館
②・第1・3金曜日立堀
親水公園
・第4金曜日諏訪神社

認知症地域支援推進
員中心に全職員

B

認知症地域支援推進
員中心に全職員

C

①6./6　南原小学校全校生徒203人に認知
症サポーター養成講座実施。
②6/23　認知症サポーター養成講座  参加
者6名

計画どおり。 C

①前期　南原小学校全校生徒203人対象に
開催。
②6/23　市民対象受講希望者6人対象に開
催。
・11/30　中原下宿長寿会にて開催。参加者
9人。

①R5.1月に開催予定。
②包括主催の体操教室や、地域から依頼
があったときにコグニサイズを取り入れ実施
した。
１）南原長生会の依頼にて実施。4/13参加
者20人、6/8参加者18人、7/13参加者17
人。
２）「目指せ100歳！体操」毎月第1.3金曜日
立堀親水公園　第4金曜日諏訪神社にて実
施。熱中症対策にて中原公民館や南原公
民館の利用や、活動時間の変更を行い実
施した。参加者5～16人/回。

認知症予防に特化し
た教室の立ち上げと
継続に努めており、
活動の場づくりと実施
方法の工夫ができて
いることを確認した。
また、地域からの依
頼での実施を３回確
認した。

B

①R5.1/25に開催予定。(株)ニッショウにコ
グニサイズを依頼。
②包括主催の体操教室や、地域からの依
頼があったときにコグニサイズを取り入れ実
施した。
1）南原長生会の依頼にて実施。
・11/9　参加者19人。
・12/14　参加者16人。
2)「目指せ100歳！体操」毎月第1・3金曜日
立堀親水公園、第4金曜日諏訪神社にて実
施。夏季の熱中症対策などから公民館での
利用時の参加者数やご利用者のご意向、
公民館の空き状況を確認しながら実施し
た。参加者9～15人/回。

1）2）認知症予防に特
化した教室が定例的
に開催できており、他
にも地域からの依頼
で年5回実施したこと
を確認した。
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⑤認知症初期集中支
援事業の対象者を把
握し支援につなげる

民生委員や地域の方からの相談などから
把握し、対象となるか情報を共有し支援に
繋げる。

随時 包括内、各戸
認知症地域支援推進
員

C

・包括内や関係機関との連携にて病院や介
護保険に繋がっている為、初期集中への対
象となり得るケースは0件。
・以前選定された方で、現在も包括で関わり
がある方に関しては支援について助言を頂
いたりしている。

計画どおり。 C

・民生委員や地域の方からの相談などか
ら、関係機関（訪問診療）との連携にて病院
や介護保険に繋がっている為、初期集中へ
の対象となり得るケースは0件。
・昨年選定され、医療受診に繋がらず支援
チームの対応終了となった方は、訪問診療
に繋がり居宅と連携し対応継続している。

計画どおり。

⑥認知機能低下を把
握するための認知機
能評価機器の活用

①もの忘れ相談プログラムのチラシを配布
し、周知行う。
②相談時、サロン視察時、長寿会サロンに
て普及啓発を行い、実施に繋げる。

目標件数50件/年
①前期後期各1回
②随時

①長寿会サロン、地
域サロン開催場所
②サロン開催場所

認知症地域支援推進
員中心に全職員

B

実施件数：40件（4～9月)
①地域サロンや長寿会等でチラシ配布し周
知を行った。
②総合相談や地域サロンにて普及啓発し、
実施に繋げた。

認知機能評価を前期
で半数の25件以上実
施したことを確認し
た。

C

実施件数：51件(R4.4月～R5.2月)
①地域サロンや長寿会サロン等で包括独
自に作成したチラシ配布し周知を行った。
②総合相談や地域サロン、長寿会サロン、
包括主催の体操教室や健康教育などで包
括独自に作成したチラシを配布し普及啓発
し、実施に繋げた。

計画どおり。

（３）認知症に対する早期対応体制の整
備

④認知症地域支援推
進員による専門的な
相談支援（若年性認
知症を含む）

総合相談対応の際、認知症関連の内容に
関して認知症地域支援推進員を中心に専
門的な支援を展開する。

随時 包括内、各戸

C

①後見制度についての研修に積極的に参
加、社会福祉士が中心となり、支援者のた
めの申し立て等包括内で周知・情報共有を
行った。包括内ミーティングで個別ケースご
との対応や成年後見制度の必要性、活用
について医療機関や高齢福祉課、後見セン
ターからの助言等について情報共有を行
い、包括内のスキルアップを図ることが出来
た。
②後期日程では、市長申し立て依頼に向
け、高齢福祉課・コスモス成年後見サポート
センター、ケアマネと連携、また成年後見制
度のみの支援にとどまらず、同居者の為の
支援についても、その家族や施設紹介事業
者とも連携、地域ケア会議の開催等を通じ
て、重層的な支援体制を整えることが出来
た。民生委員やケアマネジャーからの相談
では、制度の説明や将来を見据えた成年後
見制度の必要性について年間を通じ7名の
利用者に対しての助言・提案を行い、弁護
士無料相談や親族後見予習セミナーなどの
案内、よりそい等社会資源の情報提供や後
見候補者への引継ぎ等行った。

計画どおり。

計画どおり。
ア　若年性認知症を含めた相談支
援

イ　認知症初期集中支援事業

ウ　認知機能検査の実施

エ　成年後見制度の利用相談等 ⑦成年後見制度の利
用相談体制の充実

①個別ケースにあった対応が出来るよう
に、包括内ミーティングでの周知や情報共
有を行い、職員全体のスキルアップを図る。
②成年後見利用支援センターや行政、また
地域の事業所等とも連携し、適切な成年後
見の利用や相談対応が可能な体制を整え
る。

①随時
②随時

①包括内
②包括内

社会福祉士を中心に
全職員

認知症地域支援推進
員

C

家族・地域・行政からの認知症の相談に対
し認知症地域支援推進員が中心となり、包
括内で情報共有し、必要な支援に繋げてい
る。

計画どおり。 C

・昨年、初期集中にあげたが医療に繋がら
ず、支援チームの対応終了となったケース
が訪問診療に繋がり介護保険申請、サービ
ス導入ができた。サービスが継続出来るよ
う居宅と連携している。
・10/18　認知症初期集中選定会議に参加
し、相談ケースからの対応について学び、
支援に繋げている。
・11/2　脳いきいき教室見学し、コグニサイ
ズの取り組みについて学びを深め、包括の
活動に取り入れた。

C

①社会福祉士が中心となり、ミーティングで
個別ケースごとの対応や成年後見制度の
必要性、活用について後見支援センターか
らの情報などの共有を行い、包括全体のス
キルアップを図っている。
②前期日程では、市長申立要請や行政書
士を候補人とした親族申立に向け、高齢福
祉課やよりそい等各関係機関と連携し支援
を行った。民生委員からの相談では、弁護
士無料相談や親族後見予習セミナー、より
そいへの相談等情報提供を行った。

①について、具体的
な内容を確認した。
②計画どおり。

42 / 120 ページ ごてん



⑧成年後見制度の普
及啓発の取り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

民生委員や長寿会、サロン等の集いの場
へ参加し、制度についての説明、理解を深
める。また、広報誌「ごてんだより」等を利用
し制度の周知を行う。

開催回数や配布回数
は随時

各会場 社会福祉士 C

・7/14　南原公民館主催『終活・エンディン
グノート』の講座の中で成年後見制度につ
いて触れ、参加者16名に対して普及啓発に
向け情報発信を行った。
・9/21　あすなろサロン共催で『消費者被
害』のセミナーを開催（講師：消費者セン
ターに依頼)、成年後見制度について掲載し
た広報誌「ごてんだより」を作成・利用し、制
度の周知を行った。参加者25人。

ごてんだよりを8月に
発行したことを確認し
た。

C

年間を通し、南原公民館主催シニア学級
「終活・エンディングノート」講座の中で成年
後見制度について情報発信を行い、普及啓
発に務め、地域・通いの場サロンでは成年
後見制度について掲載した「ごてんだより」
を配布、制度の理解・周知を行った。また、
個別ケースでは、ケアマネや民生委員、地
域住民、当事者からの相談を受け7名に対
して関係機関との連携や助言等支援を行う
ことが出来た。また、上記個別ケースの対
応を通じて、後見制度の相談支援機関など
の情報提供や制度の理解・周知を居宅支
援事業所内や民生委員に対して行うことに
より、利用支援の充実を図ることが出来た。

計画どおり。

⑩認知症サポーター
養成講座修了者の育
成事業

認知症サポーター養成講座にてより深く学
びたいという市民に対して講座の案内をし、
市統一のカリキュラムに沿って講座を実施
する。

1回/年
中原公民館または南
原公民館

認知症地域支援推進
員

C 12月頃の開催予定。 計画どおり。 C
1/18、1/27に実施予定。
補講者1名に関して2/14に補講実施。
修了者4名。

計画どおり。

⑪認知症カフェの実
施

認知症の方ご本人やご家族を含めた誰も
が気軽に参加できる意見交換や交流、気分
転換ができる場を提供し、認知症の方ご本
人が社会参加できるようにする。

1回/年
中原公民館または南
原公民館

認知症地域支援推進
員中心に全職員

C

9/30　南原公民館にて実施。オレンジメン
バーにお手伝いの依頼について手紙を送
付し、5人に協力いただいた。カフェご利用
者13人。
ニッショウと協働し、福祉用具のデモ、展示
を行った。

計画どおり。 C
・1月にチームオレンジ研修を実施後、3月に
認知症カフェ開催に向けて話し合いの予定
としている。

年1回の実施で計画
どおりだが、定例化さ
れていない。次年度
には回数を増やす計
画であることを確認し
た。

オ　成年後見制度の利用支援等の
充実

（４）認知症高齢者の見守り支援

⑨認知症ケアパスの
普及

①認知症の相談時に活用
②認知症予防教室のテキストとして使用

①適宜
②1月

①包括内、各戸
②中原公民館または
南原公民館

計画どおり。
ア　権利擁護のための相談支援及
び普及啓発

イ　チームオレンジの体制整備

キ　認知症カフェの設置と支援

基本目標３－２権利擁護事業の充実

⑫終末期に向けた住
民への普及啓発

総合相談や民生委員定例会・長寿会サロン
などに参加し終末期に向けた意識付けの話
を行い、必要であれば市が作成した「エン
ディングノート」を個別配布する。

各定例会、サロン開
催時

定例会・サロン開催
場所

全職員

認知症地域支援推進
員中心に全職員

C

①認知症の相談時や認知機能検査後の説
明、ご家族やケアマネジャーからの依頼時
に配布し認知症の理解や受診機関の紹介
に活用した。配布部数：11部
②R5.1月に実施、ケアパスを使用予定。

計画どおり。 C

①認知症の相談時や認知機能検査後の説
明、ご家族やケアマネジャーからの依頼時
に配布し認知症の理解や受診病院の紹介
に活用した。配布部数：12部
②R5.1/25に実施に向け周知中。ケアパス
を使用予定。10名参加し10冊配布。

（１）日常生活を支える権利擁護事業の
推進

エ　終末期に向けた権利擁護推進
事業

C

7/14に南原公民館主催のシニア学級で『終
活・エンディングノート』についての講座を開
催、参加者16名に対してエンディングノート
の書き方や終活についての捉え方など助言
を行った。実際に記入してもらうことで、取り
組みやすい環境を作ることによる普及啓発
を行った。その他個別対応として、8/11時点
で16名の希望者に対しエンディングノートを
配布、終活の取り組みへの支援を行ってい
る。

計画どおり。 C

・9/30　包括主催よりそいカフェ参加者20人
に、エンディングノートについて説明・配布を
行った。
・10/12　新川端長寿会サロンにて参加者4
名にエンディングノート配布。
・11/7　地域の方より希望ありエンディング
ノート配布。2部。
・エリア内の南原公民館事業のシニア学級
で「終活・エンディングノート」についての講
座を開催し、書き方や終活についての捉え
方について講話を行った。参加者16名。
・終活に向けての意識付けについて、今後
も総合相談などで周知していく。

計画どおり。
今年度は中原公民館
のシニア学級で口座
を開催したことを確認
した。
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⑭高齢者虐待の相談
体制の充実

高齢者虐待対応マニュアルに基づき対応す
る。全職員が対応出来るようにミーティング
等で周知・情報共有を行い、適切な支援が
出来るよう高齢福祉課とも連携・相談体制
を構築する。

随時 包括内
社会福祉士を中心に
全職員

C

統一した支援が行えるように、ミーティング
等で情報共有を行っている。高齢福祉課へ
の報告・相談体制の構築や実践、また民生
委員との意見交換会等を通じて情報共有を
行い、早期発見や未然防止、適切な支援が
行える体制をとっている。

計画どおり。 C

後期では高齢者・障がい者虐待ネットワー
ク研修への参加等を通じ、包括職員への周
知・機能強化を行った。年間を通じた活動・
支援内容としては、常に包括内のミーティン
グ等を通じて情報共有を行い、平塚市虐待
マニュアルに沿った対応を基本とし、高齢福
祉課とも連携・情報共有を行うことで、個別
ケースに合わせた、より適切な支援・対応
が可能となる体制をとっている。また、虐待
疑いのある高齢者と養護者への聞き取り
や、高齢福祉課だけでなく、ケアマネや民生
委員、サービス提供事業所等関係機関とも
連携し、必要な相談・見守り支援体制の充
実を図った。

計画どおり。

⑮虐待を受けた高齢
者に対するケア体制
の充実

高齢者虐待対応マニュアル、一時保護ガイ
ドに基づき関係機関とも連携、身体の安全
が確保でき、安心した生活が過ごせるよう
に継続して支援を行う。また必要に応じて民
生委員等とも連携し再発防止に取り組む。

随時 各戸、施設、病院等
社会福祉士を中心に
全職員

C

虐待を受けた方が障害福祉サービス利用
者、養護者が認知症高齢者といったケース
では高齢福祉課・障がい福祉課や医療機
関と連携し支援を行った。虐待対応としては
終結しているが、現在でも虐待を受けた配
偶者のモニタリングや家族支援を含め、
サービス事業所とも連携・情報共有を行い、
支援を継続している。

計画どおり。 C

平塚市高齢者虐待対応マニュアル、一時保
護ガイドに沿っての対応を基本とし、虐待の
疑いのあるケースについては、常に高齢福
祉課とも情報共有・連携を行い、支援を行っ
ている。今年度虐待認定を受けたケースは
無かったが、不適切な介護が疑われる相談
ケースが5件あり、定期的な訪問による高齢
者の身体状況の確認や養護者に対しての
サービス利用の助言などレスパイトの提案
や家族介護教室の情報提供を行い、適切
な介護が行えるような環境づくりに務め、ま
た高齢福祉課との情報共有や支援の方向
性の検討、ケアマネやサービス事業所、地
域住民への見守り依頼等連携を行うことに
より、虐待の未然防止に向けた取り組みを
行った。

計画どおり。

⑯養護者に対するケ
ア体制の充実

包括内でも情報を共有し、虐待に繋がった
原因や今後の養護者の支援について検討
する。必要に応じて、家族や関係機関、地
域住民等とも連携し養護者の支援や見守り
体制について検討する。

随時
各戸、施設、病院、地
域等

社会福祉士を中心に
全職員

C

虐待対応としては終結したケースではある
が、養護者の支援を継続して行っている。
介護サービス利用や長寿会、町内会への
加入・参加を通じた社会参加や家族関係の
修復も含め、各関係機関と連携し、養護者
の生きがいづくりや生活の充実に向け支援
を継続している。

計画どおり。 C

虐待が疑われるケースについては、常に包
括内で情報共有を行っている。虐待を受け
ている高齢者だけではなく、養護者の支援
に対しても適切な支援・対応が取れるように
常に話し合いを行い、介護サービス利用の
提案など介護負担軽減への取り組みを行っ
た。終結したケースについても地域との関
わりや家族関係の修復等について支援を
継続、今年度相談ケースでは、精神疾患を
抱える養護者に対して、養護者の課題解決
に向け、ほっとステーションと連携・情報共
有を行い、継続的なモニタリングの実施や
ケアマネ、高齢福祉課との密接な情報共有
を行っている。

計画どおり。

①年間を通じて、地域住民や民生委員、
サービス事業所への周知・未然防止に向け
ての活動を行うことが出来た。後期日程で
は、9/30開催の包括主催・よりそいカフェに
て参加者20名を対象に、包括作成の虐待
防止普及啓発チラシを配布、未然防止に向
けた取り組みを行っている。また、地域の通
所介護サービス事業所職員を対象とした、
虐待の早期発見や未然防止等知識の普及
啓発に対する研修の実施を3月に予定して
いる。
②前期では、広報誌という形式では無く、虐
待防止に向けた資料を包括で作成・配布
し、周知活動に務めた。後期では広報誌「ご
てんだより」2月号として、虐待の未然防止
に向けた内容について掲載、長寿会等を中
心に回覧の形で配布し、地域住民への啓蒙
活動を予定している。

①普及啓発の研修を
2月28日に実施。三
月にも行う予定で、例
年よりも多く実施した
ことを確認した。
②計画どおり。

ア　高齢者虐待の知識等の普及啓
発

ウ　高齢者虐待の相談体制の充実

オ　虐待を受けた高齢者に対する
支援

カ　養護者への支援

①各会場
②随時

社会福祉士 C

①5/6 『目指せ！100歳体操』参加者10名に
高齢者虐待の包括作成のチラシを配布し周
知を行った。
5/13 南原長生会20名に高齢者虐待の包括
作成のチラシを配布し周知を行った。
5/17 包括まつがおかと合同勉強会を伸生
会で開催、ケアマネジャー8名が参加、高齢
者虐待について包括作成の資料を使用し
知識の普及啓発。
8/10 南原民生委員8名と南原公民館で意
見交換会を開催、情報共有を行った。
②8/10 南原民生委員との意見交換会で包
括が作成した高齢者虐待防止についての
パンフレットを配布し啓発を行った。

周知のため、ごてん
で独自にチラシを作
成し、配布、周知して
いることを確認した。

B

（２）高齢者虐待防止のための取組

⑬高齢者虐待防止の
普及啓発に関する取
り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

①民生委員や長寿会、サロン等集いの場
へ参加、周知することにより虐待に対する
知識を深め、未然防止や早期発見に努め
る。
②広報誌「ごてんだより」で周知、虐待防止
に向け啓発活動を行う。

①各会場で随時
②随時
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

・民児協定例会に参加し、包括の役割や連携の取り方、連携の強化を
図った。民児協の改選期もあり、委員の交代などで再度、包括との連携に
ついて確認を行っていく必要がある。地域的に、民生委員と包括の関わり
方が違うなど、地域支援の役割分担や地域課題について確認していく必
要がある。
・個別ケア会議について、開催が出来ないときは関係機関と支援の方向
性について、電話や訪問などで情報共有し意見を確認しながら課題解決
を図った。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・ケアマネジャーの後方支援では、個別課題のあるケースや暫定利用時に同行訪問を行い、市・医療・福祉関係機関・地域関係者との報告・調整・連携・協力体制を図り支援を実施し
た。ケアマネジャーのスキルアップ向上を目指した研修では、事例により利用者が地域で生活していく事を目的としたケアマネジメントや多職種共通の支援目標に向けた役割分担など
を検討項目とし、居宅介護支援連絡会では、主任ケアマネ部会主催により利用者のニーズと生活基盤に必要な社会資源を結び付けていく個別会議の必要性を内容とした研修を開催
した。
・独居・高齢者世帯の増加により、緊急時の対応では安否確認や救急搬送になるケースも増加している傾向にありご家族からの介護相談や生活課題も多様となっている。コロナ感染
対策により個別・小地域ケア会議は実施されていない状況ではあるが、その一方で地域住民からの報告や通報も増え、緊急時の早期発見・予防にもつながり、地域の協力体制は強
化されてきている。今後、地域ニーズと不足する社会資源を明確に把握・検討をしていく事が課題となる。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１ネットワークの充実

①ケアマネジャーへ
の支援

①ケアマネジャーからの個別的な課題ケー
スへ課題解決に向けた後方支援を行う。
（同行訪問・状況確認・地域連携依頼・調
整・交流に関わる支援）
②ケアマネジャーのスキルアップ向上及び
地域連携を目的とした主任ケアマネジャー
連絡会主催の研修会を開催する。

①随時
②年1回以上

①伸生会内外
②開催場所

・独居・高齢者世帯の増加や発見されていない狭間にある問題等の解決を行っていくために、若い世代への理解、
協力も求め、地域全体で支え合う体制作りが重要となる。
・コロナの感染動向を踏まえた個別・小地域ケア会議の開催を検討し、地域力強化となる取り組み方法、地域ニー
ズの把握と検討項目の確認が課題となる。

・地域関係者との連携を強化し、独居・高齢世帯の把握と包括の役
割を地域発信し、問題解決に繋げる。
・コロナ禍における会議体は感染動向を踏まえ開催を判断し、開催
困難時の代替え案等、実現可能な対応により課題解決を図る。

・民児協定例会に参加し、包括の役割や連携、情報共有を行い、連携の
強化を図った。
・コロナ感染動向を確認しながら、出席者と電話での情報連携をとり、個
別ケア会議を開催し課題解決を図った。今後も、対面開催や書面開催な
ど関係機関と連携・協議し開催方法を検討しながら課題解決を図ってい
く。

①個別ケア会議は、前期に2回開催。後期
は開催していないが、複合的な相談や資源
活用の必要性のあるケースについては、関
係機関（介護保険サービス提供事業所、民
生委員、ケアマネジャー、かかりつけ医、民
間サービス事業所（訪問マッサージ、紹介
会社など））と電話や訪問などで相談し支援
の方向性について検討し対応した。
②小地域ケア会議について、12月に南原地
区社協や民児協会長と地域課題について
口頭にて確認し、2～3月に開催予定として
いる。
南原地区は年度内の開催に向け、日程調
整中であり、中原地区は民生委員の改選が
あり、次年度開催の要請があり、次年度開
催予定としている。

個別ケースは年2回
実施したことを確認し
た。
小地域ケア会議は、
南原は2月から3月に
開催予定、中原は今
年度は体制が整わず
来年度開催予定であ
ることを確認した。

イ　地域ケア会議の開催

前期に引き続き、ケ
アマネジャーからの
相談に対し、関係機
関の調整や個別ケア
会議を行い、支援し
ていることを確認し
た。

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

イ　ケアマネジャーとの連携強化支
援

（２）地域資源との連携強化

②地域ケア会議（個
別ケア会議、小地域
ケア会議）を開催する

①個別ケア会議の開催
②小地域ケア会議の開催
・地域関係者の参加により、地域課題解決
に向けた検討・各関係者との情報共有を行
う。

①随時
②年1回以上

①伸生会内外
②開催場所

①②主任介護支援専
門員中心として全職
員

C

①主任介護支援専門
員中心として全職員

②主任介護支援専門
員

B

① ケアマネジャーからの相談7件のうち、関
係機関調整支援(1件)、個別ケア会議（2件
下記（2）②の日程）開催に至っている。
② 主任ケアマネジャー連絡会主催の研修
会は、後期開催予定としている。
居宅支援事業所2事業所に、5/17業務委託
マニュアルの説明を行った。（参加者14名)

包括ごてんとまつが
おか職員が講師とな
り、居宅に向け講習
会を開催し、支援を
行ったことを確認し
た。

B

①ケアマネジャーからの相談月2～5件の相
談に対応検討を行った。関係機関調整支
援、権利擁護支援、個別ケア会議（2件　下
記(2)①の日程)開催などを行った。
②主任ケアマネジャー連絡会主催の研修
会は、1月10日に書面開催事例検討会とし
て、エリア内居宅に配布した。

① 個別ケア会議は、5/30、7/21に開催
② 小地域ケア会議は、後期開催予定として
いる。

小地域ケア会議は後
期実施予定であるこ
とを確認した。

C
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平塚市地域包括支援センターサンレジデンス湘南　　令和４年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

・フレイル予防活動の情報発信を回覧板や講話で行うことにより、フレイル
という言葉の認知度が上がり、地域住民の方にフレイルの説明をしなくて
も理解してもらえるようになりつつある。また、地域の方からフレイル予防
について聞きたいという話がでるようになっている。
・フレイルサポーター、健康チャレンジリーダー、健康推進員、脳と体の健
康チャレンジリーダー、チームオレンジメンバーについて情報発信を行い、
フレイルサポーターが新たに2名、脳と体の健康チャレンジリーダーが3名
登録している。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・オレンジ通信や開催したサロンの中でフレイル予防の啓発を行い、フレイルサポーター養成につながった。
・6月に神田公民館の高齢者学級にてフレイル予防についての講話を行い、2月10日にフレイルチェック測定会にてフレイル予防について啓発を行った。
・医療機関が協議体に参加する準備をすすめていたが、医療機関の移転と新型コロナ感染拡大により保留となっている。オレンジ通信臨時号として歯科医師にオーラルフレイルにつ
いての寄稿を依頼し地域と医療との関係性作りを図った。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標１－１健康長寿へのチャレンジ

①総合事業における
多様なサービスの利
用促進

・相談受付時に基本チェックリストやアセス
メントを行い、身体や状況に適したサービス
について、介護保険以外のサービス、福祉
村やサロン、通いの場等ニーズに合わせて
適切な情報提供を行い、必要に応じ利用を
促す。

通年
自宅、サロン、通いの
場

・高齢者人口、高齢化率が高い地域となっていて、健康寿命延伸のための取り組みについて周知、啓発を行い関
心は高まってきたが、健診受診率アップへはつながっていない。高血圧や糖尿病、生活習慣病に伴う認知症が多
いことがＫＤＢデータから示されており、運動習慣や食生活改善の見直しの意識を高めていくことが課題である。ま
た、コロナ禍の影響により、社会的つながりが以前より希薄となっていて、メンタルヘルス面でのアプローチも必要
である。
・フレイル予防の為、地域の方を主体としたサロン活動が望ましいがサロンを担ってくださる方が少なく後継者がみ
つからないことも課題である。

・オレンジ通信（フレイル予防、生活習慣改善、かかりつけ医やか
かりつけ薬局についての啓発）を発行し、回覧板や地域に掲示して
健康や介護予防に関する情報提供を行う。
・地域活動参加時やサロン開催時に健康寿命延伸や介護予防に
関する話題を提供し必要時に健診や医療機関への受診を促す。

・オレンジ通信（フレイル予防、生活習慣改善、かかりつけ医やかかりつけ
薬局についての啓発）を発行し、回覧板や地域に掲示して健康や介護予
防に関する情報提供を行った。
・地域活動参加時やサロン開催時、相談対応時に健康寿命延伸や介護
予防に関する話題を提供し必要時に健診や医療機関への受診を促した。
・フレイルサポーター、健康チャレンジリーダー、健康推進員、チームオレ
ンジメンバーについて回覧板で情報提供を行った。

計画どおり。（１）介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

【介護予防・生活支援サービス事業
通所型サービス】

②通所型サービスC
の利用者の利用後の
フォローについて

・地域のサロンや通いの場につなげられる
よう情報提供を行い、生活する上での目標
を意識できるよう声掛けをしていく。

通所型サービスC利
用後

自宅、サロン、通いの
場

全職員 C

・地域のサロンや通いの場につなげられる
よう情報提供を行い、生活する上での目標
を意識できるよう声掛し、参加を促した。
・通所Cは検討したが時期が合わず参加せ
ず。後期でも参加を促していく。

全職員 C

・相談受付時に基本チェックリストやアセス
メントを行い、身体や状況に適したサービス
について、介護保険以外のサービス、福祉
村やサロン、通いの場、移動販売、宅配弁
当等ニーズに合わせて適切な情報提供を
行い、必要に応じ利用を促した。

計画どおり。 C

・年間を通じ相談受付時に基本チェックリス
トをアセスメントツールとして活用し要介護、
要支援に関わらず、身体や状況に応じ福祉
村やサロン、移動販売、宅配弁当、介護タク
シー等必要なサービスの情報提供を行った
（1月末時点で50件）

通所Ｃの利用に向
け、周知していること
を確認した。

C

・通所Cの利用を希望されていた方が1名い
たが、気持ちの変化があり通所Ｃの利用を
希望されなかったため、該当者はなし。年間
を通じ相談時に地域のサロンや通いの場の
情報提供を行なった。

計画どおり。
キ　通所型サービスC　健康
チャレンジ複合型教室事業

【介護予防ケアマネジメント】

③適正な介護予防ケ
アマネジメントの実施

1）基本チェックリストやアセスメントにより課
題を把握し、身体や生活状況に適したプラ
ンを立案する。
2）訪問や電話相談後には情報共有し支援
内容について各専門分野の視点から意見
を出し合い方針を決めていく。

通年 自宅、相談場所

計画どおり。

【一般介護予防事業】

ア　健康チャレンジ高齢者把
握事業

計画どおり。

コ　介護予防ケアマネジメント

（２）地域で取り組む健康長寿へのチャレ
ンジ

④閉じこもり高齢者
の把握・支援

・民生委員や福祉村、他機関と連携をとり
情報共有をする。
・通所型サービスCや通いの場、サロンへの
参加を促す。
・回覧板や掲示板、サロンを利用して、セン
ターの周知を図る。

通年
圏域福祉村、圏域公
民館、圏域事業所

保健師を中心に全職
種

C

・民生委員や福祉村、他機関との連携をと
り情報共有し支援につながっている。
・通所型サービスCや通いの場、サロンへの
参加を促した。
・回覧板や掲示板、サロンを利用して、セン
ターの周知を図った。

全職員 C

1）基本チェックリストやアセスメントにより課
題を把握し、身体や生活状況に適したプラ
ンを立案している。委託のプラン334件（4月
～8月）中、サービス担当者会議に出席（16
件）。担当者会議に出席しない場合は書面
にてプランを確認し、書面にて意見を記載し
送付している（10件）。
2）訪問や電話相談後には情報共有し支援
内容について各専門分野の視点から意見
を出し合い方針を決めている。

委託のケースについ
ても担当者会議への
出席や、書面による
意見提出をしている
ことを確認した。

C

1）委託プラン247件（9～12月中）、プラン全
件確認し、サービス担当者会議に出席（3
件）、サービス担当者会議に出席しない場
合は書面にてプランを確認し、意見を記載し
送付した（6件）
2）年間を通じて情報共有し、支援内容につ
いて専門分野の視点から意見を出し合い方
針を決めている。

計画どおり。 C

・民生委員、福祉村、他機関と連携をとり、8
名の閉じこもり高齢者のアプローチを行い、
5名はサービスにつながった。
・地域の通いの場の情報提供を4件行い、2
件がつながった。また、友人から通いの場
の情報提供をしてもらい通いの場に来た方
が１名いた。
・サロン（34カ所）、地域行事（2カ所）に参加
し、センターの周知を行った。
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⑤介護予防、健康長
寿等に関する講座、
講演会の開催

1）健康に関する講話やサロンにて、基本
チェックリストを実施し、身体・生活状況の把
握を行う。講話やサロンの開催が困難な場
合は、オレンジ通信を利用して健康寿命延
伸に関する情報を発信する。
2）サロンや個別相談にて、健康寿命延伸や
介護予防に関する話題を提供し、必要時健
診や医療機関への受診を促す。
3）個別相談や地域のサロンにて、社会福祉
士と連携して、ACP・エンディングノートの普
及啓発を行う。
4）圏域内の方への事業周知は、オレンジ通
信やサロン・講話開催時に案内する。

1）講話・サロン開催
時
2）3）個別相談、講
話・サロン開催時
4）通年

1）～4）サロン・講話
開催場所、相談場所

保健師を中心に全職
種

C

1）サロン開催時に後期高齢者健康診査の
チラシを配布し、講話を通して健康寿命延
伸に関する情報発信をした。
2）個別相談時に必要に応じて医療機関の
情報提供を行い、健診や受診を促した。健
診にはつながらなかったが、受診につな
がったケースは3件あった。
3）ACP・エンディングノートについて、9月29
日シニア学級で普及啓発を行った。個別相
談時に必要に応じエンディングノートの説明
と配布をした。
4）サロンや講話開催時に包括のチラシやオ
レンジ通信を配布し事業周知を図った。

計画どおり。 C

1）講話や通いの場での基本チェックリスト
の実施は行わなかったが、参加された方に
健康寿命延伸に関する情報発信をするとと
もに、ハイリスクと判断した方3名には個別
で生活状況の確認をした。
2）個別相談時に健診や医療機関の情報提
供を行った。健診にはつながらなかったが、
受診につながったケースは16件あった。
3）ACPについて、12月28日に田村福祉村ボ
ランティア5名を対象に、もしバナゲームを
用いて普及啓発をした。
4）サロンや講話開催時（36カ所）で、包括案
内やオレンジ通信を配布し、事業周知を
図った。

計画どおり。

⑦地域内でのフレイ
ル対策推進事業の充
実

1）回覧板やサロンにて、フレイルチェック測
定会の情報提供をする。開催が困難なとき
は、フレイルお尋ねシートを利用してモニタ
リングを行う。
2）フレイル該当者には、カムカム教室の情
報提供を行い、参加を促す。開催が困難な
場合は、電話を利用してモニタリングを行
い、気付きや改善効果につなげる。
3）フレイルサポーター養成について普及啓
発を行う。

1）通年
2）フレイルチェック測
定会実施時
3）サロン開催時

1）3）サロン開催場所
2）フレイルチェック測
定会開催場所

保健師を中心に全職
種

C

1）サロン参加時やオレンジ通信にてフレイ
ルチェック測定会の情報提供を行った。
2）8月30日のフレイルチェック測定会開催時
にカムカム教室の情報提供を個別に行っ
た。
3）圏域福祉村にフレイルサポーターについ
て情報提供を行った。

計画どおり。 C

1）10月3日のみんなの会でフレイルチェック
測定会（参加者9名）を行った。ハイリスクに
該当した方の状況確認を半年後にも行っ
た。
2）7月のみんなの会参加者にフレイルチェッ
ク測定会を案内し10月フレイルチェック測定
会時に、カムカム教室の情報発信を行い、
カムカム教室は2月6日に実施12名参加。3
月6日にも実施を予定している。
3）フレイルサポーター養成講座について、
サロン参加者や福祉村に情報発信を行っ
た。また、個別に1名フレイルサポーターの
情報提供をした。

全体評価としては計
画どおりとしたが、フ
レイルハイリスク者の
経過把握に着手して
おり質の高い内容に
取り組まれているた
め、次年度も継続し
て実施していただくよ
う伝えた。

エ　健康チャレンジ普及啓発
事業

オ　健康チャレンジに取り組
むための通いの場(サロン）の
開催支援

⑥サロンの開催支援

1）地域で開催されているサロンに参加し、
地域の方が主体となって運営できるよう声
掛けを行う。
2）参加しやすい体制を整えられるように、地
域の方の要望を聞き、参加者とともに開催
内容を考える。
3）健康チャレンジリーダー・健康推進員・脳
とからだの体操リーダーに協力を依頼した
り、地域の方の要望やそのときの課題に
沿ってサロンで実施できることを提案する。
健康チャレンジリーダー・健康推進員・脳と
からだの体操リーダーの周知を行う。

サロン開催時 サロン開催場所 計画どおり。

コ　フレイル対策推進事業

保健師を中心に全職
種

C

1）サロンに参加し情報収集と地域の要望を
伺い、開催内容を検討し、実施した。
・地域主体で開催されているサロン
●横内福祉村ゴム体操(4月9日5名・5月14
日5名・6月11日6名・7月9日6名)
●みんなの会（4月4日13名・5月2日10名・6
月6日15名・7月4日10名・8月1日11名）
●げんき会（4月18日15名・5月16日14名・6
月20日16名・7月18日13名）
●田村ふれあいゴム体操(4月27日11名・5
月25日10名・6月22日9名・7月27日11名)
●田村ふれあいコグニサイズ(4月21日10
名・5月19日13名・6月16日12名・7月21日14
名)
●神田コグニサイズ神田公民館(4月22日12
名・5月27日11名・6月24日19名・7月22日17
名)
●サンレジデンス湘南主催で脳いきいきサ
ロン開催(5月28日17名・7月29日20名)
2）コロナ感染の影響により、開催の中止や
自主的に参加を見合わせている方もいたた
め、身体・精神状況の変化を参加者に電話
で情報収集し開催内容を検討した。
3）げんき会では、健康チャレンジリーダーや
健康推進員へ協力を依頼し、意見を聞きな
がら年間計画の作成やゴム体操を実施し
た。また、健康チャレンジリーダーや健康推
進員について周知を行った。

計画どおり。 C

1）開催内容を参加者とともに検討し実施し
た。
・地域主体で開催されているサロン
●横内福祉村ゴム体操（10月8日4名・11月
12日8名・12月10日6名・1月14日4名・3月11
日予定）
●みんなの会（8月1日11名・9月5日12名・
10月3日9名・11月7日10名・12月5日9名・１
月9日4名・2月6日10名・3月6日予定）
●げんき会（8月15日13名・10月17日18名・
11月21日16名・12月19日17名・1月16日15
名・2月20日17名・3月20日予定）
●田村ふれあいゴム体操（8月24日11名・9
月28日12名・10月26日8名・11月30日7名・
12月28日6名、1月25日7名・2月22日（10
名）・3月22日予定）
●田村ふれあいコグニサイズ（9月23日16
名・10月20日9名・11月17日11名・12月15日
12名・1月19日12名・2月16日9名・3月16日
予定）
●神田コグニサイズ（10月28日18名・11月
25日16名・12月23日16名・1月27日14名・2
月24日16名・3月27日予定）
●田村ふれあいサロン（8月25日32名・10月
20日44名・12月22日26名・2月6日）
●秀和健康の会（10月23日54名）にて、体
力測定と薬剤師と連携し、骨強度計測を行
い、健康寿命延伸に関する普及啓発を行っ
た。
●サンレジデンス湘南主催で脳いきいきサ
ロン開催
2）参加者の意見を聞きながら、地域の課題
を踏まえたうえで開催内容を検討している。
3）げんき会では、健康チャレンジリーダーや
健康推進員へ協力を依頼し、意見を聞きな
がら年間計画の作成や体操を実施した。ま
た、福祉村3か所に健康チャレンジリーダー
と健康推進員、脳と身体の健康リーダーの
情報発信を行った。
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２　相談支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

②センター職員研修
（A)センター機能強化
研修
（B)その他研修

（A）外部講師により研修を行う
（B）外部の研修に参加する

（A）年1回全職員向け
の研修を行う。
（B）全職員が年1回
は外部研修に参加す
る。

（A）センター又はオン
ライン
（B）オンライン又は外
部開催場所

全職員 C

（A)7月7日に低栄養への気づきと介入につ
いて管理栄養士による研修を行った。（対面
開催7名参加）
（B)7月8日後見制度、7月12日カスタマーハ
ラスメント対策研修、7月29日権利擁護法人
担当者基礎研修、8月18日チームオレンジ
意見交換会、8月31日地域包括管理者研修
※それぞれ１名参加した。

計画どおり。 C

（A）前期で実施。11月25日機能強化研修4
名参加
（B）前期の参加の他、9月19日認知症とあ
ゆむ当事者からのメッセージ、9月28日精神
障がいのある方のご自宅や地域での生活
を考える、10月20日共生と予防を考える地
域づくりミーティング12月1日口腔機能研修
12月15日現任者研修1月23日認知症地域
支援推進員現任者研修。1月28日認知症疾
患医療センター全国研修会高知大会、2月2
日日本認知症予防学会学術集会2月3日若
年性認知症支援コーディネーター設置事業
研修会等に参加後、研修報告書を回覧し共
有している。

計画どおり。

・地域で対面や集合しての活動が再開されてきたことで郵送や回覧板の
他に、対面で情報収集や情報提供する機会を持つことが出来た。
・認知症専門医と地域での関わりについてオンラインで会議を開催し、現
状の課題、今後の地域の活性化について話し合った。
・集合住宅で開催された健康フェスティバルに在宅支援拠点薬局と参加
し、健康への意識を高める活動を行った。
・大神地区の大型ショッピングセンターのまちびらきのイベントのパネル展
示で包括の周知を図った。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・福祉村、民生児童委員協議会の会合に出席したり電話をして情報収集し相談しやすい関係作りを図った。
・オレンジ通信や包括のチラシを配布した時に情報共有し相談の対応をしている。
・医療機関が協議体に参加する準備をすすめていたが、医療機関の移転と新型コロナ感染拡大により保留となっている。公民館祭りでは地域の拠点薬局より薬局の情報提供をして頂
き関係性構築を図った。
・オレンジ通信臨時号として歯科医師にオーラルフレイルについての寄稿を依頼し地域と医療との関係性作りを図った。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１地域ネットワークの充実

①多様化する相談内
容に対応できる体制
づくり及び包括支援
センターの知名度の
向上

1）365日の開所によりセンター職員全員で
相談受付体制をとっていく
2）包括支援センターのチラシやオレンジ通
信を定期的に回覧板にて配布したり、地域
への掲示を行う
3）公民館・サロン・法人内専門学校にて講
話を行う

1）通年
2）年4回
3）講話依頼時

1）センター
2）福祉村等関係機関
3）公民館・サロン・法
人内専門学校

・大神地区では大型ショッピングセンターの建築により、人流や生活様式等変化すると予測される。
・田村地区では集合住宅の高齢化がすすみ、認知症の相談が増えてきている。
・横内地区では高齢の外国籍の方も多く、言葉が通じにくいため第三者の支援が必要であるなど相談の内容が多
様化している。集合住宅の建て替えも予定されており、それに伴っての相談も増えている。

・福祉村や民生児童委員協議会などに対面や電話にて情報を収集
し、相談しやすい関係作りを継続する。
・医療機関、拠点薬局と連携し、多様化している課題に一緒に取り
組めるよう関係性作りを継続する。

・福祉村や民生児童委員協議会などに対面や電話にて情報を収集し、相
談しやすい関係作りを継続した。
・医療機関、拠点薬局と連携し、多様化している課題に一緒に取り組める
ようオレンジ通信を配布し包括の相談内容など情報提供した。

C

1）民生委員とは電話で情報共有している。
対面では後期の参加予定。
2）サロンに参加した際には情報提供を行っ
た。横内福祉村ゴム体操、田村ふれあいゴ
ム体操、田村ふれあいコグニサイズ、神田
コグニサイズ神田公民館、みんなの会、げ
んき会※1（4）オを参照

計画どおり。 C

1）10月13日大神地区民生児童委員会へ参
加し情報共有と包括の機能・認知症サポー
ター養成講座について周知し2月14日に実
施等の関係性を構築した。
1月28日大神まちびらきイベントの公民館で
のパネル展示で包括のチラシの配布、認知
機能検査を行い相談場所としての周知を
図った。介護保険や認知症について相談を
受けた。
2）前期同様、年間を通じサロンに参加し、
情報提供や包括の周知を行った。
※1（4）オ⑥を参照

計画どおり。

計画どおり。

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

ア　高齢者よろず相談センターの認
知度の向上

ウ　高齢者よろず相談センター向け
研修

（２）地域資源との連携強化

③支援における地域
包括ケアシステムの
ネットワークの構築・
活用

1）民生児童委員協議会へ出席し、相談しや
すい関係性を構築する。
2）地域のサロンに参加し相談窓口としての
包括支援センターの機能や役割の周知、情
報提供を行う。

通年

1）公民館等の開催場
所
2）地域サロン開催場
所

全職員

全職員 C

1）365日の開所によりセンター職員全員で
相談受付体制をとった。
2）包括支援センターのチラシやオレンジ通
信を定期的に回覧板にて配布したり、地域
への掲示を行った。
3）7月24日ふれあいサロン音楽の集い横内
公民館30名・法人内専門学校7月28日14名
に講話を行い包括の周知を図った。

コロナ禍の在宅勤務
から徐々に事務所に
職員が戻っている状
況を確認した。また、
熱中症対策など講話
を行っていることを確
認した。

C

1）毎日実施できた。
2）年4回発行と回覧、掲示の他、サロンにて
配布した。
3）田村ふれあいサロン（10月20日44名・12
月22日26名・2月16日予定）、横内敬寿の集
い（1月13日27名）、大神クリスマス会（12月
15日70名）、大神まちづくり（1月28日）、横
内公民館祭り（2月19日）、神田公民館祭り
（3月5日予定）
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⑤地域住民へのかか
りつけ医（医療機関）
や在宅医療に関する
普及啓発の実施

1）講話依頼時・サロン・公民館祭り、オレン
ジ通信にて情報提供する。
2）個別相談時、必要に応じて適切な医療機
関の情報提供をして、受診につなげる。

通年
1）講話・サロン開催
場所
2）相談場所

保健師を中心に全職
種

C

1）サロン開催時や個別相談時に必要に応
じてかかりつけ医や在宅医療の情報提供を
行い、必要に応じ受診につなげた。
2）個別相談時、かかりつけ医がいない方に
適切な医療機関の情報提供し受診につな
げた。（3件）

計画どおり。 C

1）サロン参加時に相談があり、医療機関の
情報提供6件や主治医意見書作成依頼12
件につながった。
2）個別相談時に医療機関へつないだケー
ス5件があった。また、薬局の情報提供2件
行い、訪問薬剤師につながったケースが1
件あった。

計画どおり。

C

1）オレンジ通信を4月7月10月1月の年4回
地域の関係機関に配布した。（1回につき50
部）した。
2）「顔がみえる交流会」については、コロナ
の感染状況から判断し実施していないが、
秀和健康の会や横内公民館祭り（2月19日
実施予定）、神田公民館祭り（3月5日実施
予定）にて、在宅支援拠点薬局と連携し、健
康寿命延伸に向けた情報発信を行った。
秀和健康の会と横内公民館祭りでは骨強
度検査、神田公民館祭りでは血管年齢検
査を在宅拠点薬局に協力頂き実施した。

公民館祭りでは、骨
強度検査などの測定
などを在宅拠点薬局
と協力して行い、情報
発信を行っていること
を確認した。

基本目標２－２医療・介護連携の推進

④医療機関（地域包
括サポート医、在宅
支援拠点薬局など）
や介護関係機関との
連携強化に向けた包
括独自の取組み

1）医療機関や介護関係機関にオレンジ通
信を配布する。
2）田村地区にて圏域内事業所、民生委員、
田村福祉村を対象に「顔がみえる交流会」
の開催に向け準備を行う。

1）年4回
2）年1回感染状況を
みながらの開催の判
断

1）関係機関
2）神田公民館（予定）

保健師を中心に全職
種

（１）医療・介護連携推進のための支援

ウ　医療機関とのネットワークづくり
の推進

キ　市民への普及啓発の実施

C

1）オレンジ通信を2回地域の関係機関に配
布した（医療機関や介護関係機関へは1回
の回覧につき約50部）。
2）感染状況をみながら今後検討し、実施可
能であれば後期に実施予定。

計画どおり。
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３　権利擁護事業

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

②企業向け認知症サ
ポーター養成講座

1）法人内施設職員、専門学校向けに開催
2）圏域の企業にて実施する為の準備の話
し合いをする。

1）後期
2）年1回

センターその他
認知症地域支援推進
員を中心に全職種

B

1）
・4月25日　湘南ウエディング専門学校(26
名)
・4月28日　日本ヒューマンセレモニー専門
学校(40名)
・7月28日　神奈川社会福祉専門学校　介
護福祉課(14名)
・8月19日　神奈川社会福祉専門学校　初
任者研修受講高校生向け（10名）
2）後期開催に向け、訪問し打診行う。

1）前期で専門学校向
けは4校での開催を
確認した。
2）後期開催へ向け
て、葬祭企業、Ｃａｎｏ
ｎへ打診していること
を確認した。

B

1）前期の他、12月15日　神奈川社旗福祉
専門学校　社会福祉課　(27名)
2）後期開催に向け訪問と電話でリビングケ
ア等介護事業所に打診しているが、今年度
の開催は難しいため、来年度で調整中。

1）年間を通じて専門
学校向けに5回開催
したことを確認した。
2）介護施設向けに来
年度開催できるよう
調整中であることを
確認した。

⑤認知症初期集中支
援事業の対象者を把
握し支援につなげる

1）総合相談や民生委員等関係機関からの
情報提供があった際に対象者を把握し認知
症地域支援推進員につなぎ必要時初期集
中支援に相談をあげる。
2）サロンや福祉村等で相談を受けた際に認
知症地域支援推進員につなぐ。

1）通年
2）通年

センター
その他

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

1）総合相談受付後訪問し対象者の把握を
行っている。該当者なし。
2）サロンや福祉村にて、受け付けた相談に
ついて、認知症地域支援推進員に繋いでい
る。

該当者がいない理由
の一つとして、事業へ
つなぐために必要な
情報の収集が難しい
とのこと。孤立した高
齢者だと情報が無
い、集められない
ケースが多いことを
確認した。

C

1）総合相談受付後、訪問し対象者の把握を
行っている。
包括内で検討し、1月1件　相談ケースを上
げている。2月1件初期集中選定会議にあげ
ている。
2）サロンや福祉村にて受け付けた認知症に
ついての相談は、認知症地域支援推進員
へ繋ぎ、支援している。

計画どおり。

⑥認知機能低下を把
握するための認知機
能評価機器の活用

1）サロン、福祉村、オレンジ通信での情報
提供と普及啓発を行う。
2）認知症予防教室の参加者等に普及啓発
を行う。

1）4回/年
2）50件/年

センター
その他

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

1）6月に昨年前半に認知機能評価に参加さ
れた方に案内を23通送付、回覧板にて案内
を配布（1242部）、参加したサロンにて普及
啓発を実施した。認知機能評価について
は、前期で19件実施した。(4月：3件、5月：1
件、6月：2件、7月：11件、8月：2件)
2）脳いきいきサロンにて、普及啓発を実施
した。

計画どおり。
参加者を脳いきいき
講座へつなげていく
ように努めたが前期
はなしとなったことを
確認した。

C

1）1月に昨年後半に認知機能評価に参加さ
れた方に案内を4通送付、回覧板にて案内
を配布(1232部)、参加したサロンにて普及
啓発を実施。認知機能評価については、後
期で43件実施した。(8月ヒアリング後：4件、
9月：3件、10月：5件、11月：5件、12月：3件、
1月：17件、2月13件)
2）脳いきいきサロン、地域のサロンにて普
及啓発を実施した。

計画どおり。
1）昨年度実施した方
に個別的にフォローし
ている。
2）脳いきいきにつな
げるよう努力している
が会場が遠いなどの
理由でつながらない
ことを確認した。

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・緊急事態宣言が解除されて実施できた公民館での講話やサロン等の中で権利擁護や認知症に関することやエンディングノートの周知、啓発を図ることができた。
・オレンジ通信を通じ情報提供した際は電話や来所にて問い合わせ相談があり、周知、啓発を図ることが出来た。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期）

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

高齢者福祉計画

基本目標２－３認知症支援策の推進

①認知症サポーター
養成講座の開催

・市民向け開催１５名 7月24日 神田公民館

（８）取り組みに対する全体評価（年間）

・福祉推進に理解があり力を入れている地域ではあるが、新型コロナ禍において対面での周知活動は難しくなって
いる。
・高齢者人口が多い地区であり、地域での見守り意識は高く、認知症に関する相談は増加している。
・金銭管理が難しくなっている独り暮らしや身寄りの無い方の相談が増加している。
・認知症の症状があっても受診歴がないことから診断を受けず、医療に結びつかないでいる認知症高齢者の相談
が増加している。

・地域から依頼があった講話時に認知症や権利擁護に関する内容
を盛り込み周知を図る。
・定期的に発行しているオレンジ通信に権利擁護や認知症の内容
を入れて周知や啓発を図る。
・地域の活動に参加し支援する中で認知症予防教室の案内や認知
機能検査の周知や啓発を図る。

・地域から講話の依頼があり認知症や権利擁護に関する内容を盛り込み
周知を図った。
・定期的に発行しているオレンジ通信に権利擁護や認知症の内容を入れ
て周知や啓発を図った。
・地域のサロン活動に参加し支援する中で認知症予防教室の案内や認知
機能検査の周知や啓発を図り相談につなげた。

・地域で対面や集合しての活動が再開されてきたことで郵送や回覧板の
他に、対面で情報収集や情報提供する機会を持つことが出来た。
・大神地区で民生委員向け認知症サポーター養成講座は5年以上開催し
ていなかったが、認知症の相談が増えてきたことの情報提供と啓発するこ
とで開催につながった。
・公民館で認知症予防に特化したサロンを継続して開催することで活動が
認知され、参加者が増加している。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

計画どおり。
（１）認知症理解のための普及・啓発

7月24日　市民向けに開催した（15名） 計画どおり。 C

7月24日　市民向け（15名）
9月5日　みんなの会　(12名)
2月14日　大神地区民生委員　(10名)
2月27日　横内体操の会（14名予定）
3月23日　サンキッズ学童3,4年生向け（30
名予定）

イ　認知症サポーター及びチーム
オレンジメンバーの養成

1）2月19日開催予定
2）脳いきいきサロン5月28日(17名)、7月29
日(20名)

計画どおり。 C
1）2月19日　神田公民館にて開催(24名）
2）脳いきいきサロン　9月30日(16名)、11月
29日(20名)1月31日（23名）、3月30日

計画どおり。

（３）認知症に対する早期対応体制の整
備

④認知症地域支援推
進員による専門的な
相談支援（若年性認
知症を含む）

1）医療・介護・初期集中支援チームと連携
し必要な支援を提供できるようにする。
2）サロンや福祉村などで相談会を開催し、
相談を受けた際に認知症地域支援推進員
につなぐ。

1）通年
2）4回/年

センター
その他

計画どおり。
1）他機関と連携して
訪問し、個別的に丁
寧に支援を進めてい
ることを確認した。
2）行われており、メモ
リーケアクリニックの
職員が見学に来るな
ど、他機関とも連携し
ていることを確認し
た。

ア　若年性認知症を含めた相談支
援

1）総合相談にて、対象者の把握を行い、包
括内で都度検討を行う。初期集中支援事業
の相談ケースへ1月1件あげた。
若年性認知症の方へは、曽我病院の若年
性認知症支援コーディネーターと連携し対
応する。
2）サロンや福祉村にて受け付けた認知症に
ついての相談は、認知症地域支援推進員
へ繋ぎ、支援している。11月10日(横内福祉
村で相談会を実施し今後も継続。また3月9
日はメモリーケアクリニックからの見学予定
で調整中。）

（２）認知症予防施策の充実 ③身近な場での認知
症予防教室の開催

1）市民向け認知症予防教室の開催
2）圏域市民向けの開催

1）2月19日
2）奇数月に1回

神田公民館
認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

イ　認知症初期集中支援事業

ウ　認知機能検査の実施

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

1）総合相談受付後訪問し対象者の把握を
行っている。該当者なし。
2）サロンや福祉村にて、受け付けた相談に
ついて、認知症地域支援推進員に繋ぎ支援
している。7月14日、9月8日（横内福祉村で
相談会を実施し今後も継続）

計画どおり。
2）については前期2
回相談会実施を確認
した。

C
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⑦成年後見制度の利
用相談体制の充実

1）毎朝のミーティング時に成年後見制度利
用ケースの共有を行う。
2）成年後見利用支援センターなど関係機関
との連携を行う。
3）成年後見ネットワーク会議に参加し情報
収集を行う。
4）支援困難ケースなど必要時には弁護士
相談の活用を行う。

1)～3)随時
4)相談対応で必要に
応じて行う

センター
その他

社会福祉士を中心に
全職種

C

1）毎朝のミーティングで情報を共有してい
る。
2）5月11日に措置入所している方が成年後
見制度を検討する可能性があった為、「より
そい」の職員に市長申し立てについて電話
で相談した。
3）コロナ感染拡大の為中止となっている。
4）対応継続中のケースで今後弁護士相談
を活用予定のケースあり。

1)計画どおり。
2）電話相談したが介
入には至っていない
ことを確認した。
3)計画どおり。
4）今後、弁護士相談
を活用予定であるこ
とを確認した。

C

1）毎朝のミーティングで情報共有している。
2）9月29日の横内シニア学級で終末期につ
いての講話後、参加者から成年後見制度
利用を検討したいと相談を受け、よりそいの
情報提供を行った。
3）実施なし。
4）親族間での自宅訪問について不法侵入
にあたるかを9月に弁護士相談を行った。

計画どおり。

⑧成年後見制度の普
及啓発の取り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

1）オレンジ通信にて成年後見制度について
普及啓発を行う。
2）認知症サポーター養成講座にて成年後
見制度についての話をする。
3）相談対応時、地域の講話等で情報提供
を行う。

1)オレンジ通信発行
時
2)7月に行う市民向け
認知症サポーター養
成講座時
3)必要に応じて行う

1)回覧板等
2)神田公民館
3）センター等

社会福祉士を中心に
全職種

B

1）10月発行のオレンジ通信にて成年後見
制度について掲載（自治会、福祉村、介護
事業所、薬局、ドラッグストア、スーパー、駐
在所等に配布。1200部）
2）
・4月25日　湘南ウエディング専門学校(26
名)
・4月28日　日本ヒューマンセレモニー専門
学校(40名)
・7月24日　市民向け（15名）
・7月28日　神奈川社会福祉専門学校　介
護福祉課(14名)
・8月19日　神奈川社会福祉専門学校初任
者研修受講高校生（10名）に成年後見制度
について説明をした。
3）4月25日　大神ふれあいサロンにて、ACP
の講話を行い成年後見制度の普及啓発を
行った。（参加者25名）

1)、3)計画どおり。
2）計画以上に普及・
啓発に取り組んでい
ることを確認した。

B

1）10月発行のオレンジ通信にて任意後見
制度について掲載した。
2）9月5日のサロン「みんなの会」（12名）
12月15日神奈川社会福祉専門学校　社会
福祉課（27名）
2月14日大神地区民生委員向けにて講話を
行った。（10名）
2月27日横内体操の会（14名）にて講話を行
う。
3）9月29日横内シニア学級にて終末期につ
いて講話を行い、成年後見制度について説
明を行った。

1)、3)計画どおり。
2)前期同様、計画以
上の取組みを確認し
た。
説明を受けた人が、
知人などに制度の情
報提供を行ったケー
スがあることを確認し
た。

⑩認知症サポーター
養成講座修了者の育
成事業

・田村地区民生児童委員協議会での開催 未定 神田公民館
認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C
市民向け認知症サポーター養成講座に参
加した方と、田村民児協の方に向け、後期
の11月以降開催予定。

11月の民生委員改選
後に開催予定である
ことを確認した。

C

・田村地区民生児童委員協議会は、感染状
況により未定となっている。
2月20日田村福祉村ボランティアのチーム
オレンジ研修を行った（3名）。2月14日に大
神地区で認知症サポーター養成講座修了
者向けの研修を次年度計画予定。
・2月19日認知症予防教室にチームオレン
ジの方が開催スタッフ側として6名参加し活
動を行った。

計画どおり。
チームオレンジメン
バーの活動を支援し
ていることを確認し
た。

⑪認知症カフェの実
施

1）認知症カフェ「おしゃべりサロンたんぽぽ」
開催協力の支援を継続する。
2）情報収集し、必要に応じ適切な機関への
相談対応を行う。

毎月第３金曜日
9：30～12：00

主催者の自宅にて開
催
(田村地区)

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

B

1）毎月訪問または電話にて情報収集を行
い支援必要なケースは継続支援している。
2）情報収集を行い、介護保険申請につなげ
ることが出来た。
4月7名、5月14名、6月9名、7月5名
7月より、サンレジデンス湘南主催で、横内
福祉村にて奇数月の第2木曜日に開催。7
月14日1名参加。9月8日3名参加予定で
あったがキャンセルにより1名参加。

認知症カフェの継続
実施の支援ができて
いる。また、横内福祉
村でのカフェの開催
については、当初計
画にないものでもある
ため、計画以上に実
施できていることを確
認した。

A

1）毎月1回以上訪問または電話にて情報収
集を行い支援必要なケースは継続支援して
いる。
2）介護保険申請や8050問題の継続支援に
つながっている。

包括主催のカフェを７
月から立ち上げ継続
して開催している。ま
た地域にあるカフェの
団体と連携が取れて
いることを確認した。

基本目標３－２権利擁護事業の充実

エ　成年後見制度の利用相談等

オ　成年後見制度の利用支援等の
充実

C

1）個別相談時に必要な方へ年間を通じ30
冊配布した。
2）7月開催時に15冊配布し、2月開催時にも
配布予定。

計画どおり。

（４）認知症高齢者の見守り支援
⑨認知症ケアパスの
普及

1）認知症の相談を受けた際に説明し配布
する。
2）認知症サポーター養成講座、認知症予
防教室にて情報提供する。

1）随時
2）7月、2月

神田公民館
認知症地域支援推進
員を中心に全職種ア　権利擁護のための相談支援及

び普及啓発

イ　チームオレンジの体制整備

キ　認知症カフェの設置と支援

⑫終末期に向けた住
民への普及啓発

1）相談時、地域の講話にて医療職と連携し
てACP、エンディングノートの普及啓発を行
う。
2）オレンジ通信にて情報提供し普及啓発を
図る。

1)該当する相談時、
依頼時
2)オレンジ通信発行
時

センター
その他

C
1）個別相談時に必要な方へは配布を行い、
12冊配布した。
2）開催時に説明を行い、15冊配布した。

計画どおり。

計画どおり。

（１）日常生活を支える権利擁護事業の
推進

エ　終末期に向けた権利擁護推進
事業

社会福祉士を中心に
全職種

C

1）
①個別相談受付時の内容によってエンディ
ングノートの説明を行ない配布して普及啓
発を行った。
②
4月25日　湘南ウエディング専門学校(26名)
4月25日　大神ふれあいサロンにて、ACPの
啓発とコグニサイズを行いエンディングノー
トを配布した。（25名）
4月28日　日本ヒューマンセレモニー専門学
校(40名)
7月24日　市民向け認知症サポーター養成
講座（15名）
7月28日　神奈川社会福祉専門学校　介護
福祉課(14名)
8月19日　神奈川社会福祉専門学校　初任
者研修受講高校生向け（10名）で実施した
認知症サポーター養成講座にて、成年後見
制度について説明を行った。
2）オレンジ通信では情報提供は実施無し。
サロンにて対面による講話という形で実施し
た。

計画どおり。 C

1）前期で実施の他、横内シニア学級（9月29
日26名）、田村福祉村ゴム体操（12月28日5
名）で、もしバナゲームを用いて終末期の講
話を行いACPの普及啓発を行った。
2）コロナの感染状況を鑑みてオレンジ通信
での普及啓発としていたが、サロン等が再
開したことで対面での講話、普及啓発を行う
ことができた。
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⑭高齢者虐待の相談
体制の充実

1）虐待が疑われる相談があった際には社
会福祉士を中心に全職員で情報共有し対
応する。
2）必要時には弁護士相談を活用する。
3）高齢者虐待防止ネットワーク会議に参加
し情報収集を行う。

通年
1)センター
2）高齢福祉課
3)会議場所

社会福祉士を中心に
全職種

C

1）
身体的虐待が疑われるケースについてケア
マネジャー、病院、高齢福祉課と情報共有
し継続支援している。保護入院は出来な
かったが分離できるようにケアマネと対応策
を検討し虐待解消に向けて対応した。
2）高齢福祉課に相談対応中のケースで今
後活用予定。
3）書面開催にて情報を収集している。

計画どおり。 C

1)関わっていく中で暴力行為が過去にあっ
た事が判明し、本人の情報収集をしながら
包括で情報を共有し、全職員で支援策を相
談し対応している。
2)9月に高齢福祉課に相談していたケース
で1件弁護士相談実施
3)12月26日、2月1日にオンラインで実施さ
れた虐待防止等ネットワーク会議に出席し
た。他市の虐待防止の取り組みなどの情報
を学んだ

計画どおり。

⑮虐待を受けた高齢
者に対するケア体制
の充実

1）高齢者虐待対応マニュアルに沿って対応
し、虐待解消に向けた対応する。
2）虐待が疑われる困難事例については会
議にて情報共有し意見交換を行う。
3）多職種、関係機関と相談し連携を図る。

通年

1）センター
2）センター、会議場
所
3）センター、会議場
所

社会福祉士を中心に
全職種

C

1）6月22日に高齢福祉課に匿名の虐待の
相談があり、居宅介護支援事業所とデイ
サービス管理者からの聞き取りのもと高齢
者虐待マニュアルに沿って緊急度を確認し
保護入院はできなかったが分離できるよう
にケアマネとも対応策を検討し虐待解消に
向けて対応した。
2）家族との直接の接触が難しいケースで
は、会議にて情報を共有し多職種と意見交
換を行った。高齢福祉課とも支援方法を相
談しケアマネを通じて支援した。
3）4月15日にサービス事業所から虐待疑い
があるとの連絡があったため、高齢福祉課
に連絡があった旨を報告し、居宅介護支援
事業所と連絡をとり情報収集し家族への支
援や経過を確認し虐待解消に向けて連携し
た。

計画どおり。 C

1）令和4年2月に警察に暴力を受けたと通
報があった相談者に対し、高齢者虐待マ
ニュアルを基に関係機関から情報収集を行
い、現在定期的に面談を行っている。
2）3）包括内で情報を共有し、対応が難しい
ケースについて包括外の他機関と事例検討
や意見交換を行った。今後も多職種、他機
関とも定期的に相談を継続予定。

計画どおり。

⑯養護者に対するケ
ア体制の充実

1)養護者へのアセスメントを実施し、多職種
で虐待防止策を考え虐待解消となる支援を
行う。
2）包括部署内で対応終了後には振り返り
の場を設け意見交換を行う。

通年
1）センター
2）センターその他

社会福祉士を中心に
全職種

C

１）養護者に直接のアプローチが難しかった
ため、主任ケアマネジャーと共に担当ケア
マネと面談し、ケアマネからの情報をもとに
高齢福祉課、病院、介護サービス事業所と
連携し分離できるように支援した。
2）対応終了ケースは発生していないが、随
時対応後に報告と意見交換を行っている。

計画どおり。 C

1）相談者本人から養護者へのアプローチ
は止めて欲しいとの訴えがあり、12月に他
機関（市社会福祉協議会）に相談し面談に
同席してもらい、今後も同席しての相談を不
定期ではあるが継続予定。
2）包括内で共有し訪問のタイミングや連絡
方法、目的など実施前後に意見交換を行っ
ている。

計画どおり。

1）
・4月25日　湘南ウエディング専門学校(26
名)
・4月28日　日本ヒューマンセレモニー専門
学校(40名)
・7月24日　市民向け認知症サポーター養成
講座（15名）
・7月28日　神奈川社会福祉専門学校　介
護福祉課(14名)
・8月19日　神奈川社会福祉専門学校初任
者研修受講高校生向け（10名）にて高齢者
虐待と相談窓口について話をした（15名）。
2）コロナ感染対策の為状況をみて実施予
定。
3）10月発行時に実施予定。

1）7月の認知症サ
ポーター養成講座で
も実施していることを
確認した。
2)3)計画どおり。

B

1)前期の他
　9月5日みんなの会にて(15名)
　12月15日　神奈川社会福祉専門学校　社
会福祉課　(27名)
　2月14日　大神地区民生委員向け(10名)
　2月27日横内体操の会向け（14名）
2)3月28日に実施予定。
3)地域でサロンが再開されたため、回覧で
はなくサロンにて対面での講話にて実施し
た。1月16日　横内げんき会(15名)

1)前期に引き続き継
続して行っていること
を確認した。
2)、3)計画どおり。

ア　高齢者虐待の知識等の普及啓
発

（２）高齢者虐待防止のための取組

⑬高齢者虐待防止の
普及啓発に関する取
り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

1）認知症サポーター養成講座にて高齢者
虐待について話をする。
2）法人内施設職員向け虐待防止研修を行
う。
3）回覧板にて情報提供し、普及啓発を図
る。

1)7月市民向け認知
症サポーター養成講
座
2)サンレジデンス湘
南
3)オレンジ通信発行
時

1)開催場所
2)サンレジデンス湘
南
3)その他

社会福祉士を中心に
全職種

B

ウ　高齢者虐待の相談体制の充実

オ　虐待を受けた高齢者に対する
支援

カ　養護者への支援
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

基本目標２－１ネットワークの充実

（６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

・地域全体の高齢化が進んでいる中、特に集合住宅の高齢化が進み、認知症の相談が増えてきている。
・高齢の外国籍の方も多く、言葉が通じにくく第三者の支援が必要である。
・相談からケアマネジメントが必要なケースが増えているが圏域に居宅介護支援事業所が3カ所と少ない。その為、
居宅介護支援事業所を探すことに時間を要している。

・訪問診療医、在宅支援拠点薬局等の医療、協議体との連携とし
て、既存の福祉村や自治会に情報収集を行い、多様化している課
題について関係機関と情報共有し、一緒に考える機会を設ける。
・言葉が通じにくい外国籍の方を支援している機関との連携を図
る。
・圏域外、市内外の居宅介護支援事業所に可能であれば同行訪問
やサービス担当者会議への出席やオレンジ通信等を郵送や対面
にて配布する中で連携を図る。

・訪問診療医、在宅支援拠点薬局等の医療、協議体との連携として、既存
の福祉村や自治会に情報収集を行い、多様化している課題について関係
機関それぞれと情報共有し、一緒に考える機会を設けた。
・言葉が通じにくい外国籍の方を支援している方と連携しケアマネジャー
がスムーズに支援できるよう連携した。
・居宅介護支援事業所が困難に感じている虐待の疑いのあるケースを同
行訪問したりオレンジ通信等を郵送や対面にて配布する中で連携を図っ
た。

・地域で対面や集合しての活動が再開されてきたことで郵送や回覧板の
他に、対面で情報収集や情報発信する機会を持つことが出来た。
・居宅介護支援事業所が困難に感じているケースに対し、市、保健所と相
談したり、同行訪問や包括以外の相談窓口の情報提供を行った。

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・コロナ禍において電話での情報収集や書面での情報共有が主であった。個別ケースでは民生委員、ほっとステーション、ケアマネジャー等と同行訪問し、支援することが出来た。
・緊急事態宣言が明けた中で協議体を開催し、地域課題について話し合いができ、関係機関との連携が深まった。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策

1）1月を予定。
2）虐待の疑いのある方への支援について
ケアマネからの相談を受け、社会福祉士と
共に支援した。（2件）
3）6月28日、9月27日にケアマネジメントや
困難に感じていることの勉強会、情報交換
を行った。両日参加者6人（居宅5人、包括
管理者1人）
4）移動販売や地域のサロンについて、電話
や書面にて情報提供を行った。

計画どおり。 C

1）1月書面にて実施。
2）前期の他、地域の民生委員からの相談
ケースに対し、ケアマネジャーと情報共有し
サービス担当者会議に出席し今後の支援
の検討をした。
3）前期に実施の他12月27日に開催予定で
あったが、感染拡大により中止し、包括から
消費者被害対策や認知症予防の情報提供
を郵送した。
4）地域のサロンの情報提供し、参加に結び
ついた。

計画どおり。

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

イ　ケアマネジャーとの連携強化支
援

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

高齢者福祉計画

①ケアマネジャーへ
の支援

1）市内他法人、包括と事例検討会を開催す
る。
2）困難事例への同行訪問、サービス担当
者会議への出席をする。
3）圏域の居宅介護支援事業所管理者と勉
強会や情報交換を行う。
4）ケアマネジャーへの社会資源の情報提
供を行う。

1）感染状況をみなが
ら1回/年
2）必要時
3）1回/3カ月
4）通年

1）未定
2）自宅等
3）サンレジデンス湘
南
4）電話や郵送や相談
場所にて

主任ケアマネジャー
を中心に全職種

C

C

・横内地区民生委員からの認知症相談があ
がったケースについて本人、家族、ケアマネ
ジャー、主治医に対し調整を行いサービス
担当者会議と一緒に個別ケア会議を11月
に開催した。
・6月9日、12月8日に田村地区で小地域ケ
ア会議・協議体を開催した。

3地区の中で行えて
いない地区もあった
が、その他の地区で
複数回行っていたの
で、評価をＣとした。

（２）地域資源との連携強化

②地域ケア会議（個
別ケア会議、小地域
ケア会議）を開催する

福祉村や民生委員児童協議会や関係機関
と情報収集や情報共有を行い、連携してい
く中でケアマネジャーへの支援を通し個別
ケア会議、小地域ケア会議を開催する。

1回/年　各地域
3地区の福祉村やセ
ンター等

主任ケアマネジャー
を中心に全職種

イ　地域ケア会議の開催

C

・福祉村には回覧板の持参やサロンの開催
時に訪問し情報収集と情報共有し、相談し
やすい関係作りを図った。
・6月9日田村地区小地域ケア会議を開催し
た。

個別ケア会議は後期
に実施していただくよ
う確認した。
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平塚市地域包括支援センターとよだ　　令和４年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

⑤介護予防、健康長
寿等に関する講座、
講演会の開催

サロン（11箇所：飯島地区、入野地区、寺田
縄地区、長持地区、打間木地区、小嶺地
区、すのこ橋地区、平等寺地区、豊中地
区、本宿地区、宮下地区）訪問時や、体操
教室開催時などに、介護予防や健康長寿
に関する講話を行う。

各サロン・各体操教
室で年1回

自治会館・公民館 看護師 C
(2)-オと同様
追加で健康長寿、熱中症などの講話を行
う。

計画どおり。 C (2)-オと同様 計画どおり。

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

○感染症流行状況を勘案し、地域サロン訪問・体操教室開催を継続。その際、地域の実態把握や普及啓発活動（権利擁護・介護予防・認知症・センター業務等の講話）を実施。それ
以外にも、月1回お便りを配布しての普及啓発活動（権利擁護・介護予防・認知症等）を実施した。
○感染症流行状況により、対面での支援が困難な際は、電話・文書等を活用し、高齢者の個別支援を実施した。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

後期日程において、3
名の通所型サービス
Cの利用につなげ、
過去の利用者のフォ
ローも継続しているこ
とから、目標を上回る
取組を確認した。

キ　通所型サービスC　健康
チャレンジ複合型教室事業

高齢者福祉計画

基本目標１－１健康長寿へのチャレンジ

①総合事業における
多様なサービスの利
用促進

相談者には、心身状態の聴き取りや、基本
チェックリスト実施等を通し、必要なサービ
ス利用調整を行う。

随時 対象者宅

○閉じこもり気味、一人暮らし、親族が遠方などで、支援が必要な高齢者の実態把握が困難である。
○感染症流行継続により、地域の高齢者が集う機会が減少している。

地域団体の会議・活動への参加、体操教室等の開催、お便り配布
等を通し、地域への普及啓発（権利擁護・介護予防・認知症、支援
センター業務等）活動を継続する。
地域のサロン・医療機関・介護機関等の訪問等により、高齢者の実
態把握を行う。

地域サロンの参加、体操教室、高齢者学級など開催することで、地域の
実態把握や介護予防に関する活動を行うことができた。その際には普及
啓発活動(介護予防・認知症・権利擁護などについて)も実施し地域との関
係作りを重視した業務を行っている。

年間を通し、地域サロンの訪問、感染対策を行った上での体操教室、通
いの場などで地域の実態把握や介護予防に関する活動を行うことができ
た。また普及啓発(権利擁護、介護予防、認知症、支援センター業務など)
活動を継続して行えた。結果、個別高齢者支援、地域関係機関との連携
等が円滑に行う事が出来た。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

③適正な介護予防ケ
アマネジメントの実施

心身状態の聴き取りや、基本チェックリスト
実施を通し、適切な介護計画を作成する。
毎月のモニタリングを実施し、必要に応じ、
計画を修正する。

随時 対象者宅

計画どおり。

計画どおり。
（１）介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

【介護予防・生活支援サービス事業
通所型サービス】

②通所型サービスC
の利用者の利用後の
フォローについて

利用後の評価を実施し、以降も心身機能低
下予防が図れる様、サロン・通いの場・体操
教室等の情報提供や参加支援を行う。

随時 対象者宅 看護師 C

令和元年より参加された3名の方に地域の
サロンを案内し2名の方が継続利用中。1名
は要介護認定となり、介護サービス利用と
なる。
今年度、前期は通所Cの対象者なし。後期
は3名申込予定。

主任介護支援専門員 C

相談内容に応じ、随時、本人の状態・家族
状況・意向等を聴取し、基本チェックリストを
実施しての介護サービス導入に繋げてい
る。訪問型サービスBについては、2名の利
用継続支援を行った。

計画どおり。
緩和型サービスにつ
なげていることを確認
した。

C

相談内容に応じ、随時、本人・家族の状況・
意向確認、基本チェックリスト実施等を行
い、介護サービス利用に繋げている。訪問
型サービスB利用者（2名）の継続支援を実
施。

計画どおり。
通所C利用後の支援
の状況を確認した。

B

後期3名サービス利用したが1名は体調不
良にて中止。他2名は継続。適宜連絡をとり
情報共有出来ている。また令和元年より参
加された2名は地域のサロンや体操教室の
参加を継続利用している。

【一般介護予防事業】

ア　健康チャレンジ高齢者把
握事業

計画どおり。

コ　介護予防ケアマネジメント

（２）地域で取り組む健康長寿へのチャレ
ンジ

④閉じこもり高齢者
の把握・支援

（1）サロン等への訪問時、情報収集による
実態把握を行う。
（2）金田地区・豊田地区で定期的に体操教
室を開催し、高齢者からの個別相談時等に
参加を呼び掛けて行く。

（1）随時
（2）各地区で毎月1回

（1）自治会館等
（2）公民館

看護師 C

(1)各サロン訪問（（2）ーオ）や福祉村など訪
問時情報収集は行っている。
(2)体操教室は5月の自包括広報誌・高齢者
学級などで参加者を募集。また現在の参加
者の紹介や欠席が続いている方への声掛
けを行うことで新規(豊田2名　金田7名)参加
につなげることが出来た。

主任介護支援専門員 C

本人の状態や家族状況や意向等を聴取
後、基本チェックリスト実施して、介護計画
を作成し、作成後は、毎月、状態確認等を
実施し、必要時の計画修正等を行ってい
る。
前期、委託利用者の担当者会議は、対面
又は文書・電話等での非対面で、10件参
加。

計画どおり。 C

本人・家族の状況や意向を聴取後、基本
チェックリスト実施し、適切な介護計画作成
を行っている。その後、毎月の状態確認を
実施し、必要時の計画修正等を行ってい
る。後期の委託利用者の担当者会議は、対
面又は文書・電話等での非対面で、12件参
加。

【介護予防ケアマネジメント】

C

(1)前期に引き続き、サロン・福祉村、今期
追加で通いの場（15ヶ所）でも情報収集を
行った。通いの場では、幅広い人達に対し
てのセンター業務の周知が行え、今後に繋
がる関係作りが行えた。
(2)参加者が体操教室の内容を変更したり、
飽きないよう工夫し参加者の誘いなどで新
規参加者が豊田地区3名、金田地区7名増
えた。

計画どおり。

エ　健康チャレンジ普及啓発
事業
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⑥サロンの開催支援
サロン（11箇所）訪問時、フレイル予防・権
利擁護・認知症・かかりつけ医を持つ事に
関する講話を行う。

各サロンで年1回 自治会館 看護師 C

地域サロン8箇所訪問。(4/8　長持サロン
22名参加・5/6　飯島サロン　6名参加・5/13
寺田縄サロン　19名参加・5/20　入野サロン
18名参加・6/22　すのこ橋サロン　14名参
加・7/4　本宿サロン　5名参加・9/8　豊中サ
ロン　12名参加・9/15　宮下サロン　13名参
加)。後期は、平等寺サロン、小嶺サロン、
打間木サロンに参加予定。
権利擁護・認知症・かかりつけ医・フレイル
予防などの講話を行う。

計画どおり。 C

地域サロン4ヶ所訪問。(9/8　豊中サロン
12名参加・9/15　豊田宮下サロン　13名参
加・10/12　豊田平等寺サロン　21名参加・
11/22　豊田小嶺サロン　16名参加)　打間
木サロンについては感染症流行によりサロ
ン側より中止の連絡を受ける。よろずの周
知・権利擁護・かかりつけ医・フレイル予防・
認知症などの講話を行う。

計画どおり。

コ　フレイル対策推進事業
⑦地域内でのフレイ
ル対策推進事業の充
実

金田地区・豊田地区で、フレイル予防・改善
の為の体操教室を開催する。

各地区で毎月1回 公民館
看護師・認知症地域
支援推進員

C

独自健康体操教室の開催。チームオレン
ジ・フレイルサポーター・脳と体の体操リー
ダーに協力をいただいている。百歳体操・コ
グニサイズ実施。
豊田：4/14　13名参加5/12　13名参加6/9
12名参加7/14　12名参加　8/18　6名参加
9/8 10名参加
金田：4/14　23名参加5/12　18名参加6/9
22名参加7/14　22名参加　8/18　19名参加
9/8　25名参加

計画どおり。 C

フレイル予防・改善の為の体操教室の開
催。チームオレンジ・フレイルサポーター・脳
と体の体操リーダーに協力をいただいてい
る（3～4名）。百歳体操・コグニサイズ実施。
フレイル予防教室の参加者が楽しめる、ま
た参加したいと思えるような内容に変更する
等、マンネリ化しないよう取り組むことがで
きた（体操内容の変更等）。
豊田：10/13　12名参加　11/10　12名参加
12/8　16名参加　1/12　20名参加　2/9　19
名参加。金田：10/13　28名参加　11/10　25
名参加　12/8　26名参加1/12　27名参加
2/9　29名参加。

計画どおり。

オ　健康チャレンジに取り組
むための通いの場(サロン）の
開催支援
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２　相談支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

基本目標２－１地域ネットワークの充実

②センター職員研修
（A)センター機能強化
研修
（B)その他研修

（A）権利擁護・介護予防・認知症・各種制度
等に関する内容を受講する。
（B）必要な内容には、専門職が出席し、内
容は職員間で共有する。

（A）（B）随時
（A）（B）開催会場又
はオンライン

主任介護支援専門員 C

（A）実施無。後期実施検討中。
（B）8月7日、市町村成年後見制度担当者
研修に、社会福祉士と看護師が出席（オン
ライン）。職員間での情報共有を実施。

計画どおり。
後期受講予定である
ことを確認した。

D

（A）感染症流行下であり、開催に至れず。
（B）9/21成年後見申立講座（社会福祉士出
席）、10/12認知症キャラバンメイト研修（看
護師出席）、10/18虐待対応・ヤングケア
ラーに関する研修（社会福祉士・看護師・主
任ケアマネジャー出席）、10/20認知症セミ
ナー（認知症地域支援推進員出席）、11/16
フレイルサポーター養成講座（看護師出
席）。出席後は、事業所内での情報共有実
施。法人主催の研修会（11月＝虐待防止、
12月＝事故防止）には全職種が出席。

（A）権利擁護・介護
予防・認知症・各種制
度等の研修を開催す
ることができなかった
ため、D評価とした。
（B）計画どおり。

⑤地域住民へのかか
りつけ医（医療機関）
や在宅医療に関する
普及啓発の実施

地域活動（サロン参加・教室開催等）の際、
かかりつけ医を持つ事についての講話を行
う。

各サロン（11箇所）で
年1回。その他、教室
等の開催時。

自治会館・公民館 看護師 C
地域サロン8箇所訪問時、かかりつけ医に
ついての講話を行った。

計画どおり。 C
前期に引き続き、地域サロン4か所の訪問
時、かかりつけ医についての講話を行った。
打間木サロンは中止にて実施なし。

かかりつけ医につい
ての講話が行えてい
ることを確認した。

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

○地域の関係機関（民生委員・福祉村・サロン等）とは、必要時の相談・連携を図りながら、高齢者個別支援を実施した。
○医療機関とは、包括支援センターのチラシ配布を行い、高齢者個別支援の際には必要時の連携を図る事が出来た。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策

（1）高齢者・家族・地域団体・行政機関・医
療機関・介護機関等からの相談について
は、必要な機関との連携を図りながら、支
援を実施している。
（2）包括支援センターの業務説明の為、地
域に向けての自包括広報誌を発行（毎月1
回。約700部）している。地域団体（福祉村、
民生委員等）の会議にも出席している。
（3）主催教室・サロン訪問時・通いの場・金
田福祉村・豊田福祉村・派出所（随時）へ認
知症地域支援推進員が訪問し、よろず周
知・認知症施策の協力依頼をした。

計画どおり。

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

ア　高齢者よろず相談センターの認
知度の向上

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

高齢者福祉計画

①多様化する相談内
容に対応できる体制
づくり及び包括支援
センターの知名度の
向上

（1）相談内容に応じて、関係機関（行政機
関・医療機関等）と連携を図りながら対応を
行う。
（2）地域活動（会議等）に出席又は開催時
は、業務説明を行う。
（3）地域のサロンへの参加時・体操教室や
講座開催時・各福祉村や地域の方々が集う
場で、よろずの周知や事業の協力依頼を行
う。

（1）随時
（2）民生委員や福祉
村の会議出席時。
（3）サロン（11箇所）
で年1回以上、主催体
操教室年1回以上

（1）対象者宅等
（2）公民館等
（3）公民館・サロン開
催場所

（1）（2）主任介護支援
専門員
（3）認知症地域支援
推進員・看護師

C

（６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

地域内に医療機関・介護事業所等は在る為、高齢者への緊急又は複合的な問題への支援に際し、活用できるネッ
トワーク構築・維持が必要である。

高齢者個別支援に際し、緊急時対応等が円滑に出来る様、関係機
関（地域、医療、行政等）とは、会議参加継続等により、関係の形
成・維持が図れる様、随時の情報交換・情報共有等を行う（対方法
の統一、情報共有先の確認等）。

円滑な緊急対応実施に向け、関係機関（地域、医療、行政等）とは、感染
症流行拡大予防の為、非対面となるが、日頃からの情報交換・情報共有
等を行い、関係形成・維持を意識した業務を行っている。

個別高齢者支援に際し、緊急対応や支援の円滑化に向け、関係機関（地
域団体、行政機関、医療機関、介護機関等）とは、連携依頼・会議出席等
を通しての日頃からの関係作りを実施した。結果、迅速な個別高齢者支
援や地域との関わりが途切れることなく、業務が行えた。

ウ　高齢者よろず相談センター向け
研修

（２）地域資源との連携強化

③支援における地域
包括ケアシステムの
ネットワークの構築・
活用

地域関係団体（民生委員・福祉村・介護事
業所等）との会議には出席を継続し、情報
交換や連携依頼を実施する。高齢者避難
行動要支援者制度の普及啓発も行う。

随時 会議会場

（1）相談内容に応じ、関係機関（地域団体、
医療機関、行政機関等）とは情報共有等を
図りながら、個別支援を行っている。
（2）毎月、地域に向けて自包括広報誌を発
行したり、地域団体会議（7/12豊田地区民
生委員定例会、金田地区は後期出席予
定。豊田福祉村会議には毎月）への出席時
に包括の周知・業務説明を行っている。
（3）主催教室（1(4)-(1)コ参照）・高齢者学級
（6月3日豊田、6月16日金田）開催時、サロ
ン（1(1)-(2)オ参照）・通いの場・金田福祉
村・豊田福祉村・派出所（随時）へ認知症地
域支援推進員が訪問し、地域包括ケアシス
テムの説明・よろず周知・認知症施策の協
力依頼をした。

計画どおり。 C

C

地域内の医療機関(12箇所）は訪問し、包括
の周知含めチラシの配布と協力依頼を実
施。病院の医療連携室とは入院以外に外
来通院中の方も包括が介入できるよう連絡
を取り合い連携を図っている。介護関係機
関（18箇所）は可能な限りの訪問等により、
連携依頼など実施できた。

地域内の医療機関や
総合病院の担当部署
とも連携が取れてい
ることを確認した。

（１）医療・介護連携推進のための支援

ウ　医療機関とのネットワークづくり
の推進

キ　市民への普及啓発の実施

地域団体との連携を
続けていることを確認
した。

基本目標２－２医療・介護連携の推進
④医療機関（地域包
括サポート医、在宅
支援拠点薬局など）
や介護関係機関との
連携強化に向けた包
括独自の取組み

地域内の医療機関・介護関係機関を訪問
し、業務説明や連携依頼を実施する。

医療機関（6箇所）
薬局（3箇所）
介護機関（18箇所）

○医療機関（病院・薬
局）
○介護事業所（入所・
通所・訪問・居宅）

看護師 C

感染症流行が続き、医療機関への訪問は
出来ていない。後期実施に向け準備中。
介護関係機関については、訪問等を行い、
連携を図ることが出来た（18箇所）。

計画どおり。

主任介護支援専門員 C

豊田福祉村役員会（毎月）や豊田福祉村生
活支援部会議（毎月）に出席し、地域課題
の情報共有等が行えている。高齢者避難行
動要支援者制度の普及啓発は後期の実施
に向け、準備中。

高齢者避難行動要支
援者制度の普及につ
いて、後期に実施予
定であることを確認し
た。

C

豊田福祉村役員会・豊田福祉村生活支援
部会には毎月出席。金田福祉村役員会に
は必要時に出席。地域団体との地域課題
共有・検討が行えている。地域団体に向け
ての要支援者制度の普及啓発活動は、3月
に実施予定。
金田地区民児協定例会（2/4 13人）・豊田
地区民児協定例会（2/7 9人）にて、制度の
普及啓発活動実施。
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３　権利擁護事業

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

②企業向け認知症サ
ポーター養成講座

店舗・金融機関・コンビニ・介護事業所など
に開催の呼びかけを行い、開催に繋げる。

年1回以上 各機関
認知症地域支援推進
員・看護師（必要時他
職種）

C

前年度コロナ罹患数が減少した時に開催予
定をしていたが、開催出来ず、今年度に入
り再度依頼をし了承され日程調整をしてい
たが、罹患数が増えてしまい減少するまで
延期となった。

地域へ開催に向けた
検討や呼びかけを
行っていることを確認
した。

C

前期同様。開催が延期になっていて開催に
至らず。アプローチ資料は作成したが、前
期で予定していた事業所以外の事業所へ
のアプローチは他職員に依頼が出来ず、行
えていない。

計画どおり。
コロナ感染拡大によ
り実施には至らな
かったが、依頼は継
続的に行っていること
を確認した。

○権利擁護や認知症については、表には出にくく、高齢者やその家族が課題を抱え込んでしまう可能性が有る。
○一人暮らしや親族が遠方等の高齢者について、権利擁護や認知症に関する支援には、関係機関との連携が必
要となる。

権利擁護や認知症についての講話・お便り配布等の普及啓発活動
を継続し、関係機関との連携を図っての支援を行う。地域関係団体
（民生委員・福祉村等）への訪問等による情報収集を実施し、連携
を図る。

権利擁護や認知症については、毎月の自包括広報誌発行により、地域住
民への周知活動は継続している。また、地域関係団体（民生委員・福祉
村）や地域サロン訪問にて、情報発信や情報共有が行え、高齢者個別支
援に繋ぐ事が出来ている。

権利擁護や認知症については、毎月の自包括広報誌発行による地域へ
の普及・啓発活動を継続した。地域団体（サロン・福祉村・民生委員等）へ
は、訪問・会議出席等による普及・啓発活動を継続した。結果、多様な課
題を抱えた個別高齢者支援に繋げる事が出来た。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

○権利擁護や認知症に関する地域への普及啓発については、地域団体会議（民生委員・福祉村等）・地域サロン・教室や講座開催の場での講話を行った。
○権利擁護や認知症に関する内容を掲載したお便りを継続配布しての普及啓発活動を実施した。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

B

1）前期同様。人数の詳細は1-1(2)⑥を参
照)、通いの場（豊田チャレンジクラブ）に、
9/19に県派遣講師を依頼していたが、都合
により中止。再度日程変更で依頼が出来、
2/13予定。
2）3/2に開催予定。
3）前期同様。主催教室でチームオレンジメ
ンバーや脳とからだの体操リーダーに協力
していただいている。

定期的な認知症予防
教室の開催及び輪番
開催以外で県派遣講
師を依頼しての積極
的な活動を確認し
た。

高齢者福祉計画

基本目標２－３認知症支援策の推進

①認知症サポーター
養成講座の開催

1）一般市民向け講座の開催（輪番）
2）小学校向けの講座の開催依頼
圏域内の豊田小・金田小へアプローチを行
う。（金田小は過去未開催。豊田小は前々
年度よりコロナ禍で開催出来ず）※圏域内
に中学校なし
3）広報誌で周知をしたり、各関係機関に講
座の周知を行い、団体毎に開催をするか一
般講座への参加を促す。

1）8/4（木）予定
2）7月頃まで
3）年1回

1）公民舘
2）各小学校
3）自治会回覧・各関
係機関

イ　認知症サポーター及びチーム
オレンジメンバーの養成

地域の派出所やサロ
ンリーダーからの情
報提供があり、呼び
かけの成果が早期相
談体制の構築に繋
がっていることを確認
した。

ア　若年性認知症を含めた相談支
援

計画どおり。 B

1）総合相談からの相談はなし。前期同様に
継続の方には時間をかけながらアプローチ
を続けている。
2）、3）前期同様。認知症施策の説明を両地
区福祉村、両地区民生委員定例会、サロン
訪問時、金田派出所で周知をし、サロンリー
ダーより1件と金田派出所より7件の情報提
供をいただいた。関わりのある担当居宅へ
情報提供を行い、関わりが一切なかった2
件は民生委員へ協力してもらい訪問した。
民生委員に状態を一緒に見ていただき軽度
認知症疑いの判断手法を伝えた。2件に対
して継続アプローチをしている。

計画どおり。
開催には至っていな
いが、地区内の小学
校へ継続的に開催依
頼を行っていることを
確認した。

（１）認知症理解のための普及・啓発

（２）認知症予防施策の充実

③身近な場での認知
症予防教室の開催

1）地域のサロンで開催の呼びかけをして、
認知症予防についての講話やコグニサイズ
を行い、認知症予防の大切さを発信する。
2）認知症予防教室の開催（輪番）
3）チームオレンジメンバーへ協力してもら
い、主催の認知症予防教室を両地区毎月1
回継続していく。

1）年11回以上
2）3/2予定
3）金田・豊田毎月各1
回

1）各サロン・自治会
回覧
2）公民舘
3）公民館

認知症地域支援推進
員・看護師（必要時他
職種）

B

認知症地域支援推進
員・看護師（必要時他
職種）

C

1）8/4開催。申込者13名（一般10名・中学生
1名・小学生2名：広報5名・市ホームページ3
名・自包括広報誌2名・声掛け3名）。参加は
10名。
2）夏休み期間にアプローチを行う予定で資
料は作成したが、コロナ罹患者数が増えた
為、落ち着くまではアプローチは見送り。
3）受講していない民生委員へ声掛けして一
般講座への参加をしていただく。
自包括広報誌は、毎月699部（金田490、豊
田209）作成し、回覧を依頼している。

計画どおり。 C

1）前期開催。後期での開催なし。
2）11/22両小学校へ訪問しアプローチをし
たが開催依頼はなし。アプローチは継続予
定。
3）前期のみ。後期はなし。

1）地区サロン8か所(看護師・推進員2名で
訪問している為、人数の詳細は1-1(2)⑥を
参照)、豊田（6/6　10人参加）・金田（6/16
21人参加）の6月の高齢者学級で開催。通
いの場で依頼があり、9/19に県派遣講師を
依頼したが、都合により中止。
2）3/2に開催予定。
3）主催教室を毎月第2木曜に、豊田は10時
～金田は14時開催。チームオレンジメン
バーに協力いただいている。

認知症予防に特化し
た教室の継続に努め
ており、活動の場づく
りと参加者の把握が
できていることを確認
した。

認知症地域支援推進
員・看護師（必要時他
職種）

C

1）相談や地区サロンや地域からの情報を
受け、関わりを持ち信頼関係を築きながら、
必要と思われる情報を提供し繋げるまで支
援を行っている。居宅へ引き継ぎをした場
合でも、順調に利用出来るまで連携してい
る。通いの場へサービス未利用の認知症ら
しき方を連れて行き、継続利用が出来るよ
うにチームオレンジメンバーへ関わりを依
頼。
2）、3）人が集まる場では常に周知をし、福
祉村や関係機関、近隣の方や派出所より情
報提供をいただいている。自包括広報誌
は、毎月699部（金田490、豊田209）作成し、
回覧を依頼している。

（３）認知症に対する早期対応体制の整
備

④認知症地域支援推
進員による専門的な
相談支援（若年性認
知症を含む）

1）医療と介護サービスに繋がっていない人
へ通いの場や介護サービスや受診など、現
状必要と思われる情報を提供し、導入に繋
げられるよう継続して関わりをもつ。
2）自包括広報誌で周知を行い対象となり得
る可能性のある人の情報提供をしていただ
けるよう認知度を上げる。
3）福祉村や民生委員等に情報提供を呼び
かける。

1）随時
2）年1回
3）随時

1）利用者宅・地域の
サロン等
2）自治会回覧
3）福祉村・民生委員
等
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⑤認知症初期集中支
援事業の対象者を把
握し支援につなげる

1）相談対応をしながら必要時には対象者を
選定をする。
2）地域へ普及啓発を行い、地域からの認知
症らしき方の情報提供依頼や情報収集を行
い対応しながら必要時には事業の説明を行
い促しをして繋げる。

1）、2）随時
1）利用者宅
2）自治会回覧・関係
機関・各サロン

認知症地域支援推進
員を中心に全職員

C

1）病院や介護保険に繋がっていなく本人が
拒否している相談ケースは0名。初期集中
への対象となり得るケースも0件。
2）地域住民や金田派出所からの情報をもと
に関わりを持ち精査し、現時点では初期集
中へ依頼するケースは0件。

計画どおり。 C

1）医療に繋がっていない相談ケースは1
名。1年前に総合相談で他職員が関わり居
宅へ引き継をしたが、医療へ繋がらず、居
宅より初期集中支援事業での関わりを依頼
された。初期集中支援事業の対象者として
選定された。
2）初期集中支援事業の説明を両地区福祉
村、両地区民生委員定例会、サロン訪問
時、金田派出所で周知をし、サロンリーダー
や金田派出所より情報提供いただいた。

計画どおり。

⑥認知機能低下を把
握するための認知機
能評価機器の活用

1）自包括広報誌で周知をしたり、サロン等
で脳の健康チェック相談を開催する。
2）リピーターへの年1回の実施を促す。
3）相談者で必要と判断した方に対し、タブ
レットによる脳の健康チェックの説明をし実
施に繋げる。

1）適宜・地区サロン
11か所各1回以上
2）適宜
3）必要時
50件/年

1）自治会回覧・各地
域のサロン・福祉村
2）各地域のサロン・
福祉村、公民館・自
宅等
3）自宅等

認知症地域支援推進
員を中心に全職員

B

1）自包括広報誌での希望者は0名。サロン
などで相談会を開催。
2）サロンで実施や電話で促しをして自宅へ
訪問し実施（56名）。
3）相談者へ促し実施（1名）。総合相談での
関わりの中で促しをして実施に繋げるよう職
員へ周知。相談訪問後の報告時に必要そう
な方に実施していない場合は相談窓口職員
へ実施を促している。
1～3合計＝4月：10件（全てサロンで実施）、
5月：25件（全てサロンで実施）、6月：14件
（訪問3件・サロン11件）、7月：6件（訪問1
件・サロン5件）、8月：8件（訪問1件・サロン7
件）、9月：12件（全てサロンで実施)。

リピーターに向けた自
宅訪問など独自の
フォローアップ体制を
図っている。
タブレット利用者に対
して声掛けや働きか
けを丁寧に行ってい
ることを確認した。

A

1）前期同様。ほぼサロンでの実施のみで自
包括広報誌での周知では新規希望者はな
し。
2）リピーターには声掛けをして、サロン利用
者でも日程が合わない人には自宅へ訪問し
て実施した。
3）サロンリーダーからの紹介された人に促
しをし実施。総合相談での実施はなし。
10月：4人(全てサロンで実施)、11月：17人
(全てサロンで実施)、12月：2人(訪問2件)

前期合計77人、後期(12月末まで)23人実施
し、合計100人。

積極的な周知や案内
により、計画を上回る
実施件数を確認し
た。

⑦成年後見制度の利
用相談体制の充実

（1）相談者への対応が可能となる様、成年
後見制度について手引きを確認し、全職員
が制度に関する理解を深める。
（2）相談を受けた際には成年後見利用支援
センター等と情報提供、共有を行い相談体
制を構築する。
（3）認知症により制度利用が必要な人へ情
報提供をし、促しをする。

（1）年1回、4月～5月
頃。
（2）随時
（3）必要時

（1）（2）事業所内
（3）利用者宅

（1）（2）社会福祉士
（3）認知症地域支援
推進員

C

（1）全職員ではないが、7/8　中核機関・市
町村成年後見担当職員研修会(オンライン)
に職員2名参加し、成年後見制度について
の理解を深めた。研修内容について全職員
に周知を行った。
（2）成年後見制度利用について相談を受け
た際、成年後見センター、くらしサポート等
へ情報共有を行い、相談体制を構築した。
（3）認知症の人を介護している家族より相
談があり、説明し情報提供をした（一人暮ら
し。配偶者・子は死去の為、市長申立によ
り、後見人選定への支援を実施）。

計画どおり。 C

（1）9/21栗原ホームにて「支援者の為の申
立手続き講座」に職員1名参加し、成年後見
制度についての理解を深めた。研修内容に
ついて全職員へ周知を行った。
（2）成年後見制度の必要性がある方に対し
て制度について説明を行い、成年後見セン
ターやくらしサポート等へ情報共有を行っ
た。消費者被害の可能性がある方へ消費
生活センターの情報共有を行った。対象者
は3名。
（3）後期はなし。

計画どおり。

⑧成年後見制度の普
及啓発の取り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

(1)地域活動（サロン・教室・会議・行事等）
への出席時や講座開催時等に、参加者に
向けた講話（成年後見制度、消費者被害に
ついて）を実施する。
(2)毎月発行している「とよだだより」にて成
年後見制度、消費者被害について掲載し周
知を行う。

（1）各サロン（11箇
所）で年1回以上。そ
の他は随時。
（2）随時

各会場
社会福祉士を中心に
全職員

C

（1）・地域サロン8箇所訪問。(4/8　長持サロ
ン　22名参加・5/6　飯島サロン　6名参加・
5/13　寺田縄サロン　19名参加・5/20　入野
サロン　18名参加・6/22　すのこ橋サロン
14名参加・7/4　本宿サロン　5名参加・9/8
豊中サロン　12名参加・9/15　宮下サロン
13名参加)
成年後見制度（概要・相談場所等）について
講話を行った。
・7/12（8名参加）豊田民児協定例会時に成
年後見制度の概要、相談場所等の講話を
行った。
（2）毎月発行の自包括広報誌にて成年後
見制度（制度の説明、相談場所等）、消費
者被害（クーリングオフ制度、消費者被害ト
ラブルの例、トラブル被害を防ぐ為に等）に
ついて掲載し、周知を行った。

毎月発行の広報誌に
て内容を変えながら
成年後見制度全般の
普及啓発を行ってい
ることを確認した。

C

（1）・地域サロン4ヶ所訪問。(9/8　豊中サロ
ン　12名参加・9/15　豊田宮下サロン　13名
参加・10/12　豊田平等寺サロン　21名参
加・11/22　豊田小嶺サロン　16名参加)　打
間木サロンについては感染症流行によりサ
ロン側より中止の連絡を受ける。成年後見
制度（概要・相談場所等）の講話を行った。
・10/8金田民児協定例会の際に成年後見
制度(概要、相談機関等）、消費トラブルに
ついての講話を行った(14名)。
・12/22豊田福祉村サロンリーダー会議の際
に消費トラブルについて注意喚起を行い消
費者ホットライン、平塚市消費生活センター
について周知を行った。
（2）毎月発行の自包括広報誌（約700部）に
て成年後見制度(概要、クーリングオフ制
度、消費者被害トラブル）について掲載し、
周知を行った。

地域での普及啓発に
より個別相談につな
がったケースもあるこ
とを確認した。

（４）認知症高齢者の見守り支援

イ　認知症初期集中支援事業

ウ　認知機能検査の実施

エ　成年後見制度の利用相談等

オ　成年後見制度の利用支援等の
充実

1）12月に相談対応で1部説明配布。
2）9月にチームオレンジ研修でテキストとし
て4部使用。3/2予定の認知症予防教室で
テキストとして使用予定。

計画どおり。
ア　権利擁護のための相談支援及
び普及啓発

⑨認知症ケアパスの
普及

1）新規相談時に認知症疑いで介護や医療
に繋がっていない人に対し説明し配布す
る。
2）チームオレンジ研修や輪番認知症予防
教室など講座開催時に活用する。

1）相談対応時
2）年1回以上

1）利用者宅
2）公民館

1）認知症地域支援推
進員を中心に全職員
2）認知症地域支援推
進員・看護師

C
1）4月に個別相談時に2部説明配布。
2）講座や教室での配布なし。

計画どおり。 C
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⑩認知症サポーター
養成講座修了者の育
成事業

1）認知症サポーター養成講座受講者や修
了者で活動を希望される方などに、チーム
オレンジ研修を開催する。
2）チームオレンジメンバーに活動の場の提
供や活動依頼を行い未活動者を促す。
3）サロンなどの参加者も含め、チームオレ
ンジメンバーを担っていただけそうな方へ受
講の促しをする。

1）年1回
2）適宜
3）適宜

1）公民館
2）、3）各個人へアプ
ローチ

認知症地域支援推進
員・看護師

C

1）主催教室、地域の通いの場などで周知し
参加を促し、現在3名希望あり。9月もしくは
10月に開催予定。9/14開催し、4名参加。
2）高齢者学級や主催教室、認知症カフェで
活動していただいている。
3）主催教室参加者へ個別でアプローチをし
ている。

計画どおり。 C

1）前期開催。後期はなし。
2）活動が年に1回の人から毎月の人もいる
が12月末時点で35人に活動していただいて
いる。
3）主催教室で脳とからだのリーダーにも手
伝いをしてもらい、チームオレンジメンバー
を担っていただくようアプローチしている。

計画どおり。
他の地域と比べても
活発な活動が行われ
ていることを確認し
た。

⑪認知症カフェの実
施

1）福祉村主催の豊田オレンジカフェ(豊田)
とおしゃべりサロン(金田)の継続支援。
2）認知症カフェの普及啓発を行い、認知度
を上げ、新規開拓へ向けて発信を行う。

1）毎月1回
2）適宜

1）金田・豊田福祉村
2）各サロン・講座や
教室開催時・自治会
回覧

認知症地域支援推進
員

B

1）豊田福祉村・金田福祉村で毎月各1回開
催。
　　豊田参加数：4月9人、5月9人、6月8人、
7月10人、8月8人、9月9人
　　金田参加数：4月9人、5月16人、6月6
人、7月10人、8月10人、9月10人
2)人が集まる場では、継続して発信してい
る。

感染症対策をしなが
ら認知症カフェの継
続に努めていることを
確認した。

C

1）前期同様両地区で毎月各1回開催。
　　豊田参加数：10月10人、11月12人、12月
13人
　　金田参加数：10月10人、11月10人、12月
11人
2)認知機能検査でMCI相当の人に参加を促
し参加していただいた。人が集まる場では、
継続して発信している。

計画どおり。

基本目標３－２権利擁護事業の充実

⑭高齢者虐待の相談
体制の充実

(1)高齢者虐待対応マニュアル・一時保護ガ
イドに基づき全職員が対応できるようにす
る。
(2)虐待のケースについて包括内でミーティ
ングをし、情報共有する事により全職員が
把握できるようにする。
（3）虐待ケース終了時、全職員でミーティン
グをし対応等について振り返りをし検討を行
う。また、対応困難の際などは平塚市高齢
福祉課を通して弁護士への法律相談を活
用する。

随時 事業所内 社会福祉士 C

（1）6/20 高齢者虐待対応マニュアル（虐待
のフローチャート）を包括内で確認、意見交
換を行った。
（2）高齢者虐待ケース（2件対応中）につい
て、全職員が対応できるようミーティング時
に内容や進捗状況等を情報共有した。
（3）虐待ケースについて弁護士相談はして
いない。終了時については全職員でミーティ
ングを行い振り返りを行った。

計画どおり。 C

(1)10/18居宅介護支援連絡会オンライン研
修に参加(職員2名)。虐待対応、ヤングケア
ラーについて受講し全職員に情報共有を
行った。
(2)高齢者虐待ケース(2名対応中)や虐待疑
いケースについて、全職員が対応出来るよ
うミーティング時に内容や進捗状況等を情
報共有を行った。
(3)虐待対応について、終了ケースはなく現
在も継続中。対応等についてその都度、全
職員で情報共有を行っている。

全職員で情報共有で
きていることを確認し
た。情報共有に限ら
ず、全職員が対応で
きる体制を図れるよう
期待する。

⑮虐待を受けた高齢
者に対するケア体制
の充実

高齢者虐待対応マニュアルや一時保護ガイ
ドに基づき、関係機関等と連携を図り虐待
解消までの支援を実施する。

随時 事業所内 社会福祉士 C
高齢者虐待マニュアルに基づき対応し、高
齢福祉課やケアマネジャー、家族と連携し
て見守りや情報共有を行った。

計画どおり。 C

高齢者虐待対応マニュアルに基づき対応
し、高齢福祉課やケアマネジャー、介護事
業所、家族と連携して見守りや情報共有を
行った。

計画どおり。

⑯養護者に対するケ
ア体制の充実

再発予防の為、必要に応じ養護者のケア
（介護サービス利用提案、傾聴等）を実施す
る。

随時
対象者宅
事業所内

社会福祉士 C
再発予防の為必要に応じ養護者のケア（介
護サービス利用提案、傾聴等）を実施した。

計画どおり。 C

再発予防の為必要に応じ養護者のケア（介
護サービス利用提案、傾聴、介護負担増大
有無、経済的負担増大有無等）を実施し
た。

計画どおり。

イ　チームオレンジの体制整備

キ　認知症カフェの設置と支援

⑫終末期に向けた住
民への普及啓発

(1)地域活動（サロン・教室・会議・行事等）
への出席時や講座開催時等に、参加者に
向けた講話（終活について、エンディング
ノート活用法）を実施する。
(2)毎月発行している「とよだだより」にて終
活について等掲載し周知を行う。

（1）各サロン（11箇
所）で年1回以上。そ
の他は随時。
（2）随時

各会場
社会福祉士を中心に
全職員

（１）日常生活を支える権利擁護事業の
推進

エ　終末期に向けた権利擁護推進
事業

C

（1）・地域サロン8箇所訪問。(4/8　長持サロ
ン　22名参加・5/6　飯島サロン　6名参加・
5/13　寺田縄サロン　19名参加・5/20　入野
サロン　18名参加・6/22　すのこ橋サロン
14名参加・7/4　本宿サロン　5名参加・9/8
豊中サロン　12名参加・9/15　宮下サロン
13名参加)
終末期について（終活、エンディングノート）
の講話を行った。
・7/12　豊田民児協定例会にて終活、エン
ディングノートについて講話を行いエンディ
ングノートを配布。地域住民への普及活動
をお願いした。（8名）。
・後期に金田シニア学級にて終活、エンディ
ングノートについて講話を行う為、金田公民
館主事と打ち合わせを行った。
（2）毎月発行の自包括広報誌にて終活につ
いて（終活を行うメリット、内容、エンディング
ノートの配布について等）を掲載し、周知を
行った。（4・7・9月）。

各サロンでの普及啓
発を行うことで地域で
の反応も身近な問題
として捉えていること
を確認した。

(1）・地域サロン4ヶ所訪問。(9/8　豊中サロ
ン　12名参加・9/15　豊田宮下サロン　13名
参加・10/12　豊田平等寺サロン　21名参
加・11/22　豊田小嶺サロン　16名参加)　打
間木サロンについては感染症流行によりサ
ロン側より中止の連絡を受ける。虐待につ
いて（相談場所・虐待の理由等）の講話を
行った。
・10/8金田民児協定例会にて高齢者虐待
(定義、ケース等）について講話を行った(14
名)。
(2)毎月発行の自包括広報誌（約700部）に
て高齢者虐待について（定義・介護サービ
スの活用）について掲載し、周知を行った。

計画どおり。
ア　高齢者虐待の知識等の普及啓
発

C

(1）・地域サロン4ヶ所訪問。(9/8　豊中サロ
ン　12名参加・9/15　豊田宮下サロン　13名
参加・10/12　豊田平等寺サロン　21名参
加・11/22　豊田小嶺サロン　16名参加)　打
間木サロンについては感染症流行によりサ
ロン側より中止の連絡を受ける。終末期に
ついて（終活、エンディングノート）の講話を
行った
・総合相談の際に身寄りがない相談者へエ
ンディングノートの活用を促した(2名）。
・エンディングノート希望者へ説明し配布し
た（10名）。
・12/22豊田地区サロンリーダー会議の際に
来年度のサロンの際にエンディングノートの
講話・配布を行いたいと提案。次年度開催
予定としている。
(2)毎月発行の自包括広報誌（約700部）に
て終活について（終活を行うメリット、内容、
エンディングノートの配布について等）を掲
載し、周知を行った。

計画どおり。

ウ　高齢者虐待の相談体制の充実

オ　虐待を受けた高齢者に対する
支援

カ　養護者への支援

各会場
社会福祉士を中心に
全職員

C

（1）地域サロン8箇所訪問。(4/8　長持サロ
ン　22名参加・5/6　飯島サロン　6名参加・
5/13　寺田縄サロン　19名参加・5/20　入野
サロン　18名参加・6/22　すのこ橋サロン
14名参加・7/4　本宿サロン　5名参加・9/8
豊中サロン　12名参加・9//15　宮下サロン
13名参加)
高齢者虐待について（相談場所・虐待の理
由等）講話を行った。
（2）毎月発行の自包括広報誌にて高齢者
虐待について（介護保険活用法等）を掲載
し、周知を行った。

計画どおり。 C

（２）高齢者虐待防止のための取組

⑬高齢者虐待防止の
普及啓発に関する取
り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

(1)地域活動（サロン・教室・会議・行事等）
への出席時や講座開催時等に、参加者に
向けた講話（高齢者虐待防止について）を
実施する。
(2)毎月発行している「とよだだより」にて高
齢者虐待防止について掲載しての周知を行
う。

（1）各サロン（11箇
所）で年1回以上。そ
の他は随時。
（2）随時
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

課題を抱えた高齢者の早期発見・早期対応の実現に向け、各種関係団体
とは、協力依頼や情報共有等を実施する。ケアママネジャー支援として、
研修会・事例検討会・個別地域ケア会議の開催等を実施する。結果、関
係機関とは必要時の連携を図りながら、個別高齢者支援を行う事が出来
た。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

○ケアマネジャー支援に関しては、個別対応（同行訪問・情報提供・地域ケア会議開催等）や、地域包括支援センター主任ケアマネジャ－連絡会としての研修会・事例検討会開催を
行った。
○地域関係団体（民生委員・福祉村等）とは、相談内容に応じ、必要時の情報共有・連携を図り、高齢者個別支援を実施したり、会議等への出席継続が出来ている。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１ネットワークの充実

①ケアマネジャーへ
の支援

（1）ケアマネジャーからの相談内容に応じ、
同行訪問・情報提供（地域資源や制度等）
等を行う。
（2）地域包括支援センター主任ケアマネ
ジャー連絡会として、ケアマネジャー支援の
研修会を開催する。
（3）地域包括支援センター主任ケアマネ
ジャー連絡会として、ケアマネジャー支援の
事例検討会を開催する。

（1）随時
（2）年1回
（3）年1回

（1）対象者宅等
（2）書面開催
（3）未定（感染症流行
状況等を勘案）

○感染症流行継続により、閉じこもり気味になる高齢者の早期発見が困難になる可能性が有る。
○一人暮らしや親族が遠方等の高齢者に関する状況把握が、より困難になる可能性が有る。

支援が必要な高齢者への早期対応が可能となる様、地域関係団
体（民生委員・福祉村等）・医療機関・ケアマネジャー等との情報共
有を図り、支援業務を行う。

○課題を抱えた高齢者の早期発見・早期対応の為、ケアマネジャーや地
域関係団体と連携を図り、業務を行う事が出来ている。
○後期に向け、研修会・事例検討会・小地域ケア会議等の開催準備中で
ある。

（1）12/1、ケアマネジャーからの相談を受
け、1件開催（高齢者夫妻と精神疾患の子ど
もとの世帯について、安全な環境下での生
活継続に向けての検討）。
圏域の居宅介護支援事業所へは、個別地
域ケア会議開催協力依頼実施。
（2）2～3月に開催予定での準備中。地域団
体とは、必要時の情報共有を図りながら、
支援を実施している。金田地区＝2月4日・
参加13名、豊田地区＝2月7日・参加9名（い
ずれも個人情報取扱に関して）

計画どおり。
個別ケア会議につい
ては、地域の居宅介
護事業所に開催協力
依頼を行い、開催に
向けて取り組んでい
ることを確認した。

イ　地域ケア会議の開催

計画どおり。

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

イ　ケアマネジャーとの連携強化支
援

（２）地域資源との連携強化

②地域ケア会議（個
別ケア会議、小地域
ケア会議）を開催する

（1）個別ケア会議は、ケアマネジャー等から
の相談内容に応じ、関係者等と調整し、開
催する。
（2）小地域ケア会議は、地域関係団体等か
らの相談内容に応じ、感染症流行状況を勘
案し、対面または非対面で開催する。

（1）随時
（2）金田地区・豊田地
区で各1回以上

（1）対象者宅等
（2）公民館等

主任介護支援専門員 C

主任介護支援専門員 C

（1）ケアマネジャーからの相談を受け、支援
困難ケースへの同行訪問、フォーマル又は
インフォーマルサービスに関する情報提供
（地域の社会資源、平塚市在宅高齢者保険
福祉サービス等）を随時、実施している。前
期件数は15件。
（2）（3）年度後半実施に向け、内容等を検
討中。

計画どおり。 C

（1）ケアマネジャーからの相談内容により、
支援困難ケースの同行訪問、活用に向けて
の情報提供（地域の社会資源、平塚市在宅
高齢者保健福祉サービス等）は、随時、実
施している。
（2）10/18、ヤングケアラーに関する内容で
オンライン開催（講師：平塚市こども家庭
課）。参加66名。
（3）1月に書面開催予定。1月10日、書面開
催実施し、居宅介護支援事業所38箇所の
参加有。

（1）8/8 ケアマネジャーからの相談を受け、
1件開催（高齢者夫妻と精神疾患の子どもと
の世帯が、在宅生活継続に向けての検
討）。
（2）開催無。地域団体とは、必要時の情報
共有等は継続出来ている。

個別ケア会議につい
ては、計画どおり。
小地域ケア会議は後
期に実施することを
確認した。

C
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平塚市地域包括支援センターひらつかにし　　令和４年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

計画どおり。

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

高齢者福祉計画

基本目標１－１健康長寿へのチャレンジ

①総合事業における
多様なサービスの利
用促進

①総合相談対応時、適切なアセスメントを
行い、職員間で支援方法を検討し、総合事
業サービスの利用を図る。
②訪問Bのサービス利用に向け、吉沢福祉
村や金目地区福祉村相当(金目地区社会
福祉協議会)との交流を図っていく。

①随時
②年1回

①随所
②各福祉村等

金目地区：コロナ禍においても工夫して金目地区ふれあいサロンや通いの場等が実施されており、参加者は健康
意識が高い傾向にある。フレイルチェック測定会の実施希望は徐々に増えつつあるが、依然普及啓発が十分に行
えていない。サロン等に参加していない方、閉じこもりの方等への介護予防・フレイルの浸透ができていない。

土沢地区：コロナ禍のためふれあいサロンが活動自粛。地区社会福祉協議会の意向に沿いながら再開できるよう
後方支援していく必要がある。山間部であり農家等が多く、サロン＝遊びというイメージがあるという方もいて、フレ
イルチェック測定会の参加者が少なく、金目地区より介護予防・フレイルの浸透ができていない傾向がある。

サロンや通いの場、地域活動団体へ普及啓発を行っていく。
地域のイベント(地域活動団体のお祭り・公民館祭り等)へ、コロナ
禍のため工夫して参加して、ポピュレーションアプローチをしていく。
閉じこもりやサロン等不参加の方々への普及啓発として、ひらつか
にし広報誌バラ色通信等で介護予防・フレイルの普及啓発を行っ
ていく。地域実態把握として、既存のフレイルお尋ねシート等を活
用していく。

各サロンに参加、金目エコのイベントや地域の夏祭りに参加し、交流を行
い普及啓発を行った。バラ色通信春夏号を発行し、閉じこもりや介護予
防、フレイルの普及啓発等は行ったが、既存のフレイルお尋ねシートの活
用はできなかった。
金目公民館と土屋公民館のフレイルチェック測定会に開催支援のため職
員も参加した。

保健師（R4.4～6、R4.9/26 ～10/31のみ在籍）不在期間が多かった。一般
介護予防事業は、他の職員で協力しできる範囲で実施してきた。専門職
不在により工夫した点としては、保険年金課の保健師や栄養士等に交渉
し提供していただいた「血圧記録手帳」やフレイルに関する講話・関連する
資料の提供を活用し、地域での介護予防に努めた。昨年実施した長寿会
での健康講話が好評で、長寿会の集まりでひらつかにしを宣伝してくれた
お陰で、今年度は3箇所の長寿会から健康講話の依頼につながった。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

サロンや通いの場等で、市と東京大学の研究結果に基づきコロナ禍によるオーラルフレイルの増加を伝え、フレイルチェック測定会やカムカム教室の案内を行った。認知症カフェより
みちカフェロバの会で実施希望があり、3月に予定していたがコロナウイルス感染拡大に伴うまん延防止等重点措置期間と重なったため来年度へ延期とした。また、金目(川前会館)や
土屋公民館でのフレイルチェック測定会へ参加し、参加者と交流を図ったり、職員自身がフレイルチェック測定会を実際に見ることによって、普及啓発意欲が増すことにもつながった。
公民館祭りで、フレイルに関する展示を行った。
サロン開催支援として、金目地区ふれあいサロンがR2年度より福祉村相当で金目地区社会福祉協議会中心の活動となっているが、依頼があり、専門職派遣の支援・年間予定表や専
門職講話時のチラシ作成の支援等行った。土沢地区ふれあいサロンは、開催促進等働きかけは行ったが、地区社会福祉協議会の意向によりコロナ禍のため活動自粛。それに伴い以
前のサロン参加者が活動場所がなく閉じこもりがちとなり、介護保険申請につながったケースがある。
適切なケアマネジメントの実施に向け、総合相談や担当プランケース等について日々カンファレンスを行っている。訪問A委託型サービスに関する勉強会を包括内で実施し、その後利
用につながった。
閉じこもり高齢者の把握として、男性通いの場立ち上げに向けた懇話会を地域住民等と行い、実態を知るきっかけとはなった。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

【介護予防・生活支援サービス事業
通所型サービス】

②通所型サービスC
の利用者の利用後の
フォローについて

①通所C終了後、受け皿となる地域の通い
の場など本人が活躍・参加できる場へつな
ぐ。
②地域の通いの場のリーダー等と連携し、
終了者が地域で活動できているか継続的に
関わりを持っていく。

①②随時 ①②随所 全職員 C

①前期の通所Cに1件つなげた。終了（9月
28日）後、本人と検討するための情報収集
を行っている。また、後期に1名利用予定あ
り。
②昨年視察した通いの場等を包括広報誌
に掲載し、地域住民へ紹介を行った。また、
相談時に個別に情報提供を行った。

全職員 C

①職員間で支援方法を話し合い必要に応じ
て総合事業のサービスの提案を行ってい
る。
②吉沢公民館で毎月出張相談を行ってお
り、その時に福祉村と交流している。金目地
区は、8/24意見交換会を実施。参加者7名
（包括2名、地域の方5名）

計画どおり。 C

①職員間で支援方法を話し合い、必要に応
じて総合事業のサービスの提案を行った。
②毎月1回の吉沢地区出張相談や隔月の
土沢サロン開催日に吉沢公民館で福祉村
と交流している。金目地区は、積極的にサ
ロンに出向き、会長や役員と交流を図って
いる。また11/26金目地区社協委員会にて
交流を図った。9/26土屋公民館にて福祉村
立ち上げについての市の説明会に参加、住
民から、部落ごとに説明会を開いて欲しいと
の希望がでた。今後も継続して交流を予定
している。

後期1名利用予定で
あることを確認した。

B

①前期1名、後期1名、計2名通所Cにつない
だ。前期終了者には地域のサロンや自主団
体、長寿会への参加を促し、毎週1回は外
出して社会参加する習慣化を図るため、脳
いきいき教室へつないだ。
②通いの場（川前長寿会）の視察や、各サ
ロンに出向き、役員やリーダー等と情報交
換している。

前期、後期ともに1名
通所Cにつなげ、通
所C利用後にサロン
や脳いきいき教室等
につなぐ等フォローし
ていることを確認し
た。

キ　通所型サービスC　健康
チャレンジ複合型教室事業

計画どおり。

コ　介護予防ケアマネジメント

全職員 C

①必要時にその都度ケースカンファレンス
を行い、職員間でチェックをしている。
②担当者会議に参加し、連携を図ってい
る。委託は、前期約60件中、58件会議に参
加、電話でも連携している。

委託ケースにおいて
も、サービス担当者
会議への出席や電話
連絡等を行い、委託
先と連携していること
を確認した。

C

①必要時にその都度ケースカンファレンス
を行い、多角的視点を持って職員間で
チェックしている。
②後期は　12月現在で31件サービス担当者
会議に出席したり、電話でも連携を図ってい
る。

【介護予防ケアマネジメント】

③適正な介護予防ケ
アマネジメントの実施

①職員間で、ケースカンファレンスを行う。
②委託ケースの担当者会議等に参加し、委
託先居宅介護支援事業所と連携を図る。

①年2回
②随時

①ひらつかにし事務
所
②随所
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⑤介護予防、健康長
寿等に関する講座、
講演会の開催

①依頼のあった地域の活動団体で介護予
防、健康長寿等に関する講話を行う。
②サロンや通いの場へ、介護予防でチラシ
の配布等行い、介護予防と健康長寿につい
て普及啓発を行う。

①年1回
②随時

①公民館等
②随所

保健師を中心に
全職員

C

①広川長寿会と堀之内シルバークラブより
依頼あり、11/26広川長寿会、11/28堀之内
シルバークラブで開催に向け準備中。
②7月中に開催している金目ふれあいサロ
ン6カ所を回り、フレイルチェック測定会の案
内とフレイルについて簡単にお話しする時
間をもらい延べ70人に普及啓発を行った。

計画どおり。 C

①各地区長寿会長より依頼受け、11/21
広川長寿会（19名）、11/28　堀之内シル
バークラブ（12名）、12/6　川前長寿会（17
名）、1/27　片岡サロン（28名）にて健康講
話（フレイルを知り、健康長寿を目指すを
テーマに、運動・栄養・社会参加について）
を実施した。
②各サロンの他、11/6包括職員3名が（250
名超集客）金目エコミュージアム収穫祭に1
日参加し、幅広い年代の地域住民に介護
予防や健康長寿に関するチラシ等の説明を
し、血圧記録手帳（31名）を配布した。

計画どおり。

⑥サロンの開催支援

①金目地区ふれあいサロン：年間予定表・
チラシ等の作成、専門職派遣の支援等を行
う。
②土沢地区ふれあいサロン：コロナ禍でR３
年度活動自粛。再開に向けて、地区社会福
祉協議会と検討し、専門職などの講師派遣
等を行い、支援を行う。
③そのほかの通いの場：長寿会等の活動に
視察に行き、活動や地域住民の把握を行
う。

①②③随時 ①②③随所 保健師 C

①年間予定表・チラシの作成を行い、専門
職派遣については、各機関との連絡調整を
行った。
②今年度より再開となったため、地区社協
の役員・会長と内容を検討し、年間予定表・
チラシの作成を行った。また全てのサロンに
出向き9/9、9/16栄養士講話に市民30人参
加、9/26薬剤師講話に13名の参加。
③計画していたが、コロナ感染拡大のため
まだ実施できていない。後期11月に2カ所の
長寿会に参加予定に向け準備中。

計画どおり。 C

①専門職派遣では各機関や、地域のボラン
ティアの講師との連絡調整を行い、開催支
援した。
②専門職派遣では各機関や、地域のボラン
ティアの講師との連絡調整を行い、すべて
のサロンに出向き、開催支援した。（10/17
健康体操7名参加　11/21さくら薬局薬剤師
による講話7名参加　12/19第一興商による
カラオケ体操8名参加　1/16健康体操7名参
加　 2/20理学療法士による講話予定　3/20
栄養士による講話予定）
③11/21　広川長寿会、11/28　堀之内シル
バークラブ、12/6　川前長寿会での健康講
話や打合せ時、11/15　川前長寿会の視察
を行った際、役員や長寿会メンバーと対話
により把握を行った。

計画どおり。

⑦地域内でのフレイ
ル対策推進事業の充
実

①地域のイベント(活動団体のお祭り・公民
館祭り)等でフレイルに関する展示を行う。
②サロンや通いの場や、総合相談時など
に、フレイルのチラシを配布し、普及啓発を
行う。
③フレイルチェック測定会の周知活動をし、
開催後には必要時フレイル予防の体操等を
提案していく。

①年1回
②随時
③年2回

①公民館等
②随所
③金目地区1か所
　土沢地区1か所

保健師を中心に
全職員

C

①4/30金目エコ祭りに依頼を受け、参加者
約150人に保健師がフレイル講義と主マネ
が予防の体操を実施した。
②7月中に開催している金目ふれあいサロ
ン6カ所を回り、参加者延べ70名に、フレイ
ルについて簡単に説明した。
③7月に金目ふれあいサロン(参加者70名)
と土沢ふれあいサロン(参加者10人)に周
知、包括広報誌に開催の記事を掲載し、
1100件に全戸配布した。8/26金目公民館
（12名参加）、9/15土屋公民館（5名参加）で
フレイルチェック測定会実施。開催支援のた
め訪問した。

計画どおり。 C

①11/6　金目エコミュージアム収穫祭に出
展依頼あり、フレイルに関する展示を行っ
た。希望者にはフレイル関連のチラシや血
圧記録手帳（31名）を説明し配布した。2/25
～26　土屋公民館祭り、3/4～5　吉沢公民
館祭り・金目公民館祭りでフレイルについて
展示参加予定。
②広川長寿会、堀之内シルバークラブ、川
前長寿会、金目エコミュージアム収穫祭に
てポスター展示やチラシ配布を延べ298名
に普及啓発行った。
③前期に実施済み。

計画どおり。

計画どおり。

【一般介護予防事業】

ア　健康チャレンジ高齢者把
握事業

（２）地域で取り組む健康長寿へのチャレ
ンジ

④閉じこもり高齢者
の把握・支援

①民生委員、地区社会福祉協議会、福祉
村、自治会など地域の活動団体と情報共有
を行い、閉じこもり高齢者を把握していく。
②民生委員等と協働し、閉じこもり高齢者
への働きかけ、通いの場の利用等の提案を
していく。
③ひらつかにし広報誌バラ色通信で、閉じ
こもりによるリスク・社会交流の促進等の記
事を掲載し、全戸回覧する。

①年2回
②随時
③年1回

①②③随所 全職員 C

①6/20金目協議体において、情報共有を
行ったが、まだ把握までには至っていない。
②民生委員による一人暮らしの調査票作成
にあたり、20件程度個別相談のあったケー
スに対して提案を行った。
③包括広報誌でフレイルチェック測定会の
お知らせと共に通いの場の記事を掲載し、
全戸1100件配布した。

エ　健康チャレンジ普及啓発
事業

オ　健康チャレンジに取り組
むための通いの場(サロン）の
開催支援

コ　フレイル対策推進事業

計画どおり。 C

①コロナ感染拡大のため延期となっていた
金目協議体を1/23開催（参加者6人）。情報
共有を図り、できる範囲で把握に努める。サ
ロンに出向いた際は、役員や参加者から情
報収集行っている。
②民生委員、サロン役員や参加者、自治会
等から個別に相談あり（6件）、その方達か
らも利用提案行っていただくよう連携した。
③包括広報誌下期号にて閉じこもりリスク・
社会交流の促進の記事を掲載し全戸配布
予定。
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２　相談支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

②センター職員研修
（A)センター機能強化
研修
（B)その他研修

（A）認知症や精神疾患等の相談が多い現
状に対応すべく、職員の専門性を高めるた
めの研修に参加していく。(機能強化費の活
用)
（B）オンライン研修等も活用し、外部研修に
参加し、包括職員としてのスキルアップを図
る。包括会議等で伝達研修を行い、職員全
員で情報共有を図り、相談支援のスキル
アップを図る。

(A)年1回
(B)各職員年1回以上

随所 全職員 C

（A）機能強化費を活用し、富士見台病院に
精神疾患の内容について講話を打診中。
（B）6/29伊勢原駅前クリニックによる医療
連携に関するZoom研修に主マネと介護支
援専門員2名が参加し、参加できなかった
職員にも情報共有した。9/28精神障がいの
ある方のご自宅や地域での生活支援を考
える連絡会に介護支援専門員1名参加。統
合失調症の理解を深めるため、10/21精神
保健家族教室オンライン研修に主マネと介
護支援専門員2名申し込み済。

計画どおり。 D

（A）富士見台病院講話は今年度依頼でき
ず。次年度に再度打診予定。
（B）11/25　よろず向け研修に3名参加。出
れなかった職員は後日視聴済み。　認知症
地域支援体制推進全国合同セミナー　1名
1/23　令和4年神奈川県認知症地域支援推
進員研修　1名参加予定　2/3　「若年性認
知症の人とともに歩む」　1名参加予定
2/21　令和4年度　神奈川県チームオレンジ
シンポジウム　1名参加予定。社会福祉士に
準ずる者が10/13・28・11/11・25　成年後見
制度に関する公開講座、11/28　市民申立
と任意後見、10/21　精神保健Zoom 研修に
参加。

（A）病院に講話を打
診するも、コロナ感染
拡大や日程が合わず
実施できなかったた
め、次年度に再度計
画することを確認し
た。
（B）計画どおり。

地域住民に、広く高齢者よろず相談センターひらつかにしが市から
委託を受けた総合相談窓口であることを知っていただけるよう、地
域のイベントに参加していく。ひらつかにし広報誌バラ色通信を発
行し、回覧や地域情報局へアップ、地域内のスーパーや医療機関
等への配布も継続していく。

さまざまな取り組みの効果で、色々な所からの認知度が上がった。昨年
度より、地域住民に、ひらつかにしが窓口であることを知っていただけた
様子。電話相談や来所相談が増えている。

さまざまな取り組みの効果で、色々な所からの認知度が上がった。昨年
度より、地域住民に、ひらつかにしが窓口であることを知っていただけた
様子。電話相談や来所相談が増えている。ヨークマートからの緊急の相談
依頼にも時間外で対応した。公民館掃除等にも積極的に参加し、地域住
民や地域団体との交流も積極的に図った。

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

地域内での高齢者よろず相談センターの知名度が低いため、地域住民に知っていただけるよう、高齢者よろず相談センターの機能について、民生委員児童委員交流会での講話、公
民館祭りでの展示、金目地区敬老の集いでチラシ配布、ひらつかにし広報誌バラ色通信に掲載し回覧したり、地域情報局ホームページに掲載した。
職員スキルアップのため、オンライン研修中心に受講したり、日々カンファレンスをし事例の共有・支援方法を検討している。
地域住民へのかかりつけ医や在宅医療に関する普及啓発、連携強化として、ひらつかにし広報誌バラ色通信に医師や歯科衛生士、薬剤師等の協力を得て記事を掲載することができ
た。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策

C

①日々のカンファレンスを行って必要な機
関と連携した。
②随時、地域のイベントやサロンに参加して
いる。また長寿会（広川、堀之内、川前）や
金目エコミュージアム収穫祭、11/26　金目
地区社協役員会にて包括チラシとパワーポ
イントを使用して参加者に周知した。
③前期に実施済み。

計画どおり。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１地域ネットワークの充実

①多様化する相談内
容に対応できる体制
づくり及び包括支援
センターの知名度の
向上

①日々のカンファレンス、事例検討を行い、
適宜必要な機関と連携をする。
②高齢者よろず相談センターの知名度の向
上のため、センターの機能や窓口場所、相
談方法などが地域住民に知っていただける
よう、地域のイベント等に参加する。
③ひらつかにし広報誌バラ色通信にて、高
齢者よろず相談センターについて記事を掲
載し、回覧・地域情報局へ掲載していく。

①随時
②③年1回

①ひらつかにし事務
所
②公民館等
③随所

全職員
（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

ア　高齢者よろず相談センターの認
知度の向上

（６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者よろず相談センターの知名度が低い。
担当エリア内でも地区によって、山間地域で高齢者と同居している家庭が多いところもあれば、分譲地などで子育
て世代の核家族が多いところもある。地区全体として、近所付き合いの希薄化がある。

ウ　高齢者よろず相談センター向け
研修

（２）地域資源との連携強化

③支援における地域
包括ケアシステムの
ネットワークの構築・
活用

①市役所、保健所、成年後見利用支援セン
ター、くらしサポート、医療機関、居宅介護
支援事業所など関係機関との連携を図る。
②自治会や民生委員や地区社会福祉協議
会などの地域活動団体との連携のため、各
地区ごとに協議体にて情報共有・連携を図
る。地域関係団体の会議に参加する。

C

①日々のカンフアレンスを行って必要な機
関と連携した。
②随時、地域のイベントやサロンに参加して
いる。
③上半期のひらつかにし広報誌「バラ色通
信」にて高齢者よろず相談センターについて
の紹介記事を掲載し周知した。

計画どおり。

C

①総合相談・虐待案件等必要に合わせて、
市役所（高齢福祉課、生活福祉課、障がい
福祉課）、保健福祉事務所、警察、信用金
庫、女性のための相談窓口、社会福祉協議
会、医療機関、居宅介護支援事業所、サー
ビス事業所、福祉村、民生委員や自治会の
役員、地区社協、地域内の大型スーパー、
各種地域団体、地域住民と連携を図った。
②12/4　土屋公民館の掃除、12/4　吉沢地
区地域活動団体との連携会議に参加し、各
団体との情報共有を図った。1/23　金目協
議体を開催。吉沢地区協議体の再開に向
け、吉沢公民館主事にも協力・助言受けて
いる。土屋協議体については、まだ開催検
討中。

計画どおり。
①随時
②年1回

①随所
②公民館等

全職員 C

①総合相談・虐待案件など必要に合わせて
市役所（高齢福祉課、生活福祉課、障がい
福祉課）、保健所、社会福祉協議会、医療
機関、居宅介護支援事業所、福祉村、民生
委員や自治会の役員、地区社協、地域内
の大型スーパー（ヨークマート）と連携を図っ
た。
②6/20金目協議体を開催し各団体との情
報共有を図った。

計画どおり。
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⑤地域住民へのかか
りつけ医（医療機関）
や在宅医療に関する
普及啓発の実施

①医師、薬剤師、訪問看護師などへ依頼
し、在宅医療についての講演会を依頼す
る。コロナ禍のため、書面での普及啓発も
依頼する。
②在宅介護・医療連携支援センターのチラ
シ配布したり、イベント開催時参加呼びか
け、普及啓発を行う。

①年1回
②随時

①公民館など
オンラインも検討
②随所

保健師を中心に
全職員

C

①8/15土沢ふれあいサロンにて薬剤師の
講話を予定し準備していたが、コロナ感染
拡大のため、役員より中止の連絡を受け実
施できなかった。9/26金目ふれあいサロン
にてウエルシア薬局薬剤師の講話を実施で
きた。(参加者13名)
②総合相談の必要時に情報提供したり、金
目窓口の歩道にチラシを置いて自由に持ち
帰れるようにしている。

9月に薬剤師による講
話を実施したことを確
認した。

B

①11/21　さくら薬局（7名）、12/27　ウエル
シア薬局（14名）　薬剤師の講話実施した。
②総合相談の必要時に情報提供したり、金
目窓口の街頭掲示板にチラシを掲示、金目
窓口ポーチ部にチラシを置いて自由に持ち
帰れるようにしている。

年間で計3回の薬剤
師による講話を行っ
たことを確認した。

①下期版は2月に前期と同様地域内の医院
8か所、薬局4か所に展示・配架依頼に伺
い、関係作りに努める。
②薬局やドラックストアと連絡を取り、サロン
での薬剤師の講話につなげた。11/21　さく
ら薬局薬剤師（7名）、12/27　ウエルシア薬
局薬剤師（14名）

前期と同じ地域内の
医療機関に配架を依
頼することを確認し
た。また、挨拶から講
話への好循環が起き
ていることを確認し
た。

（１）医療・介護連携推進のための支援

ウ　医療機関とのネットワークづくり
の推進

基本目標２－２医療・介護連携の推進

④医療機関（地域包
括サポート医、在宅
支援拠点薬局など）
や介護関係機関との
連携強化に向けた包
括独自の取組み

①エリア内のサポート医や在宅拠点薬局な
どと顔の見える関係作りのため、挨拶に行
き、ひらつかにし広報誌バラ色通信の展示
や配架依頼をする。
②エリア内の歯科クリニックや、ドラッグスト
ア等にも挨拶に伺う。

①年2回
②年1回

①②随所
保健師を中心に
全職員

C

キ　市民への普及啓発の実施

①ひらつかにし広報誌バラ色通信春夏号の
展示や配架を地域内の医院8か所、薬局4
カ所に7月に依頼に伺い顔の見える関係作
りに努めた。
②ドラッグストアに挨拶、9/26の講話につな
がった。

ばら色通信の春夏号
を配架依頼を実施し
たことを確認した。ま
た、エリア内の歯科な
どの関係者にも挨拶
を実施していることを
確認した。

B
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３　権利擁護事業

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

②企業向け認知症サ
ポーター養成講座

①2年連続開催していただいているヨーク
マート北金目店に開催依頼。
②エリア内のスーパーマーケットやドラッグ
ストア、企業等へ挨拶・開催依頼。

①年1回　7月
②年１回

①ヨークマート北金目
店
②随所

認知症地域支援推進
員
を中心に全職員

C

①ヨークマート北金目店店長に打診し、
10/18実施に向けて準備中。
②ひらつかにし広報誌の配架時に開催の
打診を行った。

計画どおり。 B

①10/19　午前7名　午後7名計14名に実
施。
市の輪番制の企業向け認知症サポーター
養成講座をトランコム株式会社において、
2/2に二部制にて一部18名、二部10名計28
名に実施。各企業において、打ち合わせ時
に取り入れてほしい内容など要望を聞き、
それを組み込んだカリキュラムで行ってい
る。
②下期ひらつかにし広報誌配架時に開催
の打診を行う予定。

年2回の企業向け認
知症サポーター養成
講座開催を確認し
た。

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

認知症地域支援推進員を中心に、認知症施策である認知症サポーター養成講座小中学校向け・企業向け・一般市民向け、認知症予防教室、チームオレンジ研修の実施や、認知症カ
フェの支援(チームオレンジメンバーの育成・サポート)、初期集中支援事業の活用をすることができた。ひらつかにし広報誌バラ色通信に認知症特集記事を行った。
社会福祉士の欠員により、保健師や認知症地域支援推進員の他職種が、認知症サポーター養成講座やチームオレンジ研修等で高齢者虐待防止・成年後見制度に関する普及啓発を
行った。
終末期に向けた住民への普及啓発として、希望者へエンディングノート配布。配布時に講演会等のニーズ調査のアンケートへご協力いただき、包括独自で講演会等は実施できなかっ
たが、成年後見利用支援センターなどが実施する講座の案内を郵送し、普及啓発を行った。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期）

認知症地域支援推進
員
を中心に全職員

C

高齢者福祉計画

基本目標２－３認知症支援策の推進

①認知症サポーター
養成講座の開催

①輪番制の市民向け認知症サポーター養
成講座を行う。
②エリア内の小中学校へ認知症サポーター
養成講座の開催依頼をし、先生方へ認知症
サポーター養成講座について普及啓発を行
い、開催につなげる。

①年１回　9/14
②小学校１校１学年
　 中学校1校１学年
　 2・3月

①金目公民館
②各小中学校

（８）取り組みに対する全体評価（年間）

コロナ禍で自粛・活動機会の減少などの影響で、認知症の相談が深刻になってからの相談が増えている様に見受
けられている。認知症に対する偏見がある。
終活やエンディングノートに関して、サロン等の場で公に周知すべきではないと感じる地域住民もいる。

認知症・終活・高齢者虐待・成年後見制度についての普及啓発を、
多世代に継続的に行っていく。

サロンで普及啓発を行う他、バラ色通信春夏号を地域回覧や配布するこ
とで、全世代に普及啓発を行った。

昨年度より長らく社会福祉士が不在。令和4年7/16より介護支援専門員
が社会福祉士に準ずる者として配置となった。専門知識の乏しい中、虐待
対応も行っており、より専門性の高い支援はできていないと感じるが、認
知症サポーター養成講座や認知症予防教室、チームオレンジ研修、金目
地区社協役員会での講話、長寿会（広川、堀之内、川前）での講話のなか
で、認知機能検査、成年後見制度、高齢者虐待について普及啓発を行う
ことができた。サロンへの開催支援時にも普及啓発を行った。公民館祭り
3か所へも展示で参加を予定し、普及啓発を行う準備をしている。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

計画どおり。
小学校、中学校にお
いてサポーター養成
講座を開催している
ことを確認した。

（１）認知症理解のための普及・啓発 ①9/14に金目公民館で実施。当日1名キャ
ンセルあったが、14名が参加。
②7/15みずほ小学校4年生114名、職員5
名、計119名を対象に実施。

計画どおり。 C

①前期に実施済み。
②吉沢地区地域活動団体の連絡会におい
て校長先生に打診し、土沢中学校2/21に開
催。生徒53名・教師参加10名。
各小中学校において、打ち合わせ時に取り
入れてほしい内容など要望を聞き、それを
組み込んだカリキュラムで行っている。

イ　認知症サポーター及びチーム
オレンジメンバーの養成

①12/14開催予定に向け計画中。
②11月開催に向け企画中。今後協力依頼
を行う。

後期の実施に向けて
準備を行っていること
を確認した。

C

①12/14吉沢公民館にて5名参加。コグニサ
イズ講師を招いて、コグニサイズと包括担
当者にて30分の講習を行った。
②11月に日程調整つかず、3月開催に向け
準備中。

計画どおり。
予防に特化した教室
は3月に開催予定で
あることを確認した。

（２）認知症予防施策の充実

③身近な場での認知
症予防教室の開催

①輪番制の市民向け認知症予防教室を行
う。
②予防に特化した教室開催に向け、チーム
オレンジメンバーや外部講師の協力を得て
いく。

①年1回 12/14
②年1回以上

①吉沢公民館
②公民館等

認知症地域支援推進
員
を中心に全職員

C
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⑤認知症初期集中支
援事業の対象者を把
握し支援につなげる

①総合相談時、職員間でカンファレンスを行
い、対象者選定をする。
②民生委員など地域活動団体と、情報共有
を行い、対象者を把握する。
③①②の後、対象者と関係性を構築し、包
括でまずは支援方法を検討し、初期集中支
援チームと連携していく。

①②③随時 随所
認知症地域支援推進
員 C

①総合相談時、職員間でカンファレンスを
行っているが、初期集中支援事業の対象者
選定に挙がるケースはなかった。
②民生委員やサロンや認知症カフェで情報
を収集しているが、初期集中支援事業の対
象者選定に上がるようなケースはいなかっ
た。
③検討したが、対象者がいない為実施でき
ず。

必要なケースの把握
や働きかけを行って
いることを確認した。

C

①総合相談時、職員間でカンファレンスを
行っているが、初期集中支援事業に対象者
選定に挙がるケースはなかった。
②民生委員やサロン、認知症カフェで情報
を収集しているが、初期集中支援事業の対
象者選定に挙がるようなケースはいなかっ
た。
③検討したが、対象者がいない為実施でき
ず。

計画どおり。
選定ケースはいな
かったが、総合相談
の中で医療や介護へ
繋いだケースがある
ことを確認した。

⑥認知機能低下を把
握するための認知機
能評価機器の活用

①総合相談時
②認知症予防教室や認知症サポーター養
成講座の実施後に参加勧奨する。
③サロン・通いの場・地域のイベントにて、
「脳の健康度チェック」を周知する。

50件/年

①ひらつかにし事務
所
②公民館等
③随所

認知症地域支援推進
員
を中心に全職員

C

①総合相談時、実施の参加を促し４月6件、
5月2件、6月2件、7月0件、8月8件、9月4
件、計22件実施した。
②予防教室は後期に実施計画中のため未
実施、市民向け認知症サポーター養成講座
は9/14に実施し、その際に参加を勧めた。
③サロン、通いの場、地域のイベントでチラ
シを配って説明し参加を促した。

計画どおり。 C

①総合相談時、実施の参加を促し、11月8
件実施（10月、12月、1月、2月22日時点は0
件）計年間30件実施。3月末までには達成で
きるよう周知していく。
②予防教室実施後に参加を促したが、参加
者はいなかった。（予防教室のチラシに掲
載。講義中にも告知を実施。）
③11/6の金目エコミュージアム収穫祭にお
いて周知したところ、8件の参加があった。

計画どおり。

⑦成年後見制度の利
用相談体制の充実

①総合相談時、ケースに合わせた、成年後
見利用支援センター、市民情報・相談課等
と連携し、制度の利用を促進していく。
②成年後見制度に関する研修等に社会福
祉士以外の職員も参加する。

①随時
②年1回

①ひらつかにし事務
所
②随所

①社会福祉士を中心
に全職員

②全職員

C

①委託先のCMより1件、地域のグループ
ホームの管理者より1件相談あり、よりそい
について情報提供行った。
②参加できていないが、情報収集は日々
行っている。

ケースの状況に合わ
せて必要な情報提供
や連携を行っている
ことを確認した。

C

①来所相談時家族に2件、ケアマネ後方支
援の同行訪問時に1件、電話相談時家族に
1件、計4件に情報提供行い、利用促進し
た。
②社会福祉士に準ずる者が成年後見制度
に関する研修に参加し、他職員にも伝達研
修や資料回覧し、スキルアップを図った。

計画どおり。

⑧成年後見制度の普
及啓発の取り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

①成年後見利用支援センター主催の講座
などのチラシを、エンディングノート配布時
にニーズがあった方に配布したり、サロン等
へ出向いたり、ひらつかにし広報誌バラ色
通信で普及啓発を行う。
②認知症サポーター養成講座などで、成年
後見制度説明を取り入れる。

①年1回
②各年1回
　市民向け
　小中学生向け
　企業従業員向け

①②随所
社会福祉士を中心に
全職員

C

①金目窓口前の歩道にチラシを配架してい
る。下半期にひらつかにし広報誌にて成年
後見制度の説明を記載予定。
②みずほ小学校では先生より内容が難しい
との意見があり実施できなかったが、福祉
の心について伝えた。9月の市民向け認知
症サポーター養成講座では成年後見制度
の説明を実施、11月に実施予定の企業向
けの認知症サポーター養成講座でも成年後
見制度の説明を組み込む準備をしている。

普及啓発内容を相手
方と擦り合わせを
図っていることを確認
した。

B

①包括広報誌下期版にて成年後見制度に
関する記事を掲載済み。
②認知症サポーター養成講座（9/14　市民
向け、10/19　企業向け）、11/30　チームオ
レンジ研修にて成年後見制度に関する内容
を組み込み普及啓発行った。2/2　輪番制
企業向け認知症サポーター養成講座や、
2/21　土沢中学校認知症サポーター養成
講座でも取り入れた。

年間を通じて計画を
上回る普及啓発に取
り組めたことを確認し
た。

⑩認知症サポーター
養成講座修了者の育
成事業

①チームオレンジ研修を行う。
②チームオレンジメンバーの活動把握をし、
チームオレンジ活動の提案としてお手紙ボ
ランティアや認知症カフェへの参加呼びか
け等を行う。

①年1回　11月
②年2回

①公民館
②随所

認知症地域支援推進
員
を中心に全職員

C

①チームオレンジ研修は11月実施に向け、
準備している。認サポのみの受講者へ個別
に参加の打診行っている。
②チームオレンジメンバーの活動を把握し、
認知症カフェに参加してもらっている。参加
していないメンバーに関しては、個別に呼び
かけを行っている。

後期の実施に向けて
準備を行っていること
を確認した。

C

①11/30チームオレンジ研修実施。参加者4
名。
②チームオレンジメンバーの活動を把握し、
認知症カフェに参加してもらっている。参加
していないメンバーに関しては、個別に呼び
掛けている。

計画どおり。
チームオレンジの活
動人数を把握し積極
的に声掛けを行って
いることを確認した。

（３）認知症に対する早期対応体制の整
備

④認知症地域支援推
進員による専門的な
相談支援（若年性認
知症を含む）

総合相談時、認知症関連の相談に関して、
認知症地域支援推進員を中心にアセスメン
ト・支援方法の検討を行う。必要時、認知症
疾患医療センターや若年性認知症支援コー
ディネーターと連携していく。

随時 ひらつかにし事務所 計画どおり。
ア　若年性認知症を含めた相談支
援

総合相談時、認知症関連の相談に関して包
括職員内で共有し、認知症地域支援推進
員を中心としてカンファレンスを行い、アセ
スメントや支援方法を検討している。また必
要時には、電話にて情報提供行っている。

イ　認知症初期集中支援事業

ウ　認知機能検査の実施

エ　成年後見制度の利用相談等

オ　成年後見制度の利用支援等の
充実

認知症地域支援推進
員
を中心に全職員

C

総合相談時、認知症関連の相談に関して包
括職員内で共有し、認知症地域支援推進
員を中心としてカンファレンスを行い、アセ
スメントや支援方法を検討している。

必要に応じてカンファ
レンスを実施し、支援
方法を検討している
ことを確認した。

C

C

①認知症の相談があった家族に10月1部、
11月6部、12月1部、1月3部、2月22日時点4
部、新規入職者に10月1部、計16部年間26
部配布した。
②11/30実施のチームオレンジ研修に使用
した。
③認知症予防教室にてテキストとして使用
した。

計画どおり。

（４）認知症高齢者の見守り支援

⑨認知症ケアパスの
普及

①認知症についての総合相談時に活用す
る。
②チームオレンジ研修時に使用する。
③認知症予防教室や地域での講話時にテ
キストとして使用し、普及啓発を行う。

①随時
②年1回　11月
③年1回

①ひらつかにし事務
所
②公民館
③随所

認知症地域支援推進
員
を中心に全職員ア　権利擁護のための相談支援及

び普及啓発

イ　チームオレンジの体制整備

C

①認知症の相談があった家族に4月4部、5
月2部、6月1部、7月1部、8月1部、新規入職
者に9月1部、計10部配布した。
②チームオレンジ研修を11月に実施に向け
準備中。
③認知症予防教室未実施。普及啓発の為
の方法を検討する。

計画どおり。
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⑪認知症カフェの実
施

①よりみちカフェ(ロバの会、よりみち農園、
介護者カフェ)の実施。
②吉沢地区自治会連合会・吉沢公民館等と
連携し、吉沢地区みんなで歩こう会の企画
を行い継続して実施できるようにする。
③認知症カフェ　パークゴルフ輪への職員
の参加、継続支援を行う。

①通年、月4回
②年2回
③年2回

①ひらつかにし事務
所
　金目公民館
　真田自治会館
②公民館等
③木村植物園湘南ひ
らつかパークゴルフ
場

認知症地域支援推進
員
を中心に全職員

B

①ロバの会8回、よりみち農園4回、介護者
カフェ4回実施。
②吉沢地区みんなで歩こう会を12/6実施に
向け、吉沢地区自治連合会、吉沢公民館と
話し合いを重ねている。今後福祉村にも協
力依頼を行っていく。
③パークゴルフ輪の代表と情報共有し、認
知症本人や家族の相談につなげている。

感染予防対策をして
認知症カフェの継続
に努めており、多種
の居場所づくりと連携
方法を工夫している
ことを確認した。

C

①ロバの会8回、よりみち農園4回、介護者
カフェ4回実施。
②彼岸花はコロナ感染者拡大のため中止し
たが、12/6　もみじは開催（10名）。春の歩こ
う会は自治連合会会長との話合いの結果
中止。
③10/30　市総体パークゴルフ会場にてメン
バーと共に普及啓発行った際、代表にチー
ムオレンジ研修での講師依頼や毎月の意
見交換時に、交流し継続支援行った。

計画どおり。
調整中であった春の
歩こう会は中止とな
り、計画どおりとなっ
たことを確認した。

⑭高齢者虐待の相談
体制の充実

①高齢者虐待対応マニュアルに沿い、関係
機関と連携し、役割分担して、タイムリーな
支援を行う。必要時、市民相談や法テラス
などの法律相談の紹介等も行う。
②個人情報保護法、プライバシーの保護に
留意し、関係機関との連携を図る。

①②随時 ①②随所
社会福祉士を中心に
全職員

C

①3つのケースについて、マニュアルに沿っ
て行っている。不明点は関係機関に相談し
ている。
②必要時には個人情報同意書を前もって
説明し、署名・捺印いただいている。

計画どおり。 C

①3つのケースについて、マニュアルに沿っ
て行っている。不明点は高齢福祉課をはじ
めとした関係機関に相談している。
②必要時には個人情報同意書を前もって
説明し、署名・捺印いただいている。

個人情報のやりとり
に留意しながら関係
機関と連携しているこ
とを確認した。

⑮虐待を受けた高齢
者に対するケア体制
の充実

①高齢者虐待対応マニュアルに沿い迅速
に対応し、適切な保護や支援ができるよう
関係機関・高齢福祉課と連携する。
②個人情報保護法、プライバシーの保護に
留意し、関係機関との連携を図る。

①②随時 ①②随所
社会福祉士を中心に
全職員

C

①3つのケースについて、マニュアルに沿っ
て行っている。不明点は関係機関に相談し
ている。
②必要時には個人情報同意書を前もって
説明し、署名・捺印いただいている。

計画どおり。 C

①3つのケースについて、マニュアルに沿っ
て行っている。不明点は高齢福祉課をはじ
めとした関係機関に相談し、迅速な対応が
必要な時には支持を受け適切な動きができ
るよう包括内で常に共有している。
②必要時には個人情報同意書を前もって
説明し、署名・捺印いただいている。

計画どおり。

⑯養護者に対するケ
ア体制の充実

①養護者支援として、関係機関とカンファレ
ンスを行い、高齢福祉課と役割分担、連携
していく。
②状況確認をし、必要な情報提供を行う。

①②随時 ①②随所
社会福祉士を中心に
全職員

C

①高齢福祉課・生活福祉課、病院・事業所・
居宅と連携を行っている。
②昨年度の1ケースと今年度の3ケースで連
携をしている。

計画どおり。 C

①高齢福祉課・生活福祉課、医療機関、
サービス事業所、居宅支援事業所と連携を
行っている。すでに分離できているケースで
も、養護者を見守る為に、相談電話、書類
記入来所等に日々職員が対応している。
②昨年度の1ケース、今年度の3ケースで連
携をしている。

計画どおり。

キ　認知症カフェの設置と支援

基本目標３－２権利擁護事業の充実

⑫終末期に向けた住
民への普及啓発

①ひらつかにし広報誌バラ色通信にて、エ
ンディングノート配布やACPに関する普及啓
発の記事を掲載し、回覧する。
②平塚市版エンディングノートを希望者に説
明後お渡しし、配布時にアンケートを行い、
今後の普及啓発につなげていく。

①年1回
②随時

①前期に実施済み。11/6　金目エコミュージ
アム収穫祭での展示、11/26　金目地区社
協役員会での講話時にACPの説明行ない
エンディングノートの普及啓発行った。
②個別相談時に2名、金目エコミュージアム
収穫祭で5名、金目地区社協役員会後に2
名、計9名に配布し、アンケートの回答もい
ただいた。

個別相談にノートを
配布したケースでは
継続的な相談につな
がっている。計測を上
回る活動を行えてい
ることを確認した。

（１）日常生活を支える権利擁護事業の
推進

エ　終末期に向けた権利擁護推進
事業

（２）高齢者虐待防止のための取組

⑬高齢者虐待防止の
普及啓発に関する取
り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

①認知症サポーター養成講座、チームオレ
ンジ研修、民生児童委員協議会交流会等
で虐待防止に関する普及啓発を行う。
②ひらつかにし広報誌バラ色通信に高齢者
虐待防止や、介護者負担等の内容を掲載
する。他機関で高齢者虐待や高齢者の権
利擁護に関する市民向けの講演等がある
場合、通いの場などでイベントの告知やちら
し配布等を行う。

①年3回
市民向け：9/14
ボランティア向け：11
月
民生委員向け：未定
②年1回

①随所

②随所

社会福祉士を中心に
全職員

①②ひらつかにし事
務所

社会福祉士を中心に
全職員

C

①ひらつかにし広報誌春夏号と金目地区敬
老の日に向けて作成したチラシにエンディン
グノートについて掲載。広報誌は1100件全
戸配布し、敬老の日のチラシは地区社協役
員より手渡しにて配布し、普及啓発を行い、
個別の配布に繋がっている。
②個別相談時に説明し、希望された1名、チ
ラシを見て希望された1名に配布し、アン
ケートの回答をいただいた。

エンディングノートに
ついて広く普及啓発
していることを確認し
た。

B

ア　高齢者虐待の知識等の普及啓
発

ウ　高齢者虐待の相談体制の充実

オ　虐待を受けた高齢者に対する
支援

カ　養護者への支援

D
①今後実施予定。
②下半期の包括広報誌にて高齢者虐待防
止の記事を掲載予定。

後期に向けて準備を
行っていることを確認
した。

B

①9/14　市民向け認知症サポーター養成講
座、10/19　企業向け認知症サポーター養
成講座、11/26　金目地区社協役員会での
講話時、長寿会（広川、堀之内、川前）での
講話時にも虐待防止について説明し普及啓
発行った。また2/2　輪番制企業向け認知
症サポーター養成講座でも普及啓発を行っ
た。
②包括広報誌下期号にて掲載済み。

地域のサロン等にて
普及啓発を行い、早
期発見の一翼を担っ
ていることを確認し
た。
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

５　その他

実施時期・回数 場所 担当者
前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

年1回 随所 全職員 C

2年かけて検討を繰り返している男性の通
いの場の支援について話し合いの場を設け
ようとしたが、コロナ感染拡大の為思ったよ
うに話し合いを進める事ができなかったが、
後期には予定する。また、広川長寿会会長
より定年退職後の男性が自宅に閉じこもり
がちとの相談を受け、今後男性も参加でき
るような活動を共催していく。

計画どおり。 B

・金目地区での男性の通いの場についての
話し合いは実施できなかった。団体の主と
なる方には話し合い継続の意向お伝えして
あり、コロナ感染状況も踏まえ、今後も継
続・検討していく。
・広川長寿会会長より、定年退職後の男性
が自宅に閉じこもりがちである現状を打破
するため地域で何とかしたいとの相談受
け、対話を繰り返し、11/21に健康講話につ
なげた。今後も定期的に共催開催の打診を
受けている。また、真田長寿会の役員から
も男性の集いの場にもっと人が集まるよう
支援依頼受けている。

男性の通いの場の立
ち上げは包括独自の
取組みであり、今後も
検討していくことを確
認した。
前期に団体から「男
性が閉じこもりがち」
という相談を受け、当
該団体と検討、健康
講話を実施し、解決
に向け取り組んだこと
を確認した。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

以下、コロナ禍のため。土沢地区ふれあいサロンは活動自粛。土屋地区協議体は数回のみ実施、吉沢地区協議
体は実施なし。土沢地区での地域課題の抽出機会が減少傾向。
認知症の相談、うつなどの精神面の相談が増加しているように考えられる。民生委員の訪問活動が思うようにでき
ず実態把握が難しく、地域からの相談が少ない。

コロナ禍で対面でお会いすることが少ないが、地域の活動団体と顔
の見える関係性づくりを行う。
サービス担当者会議等の連携時にケアマネジャーから困難に感じ
ていることを聞き取り、継続して支援できるようにする。
地域の課題について多職種で話し合いをする場を設け、多角的視
点による検討を進める。

コロナ渦が続き、なかなか改善しない中、感染対策をとった上で、できる範
囲での関係性作りを行った。包括を会場とした金目協議体は実施。サロン
も時短となり、話し合いを持つ場がもうけられなかった。

小地域ケア会議はコロナ感染拡大により時短実施のサロン多く、実施でき
なかった。コロナ禍が続き、なかなか改善しない中、感染対策をとった上
で、できる範囲での関係性作りを行った。包括事務所を会場とした金目協
議体は、前期に1回、後期に1回実施。社会福祉士が不在で、準ずる者が
担当する中、虐待に当たらないセルフネグレクトや養護者が親族以外の
友人であるケース等、複合的な問題が多々あるが、他職種の職員とも協
力し、地域の問題にも関わった。

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

民生児童委員協議会交流会において、地域包括ケアシステムについて、協議体、地域ケア会議についての講話を実施した。
金目地区ふれあいサロン終了後、各地区の役員と小地域ケア会議を行い、地域の課題抽出を行った。
個別地域ケア会議を、困難ケースの家族等へ打診し、認知症独居高齢者の個別地域ケア会議を行った。
ケアマネジャーの支援として、個別相談に応じ、必要時同行訪問やカンファレンスを行い、支援した。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１ネットワークの充実

①ケアマネジャーへ
の支援

①普段からケアマネジャーからの相談を受
けやすい関係づくりを行う。
②日常的にニーズを汲み取り、ケアマネ
ジャーが一人で抱え込まないように必要に
応じて迅速に対応する。

①②随時 ①②随所
主任ケアマネジャー
中心に全職員

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

イ　ケアマネジャーとの連携強化支
援

C

①来所時や電話時に、ケアマネとの対話を
し、話しやすい関係作りをしている。
②ケアマネから相談を30件受けた。事業所
や他居宅、利用者ご家族との間に入り、電
話や郵送を行い、ケアマネジャーが1人でか
かえこまないように迅速に対応した。また必
要時には同行訪問も行った。

計画どおり。

①地域ケア個別会議開催となり得るケース
よりも、早急に支援が必要なケースがほと
んどであったため開催できなかった。
②サロンが時短での開催となっているた
め、小地域ケア会議につなげることはでき
なかった。
③12/4　吉沢地区地域活動団体との連携
会議に出席し、地域の実情について意見交
換した。1/23　金目協議体を開催した。

地域ケア個別会議、
小地域ケア会議とも
に開催の実績がない
ことを確認した。特に
小地域ケア会議を開
催するサロンは新型
コロナウイルス感染
症の影響で時短に
なっていることを確認
した。

イ　地域ケア会議の開催

B

①来所時や電話時に、ケアマネと対話を
し、話しやすい関係作りをしている。
②ケアマネから相談を11件受けた。事業所
や他居宅、利用者ご家族、養護者の友人と
の間に入り、電話や郵送を行い、ケアマネ
ジャーが一人で抱え込まないように対応し
た。また、必要時には、来所相談、同行訪
問も行った。

地域の居宅介護支援
事業所から多くの相
談があり、相談しやす
い関係性を構築でき
ていることを確認し
た。また、相談内容に
応じ、同行訪問等を
行い、ケアマネジャー
の支援を行っている
ことを確認した。

内容(何を、どのように）

地域サロンの講師の方が、男性の参加の少なさを問題視されている。包括主催の認知症カフェにも男性の参加は
少ない現状にあり、男性の介護者のリフレッシュの機会の場が少ないという印象がある。男性の通いの場の検討を
地域住民等交え行っている。今年度も継続し、男性通いの場の支援を行っていく。

①利用者自宅等
②公民館等
③ひらつかにし事務
所等

全職員 D

①前期では地域ケア個別会議は行わな
かった。
②サロン後に話をするが、小地域ケア会議
とまでは至らなかった。
③6/20金目協議体会議を行った。

地域ケア個別会議、
小地域ケア会議とも
に開催できていない
ことを確認した。ただ
し、地域の各団体と
の連絡は行えている
ことを確認した。

D

（２）地域資源との連携強化

②地域ケア会議（個
別ケア会議、小地域
ケア会議）を開催する

①地域ケア個別会議を行う。
②小地域ケア会議を行う。
③地域課題抽出や、地域の生活支援体制
整備のため、協議体の事務局・構成委員と
して参加する。地域の活動団体と顔の見え
る関係性づくりを行う。

①年1回
②年2回
③年1回
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平塚市地域包括支援センター富士白苑　　令和４年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

○小地域ケア会議や地域サロンなどで自治会役員や民生委員と情報交
換を行った。後期、閉じこもりに該当する高齢者の情報は得られなかった
が、自治会、民生委員と孤立防止の課題が共有できた。閉じこもり高齢者
の受け皿「おさんぽサロン」を、なでしこ、花水の2地区に分けて開催し、出
向きやすいエリアで参加してもらうことができた。前期に閉じこもりに該当
した1名が、通所Cを利用、社会参加につながった。
○「富士白体操」「にこにこ予防教室」を開催、継続して参加する方が増
え、通いの場として定着してきた。 体操講師、会場設営など、ボランティア
が担う場面も増え、主体的参加の場にもなってきている。
○地域サロンや「脳と体の健康チェック体験会」にてフレイル予防の普及
啓発を行った。地域課題としてあがっていたオーラルフレイルについて、フ
レイル測定会の案内や、歯科医師の講座の共催、主催サロンにて歯科衛
生士の講座を計画するなど、課題に対して重点的にアプローチを行った。
○新規相談時に介護保険サービスとともに社会資源の活用も進めてい
る。後期、新たに訪問型サービスBに1件、他、福祉村の生活支援サービ
ス、地域のインフォーマルサービスにつなげている。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

基本目標１－１健康長寿へのチャレンジ

①総合事業における
多様なサービスの利
用促進

介護予防・総合事業のサービス、福祉村・
地域の社会資源等、多様なサービスの情報
収集を行い、利用者の心身の状況に合わ
せケアプランに位置付ける。

通年

民児協会議
なでしこ協議体
なでしこ福祉村
花水福祉村

計画どおり。

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

【介護予防・生活支援サービス事業
通所型サービス】

②通所型サービスC
の利用者の利用後の
フォローについて

①「にこにこ予防教室」「富士白体操」を継
続する。
②健康チャレンジリーダーの活用・ボラン
ティアの育成を行い、フレイル・介護予防に
繋がるサロンを立ち上げられるよう支援す
る。

①各月1回
②通年

①花水公民館
　 南部福祉会館
②各地区

保健師・看護師・認知
症地域支援推進員を
中心に全職種

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

○フレイル対策推進事業について、フレイル・認知症予防の「にこにこ予防教室」は継続できており、新たに南部福祉会館に「富士白体操」を立ち上げ、通いの場を増やすことができ
た。コロナ禍で、中止もあったが、毎回20数名の方が継続して参加できている。脳と体の体操リーダー、チームオレンジメンバー等が運営に参加、住民主体となって行えるように支援し
ている。
○フレイルの普及啓発について、地域のサロンに出向き、講話やフレイルお尋ねシートを活用した相談会を行った。把握したフレイルのリスクの高い方は、フレイル測定会や通いの場
を案内し、関わりを続けている。
○閉じこもり高齢者の把握について、民生委員との情報共有、総合相談等から把握に努めた。受け皿として、「おさんぽサロン」を整備した。
○介護保険申請相談時に事業対象の説明をするが申請希望が多い。その中で把握した対象者について、福祉村と情報共有を行い、訪問Bの利用に1名つながった。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

○感染症予防により独居高齢者・高齢者世帯・日中独居高齢者・閉じこもり高齢者の把握が困難になっている。
○感染症予防による外出自粛から、閉じこもり高齢者の増加が予測され、いつでも地域参加できるような受け皿が
必要となっている。
○元気な高齢者も、感染症予防の長期化による外出自粛からフレイル状態を自覚しているが、サロン等が中止に
なり社会参加が出来ず、会話の減少からオーラルフレイルやメンタルフレイルの該当者が増加している。
○介護保険申請、利用希望が多く、多様なサービスの利用に結びつかないケースが多くみられた。

○なでしこ地区・花水地区の民生委員と地域の状態を情報共有す
る。「おさんぽサロン」を継続し、閉じこもりの方が地域参加出来る
仕組みを作る。
○引き続きフレイル・認知症予防の「富士白体操」「にこにこ予防教
室」を毎月開催する。
○フレイル予防の把握、普及啓発の講話、フレイル測定会を実施
する。
○地域の社会資源を情報収集し、利用者が心身の状況に応じた多
様なサービスを利用できるようにする。

○民児協会議や高齢者調査の相談を通して、民生委員と情報交換を行
い、地域や医療介護とつながりがあるかどうか、状態の把握に努めた。感
染症予防のため中止もあったが、「おさんぽサロン」を開催し、閉じこもり
の対象者１名が参加している。
○「富士白体操」「にこにこ予防教室」を開催、口コミで参加者が増え、通
いの場として定着してきた。「にこにこ予防教室」では、若い世代のボラン
ティア１名に体操など教室の一コマを担当してもらうことができた。
○「脳と体の健康チェック体験会」や住民主体のサロンでフレイルお尋ね
シートを実施し、フレイル状態の把握に努めた。ハイリスク者には9月のフ
レイル測定会を案内した。フレイルの認知度も昨年より増加しており、教
室参加などの行動変容を支援してくことが今後の課題である。
○多様なサービスの利用について、福祉村にゴミ出しや買い物支援の相
談を随時行い、訪問型サービスBに1件つながった。

C

①通所Cの前期該当者はいなかったが、通
所C終了後に案内出来る通いの場として、
継続出来ている。
②「にこにこ予防教室」では、若い世代のボ
ランティア1名がストレッチ体操の一コマを担
当、教室の運営に参加している。後期に健
康チャレンジリーダーと袖ヶ浜エリアでサロ
ン立ち上げを検討中。

主任介護支援専門員
を中心に全職種

C

・ゴミ出しが困難な利用者を福祉村の訪問
型サービスBの利用につなげた。また、退院
直後や体調不良などで一時的にゴミ出しや
買い物支援が必要となった方の対応も相談
できた。
・6/15　花水地区町内福祉村～ゴミ出しボラ
ンティア意見交換会が開催されたが、感染
症予防のため欠席した。書面にて、ボラン
ティアが支援困難に感じている事、その改
善のためのごみ出しルールを共有した。

計画どおり。
多様なサービスの利
用促進に向けて調整
している状況を確認し
た。

C

・ゴミ出しの依頼が増えてきており、福祉
村、生きがい事業団、戸別収集などの社会
資源を検討した。後期、新規訪問型サービ
スBの利用が1件。他、マンションに住む高
齢夫婦のごみ出しは、福祉村の生活支援
サービス、買い物は、まごころふれあい便な
どの情報を提供し、地域につなぐ支援をし
た。
・花水地区町内福祉村とは、マンション内で
のごみ出しボランティアの募集や、訪問B利
用者のモニタリング内容など、情報共有を
行っている。

計画どおり。
通所Cの利用後につ
なぐサロン立ち上げ
の検討状況を確認し
た。

C

①後期1名通所C利用。モニタリングにて利
用状況の確認、メンタルフォローを行った。
通所C終了後に案内出来る通いの場2か所
は継続できている。
②「にこにこ予防教室」は前期より継続し
て、ボランティアが運営に参加している。
袖ヶ浜エリアでのサロン立ち上げについて、
既存の袖ヶ浜サロンに体操を取り入れ、内
容を充実させることで、地域のニーズに対
応した。

計画どおり。
キ　通所型サービスC　健康
チャレンジ複合型教室事業
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【介護予防ケアマネジメント】

③適正な介護予防ケ
アマネジメントの実施

①法令遵守し、利用者の状況に応じた自立
支援を目的としたケアマネジメントを実施す
るため、ケアプランの点検を行う。
②居宅システム会議で包括・居宅合同の研
修会に主任ケアマネ連絡会として参加をす
る。

①年1回
②年1回

①ご利用者宅
　包括富士白苑
②実施会場または
書面開催

計画どおり。 B

①後期は、サロン活動や小地域ケア会議の
時などに情報交換を行った。民生委員から
独居で認知症や精神症状のある方の孤立
を心配する相談があった。調べてみるとケ
アマネジャーが担当しているなど、閉じこも
り高齢者に該当しなかったが、ケアマネ
ジャーとの関係作りの支援ができた。
前期に該当した対象者1名は、後期、通所C
を利用、社会参加につながった。
②「おさんぽサロン」を継続して開催できて
いる。
10/21　なでしこ地区「おさんぽサロン」開催
(3名）
12/16　花水地区「おさんぽサロン」開催　(5
名）
2/17　なでしこ地区「おさんぽサロン」開催
（5名)

計画を上回る把握・
支援を行っていること
を確認した。

【一般介護予防事業】

ア　健康チャレンジ高齢者把
握事業

計画どおり。

コ　介護予防ケアマネジメント

（２）地域で取り組む健康長寿へのチャレ
ンジ

④閉じこもり高齢者
の把握・支援

①担当エリアの民生委員と情報共有を行い
閉じこもり高齢者の把握をする。
②「おさんぽサロン」を継続し、今までの参
加者が地域と繋がることが出来るように支
援する。また、閉じこもりの対象者を把握
し、サロンにつなげられるように関わってい
く。

①通年
②偶数月

①エリア内
②なでしこ公民館
　花水公民館
　南部福祉会館
参加者に応じて検討

保健師・看護師・認知
症地域支援推進員を
中心に全職種

C

①民生委員から高齢者調査に関する相談
が27件あり、閉じこもりに該当した人が3名
いた。サロン等参加の声掛けをその都度
行ったが、参加には至っていない。民生委
員と見守りを継続している。
②4/22　花水地区で「おさんぽサロン」開
催、把握していた閉じこもり対象者3名に声
掛けを行い、1名が参加した。6月・8月は中
止。

主任介護支援専門員
を中心に全職種

C

①ケアプランを点検して適正化を図った。
・委託件数689件中、71件の委託の担当者
会議に出席し、ケアプランの内容について
確認した
・ケアマネジメントＢ（1件）開始時に、生きが
い事業団、民生委員と自宅訪問、打ち合わ
せを行った。ケアマネジメントＣ（1件）開始時
も同様、花水地区福祉村コーディネーターと
自宅で面談をした。その後も毎月、訪問
サービスBの実施状況を確認している。
・9/29 令和4年度運営状況点検を行った。
②後期、主任ケアマネジャー連絡会として
参加予定

計画どおり。 C

①ケプランの内容について確認し適正化を
図った。
・後期、委託件数399件中、28件の担当者
会議に出席し、ケアプランの内容について
確認した。
・11/1　実地指導にて、口頭で指摘された介
護予防サービスの記録について改善を行っ
た。
②主任ケアマネジャー連絡会として研修会
を開催した。
・10/18　居宅連絡会研修「ヤングケアラー
に関する研修」
　オンライン開催、講師：平塚市こども家庭
課
・1/10　主任ケアマネジャー連絡会主催事
例検討会
　書面開催、エリア内居宅介護支援事業所
5ヶ所に配布

計画を上回り地域課
題にあった普及啓発
を行っていることを確
認した。

エ　健康チャレンジ普及啓発
事業

⑤介護予防、健康長
寿等に関する講座、
講演会の開催

①「にこにこ予防教室」にて、専門職（保健
師・看護師・認知症地域支援推進員・社会
福祉士・主任ケアマネジャー等）による健康
長寿に関連した講話を行う。
②医療機関や専門職へ講話を依頼する。
③サロン・福祉村・自治会・民生委員など依
頼時に講話を行う。

①通年
②年1回
③依頼時

①花水公民館
②③依頼場所

保健師・看護師・認知
症地域支援推進員を
中心に全職種

①「にこにこ予防教室」にて専門職による講
話を行った。
・10/19「かかりつけ薬局を活用しよう」
　講師：あおぞら調剤薬局　薬剤師（23名）
・11/26「インフルエンザの予防接種を受け
ましょう」
　講師：保健師（23名）
・12/21「健康的に冬を乗り切ろう」
　講師：保健師(14名）
・1/18「フレイルを予防しよう」
　講師：保健師（15名）
・2/15「定期的に血圧を測定しよう」
　講師：社会福祉士（16名）
②保険年金課・多田歯科衛生士に「オーラ
ルフレイル予防について」講話を依頼した。
3/15　「にこにこ予防教室」で講演予定
③保健師によるフレイル予防講座を行っ
た。
・1/12　黒西シニアの会にて、フレイル予防
のミニ講座を行い、2/8フレイルチェック測定
会の案内を行った。（12名）
・1/23　花水地区社会福祉協議会にて「フレ
イルを知ろう」の講座を開催した。（16名）
・1/24　袖ヶ浜サロンにて、オーラルフレイ
ル予防のミニ講座を行った。（14名）

B計画どおり。

①「にこにこ予防教室」にて専門職による講
話を行った。
・4/20認知症予防教室「認知症予防」
　講師：認知症地域支援推進員（20名）
・5/20「健康診断を受けましょう」
　講師：保健師（26名）
・7/20「熱中症を予防しよう」
　講師：認知症地域支援推進員（23名）
・9/21「秋バテを予防しよう」
　講師：社会福祉士（22名）
②湘南いなほクリニック・ 認知症看護認定
看護師  新倉健太郎氏に「認知症予防につ
いて」の講話を依頼した。
7/5　南部福祉会館共催健康教養講座で講
演。参加者28名
③花水地区社会福祉協議会よりフレイルに
関する講話の依頼あり、8/26実施予定だっ
たが、感染症予防のため後期に延期となっ
た。

C
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コ　フレイル対策推進事業
⑦地域内でのフレイ
ル対策推進事業の充
実

①巡回フレイル測定会を実施する。
②包括主催の「にこにこ予防教室」を毎月
実施する。
③フレイルお尋ねシートを活用し、相談会の
開催や、サロン、個別の相談に対応し、フレ
イル状態を把握する。
④歯科医師へ「オーラルフレイル予防」の講
話を依頼する。

①年1回
②月1回
③年2回
④年1回

①花水公民館
➁花水公民館
③南部福祉会館
④花水公民館

保健師・看護師・認知
症地域支援推進員を
中心に全職種

C

①9/14　花水公民館にて実施。(10名）
②にこにこ予防教室を実施した。
　ボランティアがストレッチ、包括がミニ講
話、コグニサイズ実施。
　4/20（20名）、5/18（26名）、6/15（中止）、
7/20（23名）、8/17（中止）、9/19（22名）
③サロンや相談会にてフレイルお尋ねシー
トを実施した。4月（4名）、5月(13名）、6月（6
名）
　口腔機能・こころ・つながりに該当する人
が多いこと、「フレイル」の認知度が9割と高
いことが分かった。
④後期1月実施予定

計画どおり。 B

①フレイル測定会について
・2/1　花水公民館にて実施。(10名）
・2/8　なでしこ公民館にて実施。（11名）
・1/13 「第2回フレイルサポーター交流会」
に出席し、フレイルサポーターの活動状況
について情報交換を行った。
②にこにこ予防教室実施。
ボランティアが体操、包括が講話・コグニサ
イズ実施。
10/16（23名）、11/16（23名）、12/21（14
名）、1/18(15名)、2/15(16名)、3/15（予定）
③3/13 南部福祉会館と共催「脳と体の健
康チェック体験会」開催予定。
④1/19 保険年金課と共催「オーラルフレイ
ル予防講座」開催、講師：出縄歯科医院（18
名）

計画以上の実施回数
を確認した。

C

①うた声サロン実施。講師：音楽療法士、包
括(コグニサイズﾞ）
5/18（14名）、7/15（10名）、9/21（11名）
②黒西シニアの会出席。包括が講話や体
操、フレイルお尋ねシート等行った。
4/21(11名）、5/19（13名）、6～9月開催な
し。
③花水福祉村おしゃべりサロン出席、ミニ講
話や相談を行った。
4/27(10名）、5/25（8名）、6、7月欠席、
8/24(8名）、9/28（9名）
④袖ヶ浜サロン出席、講話や体操を行っ
た。
5/24(13名）、6、7、8月欠席、9/27（8名）
⑤龍城ヶ丘サロン実施。東急コミュニティー
共催
・6/29（9名）包括が災害時要援護者登録制
度の説明、  消防署員が防災の講話と消火
訓練を行った。
・8月は感染症予防のため中止。代替案とし
て市営住宅全棟に熱中症注意喚起と包括
紹介のポスターを掲示した。
⑥にこにこ予防教室実施。
 4/20（20名）、5/18（26名）、6/15（中止）、
7/20（23名）、8/17（中止）、9/19（22名）
⑦おさんぽサロン実施。
4/22（5名）、6/17（中止）、8/19（中止）
⑧富士白体操実施。第一興商のカラオケ機
器を活用している。
4/5（33名）、6/7(3名）、7/5(28名）、8/2（中
止）、9/6(21名）

計画どおり。 C

①うた声サロン実施。講師：音楽療法士、包
括(コグニサイズ)
11/18（12名）、1/18（24名）、3/10（予定）
②黒西シニアの会出席。包括が講話や体
操を行った。
10/20（11名）、11月（中止）、12/15（会食会
のため欠席）、1/12(12名）、2/14（9名）、
3/14（予定）
③花水福祉村おしゃべりサロン出席。包括
は、ミニ講話、相談を行った。
10/26(10名）、11/23（7名）、12/21（6名）、
1/25（8名）、2/22（予定）、3/22（予定）
④袖ヶ浜サロン出席。包括が講話、体操実
施。
10/25（6名）、11/22（11名）、12/20（17名）、
2/28（予定）、3/28（予定）
⑤龍城ヶ丘サロン実施、東急コミュニティー
共催。
11/30「もしばなゲームを体験しよう」講師：
包括　もしばなゲームを体験、エンディング
ノート等の説明を行う。（2名）、3/29（予定）
⑥にこにこ予防教室実施。
10/16（23名）、11/16（23名）、12/21(14名)、
1/18（15名)、2/15(16名)、3/15(予定)
⑦おさんぽサロン実施。
10/21なでしこ地区（3名）、12/16花水地区
（5名）、2/17なでしこ地区(5名)
⑧富士白体操実施。第一興商のカラオケ機
器を活用。
10/4（27名）、11/1（23名）、12/6（25名）、
2/7(19名)、3/7(予定)

計画どおり。
オ　健康チャレンジに取り組
むための通いの場(サロン）の
開催支援

⑥サロンの開催支援

＜なでしこ地区＞
①うたごえサロン
（主催：福祉村／共催：包括）
②黒西シニアの会（後方支援）

＜花水地区＞
③福祉村おしゃべりサロン（後方支援）
④袖ヶ浜サロン（後方支援）
⑤龍城ヶ丘サロン（共催：東急コミュニ
ティー）
⑥にこにこ予防教室（主催：包括）
＜なでしこ・花水共通＞
⑦おさんぽサロン（主催：包括）
⑧富士白体操（主催：包括）
後方支援では、講話・フレイル予防体操･コ
グニサイズ等主催者からの要望に対応す
る。

①年6回（奇数月）
②③④依頼時
⑤第5水曜日
⑥月1回
⑦年6回（偶数月)
⑧月1回

①なでしこ公民館
②なでしこ公民館
③花水公民館
④袖ヶ浜自治会館
⑤龍城ヶ丘公園
⑥花水公民館
⑦なでしこ地区・花水
地区
⑧南部福祉会館

保健師・看護師・認知
症地域支援推進員を
中心に全職種
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２　相談支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

ア　高齢者よろず相談センターの認
知度の向上

○花水地区で自治会、民生委員と小地域ケア会議を開催した。その中
で、一人暮らしの高齢者が増えているが、プライベートなことに立ち入るこ
とできず、生活状況の把握が難しいことや、認知症や精神症状のある方
の対応が難しいことなど、地域の課題を共有した。包括より、認知症サ
ポーター養成講座、ケアパス、成年後見制度、終活事業等の案内を行
い、周知活動を行った。今後は、自治会、民生委員他、多機関を交えた
ネットワーク作りに発展させていく。
○通年で、かかりつけ医のいない方の受診、主治医意見書の依頼など相
談できる関係性ができている。
○在宅支援拠点薬局薬剤師の講話を行い、かかりつけ医・かかりつけ薬
局について普及啓発を行った。南部福祉会館の祭りで骨密度測定を実
施、102名参加され、関心が高いことが分かった。地域の整形外科の先生
に、骨密度や転倒予防に関する寄稿を依頼、「富士白健康たより」に掲載
し、住民への普及啓発を行う。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

○地域ケア個別会議を開催し、認知症、独居ケースについて、医療、介護、地域と連携を図り、支援体制を作ることが出来た。高齢福祉課とも協力を図り、成年後見市長申立や措置
入所の対応を行い、孤独死のリスクを回避することが出来た。なでしこ地区民児協と居宅ケアマネジャーが参加する小地域ケア会議を計画。コロナ禍のため、書面開催となったが、孤
立防止をテーマに、地域の共通課題を共有し、支援のネットワークづくりを行うことが出来た。
○地域の高齢者に多い高血圧や多剤服用に対して、在宅支援拠点薬局の薬剤師による健康講座を開催して普及啓発を行った。「かかりつけ医、フレイル予防の必要性」については
サポート医に寄稿を依頼し、富士白健康たよりに掲載した。「オーラルフレイル予防」については歯科医による講演会を計画、コロナ禍で延期となったが、地域医療との連携を進めるこ
とができた。
○サポート医、在宅支援拠点薬局、エリア内クリニック・薬局・歯科医院等への挨拶を実施し、主治医意見書や講演の依頼、ケースの相談などを行える関係づくりを行った。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１地域ネットワークの充実

①多様化する相談内
容に対応できる体制
づくり及び包括支援
センターの知名度の
向上

①包括職員として、様々な相談に対応出来
るように、包括内研修で、介護・医療・権利
擁護等多様な分野のテーマを取り上げて、
研修を行う。
②地域の関係機関の会議に出席し、地域
の相談窓口としての包括を周知していく。地
域の集合住宅、コンビニエンスストア等の店
舗にチラシを配架させて頂き、相談につな
げる。

①包括内研修・月1回
②地域関係団体会
議・開催時出席
集合住宅・コンビニエ
ンスストア…年1回配
架

①包括富士白苑
②会議開催場所
集合住宅・店舗

○独居、親族疎遠、認知症、生活困窮など複合的な課題があるケースが継続的に発生しており、本人を支える体
制づくりが必要になっている。
○かかりつけ医のない高齢者の相談が増え、エリア内医療機関との連携が必要な機会が多い。
○後期高齢者健診の受診率が市平均より低く、高血圧と高血圧に起因する合併症を患っている割合が高い。

○医療・介護・地域・行政が参加する地域ケア会議を開催し、地域
や個別課題を解決するためのネットワークづくりを具体的に検討し
ていく。
○サポート医・在宅支援拠点薬局・エリア内歯科医院・訪問看護ス
テーションへ挨拶に伺い、相談出来る関係性を構築・継続する。
○サポート医へはかかりつけ医・健康診断の必要性、在宅支援拠
点薬局はお薬についての講話・寄稿を依頼し、地域の方に普及啓
発を行う。

○独居、認知症があっても地域で暮らし続けるために、地域ケア個別会議
を開催し、近隣住民とのネットワーク作りを行った。地域住民の認知症に
対する理解を進めることが課題、後期、認知症サポーター養成講座開催
等、普及啓発を行っていく。
○6月にエリア内クリニック、薬局、歯科医院を訪問し、包括の周知を行っ
た。かかりつけ医のいない高齢者の受診相談や、主治医意見書の作成依
頼など相談ができる関係性ができてきている。
○在宅支援拠点薬局に薬やかかりつけ薬局に関する講話を依頼、10月
「にこにこ予防教室」で講演を予定している。後期にサポート医に講話や
寄稿を依頼し、住民への普及啓発を行う為の準備を行った。

包括内研修におい
て、ケーススタディを
行い、居宅支援事業
所とも合同で行って
いることから、計画を
上回る取組みを確認
した。

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

包括職員全員 C

①包括で研修を企画、月1回実施した。
4/12　「スマイルコンパスの入力について」
5/ 3  事例検討「老々介護の末に殺人事件
となったケース」
5/12、6/14　「地域ケア会議振り返り」
7/12　「地域ケア会議の運営の仕方」
8/18 伝達研修「「ACPをａｂｃから始めよう」
「法人後見基礎研修」
9/16 「もしバナゲーム」
②包括周知活動
・地域の関係機関の会議に出席し（感染症
予防のため欠席した際は、書面参加、また
はチラシを配布）、包括の周知を行った。
※詳細、（２）②③記載
・8/4　コンビニエンスストア4ヶ所、ドラッグス
トア2ヶ所訪問し、包括の周知を行った。そ
の際、包括のポスターの掲示、チラシ配架
の協力を依頼した。

計画どおり。 B

➀包括内研修を月1回実施した。
10/18 「成年後見の申し立てについて」
11/9　 ケーススタディ「大磯港の事件」
11/11 「認知症キャラバンメイト養成研修」
伝達研修
12/16　居宅包括合同研修「大磯港の事件」
書面会議
1/17　R4年度事業計画の評価と課題につ
いて」
2/16　「高齢者虐待の事例について」
3/10　「ハラスメント対策研修」予定
➁包括周知活動
・地域の関係機関の会議出席、各地区の福
祉祭り等に参加し、周知活動を行った。
※会議出席の詳細は、（2）➁➂記載
・10/22　「花水福祉まつり」花水公民館に
て、チラシ配布、健康相談会開催
・10/30　「なでしこ福祉まつり」なでしこ公民
館にて、チラシ配架、健康相談会開催
・11/18　「ふれ愛・なぎさまつり」南部福祉
会館にて、チラシ配布、骨密度相談会開催
・2/25　花水公民館祭り、芸能部門「コグニ
サイズ」で参加予定。
・3/4　なでしこ公民館祭り、催し物部門「手
洗いチェッカー」で参加予定。
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研修会場
包括富士白苑

(A)包括職員全員、年
1回以上参加
(B)
外部研修…年1回以
上参加
包括内研修…月1回

（A）センター機能強化研修
機能強化研修費を活用し、より専門性を高
めるための研修に参加していく。
（B）その他研修
WEB研修等も活用し、外部研修に参加し、
包括職員としてのスキルアップを図る。
包括内研修で伝達研修を行い、職員全員で
情報共有を図り、相談支援のスキルアップ
を図る。

②センター職員研修
（A)センター機能強化
研修
（B)その他研修

ウ　高齢者よろず相談センター向け
研修

（２）地域資源との連携強化

③支援における地域
包括ケアシステムの
ネットワークの構築・
活用

①地域ケア会議の開催
・地域ケア個別会議…地域や高齢者の個
別課題解決のために、地域関係者、ケアマ
ネジャー、福祉関係者が参加するケア会議
を開催する。
・小地域ケア会議…地域特有の課題を抽出
し、地域関係機関と連携を図り、ネットワー
クを強化する。
②地域関係団体の会議出席
民児協、福祉村、団体長、自治会等の会議
に出席し、地域関係機関との連携を強化す
る。
③協議体会議への参加
なでしこ協議体会議に定期的に参加し、地
域住民が支え合う体制を支援していく。
花水地区は未開催のため、団体長会議等
で情報共有を図っていく。

①地域ケア個別会議
…必要時開催
小地域ケア会議…各
地域1回以上
②民児協会議…各地
区前期後期1回以上
福祉村定例会…なで
しこ偶数月、花水不
定期
団体長会議…なでし
こ不定期、花水年6回
自治会…不定期
③協議体会議
なでしこ偶数月、花水
未開催

公民館・南部福祉会
館等

管理者を中心に４職
種

計画どおり。

（Ａ）前期実施
（B）外部研修
・10/12 「認知症キャラバン・メイト養成研
修」参加（保健師1名）
・10/25・28 オンライン「地域包括支援セン
ター職員等養成研修（初任者）」参加　（保
健師1名）
・11/25 オンライン「包括職員機能強化研
修」参加（包括全員4名）
・11/25　オンライン　「法テラス神奈川地方
協議会～特定援助対象者法援助」参加
（認知症地域支援推進員1名）
・12/13　オンライン「地域づくりミーティング」
参加（認知症地域支援推進員1名）
・12/15　オンライン「地域包括支援センター
職員等養成研修（現任者研修総合編）」参
加　（主任介護支援専門員1名）
・1/11　オンライン「地域包括支援センター
職員等養成研修（個別テーマ編その2前半」
参加（認知症地域支援推進員1名）
・1/23　オンライン「認知症地域支援推進員
現任者研修」（認知症地域支援推進員1名）
・2/9　オンライン「地域包括支援センター職
員等養成研修（個別テーマ編その2後半」参
加（認知症地域支援推進員1名）
・2/17　オンライン平塚市権利擁護講演会
「本人の想いを汲み取る支援とは」（社会福
祉士1名）
・2/27　オンライン「高齢者の保険事業と介
護予防の一体的実施」（保健師1名）受講予
定

包括内研修を月1回開催した。うち、3/10ハ
ラスメント対策研修時に上記包括職員当養
成研修の伝達研修を行う予定。
※その他研修内容は、(1)①記載

C計画どおり。

(A)7/12 機能強化研修費を活用した包括内
研修を実施した。
テーマ「地域ケア会議の運営の仕方(地域
ネットワーク作り）」
講師：くらしの相談ステーションおおいそ
社会福祉士/木内健太郎氏、岩本朋子氏
(B)外部研修に社会福祉士が参加した。
 ・6/9　オンライン「ACPをａｂｃから始めよう」
神奈川医師会主催
・7/20～29 動画配信　神奈川県社会福祉
協議会主催　「法人後見基礎研修～対人援
助の基本と本人理解」
包括内研修を月1回開催した。うち、8/18に
上記外部研修の伝達研修を行った。
※その他研修内容は、（1）①記載

C包括職員全員

C

①地域ケア会議の開催
・個別ケア会議について、5/9花水地区に
て、独居認知症高齢者が地域で暮らしてい
くため、地域、医療、介護の関係者が参加
し、第2回目を開催した。
・小地域ケア会議について、8/25花水地区
自治会連絡協議会会長会議に出席し、小
地域ケア会議を自治会ごと（8地区)に開催
し、地域課題「一人暮らしのケアについて」
話合うことが決まった。
第1弾、9/25「龍城ヶ丘自治会」と行った。
他自治会とは、後期開催予定。
②地域関係団体の会議に出席した。
・5/9 「なでしこ地区民児協会議」、5/11 「花
水地区民児協会議」では、包括四職種の紹
介を行った。
・6/20「花水地区団体長会議」欠席、包括紹
介のチラシ配布。
・7/11「なでしこ地区民児協会議」包括より、
介護保険制度など高齢者調査に役立つ知
識、情報を話した後、意見交換を行った。
・8/10「花水地区民児協会議」出席、認知症
地域支援推進員交代のお知らせとともに、
認知症支援策を紹介し、普及啓発を行っ
た。
・8/15「花水地区団体長会議」出席、地区レ
クと福祉まつりの打ち合わせを行った。
・8/25「花水地区自治会連絡協議会会長会
議」出席、小地域ケア会議の開催方法につ
いて話合った。
・9/15「なでしこ福祉村定例会」出席、福祉
まつりの打ち合わせを行った。
③なでしこ地区協議体会議に参加した。
・4/21　見守りボランティアの情報を収集し
た。
・6/16　欠席、書面にて参加した。
・8/18　生活支援サービス伸び悩みを共
有。

積極的に地域の会議
に参加し、新たな地
区で小地域ケア会議
を開催したことを確認
した。

C

➀地域ケア会議の開催
・個別ケア会議について、12/3花水地区に
て、独居認知症高齢者が一人暮らしを続け
られるよう、地域、医療介護、福祉の関係者
が集まり、支援体制を作った。
・小地域ケア会議について、花水地区自治
会ごとに「一人暮らしのケアについて」開
催、残り7地区を実施した。
　11/5　　袖ヶ浜自治会
　11/7　　松風町自治会
　11/19　黒部丘東部自治会
　11/21　菫平自治会
　11/24　虹ヶ浜東部自治会
　12/12　八重咲町自治会
　12/15　桃浜町自治会
・なでしこ地区は、2/24「見守り報告会」を
テーマに小地域ケア会議開催予定。
➁地域関係団体の会議に出席した
・12/19　「花水地区団体長会議」出席、自
治会長にケア会議経過報告行った。
・1/9　「なでしこ地区民児協会議」新任の民
生委員中心に包括の4職種の周知を行っ
た。
・1/11 「花水地区民児協会議」新任の民生
委員中心に包括の4職種の周知を行った。
・1/16 「花水地区自治会連絡協議会会長
会議」に出席し、自治会ごとに行った地域ケ
ア会議のまとめを報告し、意見交換を行っ
た。
・2/20 「花水地区団体長会議」にて、虐待
防止、オーラルフレイルについて周知する
予定。
➂なでしこ地区協議体会議に出席した。
・10/20　災害時の支援について課題共有。
・12/15　津波避難訓練、生活支援サービス
の課題共有。
・2/16　R5年度ボランティア募集や高齢者
向け催事再開に関する課題共有。

地域の特性に合わせ
て小地域ケア会議を
行い、地域課題の抽
出に向けて体制を整
えていることを確認し
た。
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⑤地域住民へのかか
りつけ医（医療機関）
や在宅医療に関する
普及啓発の実施

①サポート医へ在宅医療やかかりつけ医・
健康診断に関する講話を依頼する。
②在宅支援拠点薬局へお薬に関する講話
を依頼する
③地域住民の方へパンフレットを使用し、か
かりつけ医・健康診断の普及啓発を行う。
④ちいき情報局へ「富士白健康たより」を掲
載し、地域住民に向け、普及啓発をする。
医療機関へチラシ設置を依頼する。

①②　各年1回
③各サロン
④不定期（年4回程
度）

①②依頼場所
③各サロン開催場所
④ちいき情報局
医療機関、公民館、
南部福祉会館で設置

保健師・看護師を中
心に全職種

C

①後期予定
②「あおぞら調剤薬局」に薬・かかりつけ薬
局に関する講話を依頼し、10月に実施予
定。
③サロン3ヶ所に、「いつまでも自宅で暮らし
たい方のために～在宅医療と介護～」のパ
ンフレット配布、保健師がかかりつけ医の必
要性について講話を行った。（53部配布）
④6/1「富士白健康たより」発行。「健康診断
を受けましょう」について記載、サロン2ヶ所
に配布、ちいき情報局へ掲載した。
9//8「富士白健康たより」発行。「秋バテを
予防しよう」について記載、サロン4ヶ所に配
布、ちいき情報局へ掲載した。

計画どおり。 C

①サポート医の講演については、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で調整が難しく、
代替え案として、3月発行予定の「富士白健
康たより」への寄稿を、エリア内かかりつけ
医、あやべ整形外科へ依頼した。
②10/19にこにこ予防教室にて「かかりつけ
薬局を活用しよう」講師：あおぞら調剤薬局
薬剤師（23名）
③10/25袖ヶ浜サロンにて「かかりつけ薬局
を持ちましょう」の講話、パンフレットの配布
を行った。（6部）
④12/22「富士白健康たより」第27号発行。
「健康的に冬を乗り切ろう」について掲載、
サロン2ヶ所に配布、ちいき情報局へ掲載し
た。

コロナ禍で講演会な
どの開催が難しい
中、代替案などで工
夫して普及啓発に努
めたことを確認した。

1年を通じて地域の医
療機関と連携が取れ
ていることを確認し
た。

（１）医療・介護連携推進のための支援

ウ　医療機関とのネットワークづくり
の推進

キ　市民への普及啓発の実施

保健師・看護師・認知
症地域支援推進員を
中心に全職種

C

①②6月にエリア内クリニック12ヶ所、薬局
12ヶ所、歯科4ヶ所、9月に10/1開院予定の
整形外科医院1ヶ所に挨拶に伺う。その際、
包括のポスターの掲示、チラシ配架の協力
も依頼している。
③後期予定。

①②③かかりつけ医のいない高齢者や認
知症の受診相談、主治医意見書の作成依
頼などを相談し、連携することができた。

計画どおり。 C

①②前期実施済み。
③エリア内訪問看護ステーション2事業所
と、電話や担当者会議にて挨拶を行った。

①②③かかりつけ医のいない高齢者の受
診相談、主治医意見書の依頼など、連携す
ることが出来、関係性が構築できている。

基本目標２－２医療・介護連携の推進

④医療機関（地域包
括サポート医、在宅
支援拠点薬局など）
や介護関係機関との
連携強化に向けた包
括独自の取組み

①エリア内のサポート医・在宅支援拠点薬
局へ挨拶に伺う。
②エリア内歯科医院・薬局へ挨拶に伺う。
③訪問看護ステーションへ挨拶に伺う。
顔の見える関係性を築く事で、相談しやす
い環境を作る。また、包括の周知を行う。
（ﾎﾟｽﾀｰ・チラシの協力・講話の依頼）

①②③挨拶　年1回
相談　随時

①サポート医
エリア内クリニック
在宅支援拠点薬局
②歯科医院
エリア内薬局
③エリア内訪問看護
ステーション
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３　権利擁護事業

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

②企業向け認知症サ
ポーター養成講座

高齢者が利用する企業や医療介護サービ
ス事業所に普及活動を行う。

訪問5ヶ所 依頼場所
認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

8/4　コンビニエンスストア4ヶ所、ドラッグス
トア2ヶ所訪問し、受講案内を行った。うち、
セブンイレブン桃浜町店より依頼あり、後期
2月に実施予定。

計画どおり。 B

・11/8 松風町・東八幡セブンイレブン(5名）
・１/27 桃浜町セブンイレブン（14名）
高齢者がよく利用するコンビニエンスストア
と相談や情報交換ができる関係性ができ
た。

企業への周知活動に
より情報交換を実施
しており、年2回の講
座開催を確認した。

イ　認知症サポーター及びチーム
オレンジメンバーの養成

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

○感染症予防で活動自粛が続き、外出や人との交流が減り、物忘れを自覚する人が増えている。早期発見、早期
対応につなげる必要がある。
○ボランティアが高齢化している。
○共催の認知症カフェが感染症予防で開催できず、本人、家族の相談場所、居場所が少ない。
○独居、親族疎遠、認知症で金銭管理や契約行為、受診対応が困難なケースが増加しており、成年後見制度につ
なぐまでに時間がかかってしまう。
○終末期を考えるきっかけづくりとして、平塚市版エンディングノートを配布したが、実際にどのように活用されてい
るかは把握出来ていない。身寄りのない高齢者が増加しており、本人の希望に沿った終末期の支援をどのように
行うかが課題となっている。

○認知機能評価機器を活用して普及啓発活動を行い、早期対応
の受け皿になる予防教室を実施していく。
○若い世代や企業に認知症サポーター養成講座を実施し、チーム
オレンジメンバーを育成して、地域で見守る人材を増やす。
○認知症本人や家族が集える場所を整備する。
○行政や社会福祉協議会、司法関係者と連携し、成年後見制度の
スムーズな利用に繋げられるようにしていく。
○終活講座を開き、エンディングノートの活用につなげていく。

○認知機能評価機器の実施で対象者2名把握、予防教室やボランティア
活動参加へつなげた。実施者の半数が昨年受けており、認知症予防の意
識づけに役立っている。受け皿として、袖ヶ浜エリアで予防教室の立ち上
げを保健師と検討している。
○認知症サポーター養成講座について、企業、一般市民、小中学校にア
プローチをしているが、感染症予防のため開催が難しい状況が続いてい
る。チームオレンジメンバーは各予防教室、サロン等で継続的に活動して
いるが、高齢者が多く、若い世代に講座受講を働きかけていく。
○認知症カフェについても同様。代替案のロバ隊長のマスコット作りを通
して集う「にんじんカフェ」を継続しているが、家族介護者の相談、居場所
の機能は低く、ニーズに応えられていない。今後、本人、家族の居場所と
しての取り組みを行っていく。
○成年後見制度利用が必要な認知症独居高齢者が増えている。経済的
に困窮し申立てを専門家に依頼できないケースも多く、包括が書類作成
の申立て支援を行う状況となり、マンパワーが必要となってきている。
○地域に向けて、終活講座を開く準備として、「もしバナゲーム」等、包括
職員の研修を予定している。

○認知症機能評価機器の実施で対象者を1名把握し、脳いきいき教室参
加につなげた。受け皿として、既存の予防教室は継続できている。
○認知症サポーター養成講座は、小学校、一般市民、コンビニエンススト
アで実施し、若い世代に認知症理解の普及・啓発をすることができた。
チームオレンジメンバー研修の受講者は高齢者に限られたが、ボランティ
ア活動に参加する生きがいをもった高齢者を増やすことが出来た。
○感染症予防のため、認知症カフェやサロンは開催されていない。代替
案として「にんじんカフェ」を月1回継続開催している。包括の声掛けによ
り、新たな認知症当事者や家族の参加を促すことができた。
○市長申立てに至らないケースは、法テラスの民事法律扶助を利用して、
本人負担の軽減を図ることができた。市長申立てが必要なケースも発生
しており、高齢福祉課や成年後見利用支援センターとの連携を強化して
いる。
○終活講座について、地域のサロンで、もしばなゲームを取り入れて、エ
ンディングノートを配布する講座を開催した。今後も、身近なサロンで開催
し、個々の支援に役立てていくツールとして活用していく。

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

○エリア内の医療、介護、福祉の関係者を訪問して、認知症初期集中支援事業、もの忘れ相談プログラムなど認知症地域支援推進員の活動を周知し、認知症に関する相談を相互に
行える関係作りを行った。
○コグニサイズに特化した教室「富士白体操」を南部福祉会館で立ち上げた。チームオレンジメンバー、脳と体の体操リーダーが運営に参加、ボランティアの育成にもつながった。
○認知症サポーター養成講座を自治会、集合住宅、医療介護福祉関係、高齢者が多く利用する販売店に普及活動を行ったが、コロナ禍の影響もあり、開催依頼はなかった。小中学
校も同様。もんもんグループの学童クラブとは夏休みに開催を計画した。感染症予防で中止となったが、次年度取り組む関係性は築けた。
○介護福祉施設主催の認知症カフェは感染症予防のため開催していない。今後も再開は厳しいと予想され、認知症キャラバンメイトのマスコット作りを通して交流する「にんじんカフェ」
を立ち上げた。
○なでしこ地区で孤立防止をテーマに、民児協と居宅ケアマネジャーが参加する小地域ケア会議を書面にて開催した。地域と福祉関係機関のネットワークの強化を図ることが出来た。
○地域支援担当者連絡会の部会で緊急時対応フローについて検討したが、完成には至らず、次年度も継続して検討する予定となっている。
○成年後見利用支援…本人情報シートの作成3件、市長申立要請書の作成1件、親族申立支援1件、本人申立支援1件。成年後見人が決定し、措置短期入所から施設本入所に移行1
件。高齢福祉課、医療機関、司法関係者、あんしんセンターと連携し、本人の権利を守ることが出来た。
○平塚市版エンディングノートの普及・啓発を行うことが出来た。エンディングノート75冊、チラシ132枚を配布した。

B

①一般市民向け
・6/15　認知症の支援者となる地域住民の
方（7名）に向けて実施予定だったが、感染
症予防の為中止。
・後期　10/14　花水公民館にて開催予定
➁小中学生向け
・5/27　もんもんグループより、8月第1週に
児童クラブ4ヶ所230名の受講の依頼があっ
たが、感染症予防の為中止となった。
・7/27　なでしこ小学校、花水小学校挨拶。
 花水小学校は感染症まん延の影響で学業
に専念するため、開催は出来ないとの回
答、講座資料を配布した。なでしこ小学校か
らは依頼あり、下記日程で開催した。
・9/28　なでしこ小学校5年生2クラス
・9/30　なでしこ小学校6年生2クラス
　計：生徒119名、先生6名受講
・7/27　浜岳中学校も開催はできないとの
回答。代替案として、県作成の認知症ガイド
ブックの配布を提案、1学年生に250冊渡し
た。

前期に感染症対策を
しながら小学校で2回
の講座を実施したこ
とを確認した。

B

①一般市民向け
・11/5　花水公民館　一般市民向け　7名
（10/14開催予定、感染症対策で11/5に日
程変更）
②小中学校向け
前期になでしこ小学校5、6年生に実施した。

➀計画どおり。
②地域で児童クラブ
への実施は感染予防
のため中止となった
が、小学校で年2回の
実施を確認した。
児童クラブへの働き
かけや、代替え案の
実施など、積極的に
行えていることを確認
した。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－３認知症支援策の推進

①認知症サポーター
養成講座の開催

①一般市民向けを開催する。
②小・中学生向けについて、小学校、中学
校、学童クラブに普及活動を行う。

①年1回10月
②小学校、中学校、
学童クラブ（年1回）

①花水公民館
②なでしこ小学校、花
水小学校、浜岳中学
校、なでしこ・はなみ
ず・すみれ・つくし学
童クラブ

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

（１）認知症理解のための普及・啓発
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⑤認知症初期集中支
援事業の対象者を把
握し支援につなげる

①エリア内の民生委員、福祉村、介護サー
ビス事業所、病院、薬局などへ認知症初期
集中支援事業の周知を行い、対象者の情
報共有をする。
②認知症チェックリスト、認知機能評価機器
を活用して、対象者の把握をする。

①訪問・普及啓発の
チラシ配架（年1回）
②相談時

①公民館、各事業所
所在地
②相談者宅など

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

①周知活動
4月から7月にかけて、エリア内の民生委
員、福祉村、医療機関（28ヶ所）に認知症初
期集中事業のチラシを配布し周知活動を
行った。民生委員、ケアマネジャー等から専
門的な相談があったが、すでに医療、介護
につながっているか、若しくはつなげること
ができ、環境整備や家族支援、関係各者の
連携を調整するなどの対応で、事業対象の
該当者はいなかった。
②認知評価機器の実施
上記、ア-④-②同様実施したが、事業対象
に該当しなかった。

計画どおり。 C

①周知活動
個別相談で初期集中支援事業の説明を
行った。2月、家族からの相談で対応に困っ
ているケースを相談ケースとして選定会議
に提出した。

②認知症機能評価機器の実施
個別相談、相談会で実施し、3名該当した
が、1名は脳生き生き教室に2名は介護保
険利用につながったため、事業の利用はな
かった。

計画どおり。

⑥認知機能低下を把
握するための認知機
能評価機器の活用

①個別相談や②サロン訪問時、および③相
談会で、認知機能評価機器を用い、MCIの
方を把握する。MCIの方には、医療、介護、
認知症予防事業につなげる。

①個別相談(随時)
②サロン訪問(随時）
③相談会（年2回)

①②③合計50件/年

①相談者宅など
②サロン開催場所
③南部福祉会館

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

B

①個別相談（2件）
②③上記、ア-④-②同様26件実施
①②③合計：28件
ＭＣＩを2件把握したが、1名はすでに脳いき
いき講座終了者で、その後も予防教室に参
加している。もう1名は他エリアの方で、担当
の包括に連絡するとともに、富士白体操の
ボランティア活動に案内、参加している。

認知機能評価を前期
で半数の25件以上実
施したことを確認し
た。フレイルチェックと
合わせて、保健師と
健康相談会として実
施し、参加しやすいよ
うに工夫し、その後の
活動参加に繋げてい
ることを確認した。

B

①個別相談（2件）
③相談会等で実施
・10/22　花水福祉まつり　11件実施
・10/30　なでしこ福祉まつり　6件実施
・12/2　 チームオレンジメンバー研修　2件
実施
・3/13 「脳と体の健康チェック体験会」6件実
施予定
①③合計：27件予定
年間合計：55件予定
イ-⑤-②同様、MCIを3名把握した。1名脳
生き生き講座につなげた。他の2名は介護
保険につながっており、関りは継続してい
る。

フレイルと合わせて
実施し参加しやすい
よう工夫、年間件数
が計画以上となる見
込みであることを確
認した。また、脳いき
いき講座等、その後
の活動参加へ積極的
につなげていることを
確認した。

①計画どおり。
②認知機能評価機器
等を活用した相談会
を年７回実施及び予
定していることを確認
した。

ア　若年性認知症を含めた相談支
援

① 「にこにこ予防教室」を継続している。
保健師が介護予防の講話、ボランティア
（チームオレンジメンバー）がストレッチを行
い、認知症地域支援推進員がコグニサイズ
を行っている。
10/19（23名）、11/16（23名）、12/21（14
名）、1/18（15名)、2/15(16名)、3/15（予定）
② 「富士白体操」を継続している。
第一興商カラオケ機器を使用した体操を行
う。
10/ 4（27名）、11/ 1（23名）、12/6（25名）、
2/7(19名)、3/7（予定）

➀②両教室の継続が
できており、福祉会館
との共催等、実施方
法の工夫と計画以上
の実施ができている
ことを確認した。

（３）認知症に対する早期対応体制の整
備

④認知症地域支援推
進員による専門的な
相談支援（若年性認
知症を含む）

①エリア内の民生委員、福祉村、介護サー
ビス事業所、病院、薬局などへ認知症施策
の周知活動を行い、専門職との連携を強化
する。
②認知機能評価機器等を活用した相談会
を開催する。

①挨拶（年1回）
②年２回(前期１回、
後期１回）

①公民館、各事業所
所在地
②南部福祉会館

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

B

①周知活動
・4月から7月にかけて、エリア内の民生委
員、福祉村、医療機関（28ヶ所）に認知症地
域支援推進員のお知らせ、認知症サポー
ター養成講座のチラシを配布した。
・6/1　認知症関連情報誌「オレンジ便」発
行。推進員や認知症カフェの情報を、地域
情報局に掲載、サロン1ヶ所に配布した。
・8/3　認知症関連情報誌「オレンジ便」発
行。公民館、福祉村、薬局、花水民児協会
議に配布した。
②相談会を開催した。
・4/18「脳いきいき受講修了者」花水公民館
（3名）
・4/28「脳と体の健康チェック体験会」花水
公民館（4名）
・5/19「黒西シニアの会」なでしこ公民館（13
名）
・6/3  南部福祉会館共催「脳と体の健康
チェック体験会」（6名）
・6/27南部福祉会館共催、2回目は感染症
予防の為、延期。
合計：26名実施

①花水公民館
②南部福祉会館

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

B

①「にこにこ予防教室」を継続している。
毎回、保健師が介護予防の講話、ボラン
ティア（チームオレンジメンバー）がストレッ
チを行い、認知症地域支援推進員がコグニ
サイズを行う。
4/20
市の「認知症予防教室」として開催（28名）、
5/18(26名）、6/15(中止）、7/20(23名）、
8/17(中止）、9/21(22名）
②「富士白体操」を継続している。
第一興商カラオケ機器を使用した体操を行
う。
4/5(33名）、6/7(34名）、7/5  南部福祉会館
共催「健康教養講座」として開催(28名）、
8/2（中止）、9/6(21名）

感染症対策をしなが
ら両教室の継続に努
めほぼ継続ができて
いることを確認した。
また、福祉会館との
共催など実施方法の
工夫ができていること
を確認した。

B

（２）認知症予防施策の充実

③身近な場での認知
症予防教室の開催

①「にこにこ予防教室」を開催する。
②「富士白体操」を開催する。

①月1回
（4月は認知症予防教
室として開催する）
②月1回（5月、1月休
止）

ウ　認知機能検査の実施

認知症機能評価機器
等を活用した相談会
を前期で5回行ったこ
とを確認した。

A

①周知活動
・花水地区自治会の地域ケア会議で認知症
地域支援推進員の周知を行った。（前期1ヶ
所、後期7ヶ所）

②認知症機能評価機器を活用した相談会
を開催した。
10/22　花水福祉まつり（11名）
10/30　なでしこ福祉まつり（6名）
 3/13  南部福祉会館共催「脳と体の健康
チェック体験会」（6名実施予定）

・若年性認知症相談対応
60才独居男性／家族より認知症状の相談
があり、メモリーケアクリニックを紹介、受診
同行した。アルコール依存の疑いがあり、精
神科病院を紹介し、入院につなげた。

イ　認知症初期集中支援事業
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⑧成年後見制度の普
及啓発の取り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

認知症サロンや福祉村のサロン、介護予防
教室、認知症サポーター養成講座、チーム
オレンジ研修などで成年後見制度の説明や
消費者被害の相談窓口の紹介を行い、地
域住民に高齢者の権利を守る仕組みにつ
いて理解が進むように、普及・啓発活動を
行う。

サロン、介護予防教
室年1回以上
認知症サポーター養
成講座開催時

公民館
南部福祉会館

社会福祉士を中心に
全職種

C

・サロン、予防教室、認知症サポーター養成
講座での活動はなかったが、個別相談時、
独居、身寄りなし、親族疎遠、認知機能低
下等把握をした方には、随時、パンフレット
やケアパスを用いて、成年後見制度の利用
案内を行っている。
・9/25　龍城ヶ丘小地域ケア会議にて、独居
身寄りなしの方の支援について、成年後見
制度のパンフレットを配布して説明した。

計画どおり。 C

成年後見制度のパンフレットを配布して、普
及啓発を行った。
・福祉まつり（花水地区・なでしこ地区）
・認知症サポーター養成講座（市民向け、企
業向け）
・サロン（龍城ヶ丘サロン）

消費者被害やオレオレ詐欺のパンフレット
を配布して注意喚起を行った。
・福祉まつり（なでしこ地区・花水地区）
・サロン（黒西シニアの会）

計画どおり。

⑩認知症サポーター
養成講座修了者の育
成事業

①認知症サポーター養成講座受講者に
「チームオレンジ」の普及啓発を行い、チー
ムオレンジ研修受講に導く。
②チームオレンジメンバーの活動状況を把
握して、ボランティア活動（認知症カフェ、認
知症予防教室、認知症関連のイベント等）
のコーディネートをする。

①チームオレンジ研
修（年1回）
②認知症関連事業の
開催時

①南部福祉会館
②認知症関連事業の
開催場所

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

B

①チームオレンジメンバー研修は後期12/2
開催予定
②チームオレンジメンバー活動状況
・「にんじんカフェ」2～4名が常時参加してい
る。
・「認知症サポーター小学生養成講座」に
て、メンバー1名に講話とコグニサイズﾞを依
頼していたが、感染症予防で中止となった。
・「富士白体操」「にこにこ予防教室」5～7名
のメンバーが役割分担をして、ストレッチ体
操、会場の準備片付け、受付、認知症の方
の声掛け、送迎をしている。

認知症予防に特化し
た教室や認知症カ
フェの継続に努めて
おり、活動の場が多
く、活動参加者も安定
し、地域に根付いて
いることを確認した。

B

①12/2　チームオレンジメンバー研修開催、
5名受講。
②チームオレンジメンバー活動状況
・「富士白体操」「にこにこ予防教室」常時5
名のメンバーが役割分担して、ストレッチ体
操、会場設営、受付、認知症の方の声掛
け、送迎を行っている。
「にんじんカフェ」「おさんぽサロン」では、メ
ンバーが認知症の方の声掛け、送迎を行っ
ている。

認知症予防に特化し
た教室や認知症カ
フェの継続に努めて
おり、活動の場が多
く、地域に根ざした
チームオレンジの活
動をしていることを確
認した。

エ　成年後見制度の利用相談等 ⑦成年後見制度の利
用相談体制の充実

①権利擁護の相談に幅広く対応できるよう
に、成年後見制度、任意後見制度、日常生
活自立支援事業等の研修に参加し、知識を
深める。包括内研修で成年後見制度の事
例や研修の報告を行い、包括職員全員が
権利擁護の知識を高め、適切な支援につな
げられるようにする。
②判断能力が低下し支援が必要な高齢者
に対して、高齢福祉課や成年後見利用支援
センター、司法関係機関(法テラス､弁護士、
司法書士、行政書士等）と連携し、成年後
見制度の利用支援につないでいく。
適切な金銭管理が出来ず、生活困窮に陥
るケースは、くらしサポート相談や、あんし
んセンターと連携し、本人の生活支援を行
う。

①外部研修　年1回
以上
包括内研修　年1回
以上
②利用相談時

研修会場
包括富士白苑
市役所
成年後見利用支援セ
ンター
くらしサポート相談
あんしんセンター

計画どおり。
ア　権利擁護のための相談支援及
び普及啓発

イ　チームオレンジの体制整備

前期と同様、成年後
見制度に関わる相談
があった場合に、関
係機関につなげるだ
けではなく、包括とし
て具体的な申立て支
援を行っていることを
確認した。

オ　成年後見制度の利用支援等の
充実

（４）認知症高齢者の見守り支援

⑨認知症ケアパスの
普及

認知症の個別相談や相談会、認知症予防
教室、チームオレンジ研修の場で説明、配
布する。

①相談（随時）
②相談会(年2回)
③認知症予防教室
　（年1回）
④チームオレンジ研
修（年1回）

①相談者宅等
②南部福祉会館
③花水公民館
④南部福祉会館

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

①個別相談（15冊）龍城ヶ丘自治会（6冊）
②後期、相談会で活用していく
③認知症予防教室（28冊）
④チームオレンジメンバー研修は後期開催
合計：49冊配布

社会福祉士を中心に
全職種

B

①外部研修に社会福祉士1名参加した。
7/20～29　動画配信「法人後見基礎研修～
対人援助の基本と本人理解」
②成年後見制度利用支援
本人と信頼関係を築き、司法関係者と連携
し制度利用に繋げた。
○成年後見申立て支援3件
・認知症高齢者世帯： 親族（妻）申立て書類
作成を支援した。
・独居身寄りなしアルコール依存：後見人候
補者と連携し、書類作成、同行訪問の支援
をした。
・独居軽度認知症：法テラスの民事法律扶
助を利用による成年後見申立てを弁護士に
相談し、申込を行った。
○成年後見制度の利用相談７件
独居身寄りなし、発達障害や認知症、虐待
疑いなど多問題を抱えているケースで、ケ
アマネジャーや関係が希薄な親族から相談
されることが多かった。
○遺族関係手続き支援２件：夫死亡後の独
居高齢者の支援。市、年金事務所などに同
行するなど支援した。
○生活困窮支援3件
生活保護申請、あんしんセンター申し込み、
くらしサポート相談調整など行った。

成年後見制度利用支
援では相談があった
場合に関係機関につ
なげるだけではなく、
包括として具体的な
申立て支援を行って
いる。対応事例の積
み重ねにより多問題
を抱えているケース
においても適切な権
利擁護が図られてい
ることを確認した。

B

①外部研修に認知症地域支援推進員1名
参加した。
11/25　法テラス地方協議会「特定援助対象
者法律援助」
②成年後見制度利用支援
○成年後見申立て支援2件
・本人申立て継続支援1件
独居軽度認知症：テラスの民事法律扶助を
利用。弁護士との面談同席。提出書類作成
の支援を行う。本人情報シートを精神科医
に提出、診察に同席した。
・市長申立て1件
独居身寄りなし認知症：健康管理が適切に
できなくなり、水分栄養も不足、体調悪化し
救急搬送される。退院後、小規模多機能型
居宅介護に措置入所となる。市長申立てを
進めている。
○生活困窮支援2件
生活保護受給者が地区社協の貸付制度を
利用していた。不正受給になる可能性があ
るため、生保CWと訪問し、収入と支出の確
認と生活の見直しを行い、保護費で適切な
生活が出来るように支援を行った。

計画どおり。 C

①個別相談（12冊）、虹東自治会（1冊）、な
でしこ地区民生委員（5冊）、黒西シニアの
会（15冊）
④チームオレンジメンバー（5冊）
合計：38冊
年間：87冊
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⑪認知症カフェの実
施

①共催の「認知症なでしこサロン」開催支
援。
開催が困難な場合は、包括主催の「にんじ
んカフェ」に案内する。
②主催の「にんじんカフェ」で本人、家族、オ
レンジﾒﾝﾊﾞ-の集いを行う。

①開催時
②月１回

①へいあんなでしこ
グループホーム
②花水公民館

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

①「認知症なでしこサロン」
感染症予防の為、中止が続いている。
②「にんじんカフェ」を実施した。
ロバ隊長のマスコット作りを通して、認知症
の普及啓発を行っている。小学生認知症サ
ポーター養成講座受講者に配布するため
230個完成させた。9月なでしこ小学校生徒
119名に配布した。
認知症本人が1名参加しており、チームオレ
ンジメンバーが送迎を行う。
4/28（10名）5/26(6名）6/23(中止）7/28(中
止）、8/25（中止）、9/29（3名）

計画どおり。
感染症対策をしなが
ら認知症カフェの継
続に努めていることを
確認した。

C

①「認知症なでしこサロン」
感染予防の為、中止が続いている。
②「にんじんカフェ」を実施した。
ロバ隊長のマスコット作りを通して、認知症
の普及啓発を行っている。認知症本人が参
加しており、　チームオレンジメンバーが送
迎を行っている。10月には、認知症を抱える
家族の相談や、当事者の参加につながっ
た。
・10/27 （8名）、11/24（4名）、12/22（5名）、
1/26(4名)、2/23(予定)、3/23(予定)

計画どおり。

⑭高齢者虐待の相談
体制の充実

①虐待ケースの早期発見を図るために、居
宅ケアマネジャーや地域関係機関（民児協
等）と事例共有を行い、連携体制を作ってい
く。

②包括内研修で、虐待対応事例を共有し、
包括職員全員が虐待対応の理解を深めら
れるようにしていく。

①小地域ケア会議
年2回

②包括内研修年1回

①公民館

②包括富士白苑

社会福祉士を中心に
全職種

C

①情報共有、連携体制
・居宅介護支援事業所、民生委員会議に訪
問した際、情報交換を行い、ケアマネジャー
から、認知症の母娘二人暮らし、娘が介護
に一生懸命なあまり、暴言暴力的になって
しまうと相談があった。認知症家族支援の
事例を共有し、娘の介護負担軽減のアドバ
イスを行った。
・9/25龍城ヶ丘小地域ケア会議にて、包括
の役割として虐待防止のパンフレットを配布
して説明した。
②後期、地域支援担当者連絡会の事例を
包括内研修で実施予定。

計画どおり。 C

①情報共有、連携体制
自治会、民生委員が参加した花水地区小
地域ケア会議で、包括が虐待対応の窓口で
あることを周知し、早期発見につながるよう
協力をお願いした。
②2/16包括内研修にて、後期に発生した経
済的虐待ケースについて情報共有し、対応
について検討した。研修前に、新任の職員
に高齢者虐待対応マニュアルを講義し、意
識レベルの統一を図った。

包括内研修では、虐
待防止マニュアルを
配布し、職員の知識
レベルの統一を図っ
た上で、虐待ケース
の検討を実施してい
ることを確認した。

⑮虐待を受けた高齢
者に対するケア体制
の充実

民生委員やケアマネジャー等と連携し、高
齢者虐待の早期発見を図るとともに、虐待
発生時は、高齢者虐待対応マニュアルに基
づき、高齢福祉課と連携を図り、早期解決
を図って行く。困難ケースについては弁護
士相談を活用していく。

虐待ケース発生時
市役所・虐待ケース
受入れ施設

社会福祉士を中心に
全職種

C

ケアマネジャーより、知的障がい者の虐待
疑いについて相談があった。ケアマネ
ジャーにリスクアセスメントシート、チェック
シートの記入を依頼、高齢の兄夫妻による
心理的・経済的虐待の疑いにチェックが
入った。ケアマネジャーに親族の負担軽減
のため、成年後見制度利用を勧め、親族申
し立てにつながり、虐待には至らなかった。

計画どおり。 C

・経済的虐待ケース
養護者が若年性認知症、アルコール依存
疑いで失業し、母親の施設利用料を滞納、
高齢者虐待と認定された。入所先につい
て、高齢福祉課と検討を行っている。
・精神疾患の息子による両親への暴力・金
銭搾取ケース。
両親が息子の養護者だったため、高齢者虐
待の対象ではなかったが、高齢福祉課、
ほっとステーションと連携し、支援を行った。

計画どおり。

⑯養護者に対するケ
ア体制の充実

虐待疑いのあるケースは、ケアマネジャー、
民生委員、医療機関、施設等と連携を図
り、介護保険サービスの充実（ヘルパー、
ショートステイ等）、見守り強化や、医療機
関への受診等、養護者の負担を軽減できる
ような支援を行っていく。
養護者の抱える課題に対して、包括に相談
できるような関係性を築いていくとともに、必
要な関係機関につないでいく。

虐待ケース相談時
包括富士白苑
利用者宅

社会福祉士を中心に
全職種

C
虐待ケースはなかったが、虐待（疑い）相談
時には、養護者支援のアドバイスもしてい
る。

計画どおり。 C

・経済的虐待ケース
養護者が若年性認知症、アルコール依存
症の疑いがあり、受診同行、精神科病院の
紹介を行い、精神科の入院につなげた。

計画どおり。

キ　認知症カフェの設置と支援

基本目標３－２権利擁護事業の充実

⑫終末期に向けた住
民への普及啓発

①一人ひとりが終末期を考えるきっかけづく
りとして、平塚市版エンディングノートを個別
相談や地域活動で配布説明を行う。
②終活講座を開催して、エンディングノート
の活用を図っていく。

①個別相談時
サロン、予防教室等
②なでしこ・花水民児
協　各年1回

利用者宅
公民館

前期、サロン、介護予防教室、認知症サ
ポーター養成講座での活動はなかった。
後期行っていく。

活動の場における普
及啓発はなかった
が、ケアマネからの
個別相談いおいて普
及啓発を行っている
ことを確認した。

C

神奈川県高齢者虐待防止のパンフレット配
布して、高齢虐待防止の普及・啓発を行っ
た。
・福祉まつり（花水地区・なでしこ地区）
・認知症サポーター養成講座（市民向け、企
業向け）

計画どおり。
ア　高齢者虐待の知識等の普及啓
発

個別相談や地域活動
を通して、エンディン
グノートの配布説明
を行い、普及啓発に
努めていることを確認
した。

（１）日常生活を支える権利擁護事業の
推進

エ　終末期に向けた権利擁護推進
事業

（２）高齢者虐待防止のための取組 ⑬高齢者虐待防止の
普及啓発に関する取
り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

認知症サロンや福祉村のサロン、介護予防
教室、認知症サポーター養成講座、チーム
オレンジ研修などで高齢者虐待防止につい
て説明し、地域住民が早期発見や防止がで
きるように、普及・啓発活動を行う。

サロン、介護予防教
室年1回以上
認知症サポーター養
成講座開催時

公民館
南部福祉会館

社会福祉士を中心に
全職種

C

社会福祉士を中心に
全職種

C

①エンディングノート配布8件
・5/20  独居身寄りなし、終末について不安
との高齢女性に説明して配布した。
・8/24　おしゃべりサロンの講話の中で紹
介、1名希望され、配布した。
・9/25　龍城ヶ丘小地域ケア会議の中で、
独居高齢者の意思決定支援のツールとして
紹介、6冊配布した。
②終活講座開催の準備をした。
・6/30　富士見シニアスクール「もしバナ
ゲームで人生会議をしてみよう」見学　（保
健師1名）
・9/16　もしバナゲーム講師派遣依頼、富士
見公民館にて包括職員全員がもしバナゲー
ムを体験した。

地域との意見交換を
しながら、後期に向け
て普及啓発の準備を
していることを確認し
た。

B

①エンディングノート配布24冊
・11/3　独居高齢男性、姪が支援。姪からも
自身のことを整理しておいてほしいと勧めら
れ、ノート配布を希望された。
・11/20　花水地区社協役員講習会「介護に
そなえる」の中で終活について説明、エン
ディングノートを21冊配布した。
➁終活講座を開催した。
・11/30　「龍城ヶ丘サロン」にて、もしばな
ゲームの体験、エンディングノートの説明行
い、2冊配布した。
・2/28「袖ヶ浜サロン」にて、もしばなゲーム
の体験、エンディングノートの説明、配布予
定。
・3/14 「黒西シニアの会」にて、エンディング
ノートについて説明、配布予定。

ウ　高齢者虐待の相談体制の充実

オ　虐待を受けた高齢者に対する
支援

カ　養護者への支援
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

（６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

○新型コロナウイルス感染症まん延防止のため、居宅会議支援事業所や地域関係団体との交流の場が少なくなっ
ている。
○花水地区の民児協、自治会へ小地域ケア会議開催について依頼をしたが、開催には至らなかった。地域関係団
体と居宅ケアマネジャーと情報共有を図り、孤立防止への取り組みを継続する必要がある。
○独居、親族疎遠、認知症、精神疾患など介護保険だけでは対応しきれないケースが増加している。緊急時の対
応について、関係機関で活用できる緊急時対応フローを、包括の地域支援担当者連絡会で検討しているが、完成
に至っていない。

○地域関係団体と居宅ケアマネジャーの交流の場を作り、関係性
の構築を図る。
○地域ケア議を開催し、地域関係団体と居宅ケアマネジャー等の
連携を強化する。
○緊急時対応フローについて、引き続き、地域支援担当者連絡会
で今期も検討を行っていく。

○感染症予防のため、地域関係団体と居宅ケアマネジャーの交流の場を
設けることができなかったが、民生委員から高齢者調査に関する相談が
あった際には、担当ケアマネジャーにつなげるなど、個別に関係作りを支
援した。また、エリア内の居宅介護支援事業所（４ヶ所）を訪問して、3月末
に行った民生委員との書面会議の結果報告と地域資源の情報を周知し
た。
○地域ケア会議の研修にて、その目的は「地域での尊厳あるその人らし
い生活の継続」であり、主催者として、いかに本人主体、その人が暮らす
地域を意識して支援できるかを学んだ。後期、本人の声、地域の声を聞
き、開催を計画していく。
○緊急時対応フローは、5月に地域支援担当者連絡会で検討を行った。
今年度は、緊急時対応の疑問点について意見を募り、部会で取りまとめ、
引き続き連絡会で検討することとなっている。

○小地域ケア会議は感染症予防のため人数を制限し自治会単位での開
催としたため、居宅ケアマネジャーの参加を見合わせた。小地域ケア会議
で民生委員から上がったケースについては、担当ケアマネジャーがいる
場合、双方に情報提供を行い、連携できるよう支援した。他、エリア内の
居宅支援事業所（5ヶ所）に訪問し情報共有、関係構築に努めた。
○花水地区小地域ケア会議開催にあたり、自治会の会長会議に出席し、
地域課題、参加メンバーについて各自治会長と相談して決めた。高齢者
調査が3年ぶりに再開され、ひとり暮らしが増えていることを実感、自治会
レベルでも高齢者の実態把握は難しく、民生委員に任せていることが多
い。今回は地域がら、生活コーディネーターの役割を担う団体の参加がな
く、課題解決の場にはならなかったが、まずは、自治会ごとに包括の周知
と高齢者の課題を共有できたことは収穫であった。今後はこのネットワー
クの維持、拡大を図っていくことが課題。
○緊急時対応フローは、地域支援担当者連絡会の部会で各包括からの
意見シートの取りまとめ、回答を行った。今後は、社会福祉士だけなく、多
機関も含めチームでの検討も必要ではないかと結論となった。

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

○新型コロナウイルス感染症まん延防止のため、今年度も居宅向けの事例検討会は書面開催となった。委託先の担当者会議開催時や居宅介護支援事業所への訪問を行い、関係性
の構築に努めている。
○地域ケア個別会議を開催したケースは行政と連携し、措置入所、成年後見市長申立につなげた。介護保険では対応しきれない部分については、包括が支援して解決を図った。
○なでしこ地区で孤立防止をテーマに、小地域ケア会議を計画した。コロナ禍のため、書面開催となったが、民児協と居宅ケアマネジャーが地域の課題共有を図ることが出来た。
○緊急時対応フローについて、包括の地域支援担当者連絡会（社会福祉士）で検討したが、完成には至っていないため、富士白苑が検討部会のメンバーとなり、引き続き、次年度も
検討を行うこととなった。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策

C

①後期、主任ケアマネジャー連絡会として
実施。
②前期13ケース、ケアマネジャーから相談
があり、同行訪問や家族面談の設定、医療
機関の情報提供を行った。以下、抜粋。
・5/2独居、物取られ妄想があり、近隣住民
から困っているとの相談ケース。ケアマネ
ジャー、家族との面談の場を設定、認知症
の対応方法等アドバイスを行い、近隣住民
や民生委員との関係作りを支援した。
・5/3独居身寄りなし、成年後見制度利用が
必要なケース。同行訪問して、成年後見制
度の説明を行った。
・7/15　夫が亡くなり独居、認知症が進んだ
ケース。ケアマネジャーと安否確認の訪問、
親族面談の調整を行い、申請、受診につな
げた。
・7/26　夫が入院してうつ病が悪化したケー
ス。同行訪問、医療機関受診の調整を行っ
た。

計画どおり。 B

①後期、主任ケアマネジャー連絡会として
研修を実施した。
・10/18　居宅連絡会研修「ヤングケアラー
に関する研修」
 オンライン開催　講師：平塚市こども家庭課
（出席者66名）
・1/10　　事例検討会（書面開催）
 エリア内居宅介護支援事業所5ヶ所に配布
②後期2ケース、ケアマネジャーから相談が
あり、同行訪問、医療機関への移行、介護
者負担の軽減など協働した。
・10/17小規模多機能のケアマネジャーよ
り、認知症状が進み、サービス拒否強く、
困っているケース。同行訪問、精神科病院
入院につながった。
・10/21ケアマネジャーより、心臓病の妻の
介護負担を軽減したいが、夫と分離できな
いで困っているケース。同行訪問、課題の
整理、夫が受容できる支援を検討した。

ケアマネジャーから
の相談について、最
終的なサービスにつ
なげるまでの支援を
行っていることから、
計画を上回る取組み
を確認した。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１ネットワークの充実

①ケアマネジャーへ
の支援

①主任ケアマネジャー連絡会主催：事例検
討会、ケアマネジャー研修会を居宅介護支
援事業所向けに実施し、包括と居宅介護支
援事業所の連携強化やケアマネジャーのス
キルアップを図る。
②ケアマネジャーからの相談は多職種で相
談に応じ、解決を図る。

①各年1回
主任ケアマネジャー
連絡会主催：事例検
討会、ケアマネジャー
研修会
②随時

①実施会場または
書面開催
②包括富士白苑

主任介護支援専門員
を中心に全職種

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

イ　ケアマネジャーとの連携強化支
援
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➀12/3　花水地区地域ケア個別会議開催
独居認知症高齢女性、即時記憶の障害顕
著、地域住民から一人暮らしが心配との声
あり。本人、家族は、一人暮らしを続けたい
と希望。支援者が集まって、住み慣れた地
域での生活が続けられるよう支援体制を作
り、役割分担を行った。
参加者9名（本人、家族、小規模多機能型
居宅介護ケアマネジャー、薬剤師、自治
会、民生委員、町内福祉村、チームオレン
ジメンバー、包括）
➁小地域ケア会議開催
・花水地区自治会ごと「一人暮らしのケアに
ついて」開催した。自治会も高齢者の実態
把握や認知症・精神症状のある方の対応な
どが難しいこと、各団体の高齢者支援の現
状について情報共有を行い、今後も連携し
ていくことを確認した。
11/ 5　 袖ヶ浜自治会小地域ケア会議開催
11/ 7 　松風町自治会小地域ケア会議開催
11/19　黒部丘東部自治会小地域ケア会議
開催
11/21　菫平自治会小地域ケア会議開催
11/24　虹ヶ浜東部自治会小地域ケア会議
開催
　
・12/20　南部福祉会館小地域ケア会議開
催
南部福祉会館利用者の個別課題の共有、
今年度事業を振り返り地域課題の共有、次
年度の事業に反映するテーマ、事業を決め
た。
・2/24　なでしこ地区小地域ケア会議開催
予定
テーマ「見守り報告会」虹ヶ浜西地区の地域
住民12名参加予定。

自治会単位での小地
域ケア会議の開催な
ど、地域の特性を生
かし、工夫して開催
が出来ていることを
確認した。

イ　地域ケア会議の開催

①利用者宅または公
民館、福祉会館、自
治会館等
②公民館・南部福祉
会館

主任介護支援専門員
を中心に全職種

C

①5/9　花水地区地域ケア個別会議開催
独居認知症高齢者が地域で暮らし続けるた
めの会議、2回目。
参加者9名（家族、ケアマネジャー、薬剤
師、訪問看護事業所、訪問介護事業所、通
所介護事業所、ペットショップ、民生委員、
町内福祉村）
地域での見守り体制が課題となり、解決に
向けて近隣住民と話し合う場を設けることと
なった。6/15計画したが、感染症予防のた
め中止となり、個別に住民と電話で情報共
有を行った。
②小地域ケア会議開催について、8/25花水
地区自治会連絡協議会会長会議に出席
し、検討した結果、自治会ごと（8地区)に地
域課題「一人暮らしのケアについて」話し合
うことが決まった。
その第1弾として、9/25 龍城ヶ丘自治会と
行った。参加者10名(自治会役員、民生委
員、包括）。自治会も高齢者の実態把握が
難しいことや、高齢者向けの社会資源の情
報を共有し、今後の活動に生かせるよう話
し合った。
他自治会とは、後期開催予定。

小地域ケア会議は後
期に開催する予定で
あることを確認した。

B

（２）地域資源との連携強化

②地域ケア会議（個
別ケア会議、小地域
ケア会議）を開催する

①個別ケア会議の開催
地域住民やケアマネジャーが解決困難な事
例について多職種で連携し、課題解決を図
る。
②小地域ケア会議の開催
小地域ケア会議を開催し、地域ごとの課題
共有と解決策を検討する。ケアマネジャー
にも参加を促し、地域との連携を強化し、
ネットワーク作りを進めていく。

①課題発生時
②なでしこ・花水地区
で各年1回以上
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平塚市地域包括支援センターふじみ　　令和４年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

基本目標１－１健康長寿へのチャレンジ

・新型コロナウイルスの影響があり、地域の老人会や、地区社協主催の食事会、福祉村の活動も制限されている。
そのため、高齢者が活動する機会が減り、フレイルが進行する可能性がある。
・戸建てが多く、生活状況が把握できない世帯もあり、引きこもりや孤独死などの問題が起きる可能性がある。
・地域の方の介護予防への意識は高いが、正しい知識や情報だけではなく、曖昧な情報などを信頼できる情報とし
て認識してしまう可能性がある。

・感染防止に気を付けながら、隔月で健康教室を開催し、高齢者が
活動する場所や正しい知識を身につける場所を確保する。
・地域でのフレイル予防の講話やフレイルチェックを行い、フレイル
の進行を防止する。
・民生委員の定例会等に参加することで地域の情報を把握し、他
機関とも協力して問題の解決を図る。

・新型コロナウイルスの影響はありながらも、健康教室は予定どおり行うこ
とができた。
・地域でのフレイルチェック以外にも、8月に他の団体でフレイルに関する
講話を行う。
・老人会や地区社協などの活動は、新型コロナウイルスの感染状況をみ
ながら、後期に活動再開になる予定のところもあることから、後期は、活動
再開になる団体も含めて関係性を再構築させたい。

・12月の健康教室は講師の新型コロナウイルス感染で急遽中止となった
が、それ以外の健康教室は予定どおり実施できた。参加者も平均で15名
を超え、地域で健康教室の認知度はある程度浸透したと思われる。
・地域の老人会では同様にフレイル予防に関する講話を開催できた。ま
た、今まで関りがなかった団体にも講話を開催できた。その団体とのつな
がりも次年度継続していく。
・老人会や地区社協の活動は、まだ十分に再開できていない現状があ
る。そのため、対面での活動は難しく、引き続きチラシの配布などにとどま
ることもあった。チラシの配布などであっても、引き続き繋がりを継続でき
るようにしていく。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・昨年度同様に、新型コロナウイルスの影響はあったものの、「ふじみ健康教室」は感染状況を鑑みながら行うことができた。
・健康に関するチラシを作成し、地域に１200部以上配布し、地域とのつながりと介護予防の意識の向上につなげることができた。
・通所サービスCには2名の参加につなげることができた。
・民生委員とも協力をし、閉じこもり高齢者の把握と支援を行った。
・フレイル予防教室の実施やフレイルサポーターの講習参加の声掛けなど、地域でのフレイル対策を行った。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

C

（1）新たに訪問Bにつなげたケースはない
が、福祉村のコーディネーターと話し合いを
持つなど、地域課題の共有ができた。
（2）8月末日に協議体を開催予定であった
が、新型コロナウイルス感染拡大のため11
月2日に延期となる。
（3）新型コロナウイルスの感染防止につと
めながら、認知症カフェを開催することがで
きた。
4月11日・・参加者20名　（オレンジパート
ナー11名含む）
6月13日・・参加者12名（オレンジパートナー
6名含む）
8月8日・・・新型コロナウイルス感染拡大に
より中止となる。申込者には包括から直接
電話で連絡し、生活状況の確認や近々の
様子などを伺う。

計画どおり。 C

（1）訪問Bにはならなかったが、後期も2件ゴ
ミ出しのケースで福祉村に協力を依頼した。
ゴミ出しについては地域の課題と認識し、協
議体でも各関係機関と情報を共有してい
る。
（2）11月2日に協議体と地域ケア会議を開
催した。ゴミ出しやヤングケアラー問題、地
域の学校との協力が課題と共通認識ができ
た。
（3）新型コロナウイルス感染防止につとめな
がら、認知症カフェを開催することができ
た。
10月10日　参加者9名（オレンジパートナー3
名を含む）
12月12日　参加者8名（オレンジパートナー1
名を含む）
2月13日　参加者5名（オレンジパートナー2
名を含む）

計画どおり。

高齢者福祉計画

①総合事業における
多様なサービスの利
用促進

（1）介護保険のサービスでは解決できない
課題について、福祉村や町内会・民児協等
の地域に相談することで、地域課題を共有
し、解決を図る。
（2）協議体を小地域ケア会議と同時開催し
ていることを活かし、個別ケア会議で検討さ
れたことを地域で共有し、地域課題に対応
した支援体制の構築を目指す。
（3）福祉村と共催している認知症カフェにボ
ランティアとも連携し、地域に根差した活動
を目指す。

4月から3月
（1）福祉村・公民館等
（2）福祉村
（3）福祉村

【主担当】
管理者
【副担当】
全職員

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

C

（1）地域で通所Cの対象者をピックアップ。
声掛けを行い、2名の参加を促した。
（2）通所C 終了後実施予定。
（3）現在活動しているサロンには、できるだ
け訪問し、声掛けを行っている。

計画どおり。
通所Cへ2名の参加を
確認した。

B

（1）地域で通所Cの対象者を選定。後期も1
名の参加を促した。
（2）前期の通所Cの対象者2名には、事業対
象として、デイサービスの利用とサロン参加
の声かけを継続的に行っている。
（3）現在行っているサロンには、新型コロナ
ウイルス感染状況を見ながら訪問し、声掛
けを行っている。

通所Cについて前期2
名に続き、後期も1名
参加につなげ、フォ
ローも行っていること
からB評価とした。主
担当だけではなく、全
職員で通所Cに対す
る理解が出来てい
る。

【介護予防・生活支援サービス事業
通所型サービス】

②通所型サービスC
の利用者の利用後の
フォローについて

（1）地域で通所型サービスCの対象となる方
の声掛けを行い、参加を促す。
（2）通所型サービスC終了時に訪問による
モニタリングを行い、評価に基づいた支援を
行う。
（3）地域の受け皿となる社会資源ができる
ように、包括が定期的に訪問しているサロン
等に声掛けを行う。

4月から3月
（1）包括事務所
（2）包括事務所
（3）サロン等

【主担当】
看護師
【副担当】
全職員

キ　通所型サービスC　健康
チャレンジ複合型教室事業
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⑤介護予防、健康長
寿等に関する講座、
講演会の開催

介護予防、健康長寿についての啓発を目的
とした「ふじみ健康教室」を隔月で開催す
る。
4月　　フットケア
6月　　健康診断を受けよう
8月　　フレイルチェック
10月　終末期に向けて
12月　高齢者の栄養について
3月　災害について考えよう
＊新型コロナウイルスの影響で開催が難し
い時には、リーフレットを作成し配布するな
ど代替え案を検討する。

偶数月 公民館等

【主担当】
看護師
【副担当】
全職員

C

予定どおり開催している
・4月20日「笑顔で歩き続けるために・今から
できる足と爪の手入れ」
参加者23名・講師フットケア認定看護師
・6月24日「健康診断を受けよう」
参加者13名・講師柳町内科　医師
・8月25日「フレイル測定会」
参加者7名・講師フレイルサポーター

計画どおり。 C

12月は、講師が新型コロナウイルス感染の
ため、急遽中止となった。参加者には包括
から連絡を入れ、今後の開催予定と、生活
状況の把握を行っている。
・10月20日　「いつまでも自宅で過ごすため
に」
参加者19名　講師　へいあん訪問看護ス
テーション管理者
・12月13日「体がよろこぶ食事をしよう」
講師が新型コロナウイルス感染のため中止
・2月14日「やってみよう笑いヨガ」
参加者20名　講師　笑い総研研究員

計画どおり。

B

（1）総合相談のケースは相談内容をすべて
の職員が回覧をしている。そのことで、初回
相談を受けた職員が不在でも、切れ目のな
い支援が行えている。
（2）
①包括職員
-1　朝礼時にカンファレンスを行い支援の方
向性を確認している。
-2　適宜、ケースについてのケアカンファを
行うことで、ケアプラン等やケースの支援に
ついて理解を深めている。
②委託先や地域の居宅介護支援事業所
-1　マニュアルに沿って、随時ケアプラン等
の相談があった時には対応をしている。
-2　委託先のケアマネからサービス担当者
会議の開催の連絡があった時には、事前に
ケアプランの確認をしている。また、その際
に評価表についても作成を依頼している。
後期は12月末現在で8件のサービス担当者
会議に出席している。
-3　10月18日　平塚システム会議にて、居
宅事業所に向けて予防プランの研修を実施
した。

前期に続き、年間通
じて委託先のケース
について事前確認か
ら必要な指導まで丁
寧に行っていることが
確認できたため、B評
価とした。

【介護予防ケアマネジメント】

③適正な介護予防ケ
アマネジメントの実施

（1）総合相談から適切なケアマネジメントが
行えるように、総合相談のケースは全職員
で回覧し、情報の共有を図り、全職員で対
応できるようにしていく。
（2）基本チェックリストに基づいたケアプラン
を立案する。
①包括職員
-1　毎日の朝礼で、困難と思われるケース
についてはカンファレンスを行う。
-2　包括職員内で月1回の勉強会を実施
し、ケアプランについて理解を深める。
②委託先や地域の居宅介護事業所
-1　細則等を地域の居宅介護支援事業所
に配布し、それに基づいたケアプラン作成
の理解を深めてもらう。
-2　委託ケースのサービス担当者会議には
出席をするとともに、事前にケアプランを確
認し、必要があれば指導を行う。
-3　年1回システム会議にてケアプランにつ
いての研修を行う

（1）4月から3月
（2）
①　4月から3月
②-1　4月から5月
　-2　 4月から3月
  -3　11月頃

（1）包括事務所
（2）
①　包括事務所
②
-1　居宅介護支援事
業所
-2　包括事務所等
-3　システム会議

【主担当】
管理者
【副担当】
全職員コ　介護予防ケアマネジメント

（２）地域で取り組む健康長寿へのチャレ
ンジ

④閉じこもり高齢者
の把握・支援

（1）民生委員の一人暮らしの訪問時や包括
職員が必要時に、健康教室の開催のチラシ
や広報誌を毎月配布し、参加を促す。
（2）
-1　地域課題として引き続き協議体での検
討や情報共有を行う。
-2　ひらつか安心カードの普及啓発を行う。
（3）地域のサロンやイベント等の訪問時に、
包括のチラシを配布し、相談が必要な方に
は配布してもらうようにお願いする。

B

（1）総合相談のケースは相談内容をすべて
の職員が回覧し、情報を共有している。
（2）
①包括職員
-1　朝礼時に、カンファレンスを行い、支援
の方向性を確認している。
-2　各職員の持ち回りで講師となり、月1回
の勉強会を行っている。
②委託先や地域の居宅介護事業所
-1　4月に委託マニュアルを各事業所に配
布した。配布だけではなく、チェックリストか
らプランの立て方までの経緯を説明した。
-2　委託先のケアマネから、サービス担当
者会議開催の連絡があった際に、事前にケ
アプランを確認させてもらうように声掛けを
し、確認している。前期では19件のサービス
担当者会議が開催され、11件のサービス担
当者会議に出席をしている。また、新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響で出席できな
かった8件についても、事前にケアプランの
確認を行った。
-3　後期に行う予定

委託先のケースにつ
いても事前にケアプ
ランを確認してから担
当者会議に臨み、コ
ロナ禍により出席でき
ない場合も事前確
認、必要な指導を
行っていることが確認
できたため、B評価と
した。

B

（1）
民生委員の定例会には毎月参加し、情報
の共有とチラシの配布をお願いしている。
9月　ふじみ健康教室（いつまでも自宅で過
ごすために）開催の案内、詐欺被害防止の
チラシ、アルツハイマーデーのチラシ
10月　ふじみ健康だより（特殊詐欺チェック
リスト）、コグニサイズ教室開催の案内、認
知症サポーター養成講座の案内
11月　ふじみ健康教室（体にいい食事をしよ
う）開催の案内、脳の健康チェックしてみま
せんかのチラシ
12月　ふじみ健康だより（ヒートショックを予
防しよう）、コグニサイズ教室開催の案内
各400部の配布をお願いしている。
（2）
-1　11月に協議体を開催した。75歳以下で
も地域の支援が必要なケースについてや、
あんしんカードの配布などの必要性を共有
した。
-2　1月のコグニサイズ教室で配布予定で
ある。また、民生委員が交代となり、改めて
あんしんカードの確認をお願いする予定。
（3）
新たな民生委員にそれぞれ配布している。
また、高齢者だけではなく、様々な年代にも
包括の周知が必要と考え、子育てサロンを
訪問した際に、10部配布した。

1年を通して民生委員
と密に連携し、よろず
相談センターの周知
と地域在住高齢者の
課題把握に積極的に
取り組まれたことや、
周知実績も多いこと
から計画以上の取組
みがされていることを
確認した。

【一般介護予防事業】

ア　健康チャレンジ高齢者把
握事業

エ　健康チャレンジ普及啓発
事業

（1）4月から3月
（2）
-1　4月から3月
-2　4月から3月
（3）4月から3月

（1）公民館・対象者自
宅
（2）
-1　福祉村
-2　対象者自宅等
（3）サロン等

【主担当】
管理者
【副担当】
全職員

C

（1）
・民生委員の定例会には毎月参加し、情報
の交換とチラシの配布をお願いしている。
4月・・ふじみ健康だより（春です歩いてみま
せんか）、コグニサイズ教室ふじみ開催の
案内
5月・・笑いのパワーで免疫力アップ、ふじみ
健康教室の開催の案内。
6月・・ふじみ健康だより（有害植物につい
て）、コグニサイズ教室ふじみ開催の案内
7月・・食中毒について、フレイル測定会実
施の案内
8月・・ふじみ健康だより（熱中症予防につい
て）、コグニサイズ教室ふじみ開催の案内
各400部配布をお願いしている。
（2）
-1　8月に協議体を開催予定であったが、新
型コロナ感染拡大のため11月2日に延期と
なる。
-2　6月9日のシニアスクールにて11部配布
する。
（3）
各民生委員に20部配布。各町内会長にも
配布した。また、相談時にも持参した。チラ
シを配布することで、健康に関する相談だけ
ではなく、経済的な相談も受けてもらえる事
を知ったという相談があった。

計画どおり。
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⑦地域内でのフレイ
ル対策推進事業の充
実

（1）寿和会にてフレイルチェックやカムカム
教室の実施を支援する。
（2）「ふじみ健康教室」でフレイルチェックを
行い、フレイルに関しての啓発を行う。

（1）4月から3月
（2）8月

（1）諏訪町会館
（2）公民館

【主担当】
看護師
【副担当】
全職員

B

（1）7月29日　寿和会にて予定どおり行えて
いる。参加者7名。
（2）8月25日　ふじみ公民館にて実施。参加
者7名。

※計画にはなかったが、8月21日に「NALC
湘南ブロック交流会」に参加。平塚市民活
動センターにて、フレイルに関する講話を
行った。参加者17名。

計画どおり。 B

（1）前期に実施した。
（2）前期に実施した。

＊計画にはなかったが、3月4日・5日の公民
館祭りで、フレイルチエックお尋ねシートを
記入していただく予定である。

事業計画の内容につ
いて前期から積極的
に取り組むとともに後
期にはフレイルお尋
ねシートの積極的な
活用を計画している
ことから、計画以上の
内容で実施している
ことを確認した。

C

（1）福祉村移動サロン
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
本年度は中止となる
（2）みのり会
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
本年度は中止となる。
（3）老人会
①寿和会
-1　定例会
11月1日　詐欺被害防止について講話を
行った。参加者28名
1月10日　免疫力に関する講話を行った。
参加者30名
3月7日　開催予定
-2　フレンズ
10月13日　コグニサイズについての講話を
行った。参加者11名
12月8日　ヒートショック防止について講話を
行った。参加者16名
2月9日　　冬の脱水についての講話を行っ
た　参加者14名
-3　ふれあいサロン
3月24日　開催予定
②③新型コロナウイルスの影響から開催時
期は不明。会長などには定期的に連絡を入
れている。
（4）3月に訪問予定

計画どおり。
オ　健康チャレンジに取り組
むための通いの場(サロン）の
開催支援

⑥サロンの開催支援

地域の団体のサロンへの再開支援と包括
職員の出席をお願いする。
（1）福祉村移動サロン
・・・月2回　講話と運動指導
（2）みのり会（地区社協主催の食事会）
・・・月1回　健康に関する講話
（3）老人会
①寿和会
-1　定例会　　運動指導
-2　フレンズ　健康に関する講話
-3　ふれあいサロン　ゴム体操やカラオケ
機器の貸し出しなど
②桜が丘友の会
-1健康に関する講話
-2　開催に向けた支援として、屋外で行って
いるラジオ体操に包括職員が参加するなど
関係性を維持する。
③中里老人会
-1　健康に関する講話
-2　開催に向けた支援として、会長と連絡を
密にとるなど関係性を維持する
（4）　地域の公園で行っているゲートボール
などを把握し、視察を行う。

（1）4月から3月
月2回程度
（2）月1回
（3）
①-1　偶数月
　-2　奇数月
　-3　年3回程度
②-1　月1回程度
　　-2　8月　8月
③-1　月１回程度
　-2　随時
（4）4月から3月

（1）各町内会自治会
館
（2）公民館
（3）
①　諏訪町会館
②-1　桜が丘自治会
館
　 -2　桜が丘公園
③-1　中里町内会館
　 -2　包括事務所
（4）各公園

【主担当】
看護師
【副担当】
全職員

コ　フレイル対策推進事業

C

（1）福祉村移動サロン
新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
め、本年度は中止となる。
（2）みのり会
新型コロナウイルスの影響から、9月ごろか
ら実施予定となる。
（3）老人会
①寿和会
-1　定例会
・4月5日　寿和会からの希望にて、法人の
栄養士を同行。栄養士からの講話を行っ
た。参加者24名。
・7月5日　熱中症予防の講話を行った。参
加者24名
-2　フレンズ
・4月14日　認知症に関する講話とコグニサ
イズを実施した。参加者11名
・6月9日　食中毒に関する講話を行った。参
加者10名
・8月11日　新型コロナウイルス感染拡大の
ため中止となる。
-3　ふれあいサロン
・5月27日　ゴム体操を実施した。参加者14
名
・7月22日　第一興商のカラオケ体操を実施
した。参加者12名
②③新型コロナウイルスの影響から再開時
期不明。会長などには、その都度連絡を
とっている。
（4）後期に実施予定。

計画どおり。
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２　相談支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・新型コロナウイルスの影響でサロン等に出向くことができない分、民生委員等の協力を得ながらチラシを配布するなど、地域とのつながりを保つことができた。
・新しい職員が入職する中で、包括内外での研修を積極的に行い、職員のスキルアップに努めた。
・地域の医療機関や薬局などにもチラシを配架し、関係性を維持した。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期）

【主担当】
管理者
【副担当】
全職員

B

高齢者福祉計画

基本目標２－１地域ネットワークの充実

①多様化する相談内
容に対応できる体制
づくり及び包括支援
センターの知名度の
向上

（1）土曜日及び祝日の開所
土曜日及び祝日に職員が出勤し、相談対
応ができる体制を維持する。
（2）社会を明るくする運動に参加し、包括に
ついての講話を行い、包括を若い世代にも
知ってもらう。

（1）4月から3月
（2）9月

（1）包括事務所
（2）富士見小学校

（８）取り組みに対する全体評価（年間）

・徐々に高齢者に関しては包括ふじみは認知されてきているが、若い世代には認知度が低い。
・新型コロナウイルスの影響で様々な地域活動が制限されているため、地域資源として活用されていないことがあ
る。

・健康教室やコグニサイズ教室のチラシを作成し、高齢者だけでは
なく、地域の回覧板等で回覧をお願いする。
・新たな地域資源となりうるところを訪問し、協力を依頼する。

・健康教室やコグニサイズ教室ふじみのチラシを見て、今まで関わりのな
かった地域住民の参加もみられるようになった。その住民が、継続して地
域活動に参加できるようにしていくことが今後の課題でもある。
・前期は、様々な医療機関や、公民館などとも連携をとることができ、それ
が地域にも講話という形で還元できた。

・今年度は、高齢者だけではなく、様々な世代へのアプローチを行った。今
まで関わりがなかった団体などにもアプローチをすることができた。そのつ
ながりを維持していくことが今後の課題でもある。
・地域の介護事業所や医療機関との連携も取ることができ、地域の資源と
しての活動も継続できた。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

前期の2件の講演依
頼に続き、後期も地
域の子育てサロンに
参加して説明を行
い、更に平塚市聴覚
障害者研修会にてセ
ンターの認知度を向
上させたことを高く評
価し、A評価とした。

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

ア　高齢者よろず相談センターの認
知度の向上

（1）7月までで、土曜日・祝日の相談件数は
55件あり、ある程度の需要があると思われ
る。そのため、土曜日・祝日の対応は継続と
していく。
（2）9月17日　実施。地域包括支援センター
の役割について講話を行った。

※計画にはなかったが、以下を追加実施。
7月16日　地域のデイサービスにおいて、権
利擁護の講話を行った。その際に包括の役
割についても説明をした。介護に携わる職
員でも、包括支援センターの役割を十分に
理解していないことが分かった。
8月20日　地区社協主催の地域向けの講演
会に参加し、地域包括支援センターについ
ても説明を行った。

当初の計画以外に地
域から2件の講演依
頼に対応しており、包
括ふじみの知名度の
高さ、地域からの需
要を確認した。

A

（1）10月から12月まで、土曜日祝日の相談
件数は22件あった。土曜日や祝日に訪問を
希望するケースも増えてきている。
（2）前期に実施した。
＊計画にはなかったが、地域の子育てサロ
ンに11月24日と12月8日に職員が参加。そ
こでも包括支援センターについての説明を
行った。
1月21日　平塚市聴覚障害者研修会に平塚
市地域包括ケア推進課と参加。地域包括支
援センターの役割について説明を行った。
参加者18名。

（A）センター機能強化研修
7月7日　ピーチ厚木・管理栄養士を招いて、
「低栄養からフレイルを考える」の講話を実
施。職員5名参加した。
（B）その他研修
（1）計画どおり実施した。それぞれが自ら
テーマを決め、それを伝えることで、プレゼ
ンテーション能力の向上につなげる。
（2）
5月20日　平塚市認定調査員研修に2名参
加した。
6月30日　平塚市人材育成セミナーに1名参
加した。
7月8日　　中核機関・市町村成年後見制度
担当職員研修に1名参加した。
それぞれ、研修後に報告書の作成と回覧、
伝達研修を行う。
（3）職員が年度の業務目標を決め、それぞ
れ外部研修に参加している。
介護支援専門員・・・主任会議支援専門員
研修
社会福祉士・・・介護支援専門員更新研修

計画どおり。 C

（A)センター機能強化研修
11月25日の研修に職員5名が参加した。
（B）その他研修
（1）地域での講話を各職員が役割をもって
行い、プレゼンテーション能力の向上を図っ
た。
（2）
10月3日　神奈川県医師会在宅医療トレー
ニングセンター主催の「認知症の理解と援
助」に1名参加した。
10月14日　法人主催の「アサーティブコミュ
ニケーション研修」に2名参加した。
10月18日　ひらつかシステム会議主催の
「ヤングケアラーについて」に1名参加した。
11月16日　神奈川県精神保健福祉センター
主催の「アルコール使用障害の理解と相談
対応について」に2名参加した。
12月5日　神奈川県高齢福祉課主催の「包
括職員現任者研修」に2名参加した。
それぞれ、研修後に報告書の作成と回覧、
伝達研修を行う。
（3）
計画どおり、主任介護支援専門員の取得と
介護支援専門員の更新を行った。

計画どおり。
ウ　高齢者よろず相談センター向け
研修

②センター職員研修
（A)センター機能強化
研修
（B)その他研修

（A）サンレジデンス湘南と協力をし、合同で
研修を行う。
（B）
（1）包括内で月1回持ち回りで研修を行う。
（2）地域向けの講話を、各職員が1回は行
い、プレゼンテーション能力の向上を図る
（3）全職員が、年度内でテーマを決め外部
研修に1回は参加し、参加後は伝達研修を
行う。

4月から3月 包括事務所

【主担当】
管理者
【副担当】
全職員

C
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（２）地域資源との連携強化

③支援における地域
包括ケアシステムの
ネットワークの構築・
活用

（1）民生委員の定例会に定期的に参加する
ことで、地域課題の共有や、その支援の方
法などを検討していく場を作る。
（2）既存の老人会やサロンなどに積極的に
参加し、相談しやすい関係を維持して、問題
の早期発見につなげる。
（3）今まで連携することがなかった地域団体
等と接点を持ち、新たなネットワークの開発
をする。
（4）民生委員と地域の居宅介護支援事業所
や介護事業所との懇談会を開催しお互いの
役割を理解し、連携を図れるようにする。

（1）（2）（3）
4月から3月
（4）11月

（1）公民館等
（2）公民館・自治会館
等
（3）公民館・公園等
（4）公民館

新たなネットワークの
構築として、子育て世
代へのアプローチを
確認した。

【主担当】
管理者
【副担当】
全職員

C

（1）毎月民生委員の定例会に出席すること
で、直接民生委員の困りごと等を聞く機会
があった。前期は、高齢調査の実施に関す
る課題を共有できた。
（2）サロン等の講話の後で、質問が出ること
が多くなった。中には、個別に対応が必要
なケースもあり、問題の早期発見につな
がっている。
（3）8月21日に「NALC湘南ブロック交流会」
にて、フレイルに関する講話を行う。
（4）11月に開催予定

計画どおり。 C

（1）毎月民生委員の定例会に出席すること
で、今起きている地域課題を共有すること
ができている。また、顔の見える関係性や
課題を共有できる関係性を維持することで、
相談しやすい体制を維持できた。
（2）サロンの参加者から個別の相談を受け
ることもあり、問題の早期発見につながって
いる。
（3）11月24日と12月8日に子育てサロンに職
員が参加した。そこでも包括支援センターに
ついての説明を行った。
（4）1月11日に開催した。民生委員と地域の
居宅事業所との意見交換会を行った。
参加者：民生委員児童委員26名
　　　　居宅事業所からケアマネジャー5名

（１）医療・介護連携推進のための支援

ウ　医療機関とのネットワークづくり
の推進

キ　市民への普及啓発の実施

⑤地域住民へのかか
りつけ医（医療機関）
や在宅医療に関する
普及啓発の実施

（1）9月の交流ふれあいサロン・3月の公民
館祭りでは、骨強度等の測定会を実施す
る。その際には、地域の拠点薬局に協力を
依頼する。
（2）「ふじみ健康教室」にて、地域の医療機
関に健康とかかりつけ医についての講話を
依頼する。
（3）地域の看護学校とも協力をし、「もしバ
ナカード」を活用した地域の啓発活動を行
う。
（4）「ふじみ健康教室」にて地域の訪問看護
ステーションに終末期に関する講話を依頼
し、その際にエンディングノートの活用や配
布も行う。

（1）9月・3月
（2）6月
（3）12月頃
（4）10月

（1）公民館等
（2）公民館・自治会館
等
（3）看護学校等
（4）公民館

基本目標２－２医療・介護連携の推進

④医療機関（地域包
括サポート医、在宅
支援拠点薬局など）
や介護関係機関との
連携強化に向けた包
括独自の取組み

（1）広報誌等をサポート医・サポート薬局に
配架をお願いするが、それ以外の医療機関
や薬局にも定期的に配架をお願いし、連携
強化と問題の早期発見につながるようにす
る。
（2）主治医との連携強化として、予防ケアプ
ランの更新時には、ケアプランをかかりつけ
医に送付する。
（3）「ふじみ健康教室」にて、地域の医療機
関や薬局に講師を依頼し、地域課題等を共
有できる関係性を作る。

（1）（2）
4月から2月
（3）6月

（1）医療機関や薬局
等
（2）包括事務所
（3）公民館等

【主担当】
管理者
【副担当】
全職員

C

（1）9月7日　ふれあいサロン実施予定で
あったが新型コロナウイルス感染拡大にて
中止となる。そのため、フレイル予防と包括
支援センターに関するチラシを作成。配布
する赤飯280個に織り込んだ。それを、地区
社協の皆さんと住民に配布をした。
（2）
・6月24日　柳町クリニックの医師に講話を
依頼した。テーマ「健康診断を受けよう」参
加者13名。
・7月14日　湘南いなほクリニックの看護師
に講話を依頼した。テーマ「認知症につい
て」参加者19名。
医師や看護師が住民に講話を行うことで、
住民が医療機関等を身近に感じられる機会
となった。
（3）6月30日　公民館主催のシニアスクール
にて、ありがとうみんなファミリークリニック
平塚の医師の協力のもと、「人生会議して
みよう」を実施した。「もしバナカード」を用い
て行った。参加者20名　県立看護大学校の
生徒4名も参加した。
（4）6月6日公民館主催のシニアスクールに
て、「エンディングノートを書いてみよう」の講
話を実施した。参加者14名。
訪問看護ステーションの講話は、10月20日
に実施予定。

訪問看護ステーショ
ンの講話は、10月20
日に行う予定で、周
知用のチラシを作成
していることを確認し
た。

B

（1）3月4日・5日の公民館祭りで地域の薬局
と協力し、骨強度測定・血管年齢測定、健
康相談を実施する予定。
（2） 前期に実施した。
（3） 前期に実施した。
（4）10月20日　へいあん訪問看護ステーショ
ンの管理者に講話を依頼した。テーマ「いつ
までも自宅で過ごすために」参加者19名。

B

（1）地域の医療機関、薬局には引き続き配
架を依頼している。後期に配架できると医院
と薬局を増やして、医療機関4件　薬局7件
になっている。
（2）予定どおり行っている。
（3）
10月20日　へいあん訪問看護ステーション
の管理者に講話を依頼した。参加者19名。
12月13日　追分薬局の管理栄養士に講話
を依頼するも、新型コロナウイルス感染にて
急遽中止となる。来年度実施予定。

地域の医療機関や薬
局との関係性を構築
し、目標を上回る講
話を開催出来たこと
を確認したため、B評
価とした。

【主担当】
管理者
【副担当】
全職員

C

（1）地域の医療機関3件、薬局6件に配架を
お願いしている。今後は、さらに配架できる
ところを広げる予定である。
（2）予定どおり行っている。地域の主治医か
ら、直接連絡が来ることもあり、関係性の構
築はできている。
（3）
・6月24日　柳町クリニックの医師に講話を
依頼した。参加者13名。
・6月30日　公民館主催のシニアスクール
に、ありがとうみんなファミリークリニック平
塚の医師に講話を依頼した。参加者20名。
　7月14日　湘南いなほクリニックの看護師
に講話を依頼した。参加者19名。

講話の後の質問等から住民の困りごとを聞
くことで、地域課題も共有できた。

偶数月に介護予防・
健康長寿の講演を、
奇数月にコグニサイ
ズをふじみ健康教室
として実施しているこ
とを確認した。

骨強度等の測定会に
ついて、コロナ感染拡
大で中止になるも、チ
ラシを配布するなど
代替措置を行い、ま
た、終末期に関する
講話について、目標
を上回ることを確認し
たため、B評価とし
た。
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３　権利擁護事業

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

②企業向け認知症サ
ポーター養成講座

地域の介護事業所や企業に打診をする。
介護事業所・・・3か所
企業・・・4か所
（スーパーしまむら・ヤマダ電機・神奈川銀
行・セブンイレブン）

4月から3月 包括事務所

【主担当】
認知症地域支援推進
員
【副担当】
全職員

C
・地域の介護事業所3か所に打診するも、実
施にはつながらない。後期は、再度介護事
業所や企業に引き続き打診を継続する。

計画どおり。 C

・地域の不動産会社に打診するも、実施に
はつながらない。
・1月地域のコンビニ4か所、スーパー1か所
に認知症サポーター養成講座の案内を直
接持参し、開催を打診した。

計画どおり。

・認知症に関する講話や早期治療が予防につながることを繰り返すこと
で、地域での認知症に関しての意識が高まった。
・オレンジパートナーも役割や協力をお願いすることで、地域での身近な
活動の参加にもつなげることができている。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

イ　認知症サポーター及びチーム
オレンジメンバーの養成

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、認知症カフェは年間を通して1回のみの開催となった。しかし、1回の開催時には定員以上の参加があり、カフェの必要性が地域で浸透しつ
つある。
・エリア内の看護学校や、エリア外の専門学校での認知症サポーター養成講座を開催し、若い世代にも認知症についても知ってもらう機会を作った。
・エンディングノートの普及啓発で、医師に講話を依頼したり、包括が独自に普及啓発事業を行った。
・チームオレンジ研修では、若い世代の参加もあり、今後につなげていく事ができた。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－３認知症支援策の推進

①認知症サポーター
養成講座の開催

（1）地域に向けて年1回の開催をする
（2）湘南平塚看護専門学校（1年生）に実施
する。
（3）平塚看護大学校（1年生）に実施する。
（4）地域の小・中・高校に開催の打診をす
る。

（1）5月
（2）10月
（3）11月
（4）4月から3月

（1）公民館
（2）（3）学校
（4）包括事務所

・認知症に関して、知りたい学びたいという思いはあるものの、認知症を我が事として考えるまでの普及啓発が出て
いない。
・エリア内に公立の小・中・高校があるが、認知症サポーター養成講座を行うことはできていない。
・高齢世帯や独居の世帯が多く、安否確認の問い合わせが多い。
・毎年、詐欺被害にあう高齢者の報告がある。

・認知症に対して正しい知識を得られ、MCI等についても理解できる
ように普及啓発を行っていく。
・民生委員や町内会とも連携し、安否確認の必要性や緊急時の連
絡先の把握などができるようにしていく。
・地域の老人会やサロン等で詐欺被害の講話や、チラシの配布を
行う。

・今年度は、認知症の早期治療が予防につながることを、サロンや健康教
室で繰り返し普及啓発を行っている。そのため、少しづつではあるが、認
知症に関しての意識が変化している。
・民生委員とは連携を図ることができている。

（1）計画どおり。
（2）（3）年2回で計画
どおり。
（4）学童保育への周
知活動を積極的に行
い、3月に講座開催予
定であることを確認し
た。

（１）認知症理解のための普及・啓発

（２）認知症予防施策の充実

③身近な場での認知
症予防教室の開催

（1）コグニサイズ教室ふじみを隔月で開催
する。
（2）市域での認知症予防教室を開催する。

（1）奇数月
（2）5月

（1）（2）公民館

【主担当】
認知症地域支援推進
員
【副担当】
全職員

C

【主担当】
認知症地域支援推進
員
【副担当】
全職員

C

（1）11月に実施予定。
（2）10月に実施予定となるよう調整する。
（3）後期に実施予定。
（4）法人内の学童保育に実施を打診。8月2
日・8日・9日に時実施予定となるが、新型コ
ロナウイルス感染拡大の為中止となる。冬
休みに実施予定。

学童保育の養成講座
の実施は冬休み期間
を利用し実施する予
定であることを確認し
た。

B

（1）11月12日実施した。参加者16名。1名の
オレンジパートナーが参加し、チームオレン
ジ研修につながるように活動の報告も行っ
た。
（2）10月17日に104名の看護学生に2回に
分けて実施した。
（3）今年度は新型コロナウイルス感染の影
響でカリキュラムの変更により実施せず。
（4）1月8日の賀詞交歓会に参加。地域の小
学校・中学校・高校の校長に直接依頼をし
た。
前期に新型コロナウイルスの感染拡大で実
施できなかった。学童での認知症サポー
ター養成講座は3月23日に実施予定。

（1）7月14日　コグニサイズ教室ふじみに
て、湘南いなほクリニックの看護師に講話を
依頼した。参加者19名。
（2）5月21日　富士見公民館にて実施した、
参加者16名。

計画どおり。 C
（1）11月19日　実施した。参加者12名
　　1月19日開催した。参加者16名
（2）前期で開催をした。

計画どおり。
感染症対策で回数減
はあったが、クリニッ
クと連携しての教室
開催を企画できたこと
を確認した。
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⑤認知症初期集中支
援事業の対象者を把
握し支援につなげる

（1）認知症に関する相談以外の場面でも、
認知症のケースを見逃さないようにする。そ
のためには、職員全員が認知症と認知症初
期集中支援事業について理解し、相談に応
じられる体制を整える。
（2）民生委員の定例会や協議体などで認知
症初期集中支援事業について説明を行い、
周知を図る。

4月から3月
（1）包括事務所
（2）公民館・福祉村等

【主担当】
認知症地域支援推進
員
【副担当】
全職員

C

（1）相談内容は職員間で共有している。前
期で1件初期集中支援事業につなげること
ができた。
（2）後期に実施予定。

計画どおり。 B

（1）各職員が認知症で支援が必要なケース
について、支援の必要性を意識して、相談
業務を行った。後期では2件初期集中事業
につなげることができた。
（2）2月8日の民生委員児童委員の定例会
で制度について説明を行った。

認知症初期集中支援
事業に積極的につな
げて、支援に取り組
んでいたことを確認し
た。

⑥認知機能低下を把
握するための認知機
能評価機器の活用

（1）認知機能評価機器の活用については、
包括広報誌・サロン・ふじみ健康教室等で
積極的に周知を行う。
（2）サロン等に出向く際に、機器を持参し実
際に見てもらい、利用へつなげる。
（3）今まで連携することのなかった地域団体
等と接点を持ち、そこでも、認知機能評価機
器の活用について周知を行う。

50件/年
4月から3月

公民館・サロン・福祉
村等

【主担当】
認知症地域支援推進
員
【副担当】
全職員

C

（1）（2）計画どおり行った。新たなチラシを作
成し、サロン・健康教室などで説明を行っ
た。サロン等では、実際にタブレットを持参し
た。8月現在、実施7名。予約が7名入ってい
る。
（3）8月にNALC湘南ブロックにフレイルに関
する講座を開催した。そのなかでも、認知機
能評価機器についての説明を行った。

タブレット利用に対す
る促し、働きかけを模
索しながら周知を
行っている様子を確
認した。

C

（1）計画どおり行った。様々な場所で、認知
症に関しての講話や早期治療の必要性を
説明した。12月現在、実施28件。予約3件が
入っている。
（2）高齢者だけの周知ではなく、民児協や
町内会の役員等にもタブレットを持参し、
MCIの説明とあわせて周知した。
（3）1月の賀詞交換会で説明を行った。2月
の町内会の定例会でも説明を行う。

計画どおり。

⑦成年後見制度の利
用相談体制の充実

（1）成年後見制度に関する相談は社会福祉
士が主に行うが、多職種と支援状況を共有
し、必要時には連携を取っていく。
（2）社会福祉士のスキルアップのため、研
修に積極的に参加する。また、研修内容を
包括内で伝達研修という形で行い、他の職
員のスキルアップにつなげる。

4月から3月 包括事務所

【主担当】
社会福祉士
【副担当】
全職員

C

（1）権利擁護や成年後見制度に関わる相談
が増えてきている。社会福祉士を中心に、
高齢福祉課・平塚市後見利用支援センター
よりそいとも連携を取りなら対応できてい
る。
（2）7月8日　　中核機関・市町村成年後見
制度担当職員研修に参加した。研修後に報
告書の作成と回覧、伝達研修を行う。

相談の中で平塚市後
見利用支援センター
よりそいに複数件つ
ながっていることを確
認した。

C

（1）金銭管理に関する相談も増えてきてい
る。高齢福祉課とも協力し、後見人制度の
活用に向けてケアマネに説明し、制度利用
に向けて動いているケースが1件ある。ま
た、あんしんセンターの利用に向けても1件
動いている。
（2）
11月25日　法テラス神奈川　地方協議会議
に参加した。
12月5日　神奈川県高齢福祉課主催の包括
職員現任者研修に参加した。
12月23日　平塚市後見人ネットワーク連絡
会書面会議に参加した。
それぞれ、研修後に報告書の作成と回覧、
伝達研修を行う。

相談の中で関係機関
につなげ、連携を図り
ながら対応しているこ
とを確認した。

⑧成年後見制度の普
及啓発の取り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

（1）認知症サポーター養成講座の際に成年
後見制度についても説明する。
（2）チームオレンジ研修の際に成年後見制
度について説明する。
（3）民生委員と地域の居宅介護事業所と介
護事業所の交流会でも、消費者被害と合わ
せて、成年後見制度についての講話を行
う。

（1）11月
（2）2月
（3）11月

公民館
【主担当】
社会福祉士
【副担当】
全職員

C

（1）11月に開催予定。チラシを作成し、地域
に配布して、参加を促している。
（2）2月に開始予定。
（3）11月に開催予定。民生委員・児童委員
の改正のため、新たな委員とも連携をとれ
るようにしていく。

計画どおり。 C

（1）11月12日実施した。成年後見制度につ
いても説明を行った。
（2）1月28日・2月4日に開催した、チームオ
レンジ研修で、成年後見に制度についても
説明を行った。参加者4名。
（3）1月11日に開催した、民生委員と地域の
居宅事業所との交流会で、消費者被害や
成年後見制度についての説明を行った。
参加者：民生委員児童委員26名
　　　　居宅事業所からケアマネジャー5名

計画どおり。

計画どおり。
ア　若年性認知症を含めた相談支
援

イ　認知症初期集中支援事業

ウ　認知機能検査の実施

エ　成年後見制度の利用相談等

オ　成年後見制度の利用支援等の
充実

【主担当】
認知症地域支援推進
員
【副担当】
全職員

C

（1）常勤の認知地域支援推進員は採用でき
なかった。しかし、包括職員内で役割を分担
し、業務にあたることができた。
（2）9月に常勤の認知地域支援推進員が配
属予定となった。後期に参加予定。

計画どおり。 C

（1）9月から社会福祉士が常勤にて配置さ
れている。
（2）10月3日　神奈川県医師会在宅医療ト
レーニングセンター主催の「認知症の理解と
援助」に参加した。
10月14日　法人主催の「アサーティブコミュ
ニケーション研修」に2名参加した。
11月16日　神奈川県精神保健福祉センター
主催の「アルコール使用障害の理解と相談
対応について」に参加した。
12月5日　神奈川県高齢福祉課主催の「包
括職員現任者研修」に参加した。
それぞれ、研修後に報告書の作成と回覧、
伝達研修を行う。

C

（1）相談にて2冊配布した。
（2）1月28日・2月4日に開催したチームオレ
ンジ研修にて配布した。参加者4名。
（3）1月19日希望者には配布した。

（３）認知症に対する早期対応体制の整
備

④認知症地域支援推
進員による専門的な
相談支援（若年性認
知症を含む）

（1）常勤専従の職員を配置する。認知症に
関する相談は、認知症地域支援推進員が
主に行うが、多職種と支援状況を共有し、
必要時には連携を取っていく。
（2）認知症地域支援推進員のスキルアップ
のため、研修に積極的に参加する。また、
研修内容を包括内で伝達研修という形で行
い、他の職員のスキルアップにつなげる。

4月から3月 包括事務所

計画どおり。

（４）認知症高齢者の見守り支援

⑨認知症ケアパスの
普及

（1）総合相談のケースで必要時に配布して
いく。
（2）認知症サポーター養成講座やチームオ
レンジ研修で配布する。
（3）必要に応じて、「コグニサイズ教室ふじ
み」でも配布する。

（1）4月から3月
（2）11月・2月
（3）奇数月

（1）包括事務所
（2）（3）公民館

【主担当】
認知症地域支援推進
員
【副担当】
全職員

ア　権利擁護のための相談支援及
び普及啓発

C

（1）総合相談にて2冊配布する
（2）5月21日の認知症予防教室で15部配布
する。
（3）前期は配布していない。

計画どおり。
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⑩認知症サポーター
養成講座修了者の育
成事業

（1）過去にチームオレンジ研修を受けた方
の集まりを企画し、チームオレンジとしての
体制整備していく。
（2）認知症サポーター養成講座を受けた方
には、チームオレンジ研修への参加を促し
ていく。

（1）5月
（2）11月

包括事務所

【主担当】
認知症地域支援推進
員
【副担当】
全職員

C

（1）5月14日　チームオレンジ交流会を開
催。6名が参加した。コグニサイズ等の復習
などを行い、翌週の認知症予防への参加を
促した。
（2）11月に開催予定

計画どおり。 B

（1）認知症サポート養成講座・コグニサイズ
教室・認知症カフェなどの協力を依頼し、毎
回、オレンジパートナーの協力がある。
（2）認知症サポータ養成講座参加者の参加
者に、チームオレンジ研修への参加の手紙
を送付した。その結果、1月28日・2月4日に
開催のチームオレンジ研修に4名参加した。

チームオレンジの交
流会を開催し、活動
のサポートや協力の
依頼を丁寧に実施し
ており、参加が安定し
ていることを確認し
た。

⑪認知症カフェの実
施

福祉村と共催で「ぬくもりカフェ」を隔月で開
催していく。

偶数月 福祉村

【主担当】
認知症地域支援推進
員
【副担当】
全職員

C

新型コロナウイルスの感染防止につとめな
がら、認知症カフェを開催することができ
た。
4月11日・・参加者20名　（オレンジパート
ナー11名含む）
6月13日・・参加者（オレンジパートナー6名
含む）
8月8日・・新型コロナウイルス感染拡大のた
め中止となる。

オレンジパートナーの
定期参加については
実績を残しており、10
月以降は認知症カ
フェを再開できること
を確認した。

C

新型コロナウイルス感染防止につとめなが
ら、認知症カフェを開催することができた。
10月10日　参加者9名（オレンジパートナー3
名を含む）
12月12日　参加者8名（オレンジパートナー1
名を含む）
2月13日　参加者５名（オレンジパートナー２
名を含む）

計画どおり。

⑭高齢者虐待の相談
体制の充実

社会福祉士のスキルアップのため、研修に
積極的に参加する。また、研修内容を包括
内で伝達研修という形で行い、他の職員の
スキルアップにつなげる。

4月から3月 包括事務所

【主担当】
社会福祉士
【副担当】
全職員

C

7月16日に地域のデイサービスで高齢者虐
待の講話を開催したことで、包括内でも内
容を精査し、改めて制度や流れについて確
認できた。
社会福祉士の連絡会にて、虐待マニュアル
作業部会になり、虐待について改めて学ん
でいる。

計画どおり。 C

12月26日　平塚市高齢者及び障害者虐待
防止ネットワーク会議に参加した。研修後に
報告書の作成と回覧、伝達研修を行う。
2月1日　平塚市高齢者及び障害者虐待防
止ネットワーク協議体に参加。虐待マニュア
ル部会の報告を行った。研修後に報告書を
作成。回覧し伝達研修を行う。

計画どおり。

⑮虐待を受けた高齢
者に対するケア体制
の充実

（1）朝礼や必要時にカンファレンスを行い、
虐待ケースの支援の進捗状況を職員全員
で把握し、適切な支援が行えるようにする。
（2）必要に応じて、市の法律相談や高齢福
祉課などとも連携を取り、迅速に対応できる
ようにしていく。
（3）虐待のケースでは、地域の居宅介護事
業所や介護事業所だけではなく、民生委員
等とも連携が必要なため、ケア会議などを
開催する。

4月から3月 包括事務所

【主担当】
社会福祉士
【副担当】
全職員

C

（1）虐待と判断されるケースはなかったが、
それに発展する可能性があるケースなどが
あった際には、今後の方針を職員間で共有
した。
（2）問題になりそうなケースについては、高
齢福祉課に随時、報告と相談を行ってい
る。
また、地域からの相談から、市役所の弁護
士相談につながったケースが1件ある。
（3）虐待ケースでのケア会議はなかった。し
かし、民生委員には連携が必要なことを説
明している。

計画どおり。
虐待対応を行うケー
スはなかったが、虐
待対応を求められた
場合の体制整備が図
られていることを確認
した。

C

（1）虐待と判断されるケースはなかったが、
それに発展する可能性があるケースについ
ては職員間で情報の共有を図った。
（2）親族との金銭トラブル等で、虐待に発展
しそうなケースについては高齢福祉課に随
時、報告と相談をしている。
（3）虐待のケースでのケア会議はなかっ
た。

計画どおり。

⑯養護者に対するケ
ア体制の充実

（1）虐待のケースでは、地域の居宅介護事
業所や介護事業所だけではなく、民生委員
等とも連携が必要なため、ケア会議などを
開催し、養護者の支援についても検討す
る。
（2）認知症等で介護の負担が懸念される
ケースにおいては、認知症カフェの参加の
声かけや、個別の相談などを行い、養護者
が孤立しない体制をとる。
（3）民生委員の定例会等で高齢者虐待につ
いて説明を行う際に、養護者への支援も必
要なことを周知する。

4月から3月 包括事務所

【主担当】
社会福祉士
【副担当】
全職員

C

（1）虐待のケースでのケア会議はなかっ
た。
（2）認知症カフェは、新型コロナウイルスの
影響で開催が不透明だったこともあり、開催
が決まると、前回の参加者に電話で連絡を
とるなど、状況の確認を随時行い、切れ目
のない支援ができるようにした。
（3）11月に実施予定。

計画どおり。 C

（1）虐待のケースでのケア会議はなかっ
た。しかし、虐待に発展の可能性がある
ケースについては、ケアマネと家族、当事者
間でのカンファレンスを3回実施した。
（2）虐待が懸念されるケースではないが、
若年性認知症の当事者と家族に認知症カ
フェ等の参加を促した。
（3）1月11日開催した。

計画どおり。

イ　チームオレンジの体制整備

キ　認知症カフェの設置と支援

基本目標３－２権利擁護事業の充実

⑫終末期に向けた住
民への普及啓発

（1）「ふじみ健康教室」で終末期に関する講
話を地域の訪問看護ステーションに依頼
し、住民に対して啓発を図る。
（2）安否確認の問い合わせが多いこともあ
り、町内会役員や協議体の参加者、民生委
員にも、エンディングノートの配布と合わせ
て、終末期の権利擁護についての普及啓発
を行う。

（1）10月
（2）4月から3月

（1）10月11日　へいあん訪問看護ステーショ
ンの管理者に講話を依頼した。テーマ「いつ
までも自宅で過ごすために」参加者19名。
（2）11月に協議体を開催した。75歳以下で
も地域の支援が必要なケースについてや、
あんしんカードの配布などの必要性を共有
した。
1月の民生委員児童委員と居宅事業所の交
流会で、民生委員児童委員向けに、エン
ディングノートの配布と説明を行行った。22
部配布した。

計画どおり。
民生委員と密にコミュ
ニケーションを図り、
地域の中で支援が必
要なケースについて、
情報共有をしている
ことを確認した。

（１）日常生活を支える権利擁護事業の
推進

エ　終末期に向けた権利擁護推進
事業

（２）高齢者虐待防止のための取組 ⑬高齢者虐待防止の
普及啓発に関する取
り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

（1）認知症サポーター養成講座の際に高齢
者虐待についても説明する。
（2）チームオレンジ研修の際に高齢者虐待
について説明する。
（3）民生委員の定例会で高齢者虐待につい
て説明を行い、周知を図る。

（1）11月
（2）3月
（3）22月

公民館

【主担当】
社会福祉士
【副担当】
全職員

（1）公民館
（2）公民館・福祉村等

【主担当】
社会福祉士
【副担当】
全職員

C

（1）訪問看護ステーションの講話は、10月20
日に実施予定。
公民館から依頼があり、6月6日公民館主催
のシニアスクールにて、「エンディングノート
を書いてみよう」の講話を実施した。参加者
14名。
（2）協議体は8月末に開催予定であったが、
新型コロナウイルス感染拡大にて11月2日
に延期となる。
民生委員や町内会長等には後期に開催予
定。

計画どおり。 C

ア　高齢者虐待の知識等の普及啓
発

ウ　高齢者虐待の相談体制の充実

オ　虐待を受けた高齢者に対する
支援

カ　養護者への支援

B

（1）後期に開催予定。
（2）後期に開始予定。
（3）11月に実施予定。

計画にはなかったが
7月16日　地域のデイサービスで高齢者虐
待の講話を開催した。参加者15名。

計画どおり。 C

（1）11月12日に実施した。参加者16名。
（2）1月28日・2月4日に開催。参加者4名。
（3）1月11日開催。
　　参加者：民生委員児童委員26名
　　　　居宅事業所からケアマネジャー5名

計画どおり。
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

５　その他

実施時期・回数 場所 担当者
前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

（1）12月頃
（2）10月頃
（3）11月頃

（1）（2）包括事務所
（3）平塚看護大学校

【主担当】
管理者
【副担当】
全職員

B

（1）12月から延べ20名受け入れ予定。
（2）9月から延べ32名受け入れ予定。
（3）11月の実施に向けて、学生との話し合
いを開催する。その中で、サロンや健康教
室、コグニサイズ教室ふじみへの参加を促
し、地域住民と交流することで、地域の課題
を見つけられるように指導している。
計画にはなかったが、9月から神奈川福祉
専門学校の実習生6名も受け入れ予定。

学生を受け入れるこ
とで、例として学生が
地域のゲートボール
に参加し、地域住民
と交流することで参加
者に活力が生まれ、
好循環になっている
ことを確認した。

B

（1）12月から受け入れを開始している。2月
まで受け入れ予定。
（2）9月から10月まで、学生を32名受け入れ
た。
（3）11月19日に学生主体での、コグニサイ
ズ教室を開催した。その後、振り返りも行
い、地域包括支援センターの役割りについ
て考察も行った。
＊計画にはなかったが、神奈川福祉専門学
校の学生6名も受け入れを行った。

地域包括ケアシステ
ムは高齢者のみのた
めではなく、家族支援
などもあることを地域
の学生を巻き込んで
普及啓発を行ったこ
とを評価し、B評価と
した。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

・介護予防ケアマネジメントを委託している居宅介護事業所の中でも、ケアマネ間で理解の差があり、十分に予防
ケアプランの書き方や評価について周知ができていない。
・包括と地域の居宅介護事業所とは連携がとれているが、居宅介護事業所と町内会や民生委員等との連携をとる
ことが難しい状況である。

・予防ケアプランの記入方法やチェックリストの活用については講
習を行う。
・民生委員と地域の居宅介護事業所・介護事業所との懇談会を開
催する。

・予防プランについては、サービス担当者会議の際には事前にプランを確
認してから、会議に出席するなどした。
・ケア会議には至らなかったケースでも、生活福祉課・環境保全課・訪問
看護ステーション・訪問介護事業所等を交えてのカンファレンスや、ケアマ
ネとの戸別訪問を行い、ケアマネの支援を行った。

・予防プランについては、委託先や地域の居宅介護支援事業所に事前の
ケアプランの提出や、評価表提出の促しをすることで、ケアプランの考え
方が浸透してきている。
・ケア会議には至らなかったが、ケアマネからの相談があり、カンファレン
スを行い、関係機関と情報と課題の共有をおこなった。

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、事例検討会を地域で書面で行った。
・困難と言われるケースについては、地域の居宅介護事業所と連携し、ケア会議を３件行った。
･新型コロナウイルスの影響はあったが、できるだけサービス担当者会議に出席した。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１ネットワークの充実

①ケアマネジャーへ
の支援

（1）地域包括支援センターの主任ケアマネ
ジャー連絡会として、年1回の事例検討会を
行う。
（2）民生委員と地域の居宅介護事業所・介
護事業所との懇談会を開催し、地域課題や
ケースについての課題を共有できる体制を
作る。

（1）11月頃
（2）11月

（1）システム会議
（2）公民館

【主担当】
主任介護支援専門員
【副担当】
全職員

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

イ　ケアマネジャーとの連携強化支
援

C
（1）後期に開催予定
（2）11月に開催予定

日常的に地域のケア
マネジャーから相談
（主治医のことなど）
があり、必要な支援
を行っていることを確
認した。

（1）個別ケア会議を1件。個別ケア会議には
該当しなかったが、話し合いを実施したケー
スが2件あった。
個別ケア会議：たばこの不始末で近隣から
心配の声があったケース。町内会長・民生
委員・ケアマネなどで話し合った。
該当しなかったケース：
・家族間での金銭トラブルがあるケースにつ
いては、本人・ケアマネ・家族を交えてカン
ファレンスを3度行った。
・息子の介護疲弊から虐待につながりかね
ないケースについては、ケアマネ・息子を交
えて今後の対応について協議し、戸別訪問
を行った。
（2）11月2日に開催した。後期も3月22に開
催予定。

計画どおり。
小地域ケア会議を3
月22日開催予定であ
ることを確認した。イ　地域ケア会議の開催

C

（1）1月10日に書面にて開催した。
（2）1月11日に開催予定。民生委員児童委
員と、地域の居宅事業所が5か所参加した。
民生委員児童委員との意見交換会を行っ
た。

計画どおり。

内容(何を、どのように）

●実習生の受け入れ
（1）湘南平塚看護専門学校
（2）平塚看護大学校
（3）学生主体の地域住民向けの啓発活動の指導及び実施

（1）包括事務所
（2）福祉村

【主担当】
主任介護支援専門員
【副担当】
全職員

B

（1）5月20日　措置解除となるケースについ
て個別ケア会議を開催した。
（2）8月に協議体と小地域会議を開催予定
であったが、新型コロナウイルス感染拡大
にて、11月2日に開催予定となる。

※計画にはなったが、必要に応じて関係機
関を交えてカンファレンスを開催し、ケアマ
ネの支援を行った。
カンファレンス開催件数：5件
ケアマネとの戸別訪問：2件

計画にはなかった関
係機関とのカンファレ
ンスや戸別訪問によ
り連携が図られてい
ることを確認した。

C

（２）地域資源との連携強化

②地域ケア会議（個
別ケア会議、小地域
ケア会議）を開催する

（1）困難の言われるケースについては、地
域の居宅介護事業所と連携し、ケア会議を
行う。
（2）年2回協議体と小地域ケア会議を行う。

（1）4月から3月
（2）10月・2月
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平塚市地域包括支援センターまつがおか　　令和４年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

・健康長寿へのチャレンジとして、身近な地域での開催を目標に「フレイル
予防を地域の皆様に周知し共に活動を楽しく実践するために「青空寄り道
サロン」を年間を通じて毎週開催することが出来た。毎週水曜日には20～
30名の参加者が一緒に準備体操・ラジオ体操・脳トレも含めたコグニサイ
ズを楽しんでいる。コロナ禍ではあるが毎週顔を合わせて少しでも話が出
来ることが励みになっているとのこと。
・新町・大原でもコロナ禍で開催見合わせをしているサロンについては、ア
ンケートを実施しており集計をしていく中で今後のサロン運営についても
一緒に検討していくことになっている。
・伊勢山サロンでも終活やフレイル予防での講座を開催しており、全地域
でのフレイル予防や健康長寿への周知活動が出来ている。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・エリア内の地域サロンで、活動が再開しているところは職員が訪問し挨拶に伺い関係性を築くための取り組みを継続した。また活動することに悩んでいるサロンに対して助言をした
り、活動支援をして開催することができた。
・コロナ禍でも人との繋がりを作るために開始した「青空寄り道サロン」は毎週20名ほどの参加があり、地域住民に必要な活動として周知定着をしてきている。
・サロン活動支援で福祉村サロンに対して毎月第1火曜日に包括が担当して講話を企画し、その中でフレイルに関しての講話を実施することができた。
・東中原市営住宅は特に高齢化率が高くなっており、高齢者や独居の方の相談があったときに、早期に対応できるように民生委員と情報共有を行うなど対策ができた。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標１－１健康長寿へのチャレンジ

①総合事業における
多様なサービスの利
用促進

①本人の身体・生活状況や意向等をアセス
メントし、自立支援を目的に適切なサービス
に繋げられるようにする。総合事業について
地域の社会資源や事業者と連携を取りなが
ら導入していく。

①随時
①まつがおかセン
ター内外

・コロナ感染症により、活動再開できていないサロンがある。サロンの代表や地域住民の意向を確認しながらサロン
が再開できるよう、活動内容の提案など後方支援を行っていく必要がある。
・長く続くコロナ禍で、フレイルお尋ねシートでは「こころ」「社会参加」の部分でフレイル傾向になっている方が多くみ
られた。人とのつながりや社会参加が継続できるような社会資源が必要である。
・福祉村や地域サロンボランティアの高齢化が進んでいることやコロナ禍で、住民主体で行うことへの負担感が強
い。活動継続の支援と、新たな地域資源や人材発掘ができるよう地域の方たちとの連携や関係性づくりが必要で
ある。

・活動している地域サロンを把握し、連携を取りながら関係性を築
いていく。また、講話依頼などがあればお受けして活動継続できる
よう後方支援を行っていく。
・地域サロンに職員が出向き、参加者のお話や相談を受けて地区
特性や課題の抽出を行う。
・寄り道サロンを活かして、こころや社会参加の面でのフレイルが
予防できるよう感染対策をしながら集う場所を継続していく。

・「青空寄り道サロン」の活動が広がり参加者が20～28名で推移している。
社会参加とフレイル予防を重点にして活動が継続出来ている。また参加
者からも好評を得ており、評判を聞いて他地区からの利用者も増えてきて
いる。
・コロナ禍で活動中止をしていた地域サロンにも声を掛けながら、再開に
向けて一緒に検討や情報提供をしている。
・地区サロンで講習会の継続依頼があり「フレイルと終活」をメインに講話
を企画・運営を提案して活動が出来ている。

計画どおり。
（１）介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

【介護予防・生活支援サービス事業
通所型サービス】

②通所型サービスC
の利用者の利用後の
フォローについて

①通所C終了後、地域の通いの場など本人
が活躍できる場へつなぐ。また、継続して地
域で活動できているか継続的にかかわりを
持っていく。

①随時 ①各サロンなど
保健師を中心に全職
員

C

①通所C終了者のうち3名は継続して「青空
寄り道サロン」にお越しいただいている。地
域の通いの場に来ていない方は講座の案
内や脳と体の健康チェックのお誘いをして
定期的に連絡を取るようにしている。

全職員 C

①自立支援に資するケアマネジメントに取り
組み、介護保険サービスだけでなく、イン
フォーマルサービスを含めた様々な社会資
源を含めたケアプランの作成を行っている。

計画どおり。 C

①前期同様に自立支援に資するケアマネジ
メントに取り組み、近隣の互助等も活用した
りインフォーマルサービスを含めて検討を行
いケアプランの作成を行っている。

後期2名利用予定で
あることを確認した。

B

①通所Cに2名参加（うち1名は途中で中
止）。2名とも青空寄り道サロンや福祉村ミニ
デイに定期的に参加されている。
また、チームオレンジメンバーでもあるた
め、認知症カフェやチームオレンジ研修の
スタッフとして運営に関わっていただいてい
る。また松が丘公民館で開催されたスマー
トフォン教室（12/5・12・19）にも継続で参加
されたりと地域の活動の場に積極的に参加
されている。

後期2名通所Cにつな
げ、通所C利用中か
らサロン等案内し、
フォローしていること
を確認した。

キ　通所型サービスC　健康
チャレンジ複合型教室事業

【介護予防ケアマネジメント】

③適正な介護予防ケ
アマネジメントの実施

①法令を遵守し、身体・生活状況を把握し
自立支援に即したケアマネジメントが行える
よう、専門職同士意見交換を行いケアプラ
ンを作成する。

①随時
①まつがおかセン
ター内外

計画どおり。

コ　介護予防ケアマネジメント

全職員 C

①法令を遵守して身体・生活状況を把握し
て自立支援に向けて本人が取り組めるよう
なケアプランを提案している。また専門職同
士で共有しながら助言や提案も考慮してケ
アマネジメントを行っている。（また暫定プラ
ンの担当者会議の参加を含めて、21件中14
件参加している）

委託ケースにおいて
も、サービス担当者
会議への出席や電話
連絡等を行い、委託
先と連携していること
を確認した。

C

①前期同様に、自立支援に向けて本人が
取り組めるようなケアプランを提案しており、
専門職同士で共有しながら助言や提案を考
慮してケアマネジメントを行っている。（暫定
プランの担当者会議に後期：19件中14件参
加している）
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⑤介護予防、健康長
寿等に関する講座、
講演会の開催

①地域の通いの場などでチラシの配布やミ
ニ講話を行い、介護予防や健康長寿につい
て普及啓発を行う。
②在宅拠点薬局などの関係機関に講演を
依頼して健康講座を開催する。

①随時
②1回/年以上

①各サロンなど
②福祉村、公民館、
寄り道サロンなど

保健師を中心に全職
員

B

①6/12讃風会にて管理栄養士によるフレイ
ル予防の講話実施（8名）7/5ミニデイあいあ
いにて管理栄養士による高齢者の食事講
話実施（17名）8/9　讃風会にて歯科栄養士
によるオーラルフレイル予防の講話実施（9
名）
②6/7ミニデイあいあいにて薬剤師による講
話実施（20名）。7/15ふれあい広場おおはら
にて薬剤師による講話実施（6名）。

計画を上回る内容で
実施していることを確
認した。

B

①讃風会にて10/11保険年金課PTによるフ
レイル講話を実施（参加者：7名）
ふれあい広場おおはらにて11/15保険年金
課によるフレイル講話を実施（参加者：6名）
12/15ふれあい広場おおはらにて、　フレイ
ル予防の体操（11/15に習った体操）とコグ
ニサイズ・カラオケを包括職員と一緒に行っ
た。（5名参加）
②前期にて実施している。

計画を上回る内容で
実施していることを確
認した。

計画を上回る内容で
実施していることを確
認した。

【一般介護予防事業】

ア　健康チャレンジ高齢者把
握事業

（２）地域で取り組む健康長寿へのチャレ
ンジ

④閉じこもり高齢者
の把握・支援

①独居高齢者を中心に電話などで調査し、
閉じこもり高齢者を把握する機会を設ける。
②福祉村、民生委員、協議体メンバー、地
区社協などと情報共有を行い閉じこもり高
齢者を把握していく。
③①②で把握した閉じこもり高齢者を可能
な限り通いの場の利用につなげていく。

①②③通年

①対象者自宅
②まつがおかセン
ター内外
③各サロンなど

全職員 B

①6月に独居高齢者宅を全戸訪問（269軒）
し、まつがおか通信や消費者被害防止のチ
ラシを配布し、生活実態の把握や周知啓発
を行った。
②5月に東中原住宅民生委員と独居高齢者
について情報共有を行った。また民生委員
が対応に困っている方の家族に、連絡を取
る等支援を行った。他関連機関（民生委員・
協議体・福祉村）とも連携を取り、問題解決
に向けて随時話合いを行っている。
③①②で把握した事例については、状況を
判断して本人の意向を尊重し可能な限り、
通いの場「青空寄り道サロン」にお誘いをし
ている。繋がったケース5名

エ　健康チャレンジ普及啓発
事業

計画を上回る内容で
実施していることを確
認した。

B

①‐1　青空寄り道サロンを長期お休みして
いる人に電話連絡し、生活状況の確認、青
空寄り道サロンの再開、物忘れプログラム
の案内をした。その結果、物忘れプログラム
2名・フレイルお尋ねシート1名実施、1名青
空寄り道サロンの再開に繋げることができ
た。
①‐2　11/16：地区社協主催のひとり暮らし
の集いに参加し、包括のまつがおか通信や
権利擁護等の資料配布し周知を行った。
参加者：48名
②12/8：伊勢山サロンで閉じこもり高齢者に
ついて情報収集をおこなった。また新町大
原自治連合会から切手の助成（返信用切
手）支援を受けて、高齢者（49名）のサロン
活動についてアンケートを配布していただ
き、意向調査をおこなった。アンケート締め
切りは1/21必着として、集計結果（回収23
名　回収率47％）を自治会にフィードバック
した。
③①②で把握した状況について、今後のま
つがおか包括の活動の指標として活用して
業務に役立てて行きたいと思っている。また
「青空寄り道サロン」に後期でも新しく参加し
た方が3名いる。
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⑦地域内でのフレイ
ル対策推進事業の充
実

①地域サロンにてフレイル予防について周
知できるようちらしの配布などを行う。
②地域住民にとって身近に感じられるような
フレイル予防のサロンを開催する。
③地域サロンにて把握したフレイル傾向高
齢者に対してフレイル測定会や通所Cなど
の社会資源の情報提供を行う。

①随時
②12回/年以上
③随時

①各サロン
②青空寄り道サロン
③各サロン

全職員 B

①6/14（火）クラフトの会にて脳と体の健康
チェックとフレイルミニ講話実施。（9名）6/21
（火）讃風会にて管理栄養士によるフレイル
予防の講話を行いフレイルに関する資料や
チラシ等を配布。
②青空寄り道サロン1/Wの実施している。4
月（72名）5月（102名）6月（109名）7月（109
名）8月（27名）9月（103名）
③伊勢山地区のフレイルサポーターからの
要望で伊勢山自治会館でのフレイルチェッ
ク測定会を開催するため、保険年金課保健
師と打ち合わせや会場の下見等を行い、
8/31に実施（10名）

計画を上回る内容で
実施していることを確
認した。

B

①10/11（火）伊勢山自治会サロンの讃風会
にて「おうちでからだを動かそう』保険年金
課PTによるフレイル予防開催（7名）
・2/7（火）福祉村「あいあい」にて保険年金
課PTによるフレイル予防教室開催（参加
者：17名）。
②青空寄り道サロン実施をしている。
8月（1回26名）9月（4回103名）10月（3回81
回）11月（4回102回）12月（4回107名）1月（3
回81名）2月（2/15現在、3回87名）
③フレイルお尋ねシート実施
9月2名実施、11月3名実施、12月3名実施、
1月3名実施、2月14名実施（2月15日現在）
青空寄り道サロンや寄り道サロンの情報提
供をしている。福祉村ミニデイや寄り道サロ
ン（麻雀）の利用に繋がっている。

計画を上回る内容で
実施していることを確
認した。

オ　健康チャレンジに取り組
むための通いの場(サロン）の
開催支援

⑥サロンの開催支援

①福祉村サロンミニデイあいあい：地域住
民の把握。福祉村と連携して活動支援を行
う。
②サンサンおおはら：コロナ禍で休止中。再
開や活動継続に向けて後方支援を行ってい
く。
③ふれあい広場おおはら：福祉村共催サロ
ン。コロナ禍で休止することもあるが、時期
を見ながら開催している。地域住民の把握
と活動支援を行う。
④伊勢山交流サロン：住民主体サロン。コロ
ナの状況を見ながら開催している。包括相
談会や講話の依頼を受けた際は支援をして
いく。
⑤寄り道サロン：包括直営サロン。「地域の
方が集える場」「役割が発揮できる場」を目
指して運営継続していく。
⑥上記以外で活動しているサロンを随時把
握し、関係性を築いていく。

①第1.2.3.4火曜日
②③1回/月
④依頼時
⑤月～金（10～12時
/13時半～15時半）
⑥随時

①東中原市営住宅集
会室
②③大原公民館
④伊勢山自治会館
⑤寄り道サロン
⑥各サロン

前期に引き続き、感
染症対策を講じなが
らサロンへの参加や
集える場を提供して
いることを確認した。

コ　フレイル対策推進事業

全職員 B

開催時には職員が参加者を把握している。
①活動支援としては毎月第1火曜日に「わく
わくまつがおか」として包括職員による講話
を実施。4月：詐欺防止の講話（16名）、5月：
祝日でお休み、6月：薬剤師による講話（20
名）、7月：管理栄養士による高齢者の食事
講話（17名）、8月：脳トレ（22名）
②今年度はまだ休止している。
③4/15職員2名参加し物忘れ相談プログラ
ム5名実施、お薬相談の周知を行う。6/15
脳と体の体操リーダー講習会・オーラルフレ
イル対策の周知を行う。7/15脳トレと薬剤
師による講話を実施（6名）。
④開催時職員参加し地域住民の把握に努
めている。講話依頼等があれば受けていく。
5/23伊勢山サロン役員会に出席し、脳と体
の体操リーダー講習会の周知を行う。
⑤感染症対策を講じ、月曜日から金曜日ま
で「寄り道サロン」開催し地域の方が集える
場を提供している。月曜日は麻雀の方が定
期利用している。（4月～9月：53名利用）
⑥6/14クラフトの会にて脳と体のチェックを
実施しフレイルについてのミニ講話を行う（9
名）讃風会から講話依頼あり。4/12脳トレ体
操（6名）6/21栄養フレイル講話（8名）8/9
オーラルフレイル講話（9名）参加あり。

コロナ禍でも各サロン
へ参加し関わりをも
ち、支援を行っている
ことを確認した。ま
た、感染症対策を講
じながらコロナ禍でも
地域の人が集える場
を提供していることを
確認した。

B

①活動支援として毎月第1火曜日に「わくわ
くまつがおか」として包括職員による講話を
実施している。9月・10月保険年金課による
血圧・フレイルの講話（21名・25名）、11月神
奈川県レクリエーション協会指導員による
「楽しく身体を動かそう」（23名）、12月「終活
について」　（23名）、2/7保険年金課による
フレイル講座を開催(参加者：17名）　、3月
「カラオケ体操」を開催予定
②コロナ禍で休止中であるが、役員との連
絡調整を継続している。大原・新町地区の
高齢者に対してアンケート実施（再掲）
③11/15フレイル講話を実施（参加者：6
名）12/15フレイル予防運動とコグニサイズ
とカラオケ（参加者：5名）
3/15 ふれあい広場おおはらにて「カラオケ
体操」実施予定。
④10/11　伊勢山自治会サロンの讃風会に
てフレイル講話実施（講師：保険年金課　理
学療法士）参加者：7名　12/8讃風会　介護
保険説明、相続、お薬相談周知、コグニサ
イズ　参加者：6名
3/15 伊勢山自治会サロンにて物忘れプロ
グラム実施予定。
⑤毎週月曜日は麻雀の日で男性4名利用さ
れている。11月より毎週水曜日に麻雀の日
で女性3名・男性2名利用開始となる。12月
からは木曜日も追加利用。また、11/16クリ
スマス飾り作りで5名の方が利用。適宜、地
域住民にサロンの利用を促している。
⑥12/4友愛サンデーサロン（老人会いずみ
会）参加（参加者：17名）
包括の周知、認知症サポーター養成講座
や物忘れプログラムの周知を行った。
※参加者の状態確認を行い、物忘れプログ
ラムや認知症サポーター養成講座への参
加など案内を行った。
まつがおか通信第11号　アルツハイマー月
間イベント
平塚市市民公開講座のお知らせを配布。
消費者被害（消費者ホットライン）
8/31青空寄り道サロン26部 9/3民協定例会
(民児協14名）（ナナカマドの会）
8/31 フレイルチェック 20部
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２　相談支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

・よろず相談センターまつがおかの周知活動に独居高齢者の方に個別配
布を行ったり、お住まいの地区サロンに参加されている方や自治会の協
力を得ながら配布や回覧板を回していただくことも出来ました。
・東中原住宅の民生委員とも情報共有を行い、民生委員定例会には参加
して事例を共有して困り事や連絡をいただきながら対応を一緒に考えて対
応が出来ている。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

独居高齢者の把握や8050問題・ひきこもりがちな方へのアプローチとして自治会・地域のサロンを回り情報共有を図りながら、ちょっとした変化などについて相談をしてもらうよう周知を
図る事ができた。また自治会や住民との連携で安否確認を一緒に行ったり、困難事例として一緒に関わったり方策を考えて連携を取ることができた。
・独居高齢者や高齢世帯で家族との繋がりが希薄で、将来的な不安を払拭することが出来るような、社協や各サロンで「在宅医療・終末期の医療・エンディングノート・葬儀の最近の事
情」として取り組み、包括業務を広報しながら周知活動ができた。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１地域ネットワークの充実

①多様化する相談内
容に対応できる体制
づくり及び包括支援
センターの知名度の
向上

①包括内の朝夕のミーテングで相談ケース
について、支援の方向性がぶれないように
情報共有を行い対応能力の向上を行ってい
く。
②「まつがおか通信の作成や地域情報局・
法人HP」への掲載・配布を行う。

①毎日
②まつがおかセン
ター内外

①まつがおかセン
ター内
②まつがおかセン
ター内外

・高齢者人口が増えており、高齢者と障がい者が同居している家族が多く見受けられており複雑なケース相談が増
えている。また8050問題や多問題家族や虐待に関する事例などもあり、世帯把握や困難を抱えている方からの相
談を包括支援センターや福祉関連機関で受けられることの周知活動が必要になっている。

・民生委員や自治会・地区社協・福祉村にも協力を依頼して高齢者
世帯の把握や障がい者・引きこもりがちな方の情報共有や把握に
努めていく必要がある。
・包括の周知活動と在宅医療や終末期を考える活動や普及活動を
行っていく。

・エリア内の独居高齢者に対して、よろずまつがおか通信や詐欺防止の
周知活動を行うためチラシの個別配布を行った。また東中原住宅にお住
まいの方について担当民生委員3人と、情報共有を行った。また民児協・
地区社協や福祉村とも連携を密に取り、困っている方を孤立させないよう
多職種連携して相談しながら取り組む事が出来ている。

計画どおり。

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

ア　高齢者よろず相談センターの認
知度の向上

全職員 B

①包括内での朝夕のミーティングで情報共
有を行い、専門職として包括内でケース検
討を行っている。
②定期的にまつがおか通信を発行し、青空
寄り道サロンや関係機関の定例会、医療機
関の挨拶周り等を通じて地域住民や関係機
関、医療機関への配布を行った。また法人
HPや地域情報局への通信やイベントの様
子の掲載を随時行った。（4月～9月：法人
HP掲載13回・地域情報局15回）独居高齢者
にまつがおか通信・詐欺予防等のチラシを
配布（269軒）大原自治連合会（26部配布回
覧）

定期的なまつがおか
通信の発行や法人
HP、地域情報局へ通
信やイベントの様子
の掲載等センター知
名度の向上へ向け活
動していることを確認
した。

B

①包括内での朝夕のミーティングにて情報
共有を行い、専門職種としての意見交換を
行い相談の方向性がぶれないように共有を
図っている。
②定期的にまつがおか通信を発行し、青空
寄り道サロンや民生委員児童委員協議会
など関係機関の定例会、サロン訪問等を通
じて地域住民や関係機関への配布を行っ
た。下半期は東中原郵便局にも掲示及び配
架の協力をお願いし、定期的に掲示するこ
とができるようになった。
また、法人のHPや地域情報局へ通信や包
括のイベント、地域サロンなど活動の掲載を
毎月行っている。（10月～1月法人HP掲載
10回・地域情報局4回）
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ウ　高齢者よろず相談センター向け
研修

②センター職員研修
（A)センター機能強化
研修
（B)その他研修

職員のスキルアップを図るため内部・外部
研修やZoom研修を受講して包括内での伝
達講習をしていく。
（A）センター機能強化研修を利用して企画
運営してスキルアップを図っていく。
（B）法人の研修やWEB研修を通じて包括内
の相談援助のスキルアップを継続で行う。

適宜受講
（A）1回/年以上　開
催
（B）随時受講

まつがおかセンター
内外

全職員 C

A）センター機能強化研修を9/15に企画・研
修「面接への招待」外部講師コロナ蔓延で
中止
B）Zoomにて研修
・5/31災害リスクマネジメント研修
・5/27「AYA世代の在宅での看取りについて
・6/15認知症地域支援推進員研修（新任研
修）
・6/28生活支援コーディネーター研修「基本
コース」・6/29「脱水症と熱中症対策につい
て」
・6/29伊勢原駅前クリニック　地域連携共有
会・事例検討6/29「しっておきたい成年後
見・相続・遺言の基礎知識」成年後見支援
センター主催
・7/5MSR-K　介護現場のケアマネジメント
・7/5　SVR認知症、VR発達障害
・8/25「医療介護家族みんなで看取る」
・8/31「事例検討会」地域連携共有会
・8/31「若年性認知症に関する研修会」
・9/1～2「いきがい・助け合いサミット」
・9/19「認知症と共に歩む」
・9/22「重層的支援体制構築事業」

計画どおり。 D

（A）9/15講師も選定し研修開催予定であっ
たが、コロナ感染拡大のため中止となる。再
度、スケジュール調整を図ったが、講師との
日程が合わず今年度は開催に至らなかっ
た。
11/25市主催包括機能強化研修に参加
（B）
・8/31　若年性認知症につい（て（zoom)
・8/31地域共有連携会での事例検討会（ｚ
oom）
・9/19市民公開講座　9/22世界アルツハイ
マーデイかながわ（zoom）
・9/28精神障がいのある方のご自宅や地域
での生活支援を考える会於）平塚市教育会
館
・10/3認知症の理解と援助（zoom）
・10/4地域連携会議（zoom）
・10/13腎疾患と透析の基礎知識（zoom）
・10/18「システム会議」ヤングケアラー・虐
待対応に学ぶ（zoom）
・11/25「福祉と司法のかけ橋・高齢・障がい
等で認知機能が充分でない方を援助しま
す・特定援助対象者法律援助～」(zoom）法
テラス神奈川
・12/7コグニサイズ地域ミーティング（zoom）
・12/14ハラスメント研修（zoom）
・12/14障害と合理的面接（zoom）
・12/15介護と仕事の両立（zoom）
・12/19災害研修（ｚoom）
・　R5.1/28認知症疾患医療センター全国研
修高知大会（zoom）
・1/11令和4年度地域包括支援センター職
員養成研修（個別テーマ1と2）受講（zoom）
・1/16地域と考える身寄りなし問題（zoom）
・1/23認知症地域支援推進員現任者研修
（zoom）
・1/30地域共有連携会　事例検討会
（zoom）
・1月中旬コグニサイズ地域ミーティング
（アーカイブ配信）
・2/2第12回学術集会
・2/14SHIGETAハウス（認知症一体的支援
プログラム）見学
・2/21チームオレンジシンポジウム（zoom）

（A）外部講師を招い
た研修の実施に向け
て準備等を行ってい
たが、コロナ感染拡
大や講師と日程が合
わず実施できなかっ
たため、D評価とし
た。次年度に再度計
画することを確認し
た。
（B）計画どおり。

①関連機関と毎月1
回の情報共有に加
え、郵便局へ情報共
有を行う等、積極的
な活動を確認した。
②③計画どおり。

全職員 B

①松が丘地区福祉連絡協議会の運営推進
会議を開催4/8・5/10・6/3・7/8・8/3・9/7
「福祉村の生活支援について」協議を重ね
ている。
また民生委員定例会に出席して包括の周
知活動や活動報告・情報交換・事例相談等
を適宜行っている。9/28「精神障がいのある
方のご自宅や地域での生活支援を考える
連絡会」にも参加して連携を強化。
②下半期に予定をしている。
③松が丘地区福祉連絡協議会の開催を毎
月行っており、広報活動やネットワーク構築
を行っている。大原自治会の役員会にも参
加して情報共有を図っている。

計画どおり。 B

①民生児童委員と福祉村・社協と連携して
毎月1回（福連協）会議を開催。また、民生
委員さん個別に訪問の際によろずまつがお
かの案内をしたいとの話あり、まつがおか
通信23部をお渡しした。また、東中原郵便
局にまつがおか通信を配布・掲示依頼する
とともに金銭管理に不安のある認知症高齢
者の事案について情報共有を行った。
12/4伊勢山いずみ会友愛サンデーサロン
にてまつがおか通信、詐欺被害防止のチラ
シを配布し、周知啓発を行った。
1/14東中原自治連合会の新年顔合わせ懇
親会に出席し、まつがおか通信や認知症サ
ポーター養成講座を配布し、開催の周知活
動を行った。
②12/23　小地域ケア会議を開催した。（福
祉村の検討について）
③松が丘地区福祉連絡協議会を毎月開催
して、地域のネットワーク構築を行ってい
る。（代表と連携を取り下準備の為会議を
行ったりもしている）大原自治連合会で高齢
者の方に対して、「サロン活動」アンケート調
査を年末に49部配布した。うち23部回収す
ることができ（回収率47％）、結果を自治会
にフィードバックした。

（２）地域資源との連携強化

③支援における地域
包括ケアシステムの
ネットワークの構築・
活用

①エリア内の関連機関（自治会・民生児童
委員・社協・福祉村・介護保険事業所）と連
携を取り情報共有を図っていく。
②小地域ケア会議の開催
③協議体を通じて、まつがおかの広報活動
やネットワークの構築や活用を行う。

①随時
②1回/年以上
③開催時

①まつがおかセン
ター内外
②松が丘公民館
③松が丘公民館
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⑤地域住民へのかか
りつけ医（医療機関）
や在宅医療に関する
普及啓発の実施

①薬剤師などと連携し、在宅医療について
の講演会を開催する。
②在宅介護医療連携支援センターのチラシ
を配布して普及啓発を行う。

①1回/年以上
②随時

①サロンや認カフェな
ど
②各サロン

保健師を中心に全職
員

B

①②6/7ミニデイあいあいにて薬剤師による
講話を実施。在宅医療についてもお話をし
ていただき、チラシ配布を行い周知を行っ
た。（20名）7/15ふれあい広場おおはらにて
薬剤師による講話を実施し在宅医療につい
てもお話をいただいた。（6名）

在宅医療の講演会を
隔月で開催している
ことを確認した。

B

①-1民生児童委員と福祉村・社協と連携し
て毎月１回（福連協）会議を開催。また民生
委員の個別に相談の際にはよろずまつが
おかの案内をさしたいと話がありまつがお
か通信をお渡しした。（15部）
①-2　1/19（木）認知症カフェ喫茶まつがお
かにて「平塚北クリニック医療連携室と連携
し、在宅医療についてお話をしていただい
た。3/16済生会湘南平塚病院に転倒予防
（仮）について講師依頼。
②青空寄り道サロンや福祉村サロン、伊勢
山サロン、大原・新町サロン等のサロンや認
知症カフェにて在宅医療でかかりつけ医や
薬局を持つことをパンフレットを持参して広
報活動をしている。

関連機関と毎月1回
の情報共有に加え、
医療機関に講師をし
てもらえる等、連携強
化が図られていること
を確認した。

医療機関に講師をし
てもらえる等、連携強
化が図られていること
を確認した。

（１）医療・介護連携推進のための支援

ウ　医療機関とのネットワークづくり
の推進

キ　市民への普及啓発の実施

基本目標２－２医療・介護連携の推進

④医療機関（地域包
括サポート医、在宅
支援拠点薬局など）
や介護関係機関との
連携強化に向けた包
括独自の取組み

①サポート医や在宅拠点薬局などエリア内
の医療機関と顔の見える関係性が築けるよ
う連携依頼の文章やまつがおか通信をお渡
しする。
②「出張お薬相談」として薬剤師による個別
相談を寄り道サロンにて開催する。
③在宅医療介護連携支援センター主催の
研修を受け、内容を職員間で共有する。

①随時
②奇数月に1回
③随時

①医療機関
②寄り道サロン、対
象者自宅
③まつがおかセン
ター内外

保健師を中心に全職
員

C

①5月にエリア内医療機関、医院3か所、歯
科医院3か所、薬局４か所への連携依頼文
とまつがおか通信をもって挨拶に伺った。6
月にサポート医1か所にケース相談を行い
連携をしている。
②5月1名。7月は「ふれあい大原」で講話の
開催が重なったためお薬相談は中止。
9月は2名実施。
③8/25の「医療・介護・家族　みんなで看取
る」研修を受講。

計画どおり。 B

①医療機関との新たな連携体制として、1月
19日認知症カフェ喫茶まつがおかにて「訪
問診療について」平塚北クリニックに講師を
依頼（参加者：19名）。3月は済生会湘南平
塚病院に「転倒予防教室」（仮）にて講師依
頼。
サポート医にケース相談を行い、助言を頂
いたケース2事例有。他、エリア外ではある
が、かかりつけ医（2か所）に成年後見制度
申し立ての必要なケースについて診断書作
成など協力をいただいた。
②宮木薬剤師によるお薬相談（奇数月）：
9/8　（2名参加）11/20（1名参加）　1/12（1
名参加）　3/9(2名参加予定）
③2/2「急性期病院と平塚市高齢者よろず
相談センター情報交換Ⅱ更なる連携・協働
を目指して」参加した。
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３　権利擁護事業

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

・コロナ禍でも「青空寄り道サロン」の開催継続が出来て、高齢者が週1回
元気に参加することが出来る機会となり交流も拡大しつつコグニサイズや
フレイル予防を実践することが出来ました。（10月～1/18　参加者：合計
350名）
また権利擁護を念頭におきながら、「終活講座」も2つのサロンで開催する
ことが出来た。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・地域に向けて「青空寄り道サロン」の広報活動を通じて、週1回外出の機会を確保し参加することができた。コロナ禍でもフレイル予防と閉じこもり予防の目的を果たす役割は大きく、
他地域からの参加者も一緒に活動していただくこともできている。
・「エンディングノート」「終活」と題して研修や講演会を実施。参加者から他の会議やサロンでも研修の依頼があり対応をすることができた。終活という言葉にはなじみがなかったが「自
分らしい終活・将来を見据えて自分を知り見つめていかに生きるか」には自分事として聞くことが出来た。また若い世代の方も両親と相談してみますと好評だった。一人暮らしの方には
全員に配布して記入するぐらいの指導や助言をしてほしいとの声まであり、今後も継続で「エンディングノート」の普及と権利擁護・消費者被害の周知や広報を継続していく。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－３認知症支援策の推進

①認知症サポーター
養成講座の開催

①市の公募開催
②エリア内の小学校・中学校等へ挨拶に伺
い、開催依頼をする。

①12月
②5～6月

①松が丘公民館また
は大原公民館
②松が丘小学校・大
野中学校・平塚中等
教育学校

・認知症に対する偏見が未だ見受けられており、地域の方々に認知症の理解と対応を学ぶ機会を提供していく必
要性がある。認知症サポーター養成講座の開催を継続していく必要がある。
・独居高齢者で親族との関係も希薄である方が増えている。また身寄りがいない方も増えており具体的な将来像を
見据えて、事前に相談をしたり後見制度を周知し利用を推進していく必要がある。

認知症サポーター養成講座の開催や認知症地域支援推進員の活
動を周知していく。
後見制度の周知や終末期を共に考える企画を継続していく。

・コロナ禍で外出の機会が減る中で、コグニサイズ・フレイル予防を掲げ
て、地域に向けて展開してきた「青空寄り道サロン」に4～9月の参加者：合
計541名の方が参加されました。
また総合相談でも終活を念頭に置き、また「将来を見据えて、自分事とし
て捉えていく」ことを盛り込みながらサロン活動で広報を継続して行う事が
できた。下半期には「終活講座」を開催予定としている。

イ　認知症サポーター及びチーム
オレンジメンバーの養成

➀市公募での開催だ
けでなく包括主体でも
実施し、年2回である
ことを確認した。
②計画どおり。
書面だけでなく積極
的に対面での周知活
動を行ったことを確認
した。

（１）認知症理解のための普及・啓発

②企業向け認知症サ
ポーター養成講座

①エリア内にある企業や湘南派遣（株）、敬
愛苑、ニチイ湘南銀河、サンホーム湘南新
町、日本ケアサプライ湘南ステーションなど
の企業に開催依頼をする。

①12月まで ①依頼人の指定場所
認知症地域支援推進
員を中心に全職員

B

認知症地域支援推進
員を中心に全職員

C

①下半期12/13に開催予定。
②一般市民や小中学校への認知症の理解
の促進、見守り体制の構築を目的に認知症
サポーター養成講座開催の案内を行った。
小中学校については、コロナ禍であることや
カリキュラム等を踏まえて検討すると回答あ
り。4月中に松が丘小学校、大原小学校、大
野中学校、平塚中等教育学校に講座開催
の案内を行った。5月に関連資料を郵送。
7/23大原自治連合会の役員会に出席し、
講座開催の案内を行う予定であったが、コ
ロナ禍の為書面会議となり次月以降に延
期。

学校へ直接出向いて
小学校・中学校への
普及のための連携に
努めたことを確認し
た。

B

随時、各サロンや地域関係機関の定例会
議、地区の新年会等で幅広く講座の周知を
している。小中学校については、地区社協
事業のイベント（福祉体験）に同行し、直接
説明できるよう工夫した。
①認知症サポーター養成講座の開催
1）市の公募開催については12/13（火）に開
催。参加者：7名
2）青空寄り道サロン参加者対象に11/30
（水）開催。参加者：14名
3)7月23日大原自治会連絡会の会議に出席
し、講座開催の案内を行う予定であったが、
コロナ禍のため書面会議となり延期。　　★
1/27チームオレンジ研修　　参加者10名（う
ち企業受講者から2名参加）
②上半期に周知活動を実施。松が丘小学
校、大原小学校、大野中学校、平塚中等教
育学校に講座開催の案内を行った。返事待
ちの状況。
・1/14東中原自治連合会新年顔合わせ懇
親会にて、自治会役員・小中学校校長先
生・PTA会長等に認知症サポーター養成講
座の周知活動を行った。
・1/26松が丘地区社協事業における松が丘
小学校での「福祉の学びの場」に同行させ
ていただき校長・教頭に講座開催のアプ
ローチを行った。

①企業への認知の理解促進、見守り支援
の協力のため、エリア内の企業をリサーチ
した。随時、認知症サポーター養成講座開
催の案内を行い、資料を配布した。企業側
の認知度が低い事に加え、コロナ禍の為
中々講座開催に至らない。
案内配布実績：田中貴金属工業（株）サン
ホーム湘南新町、第一三共プロファーマ
（株）平塚工場、クループホームMOMO、エ
スパティオマーケット、東中原郵便局、湯の
蔵ガーデン、トナミ運輸（株）、慶愛苑、しらさ
ぎ保育園、ニチイケアセンター湘南銀河、
訪問説明：神奈中タクシー、こぶし、ヒラボ
ウ

多くの地域エリア内
の企業に、普及の働
きかけを実施し、直接
出向いて連携を強化
することに努めている
ことを確認した。

B

①リサーチしたエリア内の企業に対して電
話連絡を行うが、電話では趣旨の理解、関
係づくりが難しいという上半期の反省から、
できるだけ訪問での説明ができるようアプ
ローチの工夫をした。企業側の認知度が低
いことに加え、コロナ禍のため、講座開催の
ハードルはとても高く、開催に至ったのは1
企業であったが継続してアプローチしていき
たい。
★開催実績（3回）：
・株式会社ヘルスケア（11/8　開催：参加者
4名）　開催することが出来た。（※うち2名は
1/27チームオレンジ研修にも参加）
特殊化学株式会社（3/6・3/13）開催予定。
★周知実績
・訪問説明（神奈中タクシー平塚営業所、地
域活動支援センターこぶし、株式会社ヒラボ
ウ、株式会社ヘルスケア、株式会社イノベン
ションオブメディカルサービス平塚営業所、
根本特殊化学株式会社）
・電話説明：大和株式会社ユーコープ平塚
配送センター

地域内企業に広く訪
問での周知活動を行
い、開催ができたこと
を確認した。また、企
業からチームオレン
ジ研修への参加があ
ることも確認した。
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➀市公募での開催以
外にも、ミニデイやサ
ロン等、地域の集いと
共催して、年6回の実
施ができたことを確認
した。
②コロナ禍でも中止
なく屋外で工夫をして
計画どおり実施でき
たことを確認した。ま
た、地域からの依頼
を受け、多種会場で
実施し、体操リーダー
の育成にもつながっ
たことを確認した。

認知症地域支援推進
員を中心に全職員

B

①6/16　認知症予防教室　17名参加
②地域の自治会館や公民館、東中原公
園、福祉村サロン等を活用し、コグニサイズ
を取り入れた認知症予防に関する教室を開
催する。また、地域のコグニサイズ等体操
リーダーを養成できるよう働きかけを行って
いる。
祉村サロン等を活用しコグニサイズを取り
入れた認知症予防に関する教室を開催。地
域のコグニサイズ等体操リーダーを要請出
来るよう働き掛けを行った。
・地域からの依頼による教室
1）4/10讃風会にてニッショウグッドウォーク
の方を講師に招き実施　　　参加者：6名
会場：伊勢山自治会館
2）6/22松が丘公民館からの依頼による松
が丘シニア学級にて実施　　参加者：15 名
会場：松が丘公民館　講師：かながわ健康
財団
3）7/15ふれあい広場おおはらにて実施
参加者：6名　会場：大原公民館　講師：かな
がわ健康財団
4）8/2「わくわくまつがおか」として松が丘福
祉村ミニデイあいあいの活動支援　参加者：
22名
5）「青空寄り道サロン」4～9月：参加者　合
計541名

地域からの依頼によ
る教室でコグニサイ
ズを積極的に取り入
れており、自治会館・
公民館・福祉村・サロ
ン等の会場で、前期
に多数回を実施した
ことを確認した。

A

地域の自治会館や公民館、東中原公園、
福祉村サロン等を活用しコグニサイズ等を
実施し、認知症予防を通じて同年代の方と
のコミュニケーションの場を提供した。
①認知症予防教室の開催
1）広報掲載の認知症予防教室（前期で開
催済み）
2）8/22松が丘地区町内福祉村ミニデイあい
あい
参加者：22名　会場：東中原住宅集会室
3）11/1松が丘地区町内福祉村ミニデイあい
あい
参加者：23名　会場：東中原住宅集会室
講師：神奈川県レクリエーション指導者派遣
事業活用
4）11/16　一人暮らしの集い　参加者：48名
会場：松が丘公民館
5）12/4　友愛サンデーサロン（老人会：伊勢
山いずみ会）
参加者：17名　会場；伊勢山自治会館
6）12/8　伊勢山自治会の讃風会サロン　参
加者：6名　会場：伊勢山自治会館
7)3/2 一人暮らし高齢者の集いにて実施予
定　　会場：松が丘公民館
8）3/7 ミニデイあいあい　会場：東中原住宅
集会室　講師：第一興商
②青空寄り道サロン（包括主催）
1）毎週水曜日　青空寄り道サロン（東中原
公園）を実施
8月（26名）9月（103名）10月（82名）11月
（102名）12月（107名）1月（81名）2月（87名
2/15現在）

★脳とからだの体操リーダー養成講座の周
知活動を行う。
・8/31伊勢山サロン　フレイル測定会で周知
・2クール目の養成講座を青空寄り道サロン
で周知して4名参加

（２）認知症予防施策の充実

③身近な場での認知
症予防教室の開催

①コグニサイズをメインに認知症予防教室
を開催。
②青空寄り道サロンでコグニサイズを取り
入れる。

①6/16（木）
②適宜

①松が丘公民館
②青空寄り道サロン
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⑤認知症初期集中支
援事業の対象者を把
握し支援につなげる

①総合相談や福祉村、民生委員、地域サロ
ン、協議体メンバーの方たちと情報共有を
密に行い対象者を把握する。また、対象者
と関係性を築き、関係機関と連携していく。

①通年 ①まつがおか地区
認知症地域支援推進
員を中心に全職員

C

①民生委員児童委員の定例会や福祉村サ
ロンに毎月参加、その他の地域サロンにも
定期的に参加し、情報共有に努めている。
関係機関に包括の周知や地域の情報共有
等を行い、支援が必要な方の早期発見に努
めている。

計画どおり。 C

①前期同様に総合相談や民児協の定例会
や各種サロンにも出向き情報収集をしてい
るが、認知症初期集中事業の対象者となる
方は現在いない。適切な相談支援をしてい
く中で解決や他の相談支援に繋がるように
支援が出来ている。2/21初期集中選定会
議に対象者1名提出予定。

計画どおり。
事業の対象者1件の
提出を確認した。

⑥認知機能低下を把
握するための認知機
能評価機器の活用

①認知症予防教室参加者や寄り道サロン、
地域サロンにて「脳の健康チェック」の周
知、お誘いをする。

①50件/年
①まつがおかセン
ター内

認知症地域支援推進
員を中心に全職員

B

①認知症予防教室や青空寄り道サロン、地
域のサロン等にて独自で作成した「脳と体
の健康チェック」チラシを配布し周知活動を
行っている。
・脳の健康チェック実績
4月　8名（ふれあい広場おおはら新規5名、
総合相談新規3名）
5月　7名（総合相談新規1名、継続検査6
名）
6月　13名（総合相談新規8名、継続検査5
名）
7月　5名（総合相談新規3名、継続検査2
名）
8月　7名（総合相談新規4名、継続検査3
名）
9月　12名（総合相談新規12名）
計52名

認知機能評価を前期
で半数の25件以上実
施したことを確認し
た。フレイルチェックと
合わせて総合相談と
して実施し、参加しや
すいように工夫をして
いる。また、継続検査
の対象者を把握して
経過を確認できてい
ることを確認した。

A

①総合相談対応時、青空寄り道サロン、寄
り道サロン、地域サロン等にて独自で作成
した「脳とからだの健康チェック」チラシを配
布し、周知啓発を行った。
★希望者には同時にフレイルお尋ねシート
も行い、フレイルチェックを行った。（9月：2
名　11月：3名、12月：3名、1月：3名、2月14
名　2/15現在）
・脳の健康チェック実績
10月：4名（新規総合相談4名）
11月：5名（新規総合相談2名、継続検査3
名）
12月：9名（新規総合相談6名、継続検査3
名）
1月：7名（新規総合相談5名、継続検査2名）
2月：2名（新規総合相談2名）
3月：1日2名予定、15日伊勢山交流サロン
にて実施予定
合計人数79名（2/15現在）

積極的な周知活動と
継続検査を計画的に
実施し、フレイルとの
連携をすることができ
ており、実施数が計
画を大幅に上回って
いることを確認した。

①家族・地域関係機関・行政などからの認
知症に関する相談に対して認知症地域支
援推進員が電話や訪問等、アセスメント等
行っている。その結果を包括内3職種と共有
し、支援の方法を協議の上、医療機関や地
域のサロン、介護保険制度等、地域社会資
源に繋いでいる。（若年性認知症の相談件
数：2件　認知症カフェ等の案内をするが繋
がらず。支援連携先：1名：介護保険申請に
て居宅ケアマネに繋ぎ訪問看護利用、1名：
介護保険申請に繋げるが未利用、行政書
士と連携し成年後見制度申し立て中）
総合相談対応した方で認知症の方を介護さ
れている方が2名新たに青空寄り道サロン
に参加されるようになった。また、認知症カ
フェ「喫茶まつがおか」にも新たに事者2名・
介護者3名参加されるようになった。

計画どおり。
ア　若年性認知症を含めた相談支
援

イ　認知症初期集中支援事業

ウ　認知機能検査の実施

（３）認知症に対する早期対応体制の整
備

④認知症地域支援推
進員による専門的な
相談支援（若年性認
知症を含む）

①総合相談の際、認知症関連の相談に関
して認知症地域支援推進員を中心に専門
的な支援を展開する。

①随時
①まつがおかセン
ター内

認知症地域支援推進
員を中心に全職員

C

①家族・地域関係機関・行政等からの認知
症に関する相談に対して認知症地域支援
推進員が電話や訪問等、アセスメント等
行っている。その結果を包括内3職種と共有
し、支援の方法を協議の上、医療機関や地
域のサロン、介護保険制度等、地域社会資
源に繋いでいる。

計画どおり。 C
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C

①5/2　成年後見利用支援センター・市役所
の方と共に、課題を解決するために１事例
に対して対応を協議した。また、認知症カ
フェ5/19・7/21開催時に成年後見制度や法
律相談案内パンフレットの展示や配布（16
部配布）をして周知啓発を行った。
9/15「成年後見利用センター」に後見制度を
説明してもらった。21名参加
②6/29成年後見利用支援センターが主催
の「知っておきたい成年後見・相続・遺言」
の基礎知識研修に参加した。

①計画どおり。
②成年後見制度に関
する連絡会（書面）に
も出席したことを確認
した。

C

①
・研修・講座の依頼時、地域住民の相談・課
題等の情報交換や課題解決の対策、制度
の確認等、情報交換・共有を行った。（認知
症カフェ・各サロン・東中原自治連合会・ひ
とり暮らしの集い・協議会連絡会・民生委員
定例会等）
・後見人制度の周知状況等の情報共有や
地域の方々へ終活を考えていただけるよ
う、後見人制度・エンディングノートの活用に
て理解しやすく伝えることを目的として検
討・企画をともに行い、地域周知活動を目
的としたパンフレットの準備・配布を行っ
た.。
成年後見利用支援センター（70部）・終活コ
ンシェルジュ（40部）詐欺防止関係（30部）
②下記の制度研修の参加にて、情報収集・
情報交換を行った。
・12/6「終活について」26名
（終活コンシェルジュ主催）
ミニデイあいあい　於）まつがおか集会場
・9/15認知症カフェ「後見人制度について」
成年後見利用センター於）まつがおか公民
館
・9/28「精神障がいのある方のご自宅や地
域での生活支援を考える会」於）平塚市教
育会館
・10/18「システム会議」ヤングケアラー・虐
待対応に学ぶ。
・11/25「福祉と司法のかけ橋・高齢・障がい
等で認知機能が充分でない方を援助しま
す」・「特定援助対象者法律援助」法テラス
神奈川「包括機能強化研修会」
3/2 一人暮らし高齢者の集い予定
会場：松が丘公民館予定
3/7 ミニデイあいあい
会場：東中原住宅集会室　講師：第一興商
予定
・3/9「生活困窮者自立支援事業について生
活困窮者支援に関する情報交換会」参加予
定

計画どおり。エ　成年後見制度の利用相談等 ⑦成年後見制度の利
用相談体制の充実

①地域利用者からの相談に対応する。ケー
スによって法テラス、成年後見利用支援セ
ンター、地域の専門職と連携し制度の利用
や課題解決の支援を行う。
②制度関連の研修・成年後見制度に関する
連絡会に出席し、関係機関との連携を行
う。

①随時
②1回/年以上

①利用者宅、まつが
おかセンター内外
②開催場所

社会福祉士を中心に
全職員
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B

①成年後見制度・法律・相談案内パンフレッ
トの展示や配布をして啓発を行った。
・認知症カフェ（5/19　5名・7/21　11名・9/15
「成年後見」を成年後見利用センターから説
明してもらった。21名）福祉村サロンあいあ
い（6/21  20名）・民児協定例会（6/13　16
名）
②成年後見制度の希望者に対して説明を
行い日常生活支援事業を説明して制度利
用に繋げている。（1名）
③認知症サポーター養成講座は12月に実
施予定。

①計画どおり。
②20件以上の制度説
明や情報提供を行っ
たことを確認した。

B

①地域住民への啓発として、包括まつがお
か通信・成年後見制度・法律相談・自立支
援制度の案内・エンディングノート・虐待・詐
欺被害防止等のパンフレットの提示や配布
を行った。
・11/15ふれあい大原（6名）
・11/16地区社協主催のひとり暮らしの集い
（48名）
・民児協定例会（10月・11月・12月）
・12/6福祉村サロンあいあい（毎週火曜日）
「終活について」包括開催（23名）
・12/4伊勢山いずみ会友愛サンデーサロン
・認知症カフェ（9月21名・11月17名・1月19
名）
・福祉村福連協会議（10月・11月・12月・1
月）
・1/14東中原自治連合会青空よりみちサロ
ン（毎週水曜日）
②日常生活自立支援事業の利用支援（1
名）成年後見制度申し立てについて地域の
権利擁護機関と連携し、申し立て支援を
行った（1名）申し立ての対応相談対応中（１
名）転居に向けご本人・不動産管理会社へ
権利擁護関係の説明・紹介情報交換など対
応中（1名）
③　12/13認知症サポーター養成講座開催
「成年後見人制度・自立支援事業・エンディ
ングノートについて」大原公民館（7名）

①パンフレットやチラ
シを多くの場所で配
布していることを確認
した。
②③計画どおり。

オ　成年後見制度の利用支援等の
充実

⑧成年後見制度の普
及啓発の取り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

①成年後見制度に関しての周知チラシを配
布する。広報誌や法人HPを利用し後見制
度の周知をする。
②成年後見制度の希望者には必要に応じ
て制度説明や情報提供等の支援を行う。
③認知症サポーター養成講座にて成年後
見制度について周知する。

①随時
②1回/年以上
③開催時

①②まつがおかセン
ター内外
③開催場所

社会福祉士を中心に
全職員

C

認知症ケアパスの普及について、総合相談
や認知症カフェにて認知症の方を支援する
社会資源について説明を行っている。
①総合相談での配布部数：2部
②認知症予防教室6/16開催し17部配布。
③チームオレンジ研修での配布は12月に実
施予定

計画どおり。 C

総合相談や認知症予防教室、認知症カフェ
喫茶まつがおか等にてケアパスの配布を行
い、認知症の方を支援する社会資源につい
て説明を行った。
①総合相談での配布部数：5部
他、12/13　認知症サポーター養成講座配
布部数：7部
②前期記載済み
③1/27チームオレンジ研修での配布予定部
数：9部

計画どおり。

（４）認知症高齢者の見守り支援

⑨認知症ケアパスの
普及

①認知症についての相談時に活用する。
②認知症予防教室のテキストとして使用す
る。
③チームオレンジ研修のテキストとして使用
する。

①随時
②6/16（木）
③開催時

①まつがおかセン
ター内、相談者宅
②松が丘公民館
③研修開催場所

認知症地域支援推進
員を中心に全職員ア　権利擁護のための相談支援及

び普及啓発

B

①認知症カフェ「喫茶まつがおか」「青空寄
り道サロン」「認知症予防教室」でチームオ
レンジメンバーに協力をお願いし、定期的に
活動の場を確保し協力していただいてい
る。（各日　4名参加）また認知症サポーター
養成講座終了者に対してチームオレンジ研
修の案内をしてチームオレンジメンバーとし
て活躍出来るよう、11/30認知症サポーター
養成講座を松が丘公民館にて開催を予定。

認知症予防に特化し
た教室や認知症カ
フェの継続に努めて
おり、活動の場が多
く、活動参加者も安定
し、地域に根付いて
いることを確認した。

B

「認知症カフェ喫茶まつがおか」「青空寄り
道サロン」「認知症予防教室」等にてチーム
オレンジメンバーの協力をお願いし、定期的
に活動の場を提供している。また、認知症
サポーター養成講座修了者に対してチーム
オレンジ研修の案内をし、チームオレンジメ
ンバーとして活躍できるよう企画を検討して
いる。
①チームオレンジ研修（1/27　参加者：9名）
研修の中で、チームオレンジメンバーの方
に自身の活動の紹介をしていただいた。
★チームオレンジメンバーによる活動協力
1）青空寄り道サロン4名
2）認知症カフェ5名
3）アルツハイマーデイ街頭キャラバン　2名
4）各団体（民生委員児童委員・福祉村・各
サロン等）での活動
★チームオレンジメンバーのスキルアップ
１）3/9　VR認知症体験会（参加者：10名）

積極的に周知や事業
の企画がされており、
定期的な活動の場と
参加者が確保されて
いて、地域に根付い
ていることを確認し
た。

イ　チームオレンジの体制整備
⑩認知症サポーター
養成講座修了者の育
成事業

①福祉村、協議体メンバー、地区社協、民
生委員などから適任者を選任する。また、
認知症サポーター養成講座を受講した市民
に対して講座の案内を行い、市統一のカリ
キュラムに沿って講座を実施する。

①1回/年
①松が丘公民館また
は大原公民館

認知症地域支援推進
員を中心に全職員
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B

①誰でも気兼ねなく参加することができる居
場所づくりを目的とし、寄り道サロン、青空
寄り道サロン、認知症カフェ喫茶まつがお
かを開催している。「寄り道サロン」として事
務所1階を活用し地域の皆様に解放し利用
していただいている。毎週月曜日は麻雀の
会で利用している。毎週4名参加。また、東
中原公園にて毎週水曜日に「青空寄り道サ
ロン」を開催し、フレイル予防、コグニサイズ
など実施している。
②「認知症カフェ喫茶まつがおか」　5月より
奇数月に開催。
参加者：5月（5名：うち男性1名）、7月（11名：
うち男性1名）　9月（21名：うち男性2名）
認知症カフェの普及啓発　として、5/23伊勢
山交流サロン役員会に出席しチラシを配布
（10部）　5/28　大原自治会連合会に出席
し、チラシを配布（39部）

感染症対策をしなが
ら認知症カフェの継
続に努めており、多
種の居場所づくりが
できていることを確認
した。また、寄り道サ
ロンでは、一般の地
域住民の方との交流
ができており、地域の
皆さんで支えていこう
という意識付けになっ
ていることを確認し
た。

B

①誰でも気兼ねなく参加することができる居
場所づくりを目的とし、寄り道サロン、青空
寄り道サロン、認知症カフェ喫茶まつがお
かを開催している。
「寄り道サロン」として事務所１階を活用し地
域の皆様に解放し利用していただいてい
る。毎週月曜日は麻雀の会で利用してい
る。毎週4名参加。11月より新規の方（4名）
が麻雀で水曜日・利用開始、12月より木曜
日も追加利用希望あり解放している（認知
症の方2名参加している）。また、東中原公
園にて毎週水曜日に「青空寄り道サロン」を
開催し、フレイル予防、コグニサイズなど実
施している。
②「認知症カフェ喫茶まつがおか」　奇数月
に開催。
参加者：9月（21名：うち男性4名）、11月（13
名：うち男性3名）、1月（19名：うち男性4名）3
月16日開催予定
★認知症カフェの普及啓発
1）市主催9月アルツハイマー月間イベントに
てパネル展示・チラシ配布
2）総合相談対応時（認知症相談）にチラシ
配布

➀寄り道サロンを通
年で実施し、認知症
の方と地域の方の交
流の場になっている
ことを確認した。
②コロナ禍にも中止
なく感染症対策をして
年4回以上実施をした
事を確認した。

キ　認知症カフェの設置と支援 ⑪認知症カフェの実
施

①通年で「寄り道サロン」の開設と認知症の
方でも気兼ねなく憩いの場所として参加出
来るようしていく。
②「認知症カフェ喫茶まつがおか」の継続開
催をしていく。

①通年
②4回/年

①寄り道サロン
②寄り道サロンまた
は松が丘公民館

認知症地域支援推進
員を中心に全職員

C

①終活について企画し福祉村サロンあいあ
いにて12/6実施予定
また12/8讃風会にて終活の講話を開催予
定。
②総合相談にて独居高齢者に対して、随時
配布説明を行っている。認知症の方に権利
擁護の観点から日常生活自立支援事業の
利用について面談を一緒に行っている。（1
名）
総合相談にて相続の相談あり、平塚市版エ
ンディングノートを配布した。（2名）9/21認知
症カフェでエンディングノートを配布（21部）

①計画どおり。
②相談対応の他にも
エンディングノートを
希望者に配布したこ
とを確認した。

C

①終末期を迎え在宅生活をどの様に過ごし
ていくかを考えていただくことを目的とした研
修を開催。エンディングノートの配布を行っ
た。
・12/6「終活について」26名（終活コンシェル
ジュ主催）あいあい　於）まつがおか集会場
12/6
認知症カフェ：参加人数23人（再掲）
・9/15認知症カフェ「後見人制度について」
21名
成年後見利用センター於）まつがおか公民
館
11月13名1月9名
12/8讃風会「終活を迎える心構えや在宅生
活について」開催。参加人数6名
12/13認知症サポーター養成講座「エンデイ
ングノート・日常自立支援事業について」講
話。
民生委員定例会にて権利業後・後見人制
度とともにエンディングノートの説明・配布を
実施した。
②前期同様に総合相談や独居高齢者の方
には、エンディングノートの配布をして周知
や活用について説明を継続している。個人
配布：6名
2/7ミニデイあいあい「自分の想いを伝える
為に今できること」周知活動を実施（18部）
3/2 一人暮らし高齢者の集いにて実施予定
会場：松が丘公民館にて配布予定
3/7 ミニデイあいあにて　会場：東中原住宅
集会室　講師：第一興商配布予定

計画どおり。

基本目標３－２権利擁護事業の充実

⑫終末期に向けた住
民への普及啓発

①高齢者が自分の終末期を、どの様に生き
ていきたいのかを考える機会を持てるよう
研修・講座を企画する。
②平塚市版エンディングノートを希望者にお
渡しする。必要な方には記入等支援を行
う。（権利擁護の相談対応を行う）

①1回/年
②随時

①②まつがおかセン
ター内外

社会福祉士を中心に
全職員

（１）日常生活を支える権利擁護事業の
推進

エ　終末期に向けた権利擁護推進
事業
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⑭高齢者虐待の相談
体制の充実

①高齢者虐待に関する事例については、市
高齢者虐待対応マニュアルをもとに関係機
関と連携、役割分担して効果的な支援を提
供する。また法律相談等を活用した上で迅
速な支援を提供する。

②虐待防止ネットワーク会議に参加する。

①随時

②開催時

①まつがおかセン
ター内外
②開催場所

社会福祉士を中心に
全職員

C

①ケアマネからの虐待相談について、4/11
虐待対応ケース会議を開催。その後、高齢
者虐待マニュアルをもとに、措置入所に向
けて、高齢福祉課・医療・福祉関係機関との
連携を図り、各役割分担を行い保護が行わ
れた。
②虐待防止ネットワーク会議の開催時には
出席を予定している。

計画どおり。 C

①緊急性がある虐待疑いのケースでは、迅
速に高齢者虐待マニュアルに沿い保護を
行った。前期から継続中のケース（1件）・新
規ケース（1件）あり、高齢福祉課との会議
出席にて情報共有課題に向けた対策・方向
性等の検討を行った。入院後も連携・協力
体制が図られるよう、定期的にケアマネ・介
護関係者・入院先MSW関係職員よの情報
共有・交換、養護者への助言を行った。死
亡により終結となったが、課題の残るへ
ケースや虐待の早期発見・予防に向けた支
援方法等の話し合いをした。
②12/26「高齢者・障害者の虐待防止と関係
機関のネットワーク」参加が出来た。

計画どおり。

C

①居宅介護支援事業所・介護事業所へ虐
待防止に向けた取り組みとして、早期発見・
連携の必要性を伝え関係資料を配布した。
（エリア内2件配布）
②認知症サポーター養成講座や地域サロ
ン・民生委員定例会の場にて各包括職員職
員より専門性に合わせた内容とともに高齢
者虐待防止として地域の見守り・協力・連携
支援の重要性を伝え、資料の配布等を行っ
た。毎週行われている「青空寄り道サロン」
や福祉村主催のあいあいあでは、随時必要
な情報を提供している。
・11/15ふれあい大原（6名）・11/16地区社
協主催のひとり暮らしの集い（48名）
・民児協定例会（10月・11月・12月）
・12/6福祉村サロンあいあい（毎週火曜日）
「終活について」包括開催（23名）
・12/4伊勢山いずみ会友愛サンデーサロン
・認知症カフェ（9月21名・11月17名・1月19
名）
・福連協会議（10月・11月・12月・1月）
・1/14東中原自治連合会・青空よりみちサ
ロン
・12/13認知症サポーター養成講座開催

計画どおり。
周知を行うことで、虐
待疑いの相談が近隣
や民生委員からあっ
たことを確認した。

（２）高齢者虐待防止のための取組

⑬高齢者虐待防止の
普及啓発に関する取
り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

①地域サロンや認知症サポーター養成講
座、上級研修の場で虐待防止に関する地
域の見守りの重要性や包括や専門機関へ
気軽に相談していただけるように周知活動
をする。
②民児協定例会議や地域サロンに参加し
て日頃から気軽に相談していただける関係
作りをする。

①②随時
①まつがおかセン
ター内外
②開催場所

社会福祉士を中心に
全職員ア　高齢者虐待の知識等の普及啓

発

ウ　高齢者虐待の相談体制の充実

オ　虐待を受けた高齢者に対する
支援

⑮虐待を受けた高齢
者に対するケア体制
の充実

①高齢者虐待マニュアルに沿い対応。被虐
待者に対する支援について、適切な支援や
保護が出来るよう行政や関係機関と連携
し、介入を図っていく。
②終結ケースについてもケアマネジャーや
福祉村、地域の方と連携して状況把握や変
化があった際の早期発見・対応に務める。

①②随時
①②まつがおかセン
ター内外

C

①5/17居宅介護支援事業所に向けて虐待
研修を開催。参加者：9名
5/30訪問看護事業所にて虐待研修開催。
参加者：3名
高齢者虐待事例については、市高齢者虐
待マニュアルに沿って介護事業所・居宅介
護支援事業所・医療関係者と密に連絡を取
りながら役割分担を行い支援を行っている。
②民児協や地域サロンに参加して、相談し
やすいよう日頃から顔の見える関係性を大
切にして活動を行っている。

①認知症サポーター
養成講座でも後期研
修を実施予定である
ことを確認した。
②計画どおり。

計画どおり。
社会福祉士を中心に
全職員

C

①4/7救急搬送により保護。4/11虐待対応
ケース会議を開催し虐待マニュアルに沿っ
て対応を協議している。担当ケアマネと各
関係機関と情報共有を行い、適切な支援と
保護を実施した。
・4/7　救急搬送により保護　・施設同行
・4/19施設訪問・5/6PCR検査同行
・高齢福祉課：4/11会議（担当ケアマネ・包
括参加）・5/1評価会議出席
5/20　富士白苑高齢福祉課同行訪問
②終結したケースについても、本人や養護
者に声を掛けて状況確認、現状把握をして
いる。（2件）

①計画どおり。
②3件状況確認を継
続していることを確認
した。

C

①近隣通報による虐待疑いのケースでは、
包括職員で定期的に住民宅へ訪問し、状況
確認・見守り協力の依頼を行った。また民
生委員への報告・周知により見守り体制の
強化を図った。
ケアマネ支援としては、訪問診療医師・看護
師と同行訪問により介入し状態確認を行っ
た。その後も継続して養護者へ定期的に地
域活動の参やサービス利用の促しや声掛
けを行っている。
・ケアマネからの虐待通報があった虐待
ケースについては、高齢福祉課の報告・相
談を行い、虐待マニュアルに沿った課題解
決に向け適切な支援方法を検討した。介護
事業所・自宅へケアマネとの同行訪問、定
期的な個別会議開催、入院先のカンファレ
ンスへの出席を行い、医療・介護・保健所・
地域住民関係者等の参加を促し、各専門職
と今後の支援の方向性等を検討した。
②終結後も課題の残るケースや虐待への
早期発見・予防に向けた支援方法等の話し
合いを行っている。過去に虐待ケースとして
分離し、継続で保健所にも相談をしつつ対
応をしてきたが、娘が急遽救急搬送され、
内科的治療と精神疾患により入院になった
ケースは、カンファレンスに参加しながら養
護者支援を行っている。
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⑯養護者に対するケ
ア体制の充実

①養護者のケアについて、市役所高齢福祉
課と連携・役割分担をし介入・支援を行う。
養護者の支援機関と相談出来る関係を継
続する。

①随時
①まつがおかセン
ター内外

社会福祉士を中心に
全職員

C

①養護者へのケア体制を整えつつ、虐待の
一時保護対応後に高齢福祉課と相談・検討
して役割分担を決めて、養護者への訪問を
行い関係性の構築を図った。また同居の引
きこもりの息子への支援について関係機関
の資料を持参している。（4/12・4/26・5/10・
5/25・6/16）

計画どおり。 B

①養護者の支援として、定期的に訪問を行
い地域活動への参加を促した。その結果、
よりみちサロン（公園体操）・認知症カフェ・
サポーター養成講座等へ参加される様にな
り、精神的な負担の軽減がされ生活状況も
安定している。また他の虐待疑いケースの
養護者支援では、自宅訪問や電話をした際
に養護者の家族形態・就労状況の確認や
入院中も電話にて虐待に対しての振り返り
の言葉が確認された。死亡確認により、市・
関係者への報告を行い終結となった。精神
障害のあるケースは、養護者への支援とし
て、医療関係者・保健センター職員と連携を
図り、、受診同行・カンファレンス出席を行
い、処遇の検討を今後も継続していく予定。

養護者を関係機関に
つなぎ、養護者の負
担軽減につながった
ことを確認した。

カ　養護者への支援
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

・地域ケアシステムの構築のため地域での生活支援体制を構築するため
に、地域福祉連絡協議会を開催して「福祉村検討委員会」を設立に向け
て活動が出来た。12/23に第1回検討会を開催し具体的に今後アンケート
を実施するなど将来の事を見据えて松が丘地区の福祉向上に向けて地
域の方と共に連携をしている。
・またケアマネジャーと連携を図りながら、暫定プランでの利用が可能にな
るように支援を行ったり多問題家族や困難事例を一緒に考え同行支援や
助言等を行う事が出来た。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・ケアマネジャーへの支援としては個別相談に対応をして一緒に同行訪問をしたり相談に応じた対応を協議して支援をしている。
・住み慣れた地域で最期まで高齢者の方が安心してくらしていけるように、互いを思いやり見守りをおこなっていけるような地域づくりを目指して協議会の再構築を支援している。また松
が丘福祉連絡協議会の定例会を開催して地域包括ケアシステムの深化を目指し、地域の各団代の方との繋がりや顔の見える関係性を構築しつつある。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１ネットワークの充実

①ケアマネジャーへ
の支援

①ケアマネジャーからの個別相談に応じた
情報提供や同行訪問を行い後方支援を
行っていく。
②主任ケアマネジャー連絡会としてケアマ
ネジャーを対象とした事例検討会・研修会
の開催を行っていく。

①随時
②1回/年以上

①まつがおかセン
ター内外
②開催場所

・地域で活躍する方が高齢になり、担い手を発掘していく必要がある。
・居住する地域エリアによってはお互いに近隣の方とも連携が取れたり見守りが出来ている地区もあるが、コロナ
禍になり交流の機会が減っている地域もある。近隣との関係性が希薄で、どんな方が住んでいるのかわからない
現状もあり。民生委員と連携を強化しつつ住民の地域課題の把握に努めていく必要がある。

・担い手を発掘できるように地域と手を携えて、考えていく必要があ
る。
コロナ禍でも継続で出来るような企画や運営を検討して、ケアマネ
ジメントを展開していけるようにしていく。

・地域ケアシステムの構築の深化を目指して、地域の福祉連絡協議会（福
祉村・生活コーディネーター・社協）と連携して、住み慣れた自宅で最期ま
で過ごせるような体制を構築するため、毎月協議を重ねている。また介護
保険の要であるケアマネジャーの支援のため、同行訪問や多問題家族に
対して行政と連絡を取りながら多職種連携で支援を行っている。

①個別ケア会議は12/28に開催。「精神疾
患：妄想性障害がある方の在宅生活につい
て」
②小地域ケア会議　12/23開催　地域の福
祉村の活動を支えていくためには何が必要
となっているのかを地域の役員や福祉村と
共に検討した。
③松が丘福祉連絡協議会を開催して、「生
活支援が必要となっている現状と把握」を
行っていくために年度内でアンケート案を作
成し、全地域に配布していく予定となった。

協議体と毎月情報共
有を図っていることに
加え、地域課題を抽
出するためにアン
ケート調査の準備を
進めていることを確認
した。

イ　地域ケア会議の開催

前期に引き続き、ケ
アマネジャーからの
相談に対し、同行支
援や個別ケア会議を
行い、支援しているこ
とを確認した。

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

イ　ケアマネジャーとの連携強化支
援

（２）地域資源との連携強化

②地域ケア会議（個
別ケア会議、小地域
ケア会議）を開催する

①地域ケア個別会議開催。
②小地域ケア会議開催。
③地域課題抽出や地域の状況について関
係団体と情報を共有する。松ヶ丘協議体も
同時開催とする。

①随時
②③1回/年以上

①②③まつがおかセ
ンター内外

①主任介護支援専門
員を中心に全職種
②③管理者・社会福
祉士を中心に全職種

C

①主任介護支援専門
員を中心に全職種
②主任介護支援専門
員

B

①医療依存度の高いケースや困難事例に
おいて同行支援を随時行っている。5/17ケ
アプラン委託マニュアルを同法人の居宅に
向けて講習会を開催。参加者：9名
②主任ケアマネジャー連絡会として、ケアマ
ネジャー対象の事例検討会・研修会を下半
期に開催予定。

包括ごてんとまつが
おか職員が講師とな
り、居宅に向け講習
会を開催し、支援を
行ったことを確認し
た。

B

①前期同様に医療依存度の高いケースや
困難事例について、同行支援を随時行って
いる。ケアマネ支援として同行受診や相談
に対応して個別ケア会議に結びつけてい
る。
②主任ケアマネジャー連絡会として事例検
討会を開催して、1/10に案内を発送し書面
事例検討会としてエリア内居宅に配布し実
施することができた。

①地域ケア個別会議　1事例相談継続して
おり、開催日は8月に開催予定で調整中
②小地域ケア会議は下半期開催予定。
③松が丘福祉連絡協議会を毎月開催して、
生活支援について検討し模索中である。4
月～9月6回開催

小地域ケア会議は地
域団体と調整してい
ることを確認した。

B
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平塚市地域包括支援センターみなと　　令和４年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

・計画したサロン活動はコロナ禍に配慮しながらも開催継続することがで
きた。
・公園体操に関しては高齢者の健康維持・身体機能向上の効果以外にサ
ロンのような社会参加の効果や包括へ相談するきっかけになる効果を確
認できた。次年度は地域からもう一か所実施したい要望があり、具体的な
展開を進めて行く。
・民生委員の一人暮らし調査が再開されたためか、民生委員からの閉じこ
もりの可能性の高い高齢者の相談が増え、協働する機会が増えたが連携
して対応できている。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・港地区高齢者の「低栄養」の課題に取り組むために、健康講座を企画できた。
・新型コロナウイルス感染予防のために外出を控え、活動の機会が減少する住民もいることより「公園体操」を新しく企画できた。
・過去5年間の地域活動の参加者の傾向から、参加者の少ない地域を特定し、感染対策を講じた形で新規に地域活動を開始できた。
・自主的にフレイル予防に取り組んでいる団体がある。
・新規にフレイル予防介護予防に取り組もうとしている団体があり、はじめだけ包括が支援したのちに自主的に運営することができた団体があった。
・フレイルサポーターが圏域内で自主的に活動できている。
・民生委員から随時情報提供があり、フレイル状態の住民にアプローチした。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標１－１健康長寿へのチャレンジ

①総合事業における
多様なサービスの利
用促進

訪問型サービスBの利用について、港地区
町内福祉村に相談ケースをあげる。

通年
新規1事例
継続1事例

個別

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より、港地区では「低栄養状態」が市全体と比べて特に高くなっていた（市全
体2．6％、港地区4．0％）。令和3年度に健康講座を実施したが、令和4年度も継続的な取り組みが必要である。
・新型コロナウイルス感染状況の中で、介護予防に意欲的で感染対策をして外出する住民と、感染対策を重視し外
出を控える住民と、二極化している。令和元年度の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では港地区の引きこもり傾
向も市内で比較的高値であった（市全体２２．４％、港地区２５．２％で市内３位）。もともと引きこもりの傾向もある地
域でもあるので、昨年実施した「公園体操」のような活動の機会の促しが今後も必要である。

・昨年に引き続き健康講座を定期的に実施し、地域高齢者への啓
発を行って行く。また媒体の配布なども包括で行う講座などで行
い、継続的に住民へ情報発信を行って行く。
・昨年立ち上げた「公園体操」を今年度も継続し、新型コロナウイル
ス感染対策を講じた上での介護予防の機会を地域に浸透していく
ように働きかける。

・コロナ感染が拡大する中で限られた団体ではあるが、高齢者の健康維
持・身体機能向上のために必要な事業は、感染対策を講じながら包括職
員もかかわりながら維持できている。
・港地区のフレイルサポーターが、コロナ禍の中でも自主的に独自に活動
を始めており、みなと職員との協働もできている。
・昨年開始した公園体操が住民にも好評で別のエリアでも実施したいと自
治会から相談が来ているので、今後の展開も検討して行く。

福祉村と連携、相談
しやすい関係づくりが
できており、訪問型
サービスBにつなげた
件数が計画以上であ
るため、B評価とし
た。

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

【介護予防・生活支援サービス事業
通所型サービス】

②通所型サービスC
の利用者の利用後の
フォローについて

令和3年度利用者2人に対して、定期的にフ
レイル予防のチラシや包括みなと主催の教
室のチラシをポスティングまたは電話でモニ
タリングする。

通年3回
5月　9月　1月

個別訪問　電話
保健師・主任ケアマ
ネを中心に全職種

C

1名は整形外科医師より機能訓練の指示を
受けた事で、6月より介護予防ケアマネジメ
ントが開始となった。
もう1名は5月に電話連絡にて、民生委員の
ひとり暮らし調査が実施された報告を受け
るなど、生活レベルを維持されている事を確
認している。 新規利用として後期1名登録
済。

保健師・主任ケアマ
ネを中心に全職種

C

ゴミ出しで1件継続中であり、福祉村担当者
よりゴミが出ていない等で連絡をくれたりと
適宜連携・相談を継続している。
9/27に新規事例1件決定。10/3より開始。

計画どおり。 B
11月より1件ゴミ出し新規開始し、今年度は
計2件新規開始となった。ゴミ出しで計3件と
なっている。

後期1名利用予定で
あることを確認した。

C

1名は介護予防ケアマネジメントを開始中で
あり、体調の変化なく継続できている。他、
地域サロン等の教室にも通うことができて
いる。また、フレイル予防パンフレットやみな
との体操教室のチラシの案内も行い、モニ
タリングを継続している。もう1名も、体調管
理をしながら毎日健康の維持のため、自己
で運動を継続するなど生活レベルは維持で
きている。
本年度、後期の通所Cに1名参加されている
が、慣れない場所であることや、精神的な
理由で一時中断されている。モニタリングを
行いながら、無理のない範囲で進めていく。

計画どおり。
キ　通所型サービスC　健康
チャレンジ複合型教室事業

【介護予防ケアマネジメント】

③適正な介護予防ケ
アマネジメントの実施

担当している介護予防サービス計画書のケ
アプラン点検を実施
【視点】
・利用者基本情報の聴き取り状況
・基本チェックリストの該当項目がプランに
反映されているか
・ケアプラン研修会の資料を参照

通年2回
所内ミーティングにて
前期1事例
後期1事例

所内 計画どおり。

コ　介護予防ケアマネジメント

主任ケアマネを中心
に全職種

C

7/28所内ミーティングにおいて、介護予防
支援のケースに関してプラン点検実施。職
員全6名のうち5名出席点検視点に加え、医
療系サービス利用の流れについても確認し
た。
委託における担当者会議出席（前期）
委託件数（前期）162件中、対面：10件、書
面：4件

委託ケースにおいて
も、サービス担当者
会議への出席や電話
連絡等を行い、委託
先と連携していること
を確認した。

C

3月所内ミーティングにおいてプラン点検予
定。
委託における担当者会議出席（後期）113件
中、対面5件：書面：2件(2/14入力時点)
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⑤介護予防、健康長
寿等に関する講座、
講演会の開催

健康講座開催　テーマは令和3年度と同様
に「栄養と運動」の予定
（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査より、
港地区では「低栄養状態」が市全体と比べ
て特に高くなっているため）

通年1回
須賀公民館2階ホー
ル

保健師を中心に全職
種

C
12月に計画どおり実施予定
チラシを配布準備、主要スポットに配布予
定。

計画どおり。 C

「栄養と運動」の講座を12月に予定していた
が、栄養の講座は1/25に福祉村が開催した
ため(参加12名)、3/9にベイサイドホールに
て「転倒予防のリハビリ」のテーマで開催予
定。

計画どおり。

⑦地域内でのフレイ
ル対策推進事業の充
実

①前年度フレイルチェック測定会　追跡
令和3年度対象者　継続　10人
②令和4年度フレイルチェック測定会実施
③フレイルサポーター養成講座の周知

①通年1回　6月
②通年1回　11月
③通年1人

①②須賀公民館
　2階ホール

③平塚市役所

保健師を中心に全職
種

C

①カムカムチャレンジ　令和3年度対象者　3
回目　6/8に須賀公民館にて測定会実施　9
名参加
②フレイルチェック測定会　11月実施予定
③前期該当者なし　後期該当者1名にて声
かけ中

計画どおり。 C

①前期に実施済み
②なぎさウォーキングフレイルチェック測定
会（11/18）実施　12名参加
③地域内にフレイルサポーターが一人誕生
した。

計画どおり。

計画どおり。

【一般介護予防事業】

ア　健康チャレンジ高齢者把
握事業

（２）地域で取り組む健康長寿へのチャレ
ンジ

④閉じこもり高齢者
の把握・支援

港地区民生委員と協力し、民生委員が独居
高齢者を定期訪問している中で、フレイル
の視点から気になるケースの情報をあげて
もらい、民生委員と合同家庭訪問や電話訪
問する。
（令和3年3月　港地区フレイルサポーター
が、民生委員児童委員向けに、フレイル研
修会実施済み）

通年5事例 個別訪問　電話
保健師・主任ケアマ
ネを中心に全職種

C

9/30入力現在、9名の民生委員より計12名
の情報提供と相談を受けた。6名は情報提
供・共有で電話対応、6名は合同訪問にて、
うち1名は不定期での見守り対象とし、うち1
名が総合事業申請にて介護予防ケアマネ
ジメント開始予定、うち4名が介護申請に繋
がり、1名は介護予防支援開始、もう1名は
介護認定となり、今後、支援内容を整理した
上で居宅ケアマネジャー紹介予定としてい
る。

エ　健康チャレンジ普及啓発
事業

オ　健康チャレンジに取り組
むための通いの場(サロン）の
開催支援

⑥サロンの開催支援

①包括サロン：【継続事業】港地区福祉村・
包括合同の運動サロン　港地区にある鍼灸
整骨院の柔道整復師が体操講師
②なぎさウォーキング：【継続事業】住民主
体の活動　健康チャレンジ体操実施　フレイ
ルサポーターと協働
③公園健康体操：【継続事業】千石河岸自
治会・港地区社協の協力で実施　千石河岸
近隣住民の閉じこもり予防
④パークサイドシニアクラブ：【継続事業】グ
ラウンドゴルフ通いの場　みなと職員が輪番
制で参加し、クラブメンバーの介護予防目
的　フレイルサポーターと協働
⑤マーガレットの会：【継続事業】フレイルサ
ポーター主体の活動　地域住民が体操講
師となり音楽に合わせリズム体操　みなと
職員が輪番制で参加

①～⑤通年

①第2木曜日　13：30
～14：30　年10回
②第3金曜日　9：00
～11：30　年10回
③第3木曜日　10：00
～10：30　年10回
④第3木曜日　隔月
年5回
⑤第4火曜日　隔月
年5回

①港ベイサイドホー
ル 2階大会議室

②須賀公民館
　2階ホール

③千石河岸汐崎公園

④湘南海岸公園など

⑤須賀公民館
　2階ホール

計画どおり。 C

4名の民生委員より計7件の相談あり、うち1
件は担当ケアマネ取り次ぎにて個別ケア会
議にも出席。2件は合同訪問し、うち1件は
ケアマネ取り次ぎ、1件は介護保険新規申
請して介護予防支援開始となった。残り4件
は連絡シートにて都度の情報共有を継続し
ている。

計画どおり。

コ　フレイル対策推進事業

保健師を中心に全職
種

C

①包括サロン　予定どおり実施
港地区町内福祉村ボランティア4人が運営
サポート（参加人数）
4/14（17人）、5/12（17人）、6/9（16人）、
7/14（18人）、8月休み、9/20（17人）
②なぎさウォーキングの会　予定どおり実施
新代表者（＝フレイルサポーター1期生）と
みなと看護師が健康チャレンジ体操実施
（参加人数）4/15（10人）、5/20（10人）、
6/10（10人）、7/15（10人）、8/19（12人）、
9/16（8人）
③健康公園体操　　予定どおり実施
4/21（20人）、5/19(15人)、6/16(24人)、7月8
月は休み、9/15（13人）
④パークサイドシニアクラブグラウンドゴル
フ
※今年前半は公園体操と日時が被り参加
が厳しいので欠席。後半は月2回実施となる
ので参加予定
⑤マーガレットの会　予定どおり実施
地域住民が体操講師となり音楽に合わせリ
ズム体操　みなと職員が看護師を中心に参
加
4/26（15人）、5/25（15人）、6/24（16人）、
7/26（15人）、8/23（14人）、9/27（14人）

計画どおり。 C

①包括サロン　予定どおり実施
港地区町内福祉村ボランティア4人が運営
サポート（参加人数）10/13（12人）11/10（12
人）12/8（9人）
②なぎさウオーキングの会　予定どおり実
施　新代表者（＝フレイルサポーター1期
生）とみなと看護師が懸鼓チャレンジ体操、
ゴム体操を実施（参加人数）9/16（11人）
10/21（9人）11/25（8人）12/16（9人）
③健康公園体操　予定どおり実施
10/20（17人）11/17（20人）12/15（19人）
④パークサイドシニアグラウンドゴルフ　シ
ニアクラブの住民が開催している。　公園健
康体操と日時が重複しない2.回のみ参加で
きた。12/8（7人）　1/12（6人）
⑤マーガレットの会　予定どおり実施
地域住民が体操講師となり音楽にあわせリ
ズム体操を実施10/25（19人）11/22（19人）
12/27（15人）
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２　相談支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

②センター職員研修
（A)センター機能強化
研修
（B)その他研修

（A）センター職員として専門性を高める研修
に参加し、所内で伝達研修を実施する。
（B）包括新任者・現任者研修及び認知症新
任者または現認者研修や外部研修に参加
し、所内での伝達研修を実施する。

（A）通年（随時）
（B）通年（随時）

（A)研修会場又はオ
ンライン
（B)研修会場又はオ
ンライン

全職種 C

（A）生活支援コーディネーター研修
6/28(看護師）
キャラバンメイト養成研修　7/5（看護師）
（B）包括管理者研修　8/31参加（社会福祉
士）

計画どおり。 C

（A）認知症疾患医療センター研修会　ACP
研修　11/11（認知症地域支援推進員）
法人事務基礎研修「コミュニケーション」
11/30（ケアマネジャー）
（B）包括初任者研修10/25・10/28（主任ケ
アマネジャー）

計画どおり。

⑤地域住民へのかか
りつけ医（医療機関）
や在宅医療に関する
普及啓発の実施

①【再掲】
【知名度向上】の方法に、かかりつけ医と在
宅医療の記事掲載
・みなと広報誌「みなとだより」発行
・ちいき情報局「港しおさいだより」掲載
・法人ホームページに活動報告掲載
②須賀公民館まつり　展示物に掲載

①通年
各方法1回ずつ

②2月　1回

①
・港地区自治会
・須賀公民館
・法人内
②須賀公民館

全職種 C

①・5月・9月に「みなとだより」発行　全戸配
布（5月・9月ともに4608部）
・「港しおさい便り」5月2回、8月2回、9月2回
掲載
・法人ホームページに活動報告を掲載した。
→5月、7月、8月（2回）、9月
②2月に実施予定

計画どおり。 C

①11月に「みなとだより発行全戸配布（4608
部）
「港しおさい便り」11月2回、12月1回、1月1
回掲載
法人ホームページに活動報告を掲載した→
11月（2回）、12月、1月
②2月の公民館まつりの相談ブースに展示
予定（2/17・19）

計画どおり。

・所内ミーティングの頻度を増やし、職員同士のコミュニケーションを取るこ
とで情報の共有はスムーズにできると同時に、職員間の連携もはかること
ができるようになり、対応の幅が広がった。
・地域資源マップを配布することで事業所同士が認識できるようになると
意見をいただいた。また港地区の資源の状況も共有できた。今後も定期
的に見直しを行い展開も検討していく。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・令和2年度に引き続き新型コロナウイルス感染拡大予防のために、対外的な活動の制限があったがオンラインの活用などで実施できたものもあった。
・緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出中も、総合相談件数は減少せず自宅訪問も感染予防を講じて行い対応した。
・問題を複数抱える複合型の相談が多く、1人の担当では限界があり2人体制でかかわるケースがあった。
・港地区の医療・福祉事業所を可視化した「相談資源マップ」の対象期間への聞き取りをほぼ終え、掲載事業所へ配布できる段階となった。
・令和２年度に新設したコロナ禍における匿名相談窓口「なんでも電話相談」を継続して相談を受ける体制を維持した。
・研修はオンラインで実施されるものが増えたので今年度は参加でき、所内でもフィードバックもできた。また所内職員における研修を行うことができた。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１地域ネットワークの充実

①多様化する相談内
容に対応できる体制
づくり及び包括支援
センターの知名度の
向上

【相談体制】
①相談受付を全職種対応できるように所内
カンファレンスを実施して共有する
【知名度向上】
②みなと広報誌「みなとだより」発行
③ちいき情報局「港しおさいだより」掲載
④法人ホームページに活動報告掲載

①週1回
②通年　3回発行　自
治会全戸配布
③通年　12回
④通年　6回

①所内
②港地区自治会
③須賀公民館
④法人内

・港地区は地域に医療・福祉の事業所が少なく住民も把握していないことが多いので活用しきれていないことがあ
る。
・コロナ禍もあり、高齢者よろず相談センターの啓発が進みにくく、知らない地域住民が多数である。また知っていて
も相談まで至らない場合もある。

・「相談資源マップ」を賛同された医療機関・福祉事業所へ配布し、
互いに認識しあい情報提供を行えるようにしていく。
・広報活動に力を入れる。チラシだけでなく、ホームページを充実さ
せたり、地域の様々な事業所を訪問する。

・所内における円滑な情報共有をはかるためにミーティングの実施回数を
増やし、ケースのことや所内の運営のことなども話し合う機会を設け同じ
方向を向いて仕事ができるように取り組むことができた。
・地域資源マップの配布は現在居宅事業所のみの配布にとどまっている
が、コロナ禍であまり交流が図れないので可視化されているマップが有効
という感想をいただいた。

C
32か所中　地区内の居宅支援事業所5か所
配布済
27か所は10月～12月に配布予定

事業所との関係性が
良好に築けているこ
とを確認した。

C
2/14日現在　地区内の32事業所中25か所
に配布済。2～3月で残7か所配布予定。

3月上旬に配布が完
了予定であることを
確認した。

計画どおり。
（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

ア　高齢者よろず相談センターの認
知度の向上

ウ　高齢者よろず相談センター向け
研修

（２）地域資源との連携強化

③支援における地域
包括ケアシステムの
ネットワークの構築・
活用

港地区の相談先（医療・介護・司法）などの
資源を可視化する為にまとめたマップを賛
同した事業所（32か所）へ配り、お互いの情
報の共有を促す。

通年 港地区 社会福祉士

全職種 C

①月2回実施で漏れなく共有できている。
②5月・9月に「みなとだより」発行　全戸配布
（5月・9月ともに4608部）
③「港しおさい便り」5月2回、8月2回、9月2
回掲載
④法人ホームページに活動報告を掲載し
た。→5月、7月、8月（2回）、9月

①月2回のカンファレ
ンスで漏れなく職員
間で共有できている
ことを確認した。
②③④計画どおり。

C

①月2回実施で漏れなく共有できている。
②11月に「みなとだより発行全戸配布（4608
部）
③「港しおさい便り」11月2回、12月1回、1月
1回掲載
④法人ホームページに活動報告を掲載した
→11月（2回）、12月、1月

C
2/14日現在　地区内の32事業所中25か所
に配布済。2～3月で残7か所配布予定。

3月上旬に配布が完
了予定であることを
確認した。

基本目標２－２医療・介護連携の推進
④医療機関（地域包
括サポート医、在宅
支援拠点薬局など）
や介護関係機関との
連携強化に向けた包
括独自の取組み

【再掲】
港地区の相談先（医療・介護・司法）などの
資源を可視化する為にまとめたマップを賛
同した事業所（32か所）へ配り、お互いの情
報の共有を促す。

通年 港地区 社会福祉士
（１）医療・介護連携推進のための支援

ウ　医療機関とのネットワークづくり
の推進

キ　市民への普及啓発の実施

C

【再掲】
32か所中　地区内の居宅支援事業所5か所
配布済
27か所は10月～12月に配布予定

計画どおり。
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３　権利擁護事業

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

②企業向け認知症サ
ポーター養成講座

認知症サポーター講座の周知活動および
開催依頼
湘南平塚モータースクール、サンドラッグ、
平塚交通（タクシー）に営業
企業の営業時間内で受講出来ない場合
は、営業終了後に対応する旨伝えていく

通年
（前期2か所）
（後期2か所）

各企業
認知症地域支援推進
員

C

企業向け認知症サポーター養成講座
6月サンドラッグに営業
8月湘南平塚モータースクール（自動車学
校）、平塚交通（タクシー会社）に営業

計画どおり。 C

・後期は2月に2件の企業（平塚交通・湘南
平塚モータースクール）を訪問し営業実施
・3月中にあいつぐ訪問看護ステーション職
員への認知症サポーター養成講座実施予
定

計画どおり。

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・令和２年度に引き続き新型コロナウイルス感染拡大予防のために、対外的な活動の制限があったがオンラインの活用などで実施できたものもあった。
・認知症サポーター養成講座と認知症予防教室を定期的に行うことができた。
・令和3年6月に配布開始となった「平塚市版エンディングノート」の活用普及啓発の為の講座を実施できた。
・緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出中も、総合相談件数は減少せず自宅訪問も感染予防を講じて行い対応した。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期）

認知症地域支援推進
員を中心に三職種

C

高齢者福祉計画

基本目標２－３認知症支援策の推進

①認知症サポーター
養成講座の開催

①須賀公民館と共催で港地区住民対象（特
に就労世代）に開催
②高浜高校・太洋中学校・港小学校に依頼
訪問（案内、小中学校向けテキスト持参）→
学校からの依頼により日程等調整
③市民向け講座

①通年2回
②各校　通年2回
　　　（前期・後期）
③通年1回 R5年1月

①須賀公民館
②高浜高校・太洋中
学校・港小学校
③須賀公民館

（８）取り組みに対する全体評価（年間）

・認知症における問題の相談が複合型を含め絶えずある。中には本人は介入拒否される場合も多く、対応に苦慮
することがある。
・8050問題のケースの相談も出てきているが、関係機関につながりにくく対応に苦慮している。
・コロナ禍の影響で、認知症理解の普及啓発や、認知症カフェの運営が滞った状態である。
・高齢者虐待や成年後見制度に興味を持つ人と持たない人の大きな差がある。

・認知症の対応について所内でもブラッシュアップを行い、柔軟な対
応ができるようにする。
・8050問題のような複合的なケースも実践時に対応できるように所
内で理解を深めていく。
・高齢者虐待や成年後見制度について地域で話す機会がある場合
に、伝え方を工夫する。

・認知症の対応に困惑した相談が常に入ってくるが、医療機関につなぐ
ケース、介護保険申請につなぐケースと所内で役割分担して対応できるよ
うになってきた。
・コロナ禍もあり、認知症予防教室や認知症サポーター養成講座はほぼ
実施することができたが、参加希望者の数がやや少な目で落ち着いてい
るので集客方法の検討の必要がある。
・認知症患者を介護している家族の茶話会の2回目を実施したが、参加者
には好評で今後も継続して欲しいと要望をいただいたので、家族の吐き出
す場としての茶話会にも意義があると考える。一方認知症患者本人が参
加する「認知症カフェ」としてのサロンには至っていないので、茶話会など
からどう発展していけるか検討の必要がある。

・認知症に関する相談は途切れなく来ており、ベースに認知症が原因とし
て存在するケースが増えている。所内の役割分担がスムーズになったこと
で様々な対応へつなぐことができた。
・認知症予防教室及び認知症サポーター養成講座は計画どおりに実施で
きている。定期的に実施していることとチラシを回覧することで周知されて
定着している。
・認知症家族の為の茶話会は参加者より今後も継続希望の声があがって
いる。家族支援としては効果がある企画なので次年度も取り組みを続けて
行く。しかし当事者参加の認知症カフェは実施できなかった。
・地域のケアマネジャー向けの虐待対応講座を開始して2年目になるが、
具体的な事を元にした内容と意見交換できる場として効果があった。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

計画どおり。

（１）認知症理解のための普及・啓発

①7/22（金）港地区住民対象（須賀公民館
共催）に認知症サポーター養成講座を開
催、4人受講しチームオレンジ研修受講の
希望もあり（後期は10/21（金）開催予定）
②7/20（水）神奈川県立高浜高校、平塚市
立太洋中学校、港小学校を訪問し、生徒、
児童向けの認知症サポーター養成講座に
ついて案内（案内文、テキスト持参）
③平塚市民向け認知症サポーター養成講
座をR5/1/27（金）に開催予定

計画どおり。 C

①10/21（金）港地区住民対象（須賀公民館
共催）に認知症サポーター養成講座を開
催、5人受講しチームオレンジ研修受講希
望。
②後期は1月に神奈川県立高浜高等学校、
平塚市立太洋中学校、平塚市立港小学校
を訪問し、生徒、児童向けの認知症サポー
ター養成講座について案内（参考資料：案
内文、テキスト持参）
③平塚市民向け認知症サポーター養成講
座をR5/1/27（金）に開催（企業からの申し
込みを含め9名参加）

イ　認知症サポーター及びチーム
オレンジメンバーの養成

①7/28(木)市民向けに認知症予防教室開
催予定であったが、講師（認推）が新型コロ
ナウイルスに感染したため延期⇒8/25(木)
開催14人参加。
②港地区住民向けに認知症予防教室（みな
と　主催）を毎月第4木曜日に開催
4/28（木）11人、5/26（木）14人、6/23（木）
13人、8/25(木)は市民向けに振替、
9/22(木)11人参加（初めて参加される方、リ
ピーターの方が楽しく行えるよう内容を工
夫）

認知症予防に特化し
た教室の立ち上げと
継続に努めており、
活動の場づくりと参加
者の把握ができてい
ることを確認した。

B

①市民向けの認知症予防教室は前期に開
催
②港地区住民向けに認知症予防教室（包
括みなと主催）を毎月第4木曜日に開催（1
月は会場の予約がとれず、2月と3月は祭日
と重なった為、第4水曜日の2/22・3/22に開
催予定）
10/27（木）9人、11/24（木）14人、12/22
（木）11人参加
身体を慣らすために柔軟体操を行い、初め
ての方にもわかりやすいようにコグニサイズ
については基本形から行う。リピーターの方
も飽きずに行えるよう「脳トレ体操」のプログ
ラムを毎回変えて実施。
新規の方を募集するため、毎月自治会の回
覧にて広報した。

認知症予防に特化し
た教室を立ち上げ継
続して開催している。
教室の内容を毎回変
えて参加書を増やす
取組みや周知活動を
していることを確認し
た。

（２）認知症予防施策の充実

③身近な場での認知
症予防教室の開催

①市民向け予防教室
②港地区住民向け予防教室(包括主催)
リピーター多いため、コグニサイズ中心にバ
リエーションを変えながら開催

①通年1回 R4年7月
②通年1回

①須賀公民館
②須賀公民館

認知症地域支援推進
員中心に全職種

B
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⑤認知症初期集中支
援事業の対象者を把
握し支援につなげる

①個別相談の中から抽出
②認知機能検査プログラムを実施、
対象者がいれば選定会議にあげる

①②通年随時
①相談の場
②所内・訪問先

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C
①②所内で多職種共同にて対応出来てお
り、9月までに該当ケースなし。初期集中支
援事業には上げていない。

計画どおり。
情報は個別相談、民
児協・予防教室・公園
体操等での把握を実
施できていることを確
認した。

C

①②について所内で多職種共同にて対応
出来ており、12月までに該当ケースは無く、
初期集中支援事業にはあげていない。
選定会議に参加し、他の包括から上がった
ケースについて、包括スタッフ、チーム員の
意見を聴取。交流会に参加。所内で初期集
中支援事業の講義を認知症地域支援推進
員が行い、事業の理解を深めた。

推進員が交流会に参
加し、その内容を包
括職員で共有し包括
職員全体で理解を深
めていることを確認し
た。

⑦成年後見制度の利
用相談体制の充実

①所内で成年後見制度活用の事例勉強会
を実施
②相談に必要な資料をまとめ、使いやすい
ように共有・常備する
③必要に応じ、法律相談を受ける

①年1回
②随時（整理は前期1
回・後期1回）
③必要時

①②所内
③高齢福祉課

社会福祉士 C

①12月のミーティングで実施予定
②前期は8月に実施。パンフレットや資料の
差し替えを行う。
③該当案件なし

計画どおり。 C

①1/25のミーティングで実施
②後期は2月に実施予定
③身寄りなし高齢者の不動産トラブルにつ
いて相談中

申立支援は今年度な
かったが、制度の利
用を検討している方
からの質問に応じた
ことを確認した。

⑧成年後見制度の普
及啓発の取り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

①自治会回覧新聞「みなとだより」や須賀公
民館ホームページなどに啓発の記事記載
②会合（民協定例会・サロン）などで講話を
行い啓発する
③認知症サポーター養成講座の権利擁護
パートで講義

①通年2回（前期・後
期）
②通年1回
③通年3回

①所内
②各開催場所
③認知症サポーター
養成講座会場

社会福祉士 C

①しおさい便り（5月）に成年後見制度の記
事を掲載
②4/7　マンション老人会（グレーシアパー
ク）にて終活の講座の中で実施
③7/22　認知症サポーター養成講座にて講
義（4人参加）

計画どおり。 C

①3月の「みなと便り」に成年後見制度の記
事を掲載
②12/9　民協定例会にて成年後見制度の
事例を話す
1/8　民協定例会にて成年後見制度のチラ
シを配布
③1/27　認知症サポーター養成講座にて講
義（9名参加）

計画どおり。

（３）認知症に対する早期対応体制の整
備

④認知症地域支援推
進員による専門的な
相談支援（若年性認
知症を含む）

電話、来所、相談者宅訪問により相談に応
じ、ケアパス等で認知症に関する情報提
供、受診の推奨、介護保険申請、認知症初
期集中支援事業へあげる等
認知機能検査の紹介
地域活動（認知症予防教室）の紹介

通年10件
・情報提供
・通いの場紹介
・受診勧奨
・認知症初期集中支
援事業

所内面談室
相談者宅

①認知機能検査の実施
10月から2月までに21人の方について実施
来所にて物忘れ相談プログラム2人実施
来所にてTDASプログラム対象者は0人
訪問にて物忘れ相談プログラム6人実施
訪問にてTDASプログラム対象者は1人
公民館祭り（2/17）にて物忘れ相談プログラ
ム13人実施（TDASは0人）
1人の方に脳いきいき講座を勧め希望され
るが、開催日（曜日）が都合に合わないとの
ことで、来年度開催時に再度連絡する。
広報については、自治会の回覧、個別相談
での案内、民事協、予防教室、包括サロン、
公園体操での案内、ケアマネから担当者へ
の案内、前年度受けられた方へポスティン
グ等にて行った。
②実施後の対応
認知機能検査実施の方全員を対象に、本
人の様子や生活環境、物忘れ、フレイルの
状況等について聞き取りを行い、必要に応
じて専門医の紹介、介護保険の申請、地域
事業の紹介等を行う（1人が専門医を受診、
3人が地域事業に参加）

後期は前半に比べて
新規の実施者が少な
いが、昨年度からの
実施者を含め、実施
後のフォローを丁寧
に行われていることを
確認した。

エ　成年後見制度の利用相談等

意見の相談に時間が
かかるケースが多
かったことを確認し
た。

ア　若年性認知症を含めた相談支
援

イ　認知症初期集中支援事業

ウ　認知機能検査の実施
⑥認知機能低下を把
握するための認知機
能評価機器の活用

①認知機能検査の実施
・公民館の広報で案内、チラシを作成し、地
域の会合や包括サロン、認知症予防教室、
公園体操などで配布
・ホームページ掲載(港しおさいだより)
・前年度までの実施者には個別案内
・ケアマネ等が担当利用者宅訪問時に、対
象となりそうな方に案内
②実施後の対応
・結果に応じケアパスを使い情報提供
・通いの場などの紹介、受診勧奨、認知症
初期集中支援事業にあげる等

50件/年

①通年50人

②通年50人

①②
所内面談室
相談者宅
マンション集会室
など

認知症地域支援推進
員中心に全職種

C

認知症地域支援推進
員中心に全職種

C

認知症に関する相談は9月までに42件
若年性認知症についての相談は0件
ケアパスを用い専門医の紹介、介護保険の
申請、地域事業（予防教室、包括サロン）の
案内、認知症等行方不明SOS申し込み、認
知機能検査を実施した。

計画どおり。 C

認知症に関する相談は10月から12月までに
34件（10月は9人、11月は14人、12月は11
人）
ケアパスを用いて説明。必要に応じ認知機
能検査を実施し、専門医の紹介、介護保険
の申請、地域事業（認知症予防教室、包括
サロン）の案内、認知症等行方不明SOSの
申し込みを行う。

オ　成年後見制度の利用支援等の
充実

①認知機能検査の実施：9月までに20人
来所にて物忘れ相談プログラム実施（9
人）、そのうちＴＤＡＳプログラム実施（1人）
訪問にて物忘れ相談プログラム実施（11
人）、そのうちＴＤＡＳプログラム実施（4人）
広報については、地区の回覧、個別相談で
の案内、民児協・予防教室・公園体操での
案内、ケアマネから担当者への案内、前年
度受けた方へ直接ポスティングにて行う
②実施後の対応：20人
認知機能検査実施者全員を対象に、ご本
人の様子（物忘れ、コロナ禍での生活、フレ
イルの状況）について聞き取りを行い、必要
に応じて専門医の紹介、介護保険の申請、
地域事業（通いの場）の紹介等を行う（2人
が専門医を受診、1人が介護保険申請、5人
が予防教室に参加）

計画どおり。
実施後のフォローが
個別で丁寧に行えて
いることを確認した。

C
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⑩認知症サポーター
養成講座修了者の育
成事業

令和3年度・4年度認知症サポーター養成講
座受講者（アンケートでステップアップ研修
を希望された方)を対象に個別に案内（チラ
シ・手紙をポスティング）

通年　1回
所内または
須賀公民館

認知症地域支援推進
員を中心に三職種

C

認知症サポーター養成講座修了者（前年度
修了者及び今年度7/22、10/21，R5/1/27
受講修了者）に個別案内にて募集し、後期
（2/25）にチームオレンジﾞ研修開催予定

計画どおり。 C

認知症サポータ養成講座修了者（前年度修
了者及び今年度7/22、10/21、R5/1/27受
講修了者）に個別に案内し、2/25（土）に
チームオレンジ研修を開催予定
受講者が集まりやすいように、同一日の午
前、午後に分け、昼食時間を長めにとって
開催予定

計画どおり。

⑪認知症カフェの実
施

認知症介護者（予防教室で介護者同伴で参
加されている家族等)に個別に案内
少人数で自由に話をしてもらう(座談会)
新型コロナ感染防止対策を講じて開催
新型コロナウイルスが終息したら茶話会形
式で行う。

通年2回
所内または
須賀公民館

認知症地域支援推進
員中心に全職種

C

6/30（木）に認知症介護者の茶話会として
開催：3名参加（次回10/19開催予定）
みなとの相談室にて新型コロナ感染対策を
講じて開催。
今後参加者、内容、開催場所について検討

計画どおり。
包括主催での認知症
カフェとして、家族の
居場所と交流から、
支援をしたことを確認
した。

C

10/19（水）、12/23（金）に「認知症介護者の
茶話会」として、包括みなとの相談室にて新
型コロナ感染対策を講じて開催。今後、参
加者、内容、開催場所、規模について検討
し次年度につなげる。
※茶話会参加者からは、今のように少人数
で集まり、日頃の思いを話せる場は継続し
てもらいたいとの声がきかれる

認知症介護者の茶話
会を継続して開催し
ている。次年度地域
の社旗資源を活用し
て認知症カフェを開
催予定していることを
確認した。

⑭高齢者虐待の相談
体制の充実

①所内にて虐待事例や振り返りの事例検
討会を実施（所内研修会）
②朝礼ケース報告・カンファレンス
③必要に応じ、法律相談を受ける

①通年2回（前期・後
期）
②通年（平日毎日）
③必要時

①②所内
③高齢福祉課

社会福祉士を中心に
全職種

C

①8/10月所内ミーティングでケースの振り
返りを行った。
②毎日朝ミーティングにて実施
③現在該当ケースなし

計画どおり。 C
①2/22に所内ミーティングにて実施予定
②毎朝ミーティングにて実施
③現在該当ケースなし

計画どおり。

⑮虐待を受けた高齢
者に対するケア体制
の充実

①通報を受けたら早急に実態把握、平塚市
高齢者虐待マニュアルに沿って対応
②必要に応じ、法律相談を受ける

①通年（随時）

②必要時

①所内　港地区

②高齢福祉課
全職種 C

①R4年7月より虐待疑い相談2件対応中(家
族が適切な介護を行わない・本人と家族が
不仲でトラブルになりそう)
②現在該当ケースなし

計画どおり。 C

①1/16に虐待疑いのケースとして個別ケア
会議を実施。
高齢福祉課にも報告の上、経過観察中。
②現在該当ケースなし

計画どおり。

⑯養護者に対するケ
ア体制の充実

①「なんでも電話相談」のチラシを配架し、
匿名電話相談を受けていく（令和３年度配
架事業所へ令和4年度も配架）
②法人ホームページ内の相談フォームより
相談を受け付ける
③養護者支援・相談のケースなど所内で共
有・振り返り行う（再掲　所内研修会）

①通年1回（追加は随
時）
②随時
③通年2回（前期・後
期）

①みなと地区
②所内
③所内

①社会福祉士
②担当職員を中心に
全職種
③社会福祉士を中心
に全職種

C

①「なんでも電話相談」のチラシを資源マッ
プの訪問時に配架した。現在3か所（ハート
ケア港、訪問看護ステーションひらつか看
護・居宅、おひさまケアプラン）に配架済
電話相談0事例
②毎朝メールフォームを確認、ミーティング
で共有
③前期9/28ミーティング内で実施（8050と虐
待のテーマ）

計画どおり。 C

①「なんでも相談電話」のチラシを医療機関
より聞き、相談の電話があり介護保険申請
につながったケースが1件あり。
②毎朝メールフォームを確認、ミーティング
で共有。
③・後期3月に所内ミーティングで実施予
定。
・以前虐待ケースで養護者として認定され
た方が認知症茶話会の中に参加中。当時
の虐待ケースは終結しているが、今後もリ
スクもある養護者であることより茶話会での
対応で支援継続している。

計画どおり。

（４）認知症高齢者の見守り支援

⑨認知症ケアパスの
普及

①個別相談で渡す
②認知症予防教室で渡す
③チームオレンジ研修で渡す
④シニア学級・須賀公民館まつり・港地区
福祉まつりで渡す
⑤認知症カフェで渡す
⑥薬局・診療所・介護事業所に配架
⑦看護大学校学生(認知症講義で渡す)

①通年随時
②講座12回
③通年1回
④通年4回
⑤通年2回（前期・後
期）
⑥随時
⑦通年1回

①相談の場
②講座開催場所
③研修開催場所
④須賀公民館・港ベ
イサイドホール
⑤所内または須賀公
民館
⑥薬局・診療所・介護
事業所
⑦みなと所内

計画どおり。
ア　権利擁護のための相談支援及
び普及啓発

イ　チームオレンジの体制整備

キ　認知症カフェの設置と支援

基本目標３－２権利擁護事業の充実

⑫終末期に向けた住
民への普及啓発

①福祉まつり・公民館まつりなどの地域の
催しで平塚市版エンディングノートを配布す
る
②個別相談の際に必要に応じてエンディン
グノートの活用を勧める

①通年1回
②必要時

①港ベイサイドホー
ル、須賀公民館
②面談室、訪問先

①②社会福祉士を中
心に全職種

認知症地域支援推進
員を中心に全職種

C

ケアパス配布数：9月までに63冊
①個別相談時に必要に応じ説明後渡す：21
冊
②認知症予防教室（地域住民向け）：29冊
③チームオレンジ研修：後期（2/25）開催予
定
④シニア学級他：後期に予定
⑤認知症カフェ（介護者の茶話会）6/30開
催：3冊
⑥配架：10冊（望星平塚クリニック5冊　須賀
公民館5冊）
⑦看護学生：後期に予定（10月）

計画どおり。 C

ケアパス配布数：10月から12月までに43冊
①個別相談時に必要に応じ説明後に渡す：
10冊
②認知症予防教室（地域住民向け）：14冊
③チームオレンジ研修：2月に実施予定
④須賀公民館祭り：2/17、2/19参加予定
⑤認知症カフェ（介護者の茶話会）：10/19、
12/23開催4冊
⑥配架：5冊（須賀公民館）
⑦看護学生：10冊

（１）日常生活を支える権利擁護事業の
推進

エ　終末期に向けた権利擁護推進
事業

C

①福祉まつり（9月）は中止。公民館まつり
は2月予定
②個人2件、民生委員の研修で講座1回（23
人参加）

計画どおり。

①12月の定例会にて実施
②1/27　認知症サポーター養成講座の中で
実施（9名参加）
③3月のしおさい便りに掲載予定
④・2/16に医療生協かながわ生活共同組
合の居宅ケアマネジャーに虐待対応講座を
実施予定
・港地区内の居宅支援事業所（3事業所）と
定期的に虐待講座を開催し制度や事例へ
の理解を深めているが3/14に実施予定。

①②③計画どおり。
④前期と同事業所に
対して、8050問題を
深める研修を行うこと
を確認した。

ア　高齢者虐待の知識等の普及啓
発

C
①2月の公民館祭り（2/17・19）にて実施予
定
②個人3件地域住民より希望あり配布。

計画どおり。

ウ　高齢者虐待の相談体制の充実

オ　虐待を受けた高齢者に対する
支援

カ　養護者への支援

①須賀公民館
②認知症サポーター
養成講座会場
③所内
④オンライン

①②③④社会福祉士 C

①1月の定例会にて予定
②7/22認知症サポーター養成講座の中で
実施
③2月のみなと便りに掲載予定
④前期は9/27に8050問題と虐待について
実施。（3事業所7名参加）

計画どおり。 C

（２）高齢者虐待防止のための取組
⑬高齢者虐待防止の
普及啓発に関する取
り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

①民協定例会での講和
②認知症サポーター養成講座の中で講座
③自治会回覧新聞「みなとだより」などに虐
待の記事掲載
④ケアマネ向け事例検討講座内で虐待対
応の啓発（港地区にある3事業所対象）

①通年1回
②通年3回
③通年1回
④前期1回・後期1回
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

・「連絡票」も活用しながら民生委員との連携ケースへの対応を行うことが
できた。
・民生委員、ケアマネジャー連絡会を実施することで両者とも連携したいと
感じていることがわかり、包括で連携を促すことができると役割の確認が
できた。
・年2回の「ネットワークみなと」も計画どおり開催できた。参加者の意見や
意向を出し合うことで会議の方向性が明確になって来た。参加者の考え
や思いも共有することができた。
・困難ケースにおける個別ケア会議を実施することができた。関係者の情
報を共有し、コミュニーションを取ることでチームとしての見守りができるよ
うになっている。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

・緊急事態宣言の時を除き、民児協やケアマネとの連絡会をエリア制で分けて少人数で実施する事ができた。
・令和2年度より実施している民生委員と包括みなととの連絡を取る手段として、「連絡シート」の運用の継続できた。
・令和2年度に引き続き、個別ケア会議に準じるカンファレンスを行った。居宅介護支援事業所のケアマネジャーや、平塚市役所福祉部の各課（高齢福祉課・障がい福祉課・生活福祉
課等）、精神保健機関（平塚保健福祉事務所・ほっとステーション等）と連携し、随時カンファレンスを開催したり、合同訪問するなどして、課題解決に取り組んだ。
・令和2年度同様、令和3年度においても緊急事態宣言中も解除後も、通年で新規相談が多く、居宅介護支援事業所へ引き継ぎおよび連携する事例は百数十件を超えた。
・小地域ケア会議は開催できなかったが、避難行動要支援者支援制度について、小規模な集まりを持ち、自治会・民生委員と検討を継続した。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１ネットワークの充実

①ケアマネジャーへ
の支援

①個別相談への対応と解決に向けた助言、
必要に応じた合同訪問と情報提供を行う。
②情報共有と意見交換の場として、居宅ケ
アマネと民生委員との連絡会を開催する
③包括主任ケアマネ連絡会として以下を開
催する。
1)事例検討会　2)勉強会

①随時
②年4回
③-1 時期検討中
年1回
③-2 時期検討中
年1回
※居宅連絡会と連携

①所内・各事業所・訪
問先
②港ベイサイドホー
ル、須賀公民館、包
括みなと
③検討中

・複数高齢者世帯、多世代同居世代の高齢者の相談も多く、二世帯で同居していても独居の環境の高齢者が多
く、フォーマルサービスでは生活支援が行き届きにくい場合も生じている。
・小地域ケア会議で継続検討している避難行動要支援者支援制度に関しては自治会ごとに運用への温度差があ
る。

・インフォーマルサービスの情報収集を積極的に行い、情報提供を
行うと同時にニーズも把握していく。
・自治会単位で避難行動要支援者支援制度を検討していきなが
ら、港地区全体の制度運用を繰り返し検討していく。

・一人暮らし調査も再開されているが、昨年に引き続き民児協－みなと間
の「連絡票」を活用し民生委員との連携ができている。調査に関わらず民
生委員とのコミュニケーションツールとして根付いた。
・今年度も感染対策を講じた上で民生委員、ケアマネ連絡会を実施予定
であるが、民生委員もケアマネジャーも連絡会に意義を感じており、可能
な限り対面で開催を希望している。
・H31年以来開催できなかった「ネットワークみなと」を対面にて開催でき
た。また今までの取り組みに対しての振り返りも行うことができ、コロナ禍
を踏まえた上での今後の「ネットワークみなと」の方向性を再確認できた。

①10/19居宅ケアマネ、10/25病院ソーシャ
ルワーカーからの相談で2件開催。2件共に
経過を見守っており、今後は必要に応じて
随時開催となった。12/23居宅ｹｱﾏﾈより1件
相談中。R5.1/16開催した。また、R5.1/10圏
域の居宅介護支援事業所に、地域ケア個
別会議の説明・協力依頼を文書にて改めて
行った。
②後期11/28(月)須賀公民館にて開催。自
治会長、地区社協会長、市社協職員など計
15名出席。各自治会での課題を共有した。

計画どおり。

イ　地域ケア会議の開催

計画どおり。

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

イ　ケアマネジャーとの連携強化支
援

（２）地域資源との連携強化

②地域ケア会議（個
別ケア会議、小地域
ケア会議）を開催する

①個別ケア会議
・居宅ケアマネからの要請に応じて開催す
る。
・関係機関と開催の必要性の検討及び開催
の提案や助言を行う。
②小地域ケア会議
・福祉ネットワークみなとを開催し、地域内
での防災についての話し合いを継続する。

①随時
②年2回

①所内・各事業所・須
賀公民館・港ベイサ
イドホール
②須賀公民館・港ベ
イサイドホール・所内

①②
主任ケアマネ中心に
全職員

C

①全職種
②③主任ケアマネ中
心に全職種

C

①連携を含めた居宅紹介38件(7/22入力現
在)支援拒否ある認知症、癌末、退院支援
などで居宅ケアマネと協働した。(ケアマネ
から相談で連携:12件)
②5/13港民協定例会に出席し、今年度開
催に向けて相談した。5/17港民協副会長と
打ち合わせを行った。6/17にケアマネ9事業
所へ案内配布。5事業所から出席の返信が
あった。9/14開催(民生委員:5名,、ケアマ
ネ:3名、包括職員:1名、計9名参加)、9/28開
催(民生委員:7名、ケアマネ:5名、包括:2名、
計14名参加)で、ともにベイサイドホールで
行った。
10/12・10/26ベイサイドホールにて開催予
定。
③包括主任ケアマネ連絡会の担当チーム
中心に、勉強会:10/18Zoom開催、事例検討
会:1月開催で準備を進めている。

計画どおり。 C

①後期、連携を含めた居宅紹介18件(1/11
入力現在)ケアマネからの困難ケース相談3
件の内、2件は個別ケア会議開催へ繋がっ
た。
②第3回10/12ベイサイドホールにて開催
し、民生委員5名とケアマネ3名、包括1名の
計9名出席。第4回10/26ベイサイドホールに
て開催し、民生委員6名とケアマネ2名、包
括2名の計10名出席。R4年度連絡会総括と
して、11月民生委員定例会と12月参加居宅
8事業所へ報告書配布にて、各会の内容共
有を行った。
③包括主任ケアマネ連絡会として、
10/18Zoomにて「ヤングケアラー」をテーマ
に勉強会開催し、66名参加あり。事例検討
会は書面開催とし、1/10に圏域居宅3事業
所へ書面配布を完了した。38事業所参加。

①居宅ケアマネからの要請なし。個別ケア
会議としての開催は無かったが、必要に応
じてケアマネや民生委員との協働・情報共
有を継続して行っている。(民生委員とケア
マネを繋げたケースとして2件)
②前期6/27(月)須賀公民館にて開催。港地
区の市議会議員や自治会長など計17名出
席。今後の会議の展開について話し合っ
た。後期11/28(月)開催予定。

計画どおり。 C
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平塚市地域包括支援センターゆりのき　　令和４年度事業計画書及び評価表

１　介護予防ケアマネジメント事業等

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

（1）民児協の会議やサロン等での声掛けで閉じこもり高齢者の情報を得ら
れるようになったが、原因は複合化しており、包括だけでの解決が難しく
なっている。
（2）日頃から地域との関係が深い自治会や民生委員、公民館等と連携を
とり、サロン等への参加を声掛けしてもらう事で新たな参加者を得ることが
出来た。
（3）民生委員や薬局、医療機関からの紹介で相談が増えてきたが、問題
が本人だけではなく家族や親族、隣人にも及ぶことがあり解決にあたって
関係者が集まりケース会議を実施するようにした。
（4）地域で自主的に継続出来るサークル等の立ち上げを住民と一緒に
なって試みているが、まだ実施には至っていない。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

ゆりのき予防サロンの開催場所を公民館やマンション等に分散開催することでコロナ禍ではあったが多くの参加者を募ることができた。フレイル予防教室から自主グループも立ち上げ
ることが出来、自主グループを通じてカムカム教室など新たなフレイル予防事業の展開に繋がった。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策 （６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

高齢者福祉計画

基本目標１－１健康長寿へのチャレンジ

①総合事業における
多様なサービスの利
用促進

アセスメントや基本チェックリストを行った上
で、介護保険だけでなくゆりのきや地域で開
催されるサロン、通いの場等の情報提供を
行う。また、生きがい事業団や福祉村の住
民主体の生活援助を活用する。

通年 担当エリア

コロナ禍であったがゆりのき予防サロンを地区の公民館等で開催することで、今まで移動手段がなく参加が難し
かった人も気軽に参加出来るようになった。一方でサロン等に参加しない「閉じこもり高齢者」等の把握と、ゆりのき
予防サロンの情報等をどのように届けるか、どのように参加を促すかが課題となっている。今後、地域の中で気軽
に集まれる居場所づくりも検討の必要がある。

（1）ひとり暮らしの高齢者調査及び民生委員や薬局・医療機関と連
携し把握する。
（2）包括、民生委員、薬局、医療、地区関係者等が相互に連携し、
情報提供ができるネットワークを構築する。
（3）民生委員や薬局・医療・地区関係者等から直接閉じこもり高齢
者等に声掛けをしてもらう。
（4）公的サービス以外の居場所づくりをどのように行うか地域と話
し合う。

（1）民児協の会議やサロン等で閉じこもり高齢者についての情報提供を
依頼することで、多くの情報が地域から入るようになった。
（2）URコミュニティや公民館など地域と密着した機関から募集をかけるこ
とで、新しい人の参加が増えた。
（3）民生委員や医療機関等から参加を促したことをきっかけに認知症、家
族問題、虐待など見えづらい問題を発掘することが出来た。
（4）公的サービス以外に身近な場所での居場所づくりを試みた。

計画どおり。

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

【介護予防・生活支援サービス事業
通所型サービス】

②通所型サービスC
の利用者の利用後の
フォローについて

通所型サービスC終了後、訪問によるモニタ
リング、評価を行い、地域のサロンや運動
教室、通いの場などの情報を提供し、支援
に繋げていく。

通年 担当エリア 全職員 C

令和3年度11月期の参加者1人について
は、独自型通所サービスでの継続利用を希
望され、現在も利用中。電話や訪問でのモ
ニタリングを行っている。令和4年度7月期も
1人利用に繋げることが出来、事業所や、自
宅を訪問しモニタリングを実施している。

全職員 C
アセスメント・基本チェックリストを行い、総
合事業、生活支援サービス、ゆりのき予防
サロンなど案内している。

計画どおり。 C

アセスメント・基本チェックリストを行い、総
合事業、生活支援サービス、ゆりのき予防
サロン等案内している。現在、年間を通して
ケアマネジメントBが6件（継続4件：訪問型
サービスA（委託）、新規2件：通所型サービ
スC】、ケアマネジメントCが継続で1件（訪問
型サービスB）繋がっている。

通所型サービス（独
自）の継続について、
本人の希望と身体状
況を考慮した結果で
あることを確認した。
また、通所Cについ
て、後期1名利用予定
であることを確認し
た。

B

令和4年度7月期の参加者1人については、
初回と最終日に事業所を訪問し見学の後、
モニタリングを実施した。終了後も電話や訪
問でモニタリングを実施している。令和4年
11月期の参加者1人についてもモニタリング
を実施しながら通いの場への参加を促して
いる。

後期1名通所Cにつな
げ、前期、後期ともに
通所C利用後にデイ
サービスの見学やモ
ニタリング、電話等
フォローしていること
を確認した。

キ　通所型サービスC　健康
チャレンジ複合型教室事業

計画どおり。

コ　介護予防ケアマネジメント

全職員 C

サービス開始時、更新時、サービス変更時
のサービス担当者会議開催時は出席する
よう努めている。委託件数は9月末現在45
件で前期会議出席は10件。ケアマネジメン
トBCは提供事業者からの要請があった場
合は契約時に立ち会っている。
（1）介護保険だけでなく、地域のサロンや福
祉村、福祉会館などの居場所情報について
提供している。また、ゆりのき地区の民間配
食サービスと連携をとり、民間配食サービス
一覧表を作成し、食事面で心配な方に配布
している。
（2）毎朝ミーティングでケースの支援方法に
ついて多職種で話し合っている。また、困難
ケースが増えているため、ケース検証をす
る時間を木曜日に設けている。

委託ケースにおいて
も、サービス担当者
会議への出席や電話
連絡等を行い、委託
先と連携していること
を確認した。

C

前期同様、サービス開始時、更新時、サー
ビス変更時のサービス担当者会議開催時
は出席するよう努めている。委託件数は12
月末現在43件。後期の会議出席は6件。ケ
アマネジメントBは提供事業者の要請があっ
た場合は契約時に立ち会っている。後期ケ
アマネジメントCにつなげたケースはなし。
（1）前期同様に実施しているが、後期は民
間の見守りサービスの情報収集に特化し、
情報提供することで2件つながった。
（2）前期同様に毎朝ミーティングでケースの
支援方法について多職種で話し合ってい
る。また困難ケースについては木曜日に
ケース検証を実施している。

【介護予防ケアマネジメント】

③適正な介護予防ケ
アマネジメントの実施

アセスメントや基本チェックリストを行った上
で、自立支援に向けた多様なサービや社会
資源を活用したケアマネジメントを実施。
（1）アセスメントや基本チェックリストの結果
を基にミーティングで話し合いサービス及び
社会資源の提供を図る。
（2）毎朝ミーティングで相談内容を共有し、
毎週木曜日にケースの支援経過を確認して
いる。

通年 担当エリア
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⑤介護予防、健康長
寿等に関する講座、
講演会の開催

専門職による講話や教室を開催し市民自ら
が健康に対して関心を持ち行動変容を図れ
るようにする。

年5回
平塚栗原ホーム、中
央公民館、崇善公民
館、松原公民館

保健師 C

・「甘くみてはいけない基礎疾患」5/12栗原
ホーム　講師：川口医院院長　参加者9人
・「自宅で出来る薬の管理について」7/21栗
原ホーム　講師：岡本薬局薬剤師　参加者
12人
・「毎日のちょっとした運動で転倒予防」6/7
崇善公民館　講師：運動指導員　参加者27
人
・「LaLaLaゆりのきsong」6/15栗原ホーム
講師：音楽療法士　参加者12人
・「フレイル予防体操教室inコンフォール」
6/23コンフォール　講師：市保険年金課職
員　参加者10人
・「フレイル予防教室」6/28松原公民館　講
師：運動指導員　参加者42人

計画どおり。 C

出来るだけ市民と専門職が交流する機会を
作るため、1年間を通じて専門職及び看護
学生などに健康に関しての講話を依頼して
教室を開催した。
・転倒予防教室～踏ん張る力を付けよう～
R5年1/11平塚栗原ホーム　講師　ニッショ
ウスマイルステーション茅ケ崎　参加者7人
・ラララ♪ゆりのきsong♬R5年3/16予定　平
塚栗原ホーム　講師　音楽療法士
・介護知らずで生きよう！！～これからも健
康でいるために～R5年2/28予定　平塚栗
原ホーム　講師　神奈川県立平塚看護学校
3年生6人

計画どおり。

⑥サロンの開催支援
通いの場に出向き、介護予防の情報提供
及び運営に関するサポートを行う。

随時 担当エリア 保健師 C

・「URコミュニティ・平塚市共催：コンフォール
平塚フレイル測定会」5/26コンフォール集会
室　参加者15人　看護実習生：国際医療福
祉大学4年生2人と平塚看護大学校3年生7
人を受け入れ、フレイルについて勉強をす
るとともに、学生自らが企画し、サロン等で
地域に向けてフレイルについて発表する場
を設ける。（7/15コロナ感染状況で中止、令
和5年2/28予定）
・ゆりのき通いの場は9団体ある。そのうち1
団体（スマイル）は市のフレイル事業に協力
している。各団体の運営状況の確認は後期
に行う予定。

計画どおり。 C

コロナでの活動制限が緩和されたため、新
規の通いの場を訪問し、活動状況の確認を
行った。継続の通いの場については、今後
確認をする予定。
新規：12/9湘南女子　12/14崇善ゲートボー
ルの会
継続：ゆめクラブ崇善西地区（リズム体操・
囲碁将棋サロン・グランドゴルフ）松原老人
クラブ連合会（健康麻雀クラブ・勉強会・松
原囲碁クラブ・松原混声合唱部・松原リズム
体操部・松原グランドゴルフ部・松原バード
ゴルフ部）・ひまわり・平塚湘南会・スカイフ
ラッグG・G・C・べタンク愛好会

計画どおり。

⑦地域内でのフレイ
ル対策推進事業の充
実

栄養・運動・社会参加をテーマに、市民自ら
が「気づき、改善する」ために地域の関係者
と連携を図り、フレイル推進事業の展開を
図る。

年2回
平塚栗原ホーム、中
央公民館、崇善公民
館、松原公民館

保健師 C

定期的に開催している通いの場に予防教室
のチラシを配布し、参加につなげた。
・「カムカム教室」4/25栗原ホーム　自主グ
ループ13人
・「フレイル講話」5/20松原公民館　いてふ
の会10人
・「オーラルフレイル講話」6/10松原公民館
松原老人会55人
・「オーラルフレイル講話」6/17松原公民館
会　ひとり暮らし給食会9人
・「介護保険について」6/21松原公民館　い
てふの会10人
・「健康相談」7/20崇善公民館　ふれあい交
流サロン19人

計画どおり。 C

1年間を通じてオーラルフレイルを含めたフ
レイル事業を実施した。また、歯科医師会と
連携し、訪問歯科診療について、地域のサ
ロンや老人会の集まり等で資料を配りなが
ら普及啓発を行った。後期では崇善地区社
協と公民館の事業でカムカム教室の開催を
調整した。
・「噛むための工夫の話」11/25須賀新田シ
ニア倶楽部　参加者8人

計画どおり。

【一般介護予防事業】

ア　健康チャレンジ高齢者把
握事業

（２）地域で取り組む健康長寿へのチャレ
ンジ

④閉じこもり高齢者
の把握・支援

（1）ひとり暮らしの高齢者調査及び民生委
員や薬局・医療機関と連携し把握する。
（2）包括、民生委員、医療、地区関係者が
連携して情報提供が出来るネットワークを
構築する。
（3）民生委員や薬局、医療、地区関係者等
から直接閉じこもり高齢者に声掛けをしても
らう。
（4）公的サービス以外の居場所づくりにつ
いて地域と話し合う。

通年 担当エリア 全職員 C

（1）民児協の会議に出席し、連携の必要性
について共有している。ひとり暮らし調査よ
り民生委員から閉じこもりがちな高齢者の
相談が増えている。崇善：4/9、6/11松原：
4/13、6/8
地区内の薬局や医療機関に、ゆりのき大名
刺、ゆりのきチラシを配布することで、連携
の依頼をしている。医療機関18件、薬局10
件配布。
（2）ゆりのき地区の民間配食サービス一覧
の作成を通じて、民間配食サービス事業所
と閉じこもり高齢者の情報や支援について
連携をとるネットワークづくりをしている。
（3）ゆりのき大名刺、ゆりのきチラシを民生
委員、薬局、病院等に配布し、気になる人
がいた場合に、ゆりのきの存在を伝えても
らうように依頼している。また、ゆりのきたよ
りを掲示、配布してもらうことで、予防サロン
やフレイル測定会等への参加を促しても
らっている。
（4）小地域ケア会議において高齢者の居場
所、高齢者のやりがい、活躍の場について
話し合う。崇善：5/13　松原：7/19

計画どおり。

エ　健康チャレンジ普及啓発
事業

オ　健康チャレンジに取り組
むための通いの場(サロン）の
開催支援

コ　フレイル対策推進事業

A

（1)民児協の会議に出席し、見守り体制の
連携を依頼するとともに、消費者被害防止
の資料や、民間企業を含めた見守りサービ
スの資料等の情報を提供した。崇善：1/14
松原1/11
地区内の医療機関18件、薬局10件、市役
所、福祉会館、平塚保健福祉事務所、中央
公民館、民間集合住宅にゆりのき紹介チラ
シやゆりのきたよりを掲示してもらうことで、
相談窓口であることの周知が出来ている。
それに伴い民間集合住宅の管理窓口から
は、心配な高齢者の情報が4件、福祉会館
からは2件、くらしサポートからは1件、民生
委員からは19件、新規情報として寄せられ
ている。
（2）民間配食サービス一覧を作成し、民間
配食サービス事業者10社と閉じこもり高齢
者等の見守りについて連携をとっている。安
否確認が出来ない等の連絡が3件あった。
民生委員と連携をとって見守りをしている
ケースが52件あった。その他福祉会館、南
部福祉会館、地区内2件のマンションの管理
人とは、随時、心配な高齢者についての情
報共有をしている。
（3）心配な方にはゆりのきたより、ゆりのき
チラシを直接、民生委員他から手渡ししても
らい、ゆりのきの存在を伝えてもらってい
る。
（4）小地域ケア会議、崇善ふれあいサロン
等で地域づくり、居場所づくりについて住民
自身に考えてもらう場を作った。
・崇善：5/13、8/12、11/11、令和5年2/10
 松原：7/19、10/18、令和5年3/14予定
・崇善ふれあいサロンにて「高齢者に優しい
崇善地区」　2/15

民間配食サービス一
覧の作成や民間配食
サービス事業所10社
と連携して行う閉じこ
もり高齢者の見守り
は包括独自の取組み
であり、安否確認が
できない等連絡、相
談しやすい関係づくり
ができているため、A
評価とした。
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２　相談支援業務

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

（１）支援が必要な当事者、または心配している地域の人の相談先である包括の存在がまだ十分に届いていない。
（２）経済苦や精神障がい、認知症などいくつもの課題を抱えた家族が増えており、包括だけでは解決できず、専門
機関や地域の協力が必要となってきている。

（１）相談先が包括であることを、分かりやすく地域に普及していく必
要がある。
（２）複雑化する相談内容に対して、必要な専門機関と一緒に支援
方法について検討し、支援にあたる体制づくりをする。

（1）相談先がゆりのきであることを広く周知してもらうために、ゆりのきオリ
ジナルチラシを作成した。現在、ゆりのき大名刺とともに薬局、医療機関、
民間配食サービス事業所等に配布している。後期に向けて商業施設やコ
ンビニにも配布予定。心配な人がいたときに、ゆりのきに一報入れてもら
うこと、相談先としてゆりのきという存在があるということを住民に伝えても
らうように依頼している。実際に薬局、医療機関から心配な人の情報提供
が入っている。また、集合住宅の管理人にゆりのきを紹介されたといって
住民からの連絡も入っている。
（2）複雑化する相談は、相談支援連絡会の関係機関を活用して、一緒に
相談を受けたり、訪問するなどの支援にあたっている。

(1)閉じこもりがちな高齢者に、ゆりのきが相談先であることを周知するた
め、ゆりのきオリジナルのチラシをパウチ加工して、医療機関、薬局、商
店、コンビニに計50枚配布し掲示のお願いをした。配布先には、地区の高
齢者の現状を説明し必要性を感じてもらった。また、集合住宅の管理人と
連携することで、心配な人の情報提供が入るネットワークを作っている。一
方で、地域の社会資源等に参加出来ている高齢者には、ゆりのきが相談
先であることを伝えるために、地域のサロンや集まりの場にゆりのき職員
が積極的に出向いて話しをするように心掛けた。
(2)相談支援連絡会の関係機関及び、保健所、ほっとステーション、はた
らっく・ひらつか等と情報共有を図り、複雑化するケースに複数で支援出
来る体制を作っている。また、高齢者に限らず、幅広い年齢層に対応出来
るように就労移行、支援事業所等とネットワークを作っている。

複雑化する困難ケースの増加に対して、重層的支援体制構築のため専門機関が連携して支援することができるように、市社協地区担当、成年後見利用支援センター、くらしサポート、
あんしんセンター、包括が月1回集まり支援方法について検討する「相談支援連絡会」を始めた。それにより、経済苦や精神障がい等の問題を含む家族を丸ごと支援していく体制が整
いつつある。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策

くらしサポート等さま
ざまな機関と「相談支
援連絡会」を開催し、
困難ケースの解決に
向け連携していること
を確認した。

B

（1）ゆりのきを周知するため、パウチ加工し
たオリジナルチラシを作成し、医療機関18
件、薬局10件、コンビニ18店に配布した。ゆ
りのきたよりは医療機関、薬局、関係機関
の他、各地区の自治会の回覧板で回覧し、
ちいき情報局に掲載。（計1419枚）。地区の
サロンや老人会の集まり、関係機関の研修
等には積極的に参加し、ゆりのきが相談窓
口であることを地区の関係者や高齢者にも
伝えた。
崇善ふれあい交流サロン7/20、10/19、令
和5年2/15
松原ひとり暮らし給食会5/20、6/17、7/15、
8/19、9/16、12/16、令和5年1/20、2/17
松原いてふの会6/21、11/15、
令和5年2/6
松原須賀新田シニアクラブ8/26、11/25、
令和5年2/24
松原地区社協理事研修会12/3
松原老人クラブ新年会　令和5年1/13
（2）多用化する相談内容に対応する体制づ
くりとして、各機関との連携強化に務めてい
る。後期はケースごとに関係機関が集まり、
実際のケースについて包括、CSW、くらしサ
ポート、あんしんセンター、成年後見セン
ターの連携を強化している。10/4、10/6、
10/14、11/9、11/10、1/19、1/25。また、相
談支援連絡会で相談管理システムを活用
し、支援の連携が必用なケースについて随
時、情報共有や支援内容のアドバイスが出
来る体制づくりをしている。

前期に引き続き、相
談支援連絡会の開催
やチラシの配布等、
計画以上に取り組ん
でいることを確認し
た。

（６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１地域ネットワークの充実

①多様化する相談内
容に対応できる体制
づくり及び包括支援
センターの知名度の
向上

（1）地域の商業店舗やコンビニを回り、包括
のチラシを配布することで、包括の存在を広
く周知し、連絡が入るような体制を作る。
（2）月1回「相談支援連絡会」を開催し、市社
協、くらしサポート、あんしんセンター、包括
が連携して困難ケースにあたるようにする。

（1）随時
（2）月1回（計12回）

（1）担当エリア
（2）平塚市福祉会館

（1）全職員
（2）社会福祉士

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

ア　高齢者よろず相談センターの認
知度の向上

B

（1）ゆりのきオリジナルのチラシを作成し
た。現在、医療機関、薬局、民間配食サー
ビス事業所に配布し始めている。後期に向
けて商業店舗、コンビニに配布予定。
（2）「相談支援連絡会」を毎月開催し、困難
ケースに連携してあたっている。また、各セ
ンターの最新の情報を得ることで職員のス
キルアップにつなげている。4/20、5/24、
6/21、7/28、8月実施なし、9/27。実際に複
雑化するケースに関して、他機関と一緒に
訪問したり、相談の場を設けることが増えて
いる。
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②センター職員研修
（A)センター機能強化
研修
（B)その他研修

（A）重層的支援体制に必要な知識を得る。
（B）包括初任者研修、現任者研修、認知症
に関する研修等積極的に受講する。

（A）年1回
（B）未定

（A）平塚栗原ホーム
（B）未定

全職員 C

（A）後期予定
（B）6/12女性のひきこもり支援について・社
会福祉士参加、崇善公民館。
6/13高齢者介護・看護のための医学基礎
知識・認知症地域支援推進員参加・WEB開
催。

計画どおり。 C

（A）3/22ひとり暮らしの終活に向けての支
援を考える（仮）予定　ゆりのき職員対象
講師：NPOら・し・さ
（B）7/22脳と身体の体操リーダー養成講座
（認知症推進員）
9/5松原福祉村主催　血圧についての勉強
会（保健師）
9/10認定調査員現任研修（介護支援専門
員4名）
9/22包括的な支援体制及び重層的支援体
制構築課題（社会福祉士）
9/30ひらつか市民活動センター防災座談会
（社会福祉士）
11/25包括機能強化研修（職員5名）
11/25法テラス　特定援助対象者法律援助
（社会福祉士）
11/29高齢者向け住まいにおける適切なケ
アマネジメントに向けて（介護支援専門員2
名）

計画どおり。

⑤地域住民へのかか
りつけ医（医療機関）
や在宅医療に関する
普及啓発の実施

（1）地区エリアの医療機関に講話を依頼す
る。
（2）ゆりのきたよりで「かかりつけ医」につい
て周知する。

（1）年1回
（2）年1回

（1）平塚栗原ホーム
（2）担当エリア

保健師 B

（1）「甘くみてはいけない基礎疾患」5/12
講師：川口医院院長　参加者9人。「自宅で
出来る薬の管理について」7/21　講師：岡本
薬局薬剤師　参加者12人。
「薬の管理について」9/10、参加者：崇善民
生委員、ケアマネジャー27人
　「（薬の管理について」9/14、参加者：松原
民生委員、ケアマネジャー16人
（2）ゆりのきたより10～12月号

年1回予定の地区エ
リア医療機関の講話
を既に4回実施してい
ることを確認した。
また、ゆりのきたより
を作成していることを
確認した。

B

（1）令和5年2/24松原地区須賀新田シニア
クラブより「補聴器」について講話の依頼が
あり、事業所と薬局との協力で行った。参加
者10人。
（2）前期実施済み

後期にも講話を行っ
ており、年間をとおし
て地域住民に対して
多くの講話の実施を
確認した。

ウ　高齢者よろず相談センター向け
研修

計画どおり。 B

（1）松原：小地域ケア会議開催10/18、令和
5年3/14予定。自治会、民児協、地区社協、
老人クラブ連合会、福祉村、公民館、市社
協、地域の介護事業所、訪問診療所、ほっ
とステーションで構成。松原地区の関係団
体からの情報共有と「松原ながらみまもり運
動」の普及方法について話し合い、その結
果、江陽中学校の生徒にデザインを依頼
し、見守りバッグを作成した。また、見守りポ
スターを作成し、老人クラブ会員68人にアン
ケートを行った。
崇善：小地域ケア会議開催11/11、2/10。
自治会、民児協、地区社協、公民館、ＮＰＯ
団体、市役所協働推進課、市社協で構成。
崇善地区に次々と建設されるマンションに
関わる問題について（自治会の加入、防
災、閉じこもり、安否確認）話し合っている。
また、高齢者の居場所づくりや移動支援、
福祉村の必要性等を話し合っている。
（2）松原：福祉村の通学路安全見守りボラ
ンティアの人材不足について、高齢者のや
りがいや、居場所づくりについて話し合って
いる。10/18、令和5年3/14予定
（3)前期に実施済み

計画どおり。

基本目標２－２医療・介護連携の推進

④医療機関（地域包
括サポート医、在宅
支援拠点薬局など）
や介護関係機関との
連携強化に向けた包
括独自の取組み

医療機関よりフレイル予防の必要性のある
方や介護保険の必要性のある方などをゆり
のきに案内してもらえるようにネットワーク
づくりに取り組む。
（1）地区の薬局とネットワーク構築について
話し合う
（2）地区の医療機関を訪問しゆりのき予防
教室等の情報提供をする。
（3）ケースを通じて主治医、薬局を訪問し関
係を構築する

（1）年1回
（2）随時
（3）随時

担当エリア
保健師を中心とした
全職員

（２）地域資源との連携強化

③支援における地域
包括ケアシステムの
ネットワークの構築・
活用

（1）小地域ケア会議から出た地域の課題に
対して、各種団体及び地域住民が一緒に取
り組む体制を作る。
（2）協議体会議に参加し、一緒に地域の支
援体制づくりをする。
（3）地区民生委員とケアマネジャーとの交
流会を開催する。

（1）松原地区年4回
　　 崇善地区年4回
（2）松原地区年4回
（3）松原地区年1回
　　 崇善地区年1回

（1）松原分庁舎
　　 崇善公民館
（2）松原分庁舎
（3）松原公民館
　　 崇善公民館

（1）（2）社会福祉士
（3）主任介護支援専
門員

C

（1）松原：小地域ケア会議開催4/19、7/19。
自治会、民児協、地区社協、老人クラブ連
合会、福祉村、公民館、市社協、地域の介
護事業所、訪問診療所、ほっとステーション
で構成。「松原ながら見守り運動」普及につ
いて話し合っている。
崇善：小地域ケア会議開催5/13、8/12。自
治会、民児協、地区社協、公民館、NPO団
体、市役所、市社協で構成。福祉村の立ち
上げについて、次世代を地域に取り込む方
法について話し合っている。
（2）松原：福祉村の人材不足、居場所づくり
について話し合っている。4/19、7/19
（3）崇善：9/10、27人　松原：9/14、16人

（１）医療・介護連携推進のための支援

ウ　医療機関とのネットワークづくり
の推進

キ　市民への普及啓発の実施

B

（1）ゆりのきチラシ、ゆりのきたよりを届け、
連携を依頼している。9月に薬剤師（岡本薬
局・ナカジマ薬局ららぽーと湘南平塚）を講
師に招き民生委員とケアマネジャーとの交
流会を実施した。
（2）近隣の病院・医院・薬局にゆりのきたよ
り、通いの場の一覧表を定期的に届けてい
る。
（3）4/11高次脳機能障害ケースの訪問看護
利用について主治医（佐藤医院）とカンファ
レンス。
4/18高次脳機能障害ケースの一包化につ
いて薬局（岡本薬局）とカンファレンス。4/25
歩行困難ケースの介護保険利用について
主治医（済生会湘南平塚）とカンファレンス。
4/27処方薬の量について薬局（見附町薬
局）とカンファレンス。
5/2高次脳機能障害ケースの検査結果につ
いて主治医（済生会湘南平塚）とカンファレ
ンス。
5/12脱水ケースの今後の生活について主
治医（佐藤医院）とカンファレンス。

上半期の9月に岡本
薬局、中島薬局と共
催し交流会を実施し
たことを確認した。

B

病院からの相談が代行申請だけではなく、
退院後の行き先や生活について相談を受
けることが多くなった。
（1）（2）後期も継続して近隣の病院・医院・
薬局にゆりのきチラシ、たよりを定期的に届
けている。後期は松原地区須賀新田シニア
クラブから「補聴器」について話を聞きたい
と依頼があったので、地区の薬局に相談
し、補聴器事業所を紹介してもらい、令和5
年2/24に講話を行った。参加者10人。
（3）・10/6独居認知症のケースについて坪
井医院と湘南薬局と打ち合わせ。
・10/13独居認知症のケース治療について
こじま脳神経外科とカンファレンス。
・10/25独居でがんを患ったケースについ
て、今後の治療方針を平塚共済病院とカン
ファレンス
・10/25同ケースみやま薬局と服薬管理に
ついてカンファレンス
･11/21独居、精神障がいのケースについて
平塚病院と連携し、入院につなげた。
・12/13独居で脱水による緊急搬送のケー
スで平塚市民病院MSWとカンファレンス。

「補聴器」について、
須賀新田シニア倶楽
部より依頼があり、今
年度は薬局と連携し
講話を行うことを確認
した。
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３　権利擁護事業

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

②企業向け認知症サ
ポーター養成講座

（1）平塚信用金庫新人研修にて実施。
（2）地域等からの依頼時に対応。

（1）R4年4月13日
（2）随時

（1）平塚信用金庫
（2）未定

認知症地域支援推進
員

C

（1）平塚信用金庫の新入社員研修4/13　参
加者18人。
（2）特定非営利活動法人湘南NPOサポート
センターの職員向け7/29　　崇善公民館
参加者13人。

前期に2回実施したこ
とを確認した。

B
（1）前期に実施済み
（2）後期に依頼はなし

毎年依頼のある、平
塚信用金庫新人研修
での実施の他、NPO
法人からの依頼で実
施するなど法人から
のニーズが定着して
いることを確認した。

（６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

（1）認知症に伴う精神症状や日常生活における行動上の問題に対して、地域住民に周知が出来ていない。
（2）親族や地域との関わりがなく「孤立した人」が増えており、緊急時の連絡体制が出来ていないケースが増えてい
る。

（1）地域の幅広い年齢層や職種に対して、認知症についての理解
を深めてもらう機会を設ける。また、個別ケース支援の中で、身寄り
のない人には、今後、必要になる支援体制について説明していく。
（2）地域の人に終活について考えてもらう機会を設ける。

（1）松原小学校、崇善小学校、江陽中学校に出向き、認知症サポーター
養成講座の実施に向けて説明の場を設けた。昨年の崇善公民館に加え、
松原公民館とも共催事業で子ども向け認知症サポーター養成講座を実施
した。認知症当事者、介護者、チームオレンジ向けのチラシ「ゆりのきオレ
ンジたより」を今年度より作成し、サロンや認知症についての情報を周知し
やすい仕組みを作った。
（2）身近なこととして、終活について知ってもらう機会を増やすため、2地区
の公民館で終活セミナーを実施した。

（1）小中学校に出向き、認知症サポーター養成講座の実施について依頼
をしたが、実施することは出来なかった。しかし、崇善公民館、松原公民
館と共催で子ども向け認知症サポーター養成講座を実施出来た。また、
大学生、専門学校生など幅広い層にも実施することが出来た。
（2）終活について知ってもらう機会を作るため、崇善公民館、松原公民
館、福祉会館で終活セミナーを実施した。また、地区社協の理事研修会や
地区のサロンや給食会でも積極的に「わたしのノート」や「あんしんカード」
を用いながら終活について考えてもらう機会を作った。個別ケース支援の
中で身寄りのない人が多く、終活について「わたしのノート」等を用いなが
ら、自分自身で整理してもらうように導いた。

・小学生や中学生に認知症サポーター養成講座を実施することで、幅広い年齢層に認知症への理解を深めることが出来た。また、同時に高齢者虐待についても講話をすることが出
来、地域で高齢者を見守ることの大切さを理解してもらうことが出来た。
・終活セミナーを開催する中で、身元保証や成年後見制度、終末期医療の必要性について広く周知することが出来た。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策

C

（1）後期に予定
（2）公民館との共催事業として「夏休み子ど
も向け認知症サポーター養成講座」を実
施。崇善公民館7/28、参加者：小学生8人、
保護者2人。松原公民館8/4実施。参加者：
小学生2人、保護者2人。
（3）前期は依頼なし

小学生向けの講座を
夏休みに合わせて実
施し、親子の参加が
できるように工夫した
ことを確認した。

C

（1）令和5年2/22開催　平塚栗原ホーム　参
加者16人。
（2)前期に実施済み
（3）社会福祉士実習生向け認知症サポー
ター養成講座9/5　参加者6人（大学生5人、
専門学校生1人）

計画どおり。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－３認知症支援策の推進

①認知症サポーター
養成講座の開催

（1）市民向け輪番制。
（2）小中学生向けの養成。
（3）地域等からの依頼時に対応。

（1）R5年2月
（2）未定
（3）随時

（1）平塚栗原ホーム
（2）崇善・松原公民館
（3）未定

認知症地域支援推進
員

（１）認知症理解のための普及・啓発

イ　認知症サポーター及びチーム
オレンジメンバーの養成

（1）前期に実施済み
（2）・松原公民館共催　カラオケ体操
10/11　松原公民館　参加者13人
・連携型認知症疾患医療センターメモリーケ
アクリニック湘南共催「認知症が心配なあな
たへのアドバイス～医療機関との上手なか
かわり方～」10/26　平塚栗原ホーム　参加
者19人
・崇善公民館共催　カラオケ体操　11/1 崇
善公民館　参加者7人
（3）今まで繋がりのなかった崇善ゆめクラブ
（老人会）と共同で寝たきり、認知症になら
ないための体操教室を開催することが出来
た。「外出時の不安をなくすバランス教室」
10/21 崇善公民館　講師：ラクシオン片麻痺
専門トレーニングジム　脳卒中認定理学療
法士　参加者21人。

以前から実施してい
たカラオケ体操の参
加者が伸び悩む中、
老人クラブとの共催
では新たな取組とし
て、トレーニングジム
協力の下で開催し、
数多くの参加者を確
保したことを確認し
た。

地域の介護事業所と
連携して実施をする
ことで、内容を工夫し
ていることを確認し
た。

B

（２）認知症予防施策の充実

③身近な場での認知
症予防教室の開催

（1）市民向け認知症予防教室を行う。
（2）地域の介護事業所と連携して、地域住
民向けの認知症予防教室を開催。
（3）地域等からの依頼時に対応。

（1）年1回
（2）年3回
（3）随時

（1）平塚市福祉会館
（2）平塚栗原ホーム
（3）未定

認知症地域支援推進
員

C

（1）「コグニサイズと認知症予防の話」
8/26　平塚栗原ホーム　講師：かながわ健
康財団健康運動指導士　10人
（2）「あん摩マッサージで認知症予防！」
6/27　平塚栗原ホーム　講師：デイサービス
さうんどう　茶温堂治療院　参加者20人。
（3）前期は依頼なし
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⑤認知症初期集中支
援事業の対象者を把
握し支援につなげる

日常の相談や民生委員等の地域からの通
報、関係機関から得た情報をもとに対象者
を把握する。

随時 平塚栗原ホーム他
認知症地域支援推進
員

C

民生委員等と情報共有をしながら、対象者
の把握・支援に努めている。医療機関が未
受診のケースが多いが、医療機関と連携を
とり、受診につなげることで、初期集中支援
事業につなげる前に支援につながってい
る。

計画どおり。 C

家族、友人、地域、民生委員と協力しなが
ら、対象者の把握に努めている。必要な時
には医療機関に相談をしながら早期に対応
しているので、初期集中支援事業につな
がっていない。

選定ケースはない
が、上記のような支
援で対応していること
を確認した。

⑥認知機能低下を把
握するための認知機
能評価機器の活用

（1）ゆりのき予防サロンや地域の集まり等
で体験してもらいMCIの早期発見につなげ
る。
（2）ゆりのきたより等で周知し実施につなげ
る。

（1）サロン等開催時
50件/年
（2）年1回

（1）平塚栗原ホーム
他
（2）公民館他

認知症地域支援推進
員

C

（1）ゆりのき予防サロン等で周知している。
物忘れが気になるケースの訪問・来所相談
で実施している。7人実施（内　新規6人）。
（2）ゆりのきたよりを見た本人や民生委員
からの紹介を受け、行っている。

後期には、個別相談
だけでなく、公民館ま
つりでの普及啓発を
行い、新規の把握の
機会を作る予定であ
ることを確認した。

A

（1）ゆりのき予防サロンの参加者に声をか
けたり、物忘れが気になるケースの訪問・来
所相談で実施している。17人実施。10/21、
22で開催された福祉会館まつりにて血管年
齢測定と合わせて健康相談を実施。95人実
施。（年間102人）
（2）前期に実施済み

福祉会館まつりにお
いて、血管年齢測定
からの導線を作ること
で多数の実施に繋
げ、目標を大きく上回
る実施に至ったことを
確認した。

⑦成年後見制度の利
用相談体制の充実

（1）成年後見利用支援ネットワーク連絡会
に出席し、関係機関との顔の見える関係性
の構築に務める。
（2）あんしんセンター、成年後見利用支援セ
ンターと連携し権利擁護の相談体制を充実
させる。
（3）後見センターの弁護士相談、法テラス、
ぱあとなあ、司法書士会等専門職への相談
を活用する。

（1）年2回
（2）（3）随時

（1）保健センター他
（2）（3）担当エリア

（1）（2）社会福祉士
（3）全職種

C

（1）8月末に書面会議
（2）身寄りのないケースや親族が関わりを
拒否しているケースが増えており、医療、介
護、金銭管理等の場面において身元保証
や支援先に関する課題があがっている。個
別ケースごとに成年後見センター、あんしん
センター、くらしサポート等と連携をとり、支
援方法について検討している。
（3）成年後見センター、法テラス、司法書士
会、ぱあとなあ等の情報を伝えている。1件
相談につながっている。

(1)書面開催に出席し
たことを確認した。
(2)(3)計画どおり。

B

（1）12/23書面開催
（2）認知症で身元保証や金銭管理が課題と
なるケースがあり、各関係機関に相談をし
ている。後期は成年後見センター5件、あん
しんセンター3件、くらしサポート2件。
（3）後見センターの弁護士相談を2件した。

相談のあったケース
を包括内で検討し、
関係機関につなげて
いることを確認した。

地区的に対象者の人
数も多く、外国籍や単
身世帯、複合的課題
を抱えるケースも多
い中、他機関と連携
した支援や受診同行
等のケースに寄り
添った支援を継続し
ていることを確認し
た。

ア　若年性認知症を含めた相談支
援

（３）認知症に対する早期対応体制の整
備

④認知症地域支援推
進員による専門的な
相談支援（若年性認
知症を含む）

ウ　認知機能検査の実施

エ　成年後見制度の利用相談等

オ　成年後見制度の利用支援等の
充実

⑧成年後見制度の普
及啓発の取り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

（1）ゆりのき予防サロンにて成年後見制度
の普及啓発を行う。
（2）消費者被害について、ゆりのき予防サ
ロンやゆりのきたより等にて市民に新しい情
報を周知する。

（1）年2回　20名
（2）予防サロン年2回
ゆりのきたより年1回

計画どおり。 B

総合相談対応の際、認知症関連の内容に
関して認知症地域支援推進員を中心に専
門的な支援を展開する。
①包括内で他職種と情報を共有し検討す
る。
②主治医との連携を図る。
③対象者は初期集中支援チームにつなげ
る。

随時 平塚栗原ホーム 全職員 C

①認知症と合わせて、本人や支援者の精
神疾患、経済苦などで相談内容が複雑化し
ている。外国籍の認知症の相談もあり、家
族が入国できる時期を待つ事例もある。毎
日のミーティングで情報共有し、ケースの内
容によって、他職種と一緒に対応するように
している。
②主治医およびメディカルソーシャルワー
カーと定期的に情報を共有し、介護申請の
タイミングについて連携をとっている。
③前期はなし

①認知症だけではない複合的な問題を抱え
たケースが増えている。外国籍のケースは
市の文化交流課に通訳を依頼して相談を2
回実施し、英文で成年後見制度の資料や
文書のやりとりを行った。また、あんしんセ
ンター、成年後見センター、弁護士相談など
を活用しながら権利擁護を含めて支援をす
るケースがある。包括内の多職種と相談方
法について協議し、外部の相談機関と連携
しながら支援にあたった。4件。
②受診に同行し医師と支援について相談し
たり、相談員と連携をとっている。7件
③家族、友人、地域、民生委員に協力を依
頼し、包括で支援にあたっているため、後期
もなし。

イ　認知症初期集中支援事業

（1）・松原ひとり暮らし給食会で成年後見制
度、身元保証について講話　9/16　松原公
民館　参加者11人
・松原公民館共催「終活セミナー」を実施。
後見制度の説明を行う。11/30 松原公民館
参加者13人
・松原地区社協理事研修会で「終活につい
て」講話。包括、在宅医療・介護連携支援セ
ンター、成年後見利用支援センターと連携し
て実施。12/3松原公民館　参加者21人
・福祉会館共催「終活セミナー」にて成年後
見利用支援センターと連携して実施。　令和
5年1/27　福祉会館　参加者24人。
（2）ゆりのきたよりには前期に掲載済み。ゆ
りのき予防サロンや地域のサロンでは随
時、消費生活センターより新しい情報を入
手して消費者被害防止について話してい
る。
松原新年会にて消費者被害防止のシール
を68枚配布。

（1）活動指標を上回
る開催回数と参加者
数であることを確認し
た。
（2）計画どおり。

（1）公民館
（2）公民館他

社会福祉士 C

（1）崇善公民館と共催で「終活セミナー」を
実施。後見制度の説明を行う。7/22参加者
17人。
（2）ゆりのきたより4月～6月号にて消費者
被害防止を掲載。松原地区ひとり暮らし給
食会にて消費者被害について説明。5/20
松原公民館　講師：ゆりのき職員　参加者
10人。実習生向け消費者被害の講話　8/26
市役所　講師：消費生活センター職員　参
加者7人。常に最新情報を各サロン等で地
域住民に伝えていく。

(1)活動指標は年2回
各20名であることを
確認した。
(2)8/26に消費生活セ
ンター職員を講師に
講話が実施されたこ
とを確認した。

B
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⑩認知症サポーター
養成講座修了者の育
成事業

（1）養成講座修了者をチームオレンジ研修
に促す。
（2）チームオレンジメンバーとしての活動状
況を把握する。
（3）チームオレンジメンバーとしての活動の
場を提供する。

（1）R4年4月15日
（2）年2回
（3）随時

（1）（2）平塚栗原ホー
ム
（3）未定

認知症地域支援推進
員

C

（1）チームオレンジ研修4/15　参加者13人。
（2）今年度、新しい試みとして認知症当事
者、介護者、チームオレンジ向けの「ゆりの
きオレンジたより」を作成・配布している。
（年3回予定）ゆりのきの認知症サロン等へ
協力を依頼するとともに状況を把握してい
る。
（3）ゆりのき認知症カフェ「オレンジ花の
会」、子ども向け認知症サポーター養成講
座、認知症予防教室の手伝いを依頼してい
る。参加者計12人。

計画どおり。 B

（1）チームオレンジ研修　令和5年2/22　参
加者9人。
（2）認知症に関する情報誌「ゆりのきオレン
ジたより」を配布。オレンジメンバーにはゆり
のきの認知症サロン等へのお手伝いの協
力を依頼している。
（3）・オレンジ花の会（11/10、12/9、1/10、
2/10、3/10）、認知症予防教室（10/11、
10/26、11/1)での手伝いを依頼している。参
加者6人。また、高齢者の手芸サークル「み
どり会」に認知症ロバマスコット100個を作成
する協力を依頼した。

(1)チームオレンジ研
修は指標を上回る2
回の実施を確認し
た。
(2)(3)ともに積極的な
活動把握と活動の提
供により、活発な活
動に繋がっていること
を確認した。

⑪認知症カフェの実
施

（1）認知症カフェ「オレンジ花の会」を行う。
（2）地域にあるオレンジカフェを支援する。

（1）年12回（雨天中
止）
（2）随時

（1）平塚市福祉会館
（2）未定

認知症地域支援推進
員

B

（1）コロナ禍で参加しやすいよう、屋外で園
芸活動を行い、園芸活動後、和室で交流を
行っている。居場所づくりの1つとして、福祉
会館３階老人福祉センターとの連携もとって
いる。4/11：7人、5/10：7人、6/10：8人、
7/11：6人、8/10：5人、9/9：2人
（2）晴れときどきちんぷんかんぷんを主催
するツクイ平塚中堂とは小地域ケア会議の
メンバーとしても参加してもらっており、情報
共有をしている。

屋外での活動を取り
入れ、感染症対策を
工夫しながら認知症
カフェの継続に努め
ていることを確認し
た。

B

（1）コロナ禍を考慮した屋外での園芸活動
を行った。また、寒い12月～3月にかけては
高齢者の体調も配慮し、崇善公民館で認知
症ロバマスコットづくりを実施。10/7雨天なし
11/11　3人　12/9　3人　1/10　4人
（2）晴れときどきちんぷんかんぷんを主催
するツクイ平塚中堂とは小地域ケア会議の
メンバーとして参加してもらっており、再開
時には連携していく予定。

コロナ禍を考慮した
屋外での活動等で持
続的な活動と参加者
の確保に努めている
ことを確認した。

計画どおり。
ア　権利擁護のための相談支援及
び普及啓発

イ　チームオレンジの体制整備

（４）認知症高齢者の見守り支援

⑨認知症ケアパスの
普及

（1）認知症の相談時に活用する。
（2）チームオレンジ研修時にテキストとして
使用する。
（3）認知症予防教室にてテキストとして使用
する。

（1）随時
（2）R4年4月15日
　　R5年2月
（3）年1回

（1）平塚栗原ホーム
他
（2）平塚栗原ホーム
（3）平塚市福祉会館

認知症地域支援推進
員

C

（1）個別相談時配布7冊。
（2）4/15チームオレンジ研修　10冊
（3）8/26「コグニサイズと認知症予防の話」
の講話でテキストとして使用。10人

キ　認知症カフェの設置と支援

基本目標３－２権利擁護事業の充実

⑫終末期に向けた住
民への普及啓発

（1）ゆりのき予防サロンにて終末期に向け
た講座をひらき、考える機会を設ける。
（2）個別ケースを通して、特に身寄りのない
方や遠方に親族がいる方に対して、「わたし
のノート」を活用しながら、終末期について
一緒に考える機会を設ける。

（1）年2回　20名
（2）随時

（1）公民館
（2）担当エリア

計画どおり。 C

（1）後期は、個別相談時及び居宅事業所の
ケアマネジャーからの依頼があり、8冊配
布。
（2）令和5年2/22チームオレンジ研修で使用
9冊。
（3）前期で実施済み。

（1）活動指標を上回
る開催回数と参加者
数であることを確認し
た。
（2）希望がなくても、
相談の中でエンディ
ングノートを紹介し、
活用していることを確
認した。

（１）日常生活を支える権利擁護事業の
推進

エ　終末期に向けた権利擁護推進
事業

（1）社会福祉士
（2）全職員

C

（1）崇善公民館と共催でゆりのき予防サロ
ンにて「終活セミナー」を開催。わたしのノー
トを配布し、介護、医療、成年後見制度につ
いて講話。7/22参加者17人。
（2）個別配布3人。独居の高齢者で娘との
関係性が悪いが、いざという時の準備のた
めに活用したケース。ガン末期で飼い猫の
里親探しを支援したケース。自らの終活に
あたって永代供養につなげたケース。

(1)計画どおり。
(2)希望が無くても、相
談支援の中で相談者
の課題が見えにくい
ケースでは、課題整
理のためにエンディン
グノートを活用してい
ることを確認した。

B

（1）松原公民館と共催でゆりのきサロンにて
「終活セミナー」を開催。わたしのノートを配
布し、介護、医療、成年後見制度について
講話。11/30 松原公民館　参加者13人
・松原地区社協理事研修会で「終活につい
て」講話。包括、在宅医療・介護連携支援セ
ンター、成年後見利用支援センターと連携し
て実施。12/3松原公民館　参加者21人
・福祉会館共催「終活セミナー」にて成年後
見利用支援センターと連携して実施。
令和5年1/27　福祉会館　参加者24人。
（2）個別配布3人。身寄りがなく、健康に不
安があるため、自らの終活に活用したケー
ス。身寄りのない独居で自分の身の回りの
整理にあたり考える基準が欲しいとの依頼
で活用したケース。独居で子どもたちに自
分のことを伝えたいと活用したケース。
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⑭高齢者虐待の相談
体制の充実

（1）職員が共通認識をもって対応できるよう
に、包括内にて虐待マニュアルについて理
解を深めるための勉強会やケース検証を行
う。
（2）困難事例に関しては、行政を含む関連
機関と連携をとり、最善の方法を検討しな
がら対応していく。

（1）年1回
（2）随時

（1）平塚栗原ホーム
（2）担当エリア

全職員 C

（1）包括内での虐待マニュアルの読み込み
は後期予定。個別虐待ケースについては随
時検証を行い、支援している。
（2）親族、ケアマネジャー、介護事業所、医
療機関、行政と連携しているケースが1件あ
り、常に連絡をとりながら状況を確認してい
る。

計画どおり。 C

（1）包括内で虐待マニュアルをもとに、ケー
ス検証を実施した。12/26　令和5年1/17
（2）困難事例に関して、1件は包括、ケアマ
ネジャー、CSW、くらしサポート家計相談、あ
んしんセンター、成年後見センター、介護事
業所、行政、民生委員と連携し、情報の共
有及び支援をしている。もう1件は、包括、介
護事業所、障がい事業所、行政（高齢福祉
課、障がい福祉課、生活福祉課）と連携をし
ている。

計画どおり。

⑮虐待を受けた高齢
者に対するケア体制
の充実

（1）虐待マニュアル、一時保護マニュアルに
沿った支援を行いつつ、行政や介護事業
所、医療機関と連携をはかり早期発見、支
援に結びつける。
（2）親族、地域、民生委員などの協力を得
ながら支援を行う。

（1）（2）随時 （1）（2）担当エリア 全職員 C

（1）現在、ゆりのきとして高齢者虐待で関
わっているケースは3件。1件は行政、ケア
マネジャー、介護事業所と連携をはかり状
況を確認している。
（2）上記以外の2件は見守りを継続している
ケース。民生委員やケアマネジャーと連携
をとりながら、見守りの訪問やモニタリング
を継続している。

計画どおり。 C

（1）現在、ゆりのきとして、高齢者虐待（疑）
で関わっているケースは1件。行政の高齢、
障がい、生活福祉の部門と連携を取りなが
ら、それぞれの介護、障がいの事業所とも
日頃の情報共有を行っている。
（2）上記以外にも民生委員に日頃の見守り
を依頼しているケースが1件ある。

計画どおり。

⑯養護者に対するケ
ア体制の充実

（1）訪問時に養護者や家族と話す時間をも
つようにし、家族が抱える悩みの相談に応
じるようにする。
（2）行政、介護事業所、医療機関等の専門
職や民生委員等と連携し、養護者の負担を
軽減するような支援を行うとともに、養護者
が孤立しないように支援する。

（1）随時
（2）随時

（1）（2）担当エリア 全職員 C

（1）虐待が終結した後に、養護者が社会の
中で孤立しないように、見守っているケース
が1件（8050問題）ある。家族会議に参加
し、それぞれの立場の意見を確認しあった
ケースが1件、養護者の悩みを聞き、虐待に
至る前に支援を開始できたケースが1件あ
る。ケアマネジャー等からの疑いレベルでの
連絡が入りやすいようにしている。
（2）行政、ケアマネジャー、医療機関、民生
委員、くらしサポート等と連携しながら、地
域の中で孤立していなかの見守り、生活の
立て直し等の支援をしている。

(1)ケアマネジャーへ
のフォローアップによ
り、相談しやすい関係
性を築いていることを
確認した。
(2)関係機関と緊密な
情報共有による連携
を行っていることを確
認した。

C

（1）虐待（疑）ケースの訪問時には、複数職
員での訪問体制をとり、高齢者と養護者の
それぞれに各職員が寄り添い、話を聞ける
ようにしている。
（2）虐待終結の後の養護者の孤立を防ぐた
め、現在でも関わりをもっているケースが2
件ある。1件は養護者が地域に溶け込みや
すい環境づくりの手伝いをしている。もう1件
は、養護者の生活の立て直しのため、市の
弁護士相談、後見センターの弁護士相談、
警察の地域担当に相談を入れながら支援
にあたっている。また、8050問題の場合は、
50側の支援としてCSWやくらしサポート等の
他機関と連携をとり、養護者側にも支援す
る機関が付くようにしている。

（1）必ず複数名で訪
問し、高齢者と養護
者それぞれから話を
聞き取っていることを
確認した。
（2）福祉村のボラン
ティアにつなげるな
ど、地域資源を上手く
活用しながら養護者
支援を行っていること
を確認した。

（1）平塚信用金庫認知症サポーター養成講
座にて講話。4/13参加者18人。令和3年度
延期分、輪番制認知症サポーター養成講
座にて講話。4/15参加者　市民12人。
（2）東海大学他社会福祉士実習生に講話。
8/25、6人。
（3）ゆりのきたより　10～12月号で掲載

(1)(2)計画どおり。
(3)10月～12月号にて
配布済みを確認し
た。

C

（1）・日本赤十字傾聴奉仕団の研修会「コロ
ナ禍における高齢者への影響」で講話。
11/21 市民活動センター参加者　22人
・輪番制認知症サポーター養成講座にて講
話　2/22　平塚栗原ホーム　参加者16人。
（2）神奈川県社会福祉士専門学校社会福
祉士実習生に講話。11/11参加者2名
（3）前期に実施済み

計画どおり。
ア　高齢者虐待の知識等の普及啓
発

（２）高齢者虐待防止のための取組

⑬高齢者虐待防止の
普及啓発に関する取
り組み
　＊実施時期・回数
欄に対象者、開催回
数、受講者数を記入
ください。

（1）認知症サポーター養成講座、オレンジ
研修等にて普及啓発をすすめるとともに包
括が相談窓口になっていることを周知する。
（2）虐待の早期発見のために幅広い層に普
及啓発をする。
（3）高齢者虐待防止についてゆりのきたよ
りに掲載する。

（1）年1回　20名
（2）年1回　10名
（3）年1回

（1）平塚栗原ホーム
他
（2）公民館他
（3）担当エリア

社会福祉士 C

ウ　高齢者虐待の相談体制の充実

オ　虐待を受けた高齢者に対する
支援

カ　養護者への支援
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４　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

（１）前年度の取り組みに対する評価・実績

取り組み・重点事項 内容(何を、どのように）
活動指標

（実施時期・回数）
場所 担当者

前期
評価

実績・評価理由 市確認結果
年間
評価

実績・評価理由 市確認結果

（６）取り組みに対する全体評価／振り返り（前期） （８）取り組みに対する全体評価（年間）

崇善、松原地区ともに地域とのつながりが薄く、閉じこもっている高齢者が多く、孤立死につながったケースもあっ
た。閉じこもり等、支援が必要な人の把握や外出を促す方法、居場所づくりが課題になっている。

・崇善地区は小地域ケア会議にて閉じこもり等支援が必要な人の
把握や居場所づくりについて検討を重ねる。
・松原地区は「松原ながら見守り運動」の活動期に入る。1人でも多
くの見守りボランティアの参加を促す方法を検討していくとともに閉
じこもり等支援が必要な人の把握や居場所づくりについて検討を重
ねる。

崇善は居場所づくりのための福祉村立ち上げの話、役員のなり手不足の
問題、松原は見守りボランティアの不足、見守り運動の普及の問題等若
い世代、次世代の地域への参加が少ないことが共通の課題となってい
る。どのようにして、現在の地域課題について住民に伝え、地域活動に参
加してもらうかについて後期に向けて関係機関とともに検討していく必要
性が出ている。

崇善、松原地区ともに「地域づくり」という課題について小地域ケア会議を
活用しながら問題提起することが出来た。崇善地区では次々と建設される
新しいマンションと高齢化の進んだ集合住宅、どちらも自治会の加入が問
題になっている。幅広い世代の住民を地域活動に参加してもらい、お互い
が助け合っていくにはどうしたらよいかについて多くの意見交換が出来
た。松原地区は、「地域づくり」の方法として、「松原ながら見守り運動」に
着手している。この活動をどのように地域に根付かせていくのか、積極的
な話し合いが持て、地区の情報たよりへの掲載やポスター作成などにつ
なげている。

・崇善地区は定期的に小地域ケア会議を開催することが出来た。地域とのつながりがない集合住宅の課題があがり、民間企業とも連携し解決策について検討することが出来た。
・松原地区は町内福祉村から出た「見守り立ち番の人材不足」の課題から、次年度に向けて地域全体で住民を見守っていく「松原ながら見守り運動」を実施する運びとなった。

（２）主な地域課題 （３）主な地域課題の改善策・解消策

C

（1）コロナ禍、訪問しゆっくり話を聞くことは
できていないが、書類等は出来るだけ手渡
しし、少しでも話すことを心がけている。感
染状況を踏まえ居宅訪問をしていく予定。
（2）・令和4年3月、高齢者の長男から、この
ままでは暴力をふるってしまいそうだと、ゆ
りのきに相談があり、担当の居宅ケアマネ
ジャーと連携し、グループホームの入居に
繋げることが出来た。また、生活保護申請
に同行、経緯を伝え、受給につなげた。
・令和3年3月より担当ケアマネジャーから金
銭に関わる家族間の揉め事に巻き込まれ
困っているとの相談を受け、その後も何度
か相談に応じてきた。デイサービス利用中
に本人の意思確認をし、令和4年5月、家族
の話し合いに中立な立場で参加し、ケアマ
ネジャー、包括の役割について説明した。
他2件、施設入居に向け相談対応中。
（3）令和5年1月に書面開催で実施予定。
（4）民生委員とエリア内居宅介護支援事業
所と実施。崇善9/10 27人、松原9/14 16人

計画どおり。 B

（1）前期同様コロナ禍、訪問予約を入れ
ゆっくり話を聞くことはできていないが、エリ
ア内外に関わらず、書類等を届ける際は出
来るだけ手渡しし、居宅の現況や包括への
要望を聞き取ることを心がけている。令和5
年2月、3月に居宅訪問を予定している。
（2）令和4年9月小規模多機能型居宅の担
当ケアマネジャーより生活困窮の相談を受
けた。使っていない携帯電話の料金が無駄
に引き落とされていた為、本人に同行し解
約手続きを行った。今後も多機関で協議し
ながら方向性を決めていく予定。令和5年1
月精神障がいを抱えた家族の対応ケースと
して、担当ケアマネジャー、包括、CSWで事
例検証を実施。令和5年1月小規模多機能
型居宅の担当ケアマネジャーより地域から
の苦情の対応について相談を受け、市の担
当ケースワーカーと連携した。令和4年度は
10件の相談を受けた。
（3）予定どおり書面開催とし令和5年1/10に
13包括各々がエリア内居宅に事例を送付し
た（ゆりのき9居宅）。全包括で38事業所の
参加があり結果報告を作成し参加居宅へ
送付予定。
（4）前期に実施済み。

地域の居宅介護支援
事業所から多くの相
談があり、相談しやす
い関係性を構築でき
ていることを確認し
た。また、相談内容に
応じ、多職種と事例
検証や多機関と協議
を行い、ケアマネ
ジャーの支援につな
げていることを確認し
た。

（４）今年度の取り組み・重点事項 （５）取り組み実績（前期） （７）取り組み実績（年間）

高齢者福祉計画

基本目標２－１ネットワークの充実

①ケアマネジャーへ
の支援

（1）担当エリア9か所の居宅支援事業所を
可能な限り訪問し、処遇困難ケースや包括
への要望の聞き取りと居宅の情報を収集す
ることで、顔の見える関係性を構築する。
（2）処遇困難ケースの相談時には情報を共
有し、同行訪問や個別ケア会議の開催に繋
げる。
（3）包括合同事例検討会を年度内に１度開
催（書面開催も含む）し、居宅連絡会に於い
ても研修を開催する。
（4）民生委員との交流会等を開催して、地
域との繋がりが持てるような場を設ける。

（1）4～5月
（2）随時
（3）年1回
（4）崇善：9月10日
　　 松原：9月14日

（1）担当エリア内9所
の居宅会議支援事業
所
（2）対象者宅、平塚
栗原ホーム他
（3）保健センター他
（書面会議やリモート
対応とすることもあ
る）
（4）崇善公民館、松
原公民館

主任介護支援専門員

（１）高齢者よろず相談センターの機能強
化

イ　ケアマネジャーとの連携強化支
援

（1）医療職を入れての個別ケア会議は開催
していないが、家族、地域住民、行政を入れ
た会議を開催し、別途病院の医師に確認し
た内容を会議内で反映させたケースが1件
ある。もう1件は、家族、包括、CSW、くらし
サポートを入れた会議を開催し、別途警察、
弁護士に相談を入れ意見を会議内で反映
させたケースがある。身寄りのいない認知
症ケースで包括、あんしんセンター、成年後
見利用支援センターと話し合うケースが1
件。
（2）①松原：10/18、令和5年3/14予定。「松
原ながら見守り運動」を地域に根付かせる
ための方法について話し合っている。地域
の3情報たより（福祉村、地区社協、自治会
たより）に必ず「松原ながら見守り運動」の
情報を掲載するようにした。また、ポスター
を作成し、地区の商店や自宅の垣根等に掲
示してもらう準備を整えている。
②崇善：11/11、令和5年2/10。崇善地区に
次々と開発されるマンションに関わる問題
（自治会の加入、防災、閉じこもり、安否確
認）について話し合っている。また、高齢者
の居場所づくりや移動支援、福祉村の必要
性等について話し合っている。

地域ケア個別会議の
開催は出来ていない
が、相談から地域住
民を含めた会議は
行っていることを確認
した。
小地域ケア会議は計
画どおり開催している
ことを確認した。

イ　地域ケア会議の開催

（1）担当エリア
（2）①松原分庁舎
②崇善公民館

（1）主任介護支援専
門員
（2）社会福祉士

C

（1）医療職を入れての個別ケア会議は開催
していないが、家族他関係機関と連携した
個別会議は開催している。
（2）①松原：4/19、7/19に開催。福祉村の見
守り立ち番の人材不足という地域課題を契
機に、住民に負担なく、みんなで地域を見
守っていこうという「松原ながら見守り運動」
の普及啓発について話し合っている。
②崇善：5/13、8/12に開催。高齢者の居場
所づくりの解決策として福祉村についての
勉強会を福祉総務課を招いて行った。次世
代の役員、ボランティアをどうやって取り込
んでいくかが課題になっている。自治会活
動におけるアンケート結果報告を踏まえて、
住民との話合いの場を計画している。

個別ケア会議につい
て医療職の参加がな
いため開催なしとなっ
ていることを確認し
た。
家族やサービス担当
者を含めた会議は実
施していることを確認
した。
小地域ケア会議は計
画どおり。

C

（２）地域資源との連携強化

②地域ケア会議（個
別ケア会議、小地域
ケア会議）を開催する

（1）個別ケア会議
（2）小地域ケア会議
①松原地区：地域の関係者に声をかけて、
定期的に地域ケア会議を開催し、さらに地
域全体で課題解決が出来るような体制づく
りを行う。
②崇善地区：引き続き定期的な地域ケア会
議が開催できるように務める。さらに幅広い
団体や職種と連携して、地域課題について
話し合えるようにする。

（1）随時
（2）①年4回
②年4回
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